
















情報数学では、集合論・代数系・グラフ理論など離散数学について学び、情報技術を数学的に捉えて論じる力を身につけます。

確率・統計、情報統計学では、確率の性質、確率変数、確率密度関数、正規分布関数などの統計学の基本を学びます。また表

計算ソフトウェアの関数機能を使って、実際に統計分析の演習を行ないます。これにより情報を定量的に扱うための基本的な考え

方を学びます。 

情報学部の物理学系科目には、力学と電磁気学があります。力学とは物体の運動を知ることを目的とする理論であり、その理

論体系には自然科学と自然科学を応用する工学・情報学の考え方の基礎が集約されています。力学では、ベクトルと微分積分を

利用して、力の合成・分解や、物体の運動方程式を解くことで物体の運動を決定する方法を学びます。物事を理路整然と把握す

る考え方の具体例として、力学を学ぶと良いでしょう。電磁気学という理論体系は、電気回路や有線・無線通信の基礎です。電磁

気学では、ベクトルと微分積分を使って電磁気現象の基礎法則の学習を通して、電子機器や電子部品の内部で起きる現象やそ

のメカニズムを理解する基礎を学びます。なお、電磁気学の中で、力学の考え方を応用する場面が随所に出てきます。電磁気学

を学ぶ前に、力学を学んでおくことが必要です。 

（２）学修到達目標 

以上に述べた内容を確実に理解し、自分のものとして活用できるレベルにする必要があります。学修到達目標は、具体的にど

のような項目についてそれが達成されるべきかを示したものです。各科目の学修到達目標は、学位授与の方針と各授業科目との

関係性を示すカリキュラムマップにまとめて示しています。 

（３）基礎数学セミナ・基礎理科セミナ 

ア [数学関係科目]（基礎数学セミナ ）

  基礎数学セミナでは、数式を一目で把握し、スムーズに計算できることを目標にします。「何とかできる」ではなく「一目でスムー

ズにできる」ことが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分な量の練習が必要です。なお、３年次修了までにこの

科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

イ [物理・化学関係科目]（基礎理科セミナ ） 

  大学で学ぶ科目の中には、理科の基礎知識を必要とするものが、物理・化学だけではなく、専門科目にも多くあります。基礎理

科セミナでは、大学で学ぶ上で最低限必要となる基礎的な数値計算や単位の取り扱い、および自然科学的な基礎知識を身につ

けることを目標とします。「何とかできる」ではなく「スムーズにできる」ことが自然科学・工学の素養として大切で、そのためには十分

な量の練習が必要です。なお、３年次修了までにこの科目を習得できなかった場合には、４年間で卒業することができなくなります。 

4．3 専門科目群 

（1）教育内容 

専門科目群の授業科目は、主に２年次と３年次に開講される基幹科目、２年次後期から始まる展開科目、３年次と４年次の関

連科目と卒業研究からなります。ここで、基幹科目とは専門科目の中でも根幹となる科目であり、専門知識を習得するときの土台と

なる科目です。また、展開科目とは、皆さんの興味や将来の進路に従って、より高度な専門科目の学習ができるように設けられた

科目です。そして、この展開科目の選択の仕方によって３つの系統（コンピュータシステム系、情報ネットワーク系、応用情報系）の

学びを選択できるように推奨する履修モデルを提示しますので、それに従って科目を選択して下さい。しかし、学年が進むにつれ

て学びに対する興味や進路希望が多少変わってくることもあると思います。このため、他の系統の推奨科目を選択することも可能

となっています。 

以下では、専門科目群の教育内容の概要を説明します。なお、各科目で何を学んで、どんな知識を習得するかに関しては、

科目別の学修到達目標としてカリキュラムマップにまとめています。 

①基幹科目（計1８科目） 

基幹科目は、１年次の後期（２期）より３年次の後期（６期）までの間に学びます。基幹的な科目であるため、情報科学の主要な

学問の大部分が含まれています。また、演習系として情報演習（４科目）を学びます。実際の情報機器を使いながら、実践能力を

高める授業を行います。情報演習は、全学生にとって必修な演習です。 
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基幹科目： プログラミング１、プログラミング２、アルゴリズムとデータ構造１、アルゴリズムとデータ構造２、数値計算法、 

コンピュータアーキテクチャ１、コンピュータアーキテクチャ２、オペレーティングシステム、情報ネットワーク1、 

情報ネットワーク2、情報理論、オートマトン・言語理論、電気回路１、電気回路２ （計１４科目） 

プログラミング１、プログラミング２では、Ｃ言語を対象にコンピュータ言語の基本的機能を学び、これらの機能を使ったプログラミ

ング実習を通じて、コンピュータの動作とデータ処理の基本を学びます。この場合、ある機能を果たすためには、どのようなデータ

をいかに処理するかに関する判断が必要となり、より実際的なプログラミング技術が身につきます。アルゴリズムとデータ構造１、ア

ルゴリズムとデータ構造２では、コンピュータを使って問題を解決する方法と手続きを学びます。基本的なアルゴリズムの種類と方

法を学びます。数値計算法では、数学的問題に対する数値解法を理解し、数値計算アルゴリズムを習得します。コンピュータアー

キテクチャ１、コンピュータアーキテクチャ２では、コンピュータのハードウェアの理解に不可欠な論理素子の動作原理から、コンピ

ュータの頭脳である中央処理ユニット、メモリ、入出力装置などのコンピュータを構成する各部品の役目と機能を理解し、コンピュ

ータの設計手順や構成方法についてマイクロプロセッサなどの実例をもとに学びます。オペレーティングシステムは、コンピュータ

システム全体の管理運用を行っている重要なソフトウェアです。オペレーティングシステムでは、コンピュータの起動時の動作、フ

ァイルシステムの構成、プロセスの動作を理解し、オペレーティングシステムの重要性を学びます。情報ネットワーク1、情報ネットワ

ーク 2 では、 コンピュータネットワークの構造、通信規約（プロトコル）、インターネットの成り立ちなどを学ぶとともに、ネットワークの

アプリケーションとその正しい利用法を学びます。情報理論では、情報量を理論的に取り扱う基礎としてシャノンがまとめた理論を

主体に情報量や通信容量を数学的に取り扱う方法を学び、現代の情報処理の基礎体系を知ることができます。オートマトン・言語

理論では、一定の規則に従って並んだ記号列（抽象化した言語）を生成するモデル（言語理論）とそれらの言語を受理する装置

（オートマトン）の理論を学びます。電気回路１では、１年次で学習した基礎電気回路をうけて、抵抗、コイル、コンデンサから構成さ

れる基本的な交流回路の性質について学びます。電気回路２では、複素数を用いて交流回路の計算を行う方法、回路方程式の

立て方や解き方、回路計算に用いられる定理などについて学びます。 

演習系科目： 情報演習Ａ、情報演習Ｂ、情報演習Ｃ、情報演習Ｄ（計４科目） 

情報演習では実際の部品や測定器、コンピュータなどに触れて使用方法やその特性を学び、設計や製作を行ないながら、「も

の」を作る楽しさを実感する演習を行います。計測装置の特性に合った計測方法など、実際のデータを評価する能力も培います。

また、音声信号の作成・記録方法、音声認識・合成と画像処理プログラミングについても演習によって学びます。さらに、マイクロコ

ンピュータのプログラミングによる機器の制御技術やコンピュータネットワーク機器の操作を通してネットワーク技術を学びます。 

②展開科目（計２６科目） 

基幹科目で情報科学の基幹となる内容を学びますが、その上に積み上げられた学問を修得するのが展開科目です。展開科

目としては、以下のものがあります。これらの科目については、３つの系統別に、科目選択の仕方（履修モデル）を決めています。

詳細については、6項の履修モデルで説明します。 

ソフトウェア工学、コンパイラ構成法、オブジェクト指向プログラミング、データベース、分散処理、信号処理基礎、  

ディジタル信号処理、ディジタル回路、電子回路、情報システム最新技術、ＣＡＤ、制御工学、コンピュータセンシング、 

コンピュータコントロール、組込システムプログラミング、リアルタイムシステム、ネットワークシステム、 

ネットワークコンテンツ、ネットワークプログラミング、情報セキュリティ、通信工学、パターン情報処理、音声画像処理、 

自然言語処理、人工知能、ソフトコンピューティング 

ソフトウェア工学では大規模なソフトウェア開発するための工学的アプローチとして構造化、オブジェクト指向などの考え方を学

びます。コンパイラ構成法では、高級言語で書かれたプログラムを機械語プログラムに変換するコンパイラの構築技法について学

びます。オブジェクト指向プログラミングでは、C 言語よりさらに進化してオブジェクト指向モデルに基づいた Java 言語によるプログ

ラミングを学びます。データベースでは、データの効率的な格納、高速な検索を実現するための技術について学び、さらにデータ

ベースシステムの設計と保守・運用についても学びます。分散処理では、各種のコンピュータによる各種の分散処理などを取り上

げ、それぞれの処理方式のシステム構成やソフトウェア構造などについて学び、さらには処理性能と信頼性などの評価指標・セキ

ュリティについても学びます。信号処理基礎はアナログ信号（連続信号）を扱う基礎として、信号の表現方法やその特徴を把握す

るための数学を学びます。ディジタル信号処理では、音声などの波形信号をディジタル化するためのサンプリング定理や信号解
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析を行なう高速フーリエ変換（FFT）の原理とその応用法を学びます。ディジタル回路では、コンピュータや電子機器の中で使われ

るいろいろなディジタル回路やそれらの設計手法を学びます。電子回路では、半導体素子の性質を理解したうえで、基本的な増

幅回路、帰還回路、発振回路などについて学びます。情報システム最新技術では、最新のコンピュータ、ネットワークおよび情報

処理技術について、原理、構成、応用、発展可能性などを学びます。ＣＡＤでは、ＣＡＤ機能を理解し、ＣＡＤ作図法の基本につ

いて学び、ＣＡＤを用いた電子回路の作図を通して製図に関する規格、図記号等について学びます。 

コンピュータシステム系の科目については、制御工学では、コントロールする対象となる機械やロボットの特性を調べ、これらを

思い通りに動かすための技術を学習します。コンピュータセンシングでは、家電やロボットなどの機器に使われるセンサについて、

その原理と、センサの信号をディジタル信号に変換してコンピュータに取り込むまでの技術について学びます。コンピュータコント

ロールでは、コンピュータ制御の基礎となるフィードバック制御から、コンピュータ制御系の構成要素や機能などを学びます。組込

システムプログラミングでは、組込コンピュータのハードウェア構成からソフトウェア技術までを学びます。また、組込コンピュータ向

けのプログラミング演習も行い、自動車・携帯電話など私たちの身の回りで使われているコンピュータに対する理解を深めます。リ

アルタイムシステムでは、多数のコンピュータが私たちの身の回りで使われている機器で使われていることを理解し、リアルタイムシ

ステムの基礎概念から構造・処理方式・応用システムの実例までを学びます。 

情報ネットワーク系の科目については、ネットワークシステムでは、構内で用いられるローカルエリアネットワーク（LAN)と公衆網

を介するワイドエリアネットワーク(WAN)の構成技術を学びます。ネットワークコンテンツでは、インターネットを使った情報発信と情

報共有のしくみ、ならびに電子商取引技術・情報セキュリティ・ネットワーク著作権について学びます。ネットワークプログラミングで

は、インターネットの中心となっている TCP／IP プロトコルを利用したプログラムを作成し、コンピュータ間の通信を実現する方法を

学びます。情報セキュリティでは、情報ネットワークを安全面から支える技術として、暗号理論について学習します。通信工学では、

通信で用いられる信号の表現方法を学び、アナログおよびディジタル変復調技術ならびにベースバンド伝送技術について学び

ます。 

応用情報系の科目については、パターン情報処理では、画像や音の特徴を調べたり識別する方法の基本から実際問題の応

用まで学びます。音声画像処理では、ディジタル化された時系列の音声データ、および２次元や３次元の画像データを取り上げ、

各種データ成分の分析や特徴抽出などに関する数学的な処理方法を学びます。自然言語処理では、自然言語を機械的に処理

するための解析手法や知識データベース、それらを用いた応用事例について学びます。人工知能では、コンピュータによる問題

解決の基礎となる探索、推論、知識の表現、学習などを学び、さらにその応用事例を学びます。ソフトコンピューティングでは、人

間の情報処理能力をモデルとした、コンピュータを高度かつ知的に利用するソフトウェア技術（柔らかい情報処理）について学び

ます。 

③関連科目（3科目） 

関連科目は、インターンシップ（学外研修）、技術者倫理、知的財産権論からなります。インターンシップ（学外研修）では、専門

に関連した業務を企業などで体験します。技術者倫理では、技術が社会や環境にもたらす影響を考え、平素はもとより重大事故

に遭遇したときや過ちを犯したときにでも倫理的に正しく行動することについて学びます。知的財産権論では、知的財産権の種類、

権利の内容および知的財産権に関する法律を学び、知的財産権の中でも特に重要な特許権に関して、特許権取得までの手続

きなどを学びます。 

④卒業研究（３科目） 

卒業研究に関連する科目は、セミナ１、セミナ２、そして卒業研究からなります。セミナ１では、専門知識の総合的な学習、卒業

研究テーマに必要となる知識や技術について学び、卒業研究テーマを着手するための準備を行います。セミナ２では、技術者と

して知っておかなければならない専門用語や表現方法、まとめ方などを学びます。この中には、英語のマニュアルを理解したり作

成したりすることも含まれます。卒業研究は４年間の学習の集大成であり、これまで学んできた知識を応用し、実践的な技術の修

得を図ります。１人あるいは２人で特定のテーマの研究・調査を行い、未知なる問題に対する解決手段を模索することにより、講義

とは異なる研究に対する取り組み方を学び、最後に研究成果を発表します。 

（２）学修到達目標 
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以上に述べた内容を確実に理解し、自分のものとして活用できるレベルにする必要があります。学修到達目標は、具体的にど

のような項目についてそれが達成されるべきかを示したものです。各科目の学修到達目標は、カリキュラムマップにまとめて示して

います。 

5．カリキュラム・フローチャート 

１～２年次に開講される専門基礎科目群の授業科目は、情報システム学の基礎となる科目からなります。また、専門

科目群の授業科目は、基幹科目・展開科目・関連科目・卒業研究からなります。専門基礎科目群および専門科目群のカ

リキュラム・フローチャートを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期 ３年前期 ３年後期 ４年前期 ４年後期

基礎数学

セミナ

数学基礎

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式

線形代数１ 線形代数２ 線形代数３

基礎理科

セミナ

情報数学

確率・統計 情報統計学

力学 電磁気学

情報システム

　入門セミナ

情報概論
ネットワーク

概論

情報処理基礎
コ ン ピ ュ ー タ

ハー ド ウ ェ ア基

プログラ ミング

入門

基礎電気回路

プログラ ミング１ プログラ ミング２
アルゴリズムと

データ構造１

アルゴリズムと

データ構造２
数値計算法

コンピュータ

アーキテクチャ１

コンピュータ

アーキテクチャ２

オペレーティング

システム

情報ネットワーク１ 情報ネットワーク２

情報理論

オートマトン・

言語理論

電気回路１ 電気回路２

情報演習Ａ 情報演習Ｂ 情報演習Ｃ 情報演習Ｄ

ソフトウェ ア

工学
分散処理

コンパイ ラ

構成法
データベース

オブジェ クト指向

プログラ ミング

信号処理基礎
ディジタル

信号処理

ディジタル回路

電子回路

制御工学

コンピュータ

センシング

コンピュータ

コントロール

組込システム

プログラ ミング

リアルタイ ム

システム

ネットワーク

システム

ネットワーク

コンテンツ

ネットワーク

プログラ ミング

情報

セキュリティ

通信工学

パターン

情報処理
音声画像処理

人工知能 自然言語処理

ソフトコンピュー

ティング

情報システム

最新技術

ＣＡＤ

関

連

科

目

イ ンターンシップ

（学外研修）
技術者倫理 知的財産権論

セミナ１ セミナ２

カリキュラム・フローチャート 

卒業研究

専

門

科

目

群

専

門

基

礎

科

目

群

基

幹

科

目

展

開

科

目

卒

業

研

究

について

矢印がつながっていませんが，

1年次～3年次の多くの科目と

関連があります．
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6．履修モデル 

情報システム学科では、皆さんの将来の進路を想定して、3 つの系統の科目選択推奨パタン（履修モデル）を用意しています。

それぞれの履修モデルを図に示します。 

卒業要件（卒業に必要な単位数）は、必修科目を全て含み、人間科学科目群として２７単位以上、専門基礎科目群として１７単

位以上、専門基礎・専門科目群（自由科目を除く）として９７単位以上、合計１２４単位以上が必要です。 

各履修モデルは卒業要件を満たしつつ、各系統の特徴に合わせてバランスよく構成されています。したがって、なるべく自らが

選択した系統の履修モデルに従って科目を選択して下さい。しかし、学年が進むにつれて進路希望が多少変わってくることもある

と思います。このため、他系統の推奨科目を選択することも可能となっています。 

（1） 履修モデルA（コンピュータシステム系） 

コンピュータシステム系では、ハードウェアとソフトウェアを学び、将来様々な分野で活躍できるコンピュータ技術者の養成を目

標としています。パソコンや通信用サーバなどの汎用コンピュータの応用分野だけでなく、自動車、家電、工作機械、生産設備な

どにコンピュータが組み込まれた機器の開発・運用に関わる技術者としての活躍も期待されます。このため、組み込みシステムの

開発技術などを履修モデルに取り入れています。 

コンピュータシステム系の履修モデルに従って学習を進めていけば、卒業するときには、ハードウェアとソフトウェの両方の技術

を身につけ、コンピュータ関連企業のみでなく、様々な機器製造業に必要とされる技術者になることができます。進路先は、情報

通信機器産業、コンピュータ関連機器産業、計測制御機器産業、民生用電子機器産業、医療福祉機器産業、ＯＡ機器産業、ベ

ンチャー企業、教員、官公庁、大学院等があります。 

（2） 履修モデルB（情報ネットワーク系） 

情報ネットワーク系では、ハードウェアとソフトウェアの基礎をしっかり学んだ上で、普及・発展が目覚しいネットワーク技術を詳し

く学びます。コンピュータの基礎を身につけますので、コンピュータ技術者になることはもちろん、人材ニーズの高いネットワーク技

術者として、またネットワーク上に流通するデジタルコンテンツの企画・制作者として活躍することも可能です。このため、履修モデ

ルにはネットワーク科目が十分取り入れられています。 

情報ネットワーク系の履修モデルに従って学習を進めていけば、卒業するときには、コンピュータ関連企業や、情報ネットワーク

ベンチャー企業で活躍できる技術者になることができます。進路先は、コンピュータソフトウェア企業、情報通信産業、ネットワーク

サービス産業、マルチメディア関連産業、アミューズメント産業、広告・流通産業、ベンチャー企業、教員、官公庁、大学院等があり

ます。 

（3） 履修モデルC（応用情報系） 

応用情報系では、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの基礎を学ぶことについては上記 2 モデルと同様です。その基礎・

基盤を学んだ上で、信号処理技術の基礎からはじまりパターン認識のための情報処理や音声・画像処理等へと学びを展開して

いきます。また、近年爆発的な進化をとげているニューラルネットワークやAI等の人工知能に関する内容を詳しく学びます。なお、

コンピュータやネットワークの基礎を身につけますので、コンピュータおよびネットワーク技術者になることはもちろん、高い能力を

持った情報処理技術者として活躍できます。進路先は、上記 2 モデルと同様、情報通信機器産業やコンピュータ関連機器産業

等はもちろんのこと、ソフトウェアの企画・制作企業やベンチャー企業で技術者として活躍することも可能です。また、教員、官公庁、

大学院等もあります。 
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１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期 ３年前期 ３年後期 ４年前期 ４年後期

基礎数学セミナ 必修科目

数学基礎 選択科目

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式 自由科目

線形代数１ 線形代数２ 線形代数３ 推奨科目

情報数学 確率・統計 情報統計学

基礎理科セミナ

力学 電磁気学

情報システム

　入門セミナ

情報概論
情報ネットワーク

概論

情報処理基礎
コンピュータ

ハードウェ ア基礎

プログラ ミング

入門

基礎電気回路

プログラ ミング１ プログラ ミング２
アルゴリズムと

データ構造１

アルゴリズムと

データ構造２
数値計算法

コンピュータ

アーキテクチャ１

コンピュータ

アーキテクチャ２

オペレーティング

システム

情報ネットワーク１ 情報ネットワーク２

情報理論

オートマトン・

言語理論

電気回路１ 電気回路２

情報演習Ａ 情報演習Ｂ 情報演習Ｃ 情報演習Ｄ

ソフトウェ ア工学
オブジェ クト指向

プログラ ミング
分散処理

コンパイ ラ

構成法
データベース

信号処理基礎
ディジタル

信号処理

ディジタル回路 電子回路

情報システム

最新技術

ＣＡＤ

制御工学
組込システム

プログラ ミング

リアルタイ ム

システム

コンピュータ

センシング

コンピュータ

コントロール

ネットワーク

システム

ネットワーク

コンテンツ
情報セキュリティ

ネットワーク

プログラ ミング
通信工学

パターン情報処理 音声画像処理 自然言語処理

人工知能
ソフト

コンピューティング

イ ンターンシップ

（学外研修）
技術者倫理 知的財産権論

セミナ１ セミナ２

履修者の半数は，情報演習Ｄ，

情報演習Ｃの順で履修する．

情報システム学科　履修モデルＡ（コンピュータシステム系）

人間科学科目群 人間科学科目群　２７単位

基幹科目：４４単位中３８単位

専

門

科

目

群

基

幹

科

目

展

開

科

目

関

連

科

目

卒

業

研

究

専

門

基

礎

科

目

群

専門基礎科目：４１単位中３３単位

インターンシップは受入企業がある場合，

３年次の夏期休暇中に実施する．

卒業研究

コンピュータシステム系科目　

（注）網掛け部分の合計単位数（卒業要件） ＝ １２４単位

- 人間科学科目２７単位 ＋ 基礎科目３３単位 ＋ 基幹科目３８単位 ＋ 展開科目１６単位 ＋ 卒業研究１０単位

展開科目：５２単位中１６単位

卒業研究：セミナ１，２を含めて１０単位

情報ネットワーク系科目　

応用情報系科目　

共通科目　
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１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期 ３年前期 ３年後期 ４年前期 ４年後期

基礎数学セミナ 必修科目

数学基礎 選択科目

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式 自由科目

線形代数１ 線形代数２ 線形代数３ 推奨科目

情報数学 確率・統計 情報統計学

基礎理科セミナ

力学 電磁気学

情報システム

　入門セミナ

情報概論
情報ネットワーク

概論

情報処理基礎
コンピュータ

ハードウェ ア基礎

プログラ ミング

入門

基礎電気回路

プログラ ミング１ プログラ ミング２
アルゴリズムと

データ構造１

アルゴリズムと

データ構造２
数値計算法

コンピュータ

アーキテクチャ１

コンピュータ

アーキテクチャ２

オペレーティング

システム

情報ネットワーク１ 情報ネットワーク２

情報理論

オートマトン・

言語理論

電気回路１ 電気回路２

情報演習Ａ 情報演習Ｂ 情報演習Ｃ 情報演習Ｄ

ソフトウェ ア工学
オブジェ クト指向

プログラ ミング
分散処理

コンパイ ラ

構成法
データベース

信号処理基礎
ディジタル

信号処理

ディジタル回路 電子回路

情報システム

最新技術

ＣＡＤ

制御工学
組込システム

プログラ ミング

リアルタイ ム

システム

コンピュータ

センシング

コンピュータ

コントロール

ネットワーク

システム

ネットワーク

コンテンツ
情報セキュリティ

ネットワーク

プログラ ミング
通信工学

パターン情報処理 音声画像処理 自然言語処理

人工知能
ソフト

コンピューティング

イ ンターンシップ

（学外研修）
技術者倫理 知的財産権論

セミナ１ セミナ２

履修者の半数は，情報演習Ｄ，

情報演習Ｃの順で履修する．

（注）網掛け部分の合計単位数（卒業要件） ＝ １２４単位

- 人間科学科目２７単位 ＋ 基礎科目３３単位 ＋ 基幹科目３８単位 ＋ 展開科目１６単位 ＋ 卒業研究１０単位

専

門

科

目

群

基

幹

科

目

基幹科目：４４単位中３８単位

展

開

科

目

展開科目：５２単位中１６単位

共通科目　

コンピュータシステム系科目　

情報ネットワーク系科目　

応用情報系科目　

関

連

科

目

インターンシップは受入企業がある場合，

３年次の夏期休暇中に実施する．

卒

業

研

究

卒業研究：セミナ１，２を含めて１０単位

卒業研究

情報システム学科　履修モデルＢ（情報ネットワーク系）

人間科学科目群 人間科学科目群　２７単位

専

門

基

礎

科

目

群

専門基礎科目：４１単位中３３単位
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１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期 ３年前期 ３年後期 ４年前期 ４年後期

基礎数学セミナ 必修科目

数学基礎 選択科目

解析学１ 解析学２ 解析学３ 常微分方程式 自由科目

線形代数１ 線形代数２ 線形代数３ 推奨科目

情報数学 確率・統計 情報統計学

基礎理科セミナ

力学 電磁気学

情報システム

　入門セミナ

情報概論
情報ネットワーク

概論

情報処理基礎
コンピュータ

ハードウェ ア基礎

プログラ ミング

入門

基礎電気回路

プログラ ミング１ プログラ ミング２
アルゴリズムと

データ構造１

アルゴリズムと

データ構造２
数値計算法

コンピュータ

アーキテクチャ１

コンピュータ

アーキテクチャ２

オペレーティング

システム

情報ネットワーク１ 情報ネットワーク２

情報理論

オートマトン・

言語理論

電気回路１ 電気回路２

情報演習Ａ 情報演習Ｂ 情報演習Ｃ 情報演習Ｄ

ソフトウェ ア工学
オブジェ クト指向

プログラ ミング
分散処理

コンパイ ラ

構成法
データベース

信号処理基礎
ディジタル

信号処理

ディジタル回路 電子回路

情報システム

最新技術

ＣＡＤ

制御工学
組込システム

プログラ ミング

リアルタイ ム

システム

コンピュータ

センシング

コンピュータ

コントロール

ネットワーク

システム

ネットワーク

コンテンツ
情報セキュリティ

ネットワーク

プログラ ミング
通信工学

パターン情報処理 音声画像処理 自然言語処理

人工知能
ソフト

コンピューティング

イ ンターンシップ

（学外研修）
技術者倫理 知的財産権論

セミナ１ セミナ２

履修者の半数は，情報演習Ｄ，

情報演習Ｃの順で履修する．

（注）網掛け部分の合計単位数（卒業要件） ＝ １２４単位

-       人間科学科目２７単位 ＋ 基礎科目３３単位 ＋ 基幹科目３８単位 ＋ 展開科目１６単位 ＋ 卒業研究１０単位

専

門

科

目

群

基

幹

科

目

基幹科目：４４単位中３８単位

展

開

科

目

展開科目：５２単位中１６単位

共通科目　

コンピュータシステム系科目　

情報ネットワーク系科目　

応用情報系科目　

関

連

科

目

インターンシップは受入企業がある場合，

３年次の夏期休暇中に実施する．

卒

業

研

究

卒業研究：セミナ１，２を含めて１０単位

卒業研究

情報システム学科　履修モデルＣ（応用情報系）

人間科学科目群 人間科学科目群　２７単位

専

門

基

礎

科

目

群

専門基礎科目：４１単位中３３単位
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
［
２
］

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践。

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

資
格
英
語
１

１
１
［
２
］

この授業では、高等学校までに学んだ英語を土台として、
英語のリーディング力およびリスニング力の向上をはか
り、TOEIC に対応する基礎能力を養成します。そのため
に、TOEIC テストの形式や傾向に慣れるための問題演習
を通じて、リーディングとリスニングに関する学習方略
を習得してもらいます。また、リーディングやリスニン
グの基礎となる語彙力の学習や基礎的な英文法も学習し
ます。

TOEIC に出題される基礎的な語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

基礎的な英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をでき得る限り正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

資
格
英
語
２

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている資格英語１の内容
を継続・発展させるかたちで、英語のリーディング力お
よびリスニング力の向上をはかり、TOEIC に対応する基
礎能力を養成します。そのために、TOEIC テストの形式
や傾向に慣れるための問題演習を通じて、リーディング
とリスニングに関する学習方略を習得してもらいます。
また、リーディングやリスニングの基礎となる語彙力の
学習や基礎的な英文法も学習します。

TOEIC に出題される語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
１

１
１
［
２
］

この授業では、英語の 4 技能（リーディング、リスニン
グ、ライティング、スピーキング）の基礎的な能力の向
上をはかります。授業で扱う題材は「異文化理解」、「食」、

「芸術」などの大学生として問題意識を持ち、深く考察し
てもらいたい事項を厳選しています。このような題材の
英文を読み、聴くことにより、英語のリーディング力お
よびリスニング力を向上させます。さらに、その題材に
ついて、主体的に考え、自分の意見を英語で記述したり、
ペアーワークやグループワークを通じて発話する活動を
してもらい、ライティング力やスピーキング力を向上さ
せ、英語による発信力を高めることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の大まかな内容を聞き取ることができ
る。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部情報システム学科は、情報処理システムや情報通信システムに関する知識と技術を有し、研究から得られる多彩な知恵と
創造力をもって、社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的とする。

学
科
の
学
位
授
与
の
方
針

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 情報学分野における基礎理論を理解し自らの問題に応用できる

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応す
るための素養を身につけることができる。

J. 情報学分野の専門知識と理論を理解し他者と深く議論できる

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 実験・実習を通して理論と現象を結びつけて分析・理解・説明でき
る

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 課題解決に必要なツールを探索し使いこなし自らのスキルを向上で
きる

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 研究的活動も含め、実験・実習を通して問題発見・課題解決できる

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 情報学の基礎として数学、自然科学を活用することができる。

情報学部 情報システム学科 カリキュラムマップ
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

英
語
ス
キ
ル
2

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル１の内
容を継続・発展させるかたちで、英語の 4 技能の基礎的
な能力の向上をはかります。授業で扱う題材は「日本文
化」、「環境問題」などの大学生として問題意識を持ち、
深く考察してもらいたい事項を厳選しています。このよ
うな題材の英文を読み、聴くことにより、英語のリーディ
ング力およびリスニング力を向上させます。さらに、そ
の題材について、主体的に考え、自分の意見を英語で記
述したり、ペアーワークやグループワークを通じて発話
する活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング
力を向上させ、英語による発信力を高めることを目的と
します。

題材に関して、理解を深めることができる。　 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。　 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。　 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
3

１
３
［
４
］

「英語スキル 1・2」を踏まえ、英語の 4 技能（リーディング、
リスニング、ライティング、スピーキング）の更なる向
上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポー
ツ」、「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識
を深めてもらいたい事項を厳選しています。このような
題材を読み、聴くことにより、リーディング力およびリ
スニング力を向上させます。さらに、その題材について、
自分で主体的に考え、それを英語で記述したり、発話す
る活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング力
を身につけてもらい、英語による発信力をいっそう高め
ることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。　 14 6 20

題材に関する対話文の大まかな内容を聞き取ることができる。　 12 5 3 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
4

１
4
［
5
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル 3 の内
容を継続・発展させるかたちで、英語の 4 技能の更なる
向上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポー
ツ」、「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識
を深めてもらいたい事項を厳選しています。このような
題材を読み、聴くことにより、リーディング力およびリ
スニング力を向上させます。さらに、その題材について、
自分で主体的に考え、それを英語で記述したり、発話す
る活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング力
を身につけてもらい、英語による発信力をいっそう高め
ることを目的とします。

題材に関して、理解を深めることができる。　 10 7 2 1 20

題材に関する対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。　 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。　 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ 5

この授業では、1・2 年次に学んだ「資格英語 1・2」、
「英語スキル 1・2」、「英語スキル 3・4」を踏まえ、英
語のリーディング力およびリスニング力の向上をはかり、
TOEIC に対応する能力の向上を狙いとします。そのため
に、TOEIC の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な最低限の語彙の意味を理解でき
る。　 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容をほぼ理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容をほぼ理解できる。　 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をほぼ正確に音読することができる。　 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ 5

この授業では、1・2 年次に学んだ「資格英語 1・2」、「英
語スキル 1・2」、「英語スキル 3・4」を踏まえ、英語の
4 技能（リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング）の一層の向上をはかります。授業では、題材と
して、「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、
大学生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選し
ています。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関
する自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材
について英語で意見交換ができるようになることを目指
します。

題材に関して、基礎的な理解を十分深めることができる。　 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の大まかな内容を聞き取ることがで
きる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
2
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（資格
コース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語のリー
ディング力およびリスニング力の向上をはかり、TOEIC
に対応する能力の向上を狙いとします。そのために、
TOEIC の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な語彙の意味を理解できる。　 12 6 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。　 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。　 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を短時間に解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
2
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（スキ
ルコース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語の
4 技能の一層の向上をはかります。授業では、題材として、

「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、大学
生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選してい
ます。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関する
自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材につ
いて英語で意見交換ができるようになることを目指しま
す。

題材に関して、理解を十分深めることができる。　 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。　 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ
〈
卓
球
〉

１ 1
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20 球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ
〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ 1
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ
〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ 1
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ 2
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20 球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ 2
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

19



科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ 2
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。  10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。  10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ 2
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

B
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

2
3
・
5

文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20

題材を批評的に検討して自分の考えを持ち、論理の構成や展開を工
夫して文章にまとめる。 20 20

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

日
本
文
学
Ｂ

2
4
・
6

文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20

題材を多角的に検討して自分の考えを持ち、課題に応じて自分の考
えを表現する。 20 20

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

2

1
・
３
・
5

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

2

2
・
４
・
6

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２

1
・
３
・
5

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
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群
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グ
ル
ー
プ

哲
学
Ｂ

２

2
・
４
・
6

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20
哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
5

さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
6

文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ａ

２

1
・
３
・
5

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２

2
・
４
・
6

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２

1
・
３
・
5

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え、あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２

2
・
４
・
6

他者（たち）との関わり、社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし、あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展、および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について、理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し、教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

近代公教育制度の成立について、歴史的背景を踏まえて理解するこ
とができる。 30 30

教育を成り立たせる要素についてそれぞれを関連づけながら理解す
ることができる。 20 20

近年の教育課題や教育改革の動向を教育の歴史や社会的状況と関連
づけながら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ 3
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に、それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し、認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習、記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い、および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から、学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し、それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念、およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ａ

２

1
・
３
・
5

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２

2
・
４
・
6

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２

1
・
３
・
5

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２

2
・
４
・
6

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
3
・
5

法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

授業で扱う学説や判例を正確に理解できる。 25 25

授業で扱う学説や判例の当否を論理的に説明できる。 25 25

授業で得た知見を利用して、現実の政治問題や社会問題を論評でき
る。 25 25

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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ル
ー
プ

法
学
Ｂ

２
４
・
6

日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し、説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ。 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と、方法論的集団主義（デュルケー
ム）の違いを理解する。 20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる。 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する。 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
5

質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
6

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の重
要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ａ

２
３
・
5

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ｂ

２
４
・
6

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校教育を支える法や制度について理解し、具体的な例をもとに説
明することができる。 25 25

教育行政や学校経営の歴史およびその変容について理解し、説明す
ることができる。 25 25

学校と保護者・地域との協働について具体的な事例をもとに説明す
ることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

体の仕組みについて理解できる。 10 10

発育の仕組みについて理解できる。 10 10 20

年齢とからだの関係について理解できる。 10 10

健康について理解できる。 10 10 10 30

健康に対する取り組みについて理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２

2
・
4
・
6

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

身体の動く仕組みについて理解できる。 10 10 20

人体の構造について理解できる。 10 10 20

障害について理解できる。 10 10 20

傷害について理解できる。 10 10 20

体力について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
5

認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
4
・
6

認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて、基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て、それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て、人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と、それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット、昆虫、ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
3
・
5

環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
4
・
6

環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２

1
・
３
・
5

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２

2
・
４
・
6

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

生
物
学
Ａ

２
３
・
5

生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特別扱
いしない視点を獲得する。

生物学、進化生物学、行動学、遺伝学等のミクロ系・マクロ系生物
学の基礎概念と、それらを融合した保全生物学に応用する思考方法
を理解することができる。

20 20

生物多様性のメカニズムについて説明することができる。 20 20

遺伝的多様性の必要性について説明することができる。 20 20

生物間のネットワークや環境の影響について説明することができる。 20 20

環境保全の必要性を理解し、自らと異なるヒトの考え方や文化的多
様性、生物の多様性について理解を試み、共存方法を模索できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

生
物
学
Ｂ

２
４
・
6

動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

進化理論や行動学、社会生態学、生理学、遺伝学等のミクロ系・マ
クロ系生物学の基礎概念と生物の進化メカニズムを理解することが
できる。

20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

自然選択における環境と生物の関係について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

脳やホルモン、遺伝子による行動への影響について理解することが
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
5

地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPS の原理が理解で
きる。 20 20

最新の観測技術を学び、プレート運動が理解できるようにする。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 10 10

水の特性から生物に与える影響が理解できる。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

地球の過去の姿から、地球の将来の像を考察する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
6

地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
る。 20 20

様々な波を観察することによって、津波のメカニズムを理解し、災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦の原理が理解できる。 20 20

日本の天気図から、日本列島で起こる様々な自然災害について考察
する。 20 20

太陽系の進化から地球の未来像を把握する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

特
別
講
義

２

集
中
講
義
9
月

現代ヨーロッパの政治的動向と国際関係を学び、わが国
を取り巻く国際環境と進路選択と関連づけて考察する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
3
・
5

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学
ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
6

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
5

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠な CSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
6

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目

数
学
基
礎

２
１
［
２
］ 

高等学校の数学から大学の数学への橋渡しとして，三角
関数，指数関数，対数関数，集合と命題について学ぶ。

複素数の範囲で，２次方程式および高次方程式を解ける。 11 5 16

分数式の四則計算と部分分数分解ができる。 6 10 16

弧度法による一般角の三角関数を説明できる。 5 7 12

三角関数の加法定理を用いた計算ができる。 9 5 14

指数法則を理解し，それを用いた計算ができる。 6 8 14

対数の性質を理解し，それを用いた計算ができる。 6 6 12

集合の共通部分と合併集合を理解し，公式を用いた要素の個数の計
算ができる。 12 4 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 100

解
析
学
１

２
１
［
２
］ 

1 変数関数の微分積分の基礎理論と基礎的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の計算に慣れ
るようにする。

導関数の基本公式 ( 定数倍・四則・合成関数 ) を説明できる。 10 7 17

基本関数 ( べき関数，指数・対数関数，三角・逆三角関数 ) の微分公
式を説明できる。  9 6 15

初等関数を微分できる。 8 10 18

不定積分の意味および基本関数の不定積分公式を説明できる。 8 6 14

置換積分法と部分積分法を理解し、それらを応用できる。 6 12 18

定積分と不定積分の関係を理解し、基本的な定積分の計算ができる。 6 12 18

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 47 0 53 0 0 0 0 0 100

解
析
学
２

２
2
［
3
］ 

1 変数関数の微分積分の応用理論と発展的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の応用に慣れ
るようにする。

ライプニッツの公式を理解し、それを積の高階微分計算に応用でき
る。 8 7 15

ロピタルの定理を理解し、それを不定形の極限計算に応用できる。  9 6 15

テーラーの定理を理解し、指数関数・三角関数のテーラー展開がか
ける。 10 8 18

有理関数の不定積分を計算できる。 7 13 20

無理関数・三角関数を含む不定積分を置換積分を用いて計算できる。 6 12 18

定積分の応用として、曲線の長さを計算できる。 6 8 14

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 46 0 54 0 0 0 0 0 100

解
析
学
３

２
3
［
4
］ 

解析学１, ２を基にして、多変数関数 ( 主に２変数関数 )
の微分、積分法の基礎理論とその応用について学ぶ。

偏導関数の意味を理解し、初等関数の偏導関数を求めることができ
る。 8 6 14

２変数関数についての合成関数の微分公式 ( 連鎖律 ) を理解し、それ
を応用できる。 6 10 16

２変数関数の極値を調べることができる。 6 14 20

２重積分の意味と基本性質を説明できる。 10 5 15

反復積分公式を使って２重積分を計算できる。 5 15 20

変数変換公式を用いる２重積分の計算ができる。 6 9 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 41 0 59 0 0 0 0 0 100

常
微
分
方
程
式

２
4
［
5
］ 

解析学１, ２の基本事項を基にして，１変数関数の微分方
程式である常微分方程式の解法について学ぶ。

常微分方程式とその解の意味を説明できる。 9 6 15

変数分離形および同次形の微分方程式が解ける。 4 12 16

１階線形および完全微分形の微分方程式が解ける。 5 16 21

斉次線形微分方程式の解の性質を説明できる。 10 5 15

定数係数斉次線形微分方程式が解ける。 7 10 17

２階非斉次線形微分方程式の特殊解の求めかたを理解し，それを応
用できる。 5 11 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

26



科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

線
形
代
数
１

２ 1
行列式および行列の基本性質、演算方法を学び、１次連
立方程式の解法に応用する。複素数の基本事項について
も学ぶ。

行列式の基本性質を説明できる。 12 4 16

余因子展開を使って行列式の計算ができる。 10 8 18

行列の和・積等の計算ができる。 　 7 8 15

逆行列を求めることができる。 9 9 18

クラメルの公式を使って連立方程式の解を表すことができる。 6 10 16

複素数の極形式を使った計算ができる。 8 9 17

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 52 0 48 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
２

２ ２
高等学校で学んだベクトルをさらに詳しく学んだ後、新
しくベクトルの外積を学び、空間図形の解析に応用する。
　

空間における平面の方程式・直線の方程式を説明できる。 14 4 18

内積の定義および演算法則を説明できる。 8 2 10

成分計算を含め内積を使った計算ができる。 　 4 8 12

外積の基本性質を説明できる。 8 2 10

成分による外積の計算ができる。 4 8 12

外積を使って，三角形の面積および四面体の体積を計算できる。 8 10 18

固有直交行列によって表される空間の回転の回転軸を求めることが
できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 56 0 44 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
３

２ 3

情報理系に必要な数学の基礎として、平面・空間のベク
トルを一般化した多次元ベクトル空間（線形空間）のと
らえ方を学んだ上で、連立一次方程式などへの応用を意
図しつつ、行列から直交基底系を生成する方法ならびに
行列の固有値分解・対角化について学びます。

一次独立とは何か理解できる。 20 20

ベクトル空間の基底系とは何か理解できる。 20 20

グラム・シュミットの方法で直交基底系を作ることができる。 20 20

正方行列の固有値と固有ベクトルを求めることができる。 20 20

行列の対角化ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

情
報
数
学

２ ２

情報科学を学ぶためには、数学理論の基礎となる数理理
論の思考法を理解することが重要になります。この授業
では、情報科学を学ぶ上での基礎的な離散数学の内容と
して、集合、論理、関数、写像、グラフ理論などの学習
を行います。情報科学で必要となる数学的概念や表記法
を理解することを目標とします。

集合，論理，関係の基本概念について理解している。 15 5 20 

数学における基本的な証明を説明することができる。 10 5 15 

集合と要素を記号を用いて表現することができる。 10 5 15 

写像と関数の定義について説明することができる。 10 5 15 

集合間の関係をグラフで表現することができる。 10 10 20 

順序関係を説明することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 0 0 0 100

確
率
・
統
計

２ 3

集合・事象・標本空間など出発点の考え方を知った上で、
確率変数と確率密度関数、分布関数、期待値、分散など
重要な量とそれらに関わる定理を学びます。また、ポア
ソン分布・正規分布など代表的な確率分布についても学
びます。

集合の和と積を説明できる。 25 25 

順列と組合せを説明できる。 25 25 

集合を使って確率を説明できる。 25 25 

正規分布の平均と分散を知っている。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

　
　

情
報
統
計
学

２ 4

この授業では，コンピュータを利用して膨大な情報（デー
タ）を効率的かつ迅速に処理するために必要な統計処理
の最も基本的な知識・技術の習得を目的とします。統計
に関する講義に加えて表計算ソフトウェアの関数機能を
利用した統計処理の演習を行います。

Excel で統計の関数が扱える。 20 20 

度数分布表を作成できる 10 5 15 
標準偏差を説明できる。 10 5 15 

簡単な回帰分析ができる。 10 5 15 

正規分布を説明できる。 10 5 15 

検定方法を説明できる。 10 10 20

検定方法を説明できる。 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 30 0 100

力
学 ２ 1

物理学の一分野である力学の主な目的は「物体の運動を
知ること」だと言えます。
その理論体系には自然科学を応用する工学・情報学の考
え方の基礎が集約されています。
この科目の大きな目標は、

（１）ベクトルに基づいて、力の合成・分解を正確に理解
する

（２）微分積分に基づいて、運動方程式を解くことで物体
の運動が決定できることを学ぶ
の二つです。
なお、理系の大学生には「物事を理路整然と理解すること」
が必要になりますが、その理路整然とした理解を実行す
る具体例としても、力学は好都合です。　

力の合成・分解をベクトルを使って説明できる。 6 14 40 20

基本的な力（重力、ばねの力、摩擦力）の法則を説明できる。 6 14 10 20
速度、加速度の定義を説明できる。 6 14 10  20
力学の 3 つの基本法則を説明できる。 6 14 20
単振動の運動方程式を解き、その運動を説明できる。 6 14 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 30 0 70 0 0 0 0 0 100
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目
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専
門
基
礎
科
目
群

電
磁
気
学

２ 2

この科目では、電気と磁気を統一的に理解する物理学の
一分野である「電磁気学」の基礎を扱います。電磁気学
は電流や電気回路などを理解する基礎理論であり、重要
な科目です。この科目では、まず「電荷を担う基礎的な
ものは電子などの粒子であること」や「電流は電子の集
団の運動であること」など基本的な自然界の姿を学びま
す。次に、これを踏まえて、電場（電界）や磁場（磁界）
といった「場」という概念を学びます。なお、電磁気学
の内容には力学の考え方を応用して理解するものが髄所
に出てきます。電磁気学を学ぶ前に力学を学んでおくこ
とが必要です。

電気力と電場の関係を説明できる。 8 12 20 

電位と静電エネルギーを説明できる。 8 12 20 

ミクロな視点で電流を説明できる。 8 12 20 

ローレンツ力と磁場（磁束密度）の関係を説明できる。 8 12 20 

電流が作る磁場（磁束密度）の図を使って説明できる。 8 12 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

情
報
シ
ス
テ
ム

入
門
セ
ミ
ナ

１ １
大学生活全般に関わる指導と支援を行うこと、専門課程
に対する関心や興味を喚起することを目的として、学士
課程教育プログラム、安全教育、キャリア教育、専任教
員の教育研究活動などについて学びます。

学士課程教育プログラムを理解している。 20 10 30

安全に学生生活を送るための知識を把握している。 10 10 20

キャリア形成に関わる知識を把握している。 10 10 20

学科教員教育活動または研究室研究活動を概ね理解している。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 20 0 100

情
報
概
論

２ １
情報を科学的にとらえ、コンピュータの仕組みや様々な
信号をディジタル信号として扱う方法を概観しながら、
今後学ぶ「情報」関連科目の基本原理と考え方を学びます。

コンピュータでは、すべての情報が 2 進数で表される理由を説明で
きる。 10 10 20

10 進数、2 進数、16 進数を相互に変換することができる。 10 10 20

アナログ信号をディジタル信号に変換する原理を説明できる。 10 10 20

コンピュータ内で、文字、画像、音などの情報がどのように扱われ
るか説明できる。 10 10 20

コンピュータでのプログラム実行のしくみを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

情
報
処
理
基
礎

２ １
コンピュータ内での情報の表現方法，情報の表現に必要
な２進数およびその演算方法、コンピュータを構成する
基本的な論理回路、コンピュータの基本的な仕組みや動
作を学びます。

コンピュータ内での情報の表現方法がわかる。 20 20 

２進数の演算方法がわかる。 15 5 20 

基本的な論理演算がわかる。 15 5 20 

コンピュータを構成する基本論理回路がわかる。 15 5 20 

コンピュータの基本的な仕組み・動作がわかる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
基
礎

２ ２
ディジタル回路の基礎となる基本論理ゲート，論理式の
簡単化，論理回路の実用的な表現方法，真理値表から論
理回路を実現する方法，フリップフロップについて学び
ます。

基本論理ゲートの機能がわかる。 20 20

カルノー図を用いて論理式を簡単化することができる。 20 10 30

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10 20

フリップフロップの機能がわかる。 20 20

フリップフロップのタイミング図を作成することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

２ １

情報処理技術者には，コンピュータを利用するだけでな
く，そのプログラム作成する技能が要求されています。
この授業では、初学者を対象に、HTML と JavaScript に
よる Web プログラミングによる演習を行い、プログラム
の基本的な内容について学習します。

情報機器の使用法、コンピュータ・周辺装置の操作、オペレーティ
ングシステムの利用法、テキストエディタの使い方がわる。 15 15 

ホームページの仕組みが理解でき、ブラウザ上に文字・画像・表を
出力させることができる。 10 10 20 

プログラムを作成する一連の作業手順がわかる。 10 5 5 20 

変数，処理の分岐、配列、繰り返し処理などの使い方がわかる。 10 5 15 

プログラミングに必要な各種演算子の使い方がわかる。 10 5 15 

JavaScript のイベントハンドラを使った動的なホームページを作成
することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 20 25 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
概
論

２ 2

身の回りで広く利用されている情報通信サービスがどの
ような仕組みにより実現されているのかを、インターネッ
トで広く利用されている TCP/IP モデルとその通信プロ
トコルを中心に学習し、コンピュータネットワークに関
する基礎技術について理解を進めます。

インターネットについて説明できる。 10 10 

クライアント・サーバシステムについて説明できる。 10 5 15 

ＴＣＰ／ＩＰモデル、ＯＳＩ７層モデルについて説明できる。 15 5 20 

ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレスについて説明できる。 10 5 15 

インターネット上のコンピュータ同士でデータがやりとりできる仕
組みを説明できる。 15 10 25 

インターネット利用時のモラルやエチケットを説明でき、実行でき
る。 5 5 5 15 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 30 5 0 0 100
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専
門
基
礎
科
目
群

基
礎
電
気
回
路

２ １
回路技術は、あらゆる分野で使われている極めて重要な
技術であります。この授業では、情報系学生であっても
最低限身につけてもらいたい回路の常識を、直流回路に
対する理論を通じて学び、演習を交えて理解を深めます。

電圧と電流の関係がわかる。 20 20 
オームの法則を使って電圧、電流、抵抗の値を計算することができる。 15 5 20 
直列接続、並列接続された抵抗の値を計算することができる。 10 5 15 
電力の値を計算することができる。 10 5 15 
分圧・分流の法則がわかる。 10 5 15 
キルヒホッフの法則がわかる 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 0 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２
2
［
3
］

C 言語について、変数、条件分岐、繰り返し処理、配列
など、基本的な機能要素・処理要素を学習します。そし
て、これらを用いたプログラム作成と動作確認を通じて、
プログラミングの基礎技術を学びます。

変数の役割、型について説明できる。 10 10 20
プログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20
分岐処理と繰り返し処理を書くことができる。 10 10 20
繰り返し処理により配列を操作することができる。 10 10 20
変数の内容を適切な形で出力できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２
3
［
4
］

C 言語について、関数、ポインタ、構造体、ファイル入
出力処理を学びます。そして、これらを用いたプログラ
ムの作成と動作確認を通じて、より実用的なプログラム
の開発技術を学びます。

関数の定義、仮引数について説明できる。 10 10 20

関数呼出しを含んだプログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20

ポインタを用いたプログラムの実行結果を説明できる。 20 20

構造体を用いたプログラムを作成できる。 20 20

ファイル入出力処理するプログラムを作成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と

デ
ー
タ
構
造
１

２ ４

コンピュータで問題を解く手順であるアルゴリズムと
データを表現・格納するためのデータ構造について系統
的に学びます。計算量を含むアルゴリズムの基本的な考
え方、整列・探索アルゴリズムの基本手法などについて
学びます。

アルゴリズムとは何か説明ができる。 10 10 20 

計算量について説明ができる。 10 10 20 

関数の再帰的呼び出しが分かる。 10 10 20 

ソートアルゴリズムについて説明ができる。 10 10 20 

リニアサーチ、バイナリサーチについて説明ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 30 0 0 100

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と

デ
ー
タ
構
造
２

２ 5
バックトラック法やハッシュ法による探索アルゴリズム
の設計方法について学びます。また、アルゴリズムを記
述する際に使用されるリスト、スタック、キュー、木（ツ
リー）などの代表的なデータ構造について学びます。

バックトラッキングについて説明ができる。 10 10 20
ハッシュ探索について説明ができる。 10 10 20

リストの構造について説明ができる。 10 10 20

スタック、キューの構造について説明ができる。 10 10 20

木構造について説明ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 100

数
値
計
算
法

２ 6

コンピュータによる数値計算と誤差、補間と近似、非線
形方程式、常微分方程式、連立一次方程式、数値積分、
数値微分などに対する基礎的・標準的な解法やアルゴリ
ズムを学び、Ｃ言語によるプログラミングの演習を通じ
て身につけます

コンピュータによる数値計算とその誤差について説明できる。 6 6 8 20 

補間と近似について説明できる。 6 6 8 20 

非線形方程式の求解（二分法，ニュートン法）の方法について説明
できる。 6 6 8 20 

常微分方程式の求解（オイラー法，ルンゲ・クッタ法）について説
明できる。 6 6 8 20 

連立一次方程式の解法（ガウス方法他）について説明できる。 6 6 8 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
１

２ ３

モデルコンピュータとして COMET ２を取り上げ、コン
ピュータの設計思想であるコンピュータアーキテクチャ
について、ハードウェアとソフトウェアの機能分担を中
心に講義します。最初に、コンピュータアーキテクチャ
の基本となる論理回路について復習します。続いて、コ
ンピュータを構成する算術論理演算装置 (ALU)、メモリ、
入出力の実現方式について解説します。

ノイマン・コンピュータの基本構成を理解できる。 10 10 20 

全加算器にて ALU を構成できることが理解できる。 10 10 20 

演算フラグの役割を理解できる。 10 10 20 

命令コードの構成を説明できる。 10 10 20 

簡単な命令の逆アセンブル手順を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
２

２ ４

コンピュータアーキテクチャ１に引き続いて、コンピュー
タの設計手順や構成方法に関する基本的な事項を講義し
ます。ここでは、理解を深めるために、仮想コンピュー
タ COMET ２のほか，実際のマイクロプロセッサを取り
上げます。

実効アドレスを求める手順を説明できる。 10 10 20 

LD 命令と LAD 命令の区別が説明できる。 10 5 15 

演算命令でフラグが変化する理由を説明できる。 10 5 15 

プログラムカウンタの役割を説明できる。 10 5 15 

スタックポインタの役割を説明できる。 10 5 15 

命令フェッチサイクルの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 100
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基
幹
科
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オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ

シ
ス
テ
ム

２ ３
オペレーティングシステム（OS）の種類と，その基本機
能について学びます。特にサーバでよく使われる UNIX-
OS のコマンドについて一部実習を通じて学び、パソコ
ン OS(Windows）との違いを具体的に理解します。

OS の役割を説明できる。 5 15 20

マルチプログラミングを説明できる。 5 15 20

割り込みを説明できる。 5 15 20

メモリ管理手法を説明できる。 5 15 20

UNIX の代表的なコマンドを列挙できる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 15 5 0 100 

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
1

２ ３

コンピュータネットワークのアーキテクチャ、OSI 参照
モデル、プロトコル、インターネットの成り立ちなどを
学ぶと共に、その構成とアプリケーションを学び、正し
い利用法を知ります。またローカルエリアネットワーク
の構成を学び、将来を展望します。

クライアントサーバモデルを説明できる。 2 18 20

パケット交換・回線交換の利点・欠点を説明できる。 2 18 20

CSI 参照モデル・TCP/IP モデルを説明できる。 2 18 20

MAC アドレスの構成を説明できる。 2 18 20

IP アドレス・ネットワスクの役割を説明できる。 2 18 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100 

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
2

２ ４

インターネットの基本技術ならびに応用技術を理解しま
す。次世代インターネット標準である IPv6 技術の概要と、
応用技術としての音声中継で利用される VoIP 技術を学
びます。また、企業間で特定メンバーのみを接続対象と
するイントラネットとその構成技術も取り上げます。

ルーティングのしくみについて説明できる。 3 20 23 

ポート番号の役割について説明できる。 3 20 23 

DNS の動作について説明できる。 2 20 22 

電子メールのしくみについて説明できる。 2 20 22 

ネットワークの主要なコマンドを利用できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 10 0 0 100

情
報
理
論

２ ４

情報の量 ( ビット ) の定義を行い、情報量の計算をして、
自己情報量や平均情報量を算出します。また、効率のよ
い符号化について学び、さらに、送信されてきた情報を
受信側でチェックし誤りのある場合にはそれを受信側で
訂正できる符号化法についても学習します。

自己情報量が説明できる。 20 20

エントロピーを求めることができる。 20 20

通信系のモデルについて説明できる。 20 20

マルコフ情報源について説明できる。 20 20

２元対称通信路について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

オ
ー
ト
マ
ト
ン
・
言
語
理
論

２ ４

オートマトン理論に関して、有限オートマトンとそれを
拡張したプッシュダウンオートマトンを学びます。また、
言語理論に関して、有限オートマトンに対応する正規文
法、プッシュダウンオートマトンに対応する文脈自由文
法、これらの文法により生成される正規言語・文脈自由
言語を学びます。

有限オートマトンに対する状態遷移図を構成できる。 20 20

非決定性有限オートマトンから等価な決定性有限オートマトンを構
成できる。 20 20

最簡形の有限オートマンを構成できる。 20 20

有限オートマトンから正規文法を構成できる。 20 20

正規文法から有限オートマトンを構成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

電
気
回
路
１

２ 2

電気回路はあらゆる電子機器に不可欠であり、情報系学
生も学ばなければならない重要な技術です。この授業で
は、抵抗、コイル、コンデンサを用いた基本的な交流回
路に関する最低限身につけて欲しい常識を演習を交えて
学びます。

正弦波交流電圧および電流の各波形を描くことができる。 10 10 20

正弦波交流電圧および電流の実効値が理解できる。 10 10 20

リアクタンスおよびインピーダンスが理解できる。 10 10 20

正弦波交流の電圧、電流の位相角が理解できる。 10 10 20

有効電力、無効電力、皮相電力の関係が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

電
気
回
路
２

２ ３

１年次で学習した「基礎電気回路」および「電気回路１」
を基礎として、複素数を用いて電圧や電流を表すベクト
ル記号法について学びます。また、交流回路の基本的な
計算方法や法則、複雑な回路の電圧や電流を求めるため
の回路解析法について学びます。

複素数の基本的な計算ができる。 10 10 

静電容量および自己インダクタンスの複素数表示がわかる。 10 10 20 

R、L、C の直並列回路の合成インピーダンスおよび合成アドミタン
スを求めることができる。 10 10 20 

R、L、C の直列回路および並列回路の共振がわかる。 10 5 15 

交流ブリッジ回路の平衡条件がわかる。 10 5 15 

閉路電流法および節点電圧法によって回路方程式を求めることがで
きる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 100
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専
門
科
目
群

基
幹
科
目

情
報
演
習
Ａ

４ ３

コンピュータを中心とする情報機器の基礎となる電気・
電子回路について講義と演習を通して学習します。授業
では、基本的な電気・電子回路の動作原理や特性、電圧・
電流等の計測手法や計測機器の操作方法について学びま
す。

抵抗回路の合成抵抗の計算ができる。 10 5 15 

ブリッジ回路の平衡条件がわかる。 10 5 15 

抵抗、コイル、コンデンサの交流特性がわかる。 10 5 15 

ダイオード、トランジスタ、オペアンプの基本的な機能がわかる。 10 5 15 

電圧や電流の測定方法がわかる。 10 10 20 

テスタやオシロスコープの基本的な操作方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 0 100

情
報
演
習
Ｂ

４ ４
コンピュータや情報機器を構成する論理回路に関する基
礎的な事項について学習します。授業では、講義および
演習に加えて、ディジタル IC を使用した回路製作の実習
を通してハードウェア技術の基礎を体験的に学びます。

ブール代数の定理やカルノー図を用いて論理式を簡単化できる。 10 10 20 

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10 20 

フリップフロップの機能がわかる。 10 10 20 

カウンタの機能がわかる。 10 10 20 

基本的なディジタル IC の機能や使用方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 10 10 0 100

情
報
演
習
Ｃ

４
5
・［
6
］

音声信号の作成方法と記録方法、音声の認識と合成、画
像処理プログラミングについて学びます。また、発展課
題を設けて、調査・研究した事柄についてプレゼンテー
ション形式で発表します。

平均率音階の周波数を計算できる。 20 20

ファイル内の数値から音声波形を再現できる。 20 20

画像処理の基本的な技術について説明できる。 20 20

顔検出・顔認識プログラムを作成できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

情
報
演
習
Ｄ

４

［
5
］・
6

C 言語によるマイコン搭載ライントレースカーの制御、
コンピュータネットワークの接続と設定について学びま
す。また、発展課題を設けて、調査・研究した事柄につ
いてプレゼンテーション形式で発表します。

マイコン特有の C 言語記述方法を理解できる。 20 20

マイコンによる制御プログラムが作成できる。 20 20

IP アドレスやネットマスクについて説明できる。 20 20

Linux におけるネットワークの設定方法を説明できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100 

展
開
科
目

共
通

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
工
学

２ ５

大規模なソフトウェアを工学的なアプローチで開発する
ための方法であるソフトウェア工学について学習します。
構造化分析・設計手法とオブジェクト指向分析・設計手
法を中心に、ソフトウェア開発に必要な知識を学習しま
す。

ソフトウェア開発プロセスを説明できる。 20 20
要求分析における基本事項を説明できる。 20 20
構造化分析手法の手順を示すことができる。 20 20
オブジェクト指向分析・設計手法の手順を示すことができる。 20 20

ソフトウェアのテスト手法を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

コ
ン
パ
イ
ラ
構
成
法

２ ５

コンパイラは、プログラミング言語で記述されたソース
プログラムを機械語プログラムに翻訳するソフトウェア
です。コンパイラを構成するための技術体系として、コ
ンパイラの構成を理解した後、コンパイラの中核技術と
なる字句解析・構文解析・意味解析・コード生成の技法
について学習します。

コンパイラの構成を説明できる。 20 20

コンパイラの字句解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの構文解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの意味解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラのコード生成技法を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ 6
Java 言語を用いたプログラミングについて学習します。
C 言語に類似した部分と、C 言語にはない部分を理解し、
オブジェクト指向プログラミングの技術を学習します。

C 言語と Java 言語の違いのポイントを説明できる。 10 5 5 20

メソッドとその多重定義について説明できる。 5 10 5 20

クラスとインスタンスの違いを説明できる。 5 10 5 20

継承の意味と意義を説明できる。 5 10 5 20

オブジェクト指向の意義を説明できる。 5 10 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 25 0 0 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

２ 6

データベースのモデル論とシステム論を学習します。モ
デル論としては、基本概念、関係データモデル、データベー
ス言語ＳＱＬ、データベースの設計法を学びます。さらに、
システム論として、データベースシステムの主要な構築
技術を学びます。

関係データモデルを説明できる 10 20

関係代数の演算を説明できる。 20 20

関係データベース言語ＳＱＬを使って問合せを作成できる。 10 20 20

関係スキーマを設計できる。 20 20

データベースのシステム化技術を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 100
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業
科
目
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選
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専
門
科
目
群

展
開
科
目

共
通

分
散
処
理

２ 7

分散システムを理論的に捉え、いくつかの問題やそれを
解決する分散アルゴリズムについて学習します。分散ア
ルゴリズムの持つ本質的な性質を理解し、分散システム
上での新たなサービスの開発や提案のための基礎知識を
身に付けます。

分散システムとそのモデルを理解し説明できる。 20 20

分散アルゴリズムとその評価尺度を理解し説明できる。 20 20

分散システム固有の問題とその解決法を列挙できる。 20 20

分散システムの非同期性と局所性を理解し説明できる。 20 20

分散システム上での故障について理解し説明できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

信
号
処
理
基
礎

２ ４

信号処理とは時間的あるいは空間的に変化する情報を、
数学的手法を用いてある目的に適合するように加工する
ことである。この授業では、その基礎的位置づけとして、
連続時間（アナログ量）に対する信号の表現方法や、信
号の特性を把握するための数学について学びます。

周波数と周期の関係がわかる。 10 5 15

信号の大きさと位相がわかる。 10 5 15

フーリエ級数展開の物理的意味がわかる。 10 5 5 20

オイラーの公式を使って複素正弦波が説明できる。 10 10

フーリエ級数展開を使って周波数スペクトルを求めることができる。 10 5 5 20

フーリエ変換の物理的意味がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 5 15 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
信
号
処
理

２ ５
フーリエ変換・ラプラス変換とその離散版および標本化
定理など信号処理の基礎を学んだ上で、それらの応用と
して、周波数分析や離散時間システム（ディジタル・フィ
ルタ）について学びます。

離散フーリエ変換を知っている。 10 15 25

z 変換を知っている。 10 15 25

システムの極と安定性がわかる。 5 20 25

ディジタル・フィルタのブロック図がわかる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 20 20 0 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
回
路

２ ５
情報機器を構成する実用的なディジタル回路の実現に必
要な、デコーダやマルチプレクサなどの各種組合せ回路
や、カウンタやシフトレジスタなどの順序回路の機能や
特徴およびそれらの設計方法について学びます。

エンコーダ、デコーダの機能がわかる。 10 10 20

マルチプレクサ、デマルチプレクサの機能がわかる。 10 10 20

非同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

シフトレジスタの機能がわかる。 10 10 20

シフトレジスタの機能がわかる。 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 0 100

電
子
回
路

２ ６

電子デバイスの基礎となる半導体の性質、電子回路を構
成するダイオードやトランジスタなどの電子デバイスの
仕組み、基本的な増幅回路の動作原理およびその解析方
法、代表的なアナログ IC であるオペアンプについて学び
ます。

ダイオードの仕組みがわかる。 10 10 20

MOSFET の仕組みがわかる。 10 10 20

バイポーラトランジスタの仕組みがわかる。 10 10 20

基本的な増幅回路の動作原理がわかる。 10 10 20

オペアンプの特徴および主な応用回路がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

情
報
シ
ス
テ
ム
最
新
技
術

２ 7

情報システムの中核を成すコンピュータやネットワーク
および情報処理技術は日進月歩で発展し、変化していま
す。この講義では、最新のコンピュータやネットワーク
および情報処理技術について、原理、構成、応用、発展
可能性などを学び、卒業後も継続的に学ぶ姿勢を身につ
け、技術者として長く活躍できることを目指します。

コンピュータやネットワークの進歩の歴史を説明できること。 10 10

最新の情報システムの利用動向に関して説明できること。 30 30

最新の情報システムによる制御技術動向について説明できること。 30 30

最新の情報システムの応用技術動向について説明できること。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

Ｃ
Ａ
Ｄ

２ 7
ＣＡＤ機能の理解とＣＡＤ作図法の基本について学び、
ＣＡＤを用いた電気・電子回路の作図を通して製図に関
する規格や図記号について学びます。

AutoCAD の基本操作ができる。 30 30 

製図の基本的なルールがわかる。 30 30 

CAD を用いて機械部品を製図することができる。 20 20 

CAD を用いて電気・電子回路図を製図することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
系

制
御
工
学

２ ５
制御とは機械やロボットを思い通りに動かすために必要
となる要素技術です。この授業では、制御を行なう対象
がどのような特性を有するのかを解析する手法と、制御
をするための方法について学びます。

制御対象をモデル化することができる。 5 5 5 15

状態変数や極の物理的意味がわかる。 10 5 15

制御ができるための条件がわかる。 10 5 15

制御系の安定性を確認することができる。 10 5 15

状態フィードバック制御を使って極を配置することができる。 10 5 5 20

制御系を最適化する方法がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 15 0 15 100
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
系

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
セ
ン
シ
ン
グ

２ ５

家電製品などの民生品からロボットなどの産業機器に到
るまで、あらゆる機器にセンサが組み込まれており、セ
ンサは我々の生活を支えています。この講義では、セン
サの原理から、センサ信号をマイクロコンピュータに取
り込むまでの技術について学びます。

センシングの概念や単位・誤差が理解できる。 20 20 

よく使われているセンサの検出原理が理解できる。 20 20 

アナログ量をディジタル量に変換する AD 変換の原理が理解できる。 20 20 

画像によるセンシングの概要が理解できる。 20 20 

センサ信号の入力から表示までのブロック図を描くことができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 10 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

２ ６

ロボットをはじめとして、あらゆる機器・装置の制御に
はコンピュータが使われています。この講義では、コン
ピュータ制御の基礎となるフィードバック制御から、コ
ンピュータコントロール系の構成要素や機能などを学び
ます。

シーケンス制御系の構成要素をあげ、その構成・機能を説明できる。 20 20

フィードバック制御系の構成要素をあげ、その構成・機能を説明で
きる。 20 20

制御装置に制御用コンピュータを使う場合の利点をあげることがで
きる。 20 20

コンピュータ制御系の基本的構成要素をあげ、その機能を説明でき
る。 20 20

マイコン制御の応用事例を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

組
込
シ
ス
テ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ６

自動車や通信情報機器等私たちの身の回りにはマイクロ
コンピュータを組込んだシステムが多く導入されていま
す。この講義では、よく利用されている組込みコンピュー
タを題材として取り上げ、C 言語で記述されたプログラ
ミング手法の理解をとおして、組込み系コンピュータの
機能，構造を学びます。

組込システムの基本的な仕組み（ハードウェア構成）を理解できる。 10 10 

マイコン用ヘッダファイルの記述内容が理解できる。 10 10 

汎用入出力プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30 

タイマ制御プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30 

割込みの動作内容が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100

リ
ア
ル
タ
イ
ム
シ
ス
テ
ム

２ 7

我々の身近な製品から産業機械にいたるまで，その動作
はリアルタイム性が重視され，リアルタイムシステムと
しての性質を持っています。本講義では，リアルタイム
システム構築に必要なソフトウェア（リアルタイム OS）
技術，ハードウェア技術，システム開発設計手法の基本
的な技術内容について学びます。

リアルタイムＯＳの導入メリットについて理解できる。 10 10 

リアルタイムＯＳの機能について理解できる。 20 20 

リアルタイムＯＳのスケジューリング技法について理解できる。 20 20 

マルチタスクのシーケンス図を表現できる。 20 20 40 

リアルタイムシステムを構成する基本ハードウェアについて理解で
きる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

２ ５
TCP/IP プロトコルスタックにおける様々な通信プロト
コルの動作について学習します。メールや Web などの代
表的なネットワークサービスを例題として、ネットワー
ク各層の働きを理解します。

TCP/IP ４層モデルの各レイヤの働きを説明できる。 10 10 20 
メール、Web などのアプリケーション層のプロトコルを説明できる。 20 20 

名前解決システムの構造を説明できる。 20 20 

TCP における輻輳制御の手法を説明できる。 20 20 

マルチキャスト・ルーティング・プロトコルの動作を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
テ
ン
ツ

２ ６

インターネットを介した情報発信および情報共有のしく
み、通信と放送の関係について具体例を通してネットワー
ク活用とその有用性について学びます。電子商取引技術・
情報セキュリティ・ネットワーク著作権についても触れ
ます

漢字コードとその構成を説明できる。 10 5 15

HTTP プロトコルについてその動作フローを説明できる。 5 10 5 20

メール転送に利用されるプロトフルの動作フローを説明できる。 15 5 20

メール拡張規格ＭＩＭＥについて説明できる。 15 5 20

XML が広い範囲で利用される理由が説明できる。 10 5 15

IP マルチキャストで動作するプロトフルについて説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 65 20 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ６

TCP/IP に関する理解を深めるために、ソケットの概念、
IP アドレス、ポート番号など、ネットワークプログラミ
ングに必要な知識を学習します。さらに、サーバ・クラ
イアント形式のプログラムの作成とその動作確認により、
ネットワークプログラミングについて実習します。

ネットワークシステムのサーバクライアントモデルの原理が説明で
きる。 5 10 15 

TCP/IP の４層モデルの説明ができる。 5 10 15 

TCP と UDP の違いについて説明できる。 5 10 10 25 

ソケット通信プログラムの原理が説明できる。 10 15 25 

ポート番号の役割について説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 50 35 0 0 100

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

２ 7

情報ネットワークを安全面から支える情報セキュリティ
について学びます。まず、情報セキュリティの基礎とな
る暗号理論を学びます。暗号理論では、共通鍵暗号方式
と公開鍵暗号方式について学びます。さらに公開鍵基盤
について学びます。情報セキュリティでは、実際に利用
されている暗号化通信技術とその問題点について学びま
す。

共通鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30 

公開鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30 

公開鍵暗号基盤を理解できる。 10 10 

SSL/TLS を理解できる。 10 10 

情報セキュリティの 3 要素を理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系

通
信
工
学

２ ７

情報通信ネットワークのベースとなる情報の伝送、信号
の伝送に関する基礎概念の理解と、通信方式に関する知
識の習得を目的とし、通信システムの構成、各種アナロ
グ変調 ･ 復調方式およびディジタル信号伝送の基礎知識
を学びます。

変調と復調の役割がわかる。  10 5 5 20

振幅変調がわかる。 5 5 5 5 25

搬送波抑圧振幅変調および単側波帯振幅変調がわかる。 10 5 5 20

周波数変調と位相変調がわかる。 5 5 5 5 20

パルス符合変調の概要がわかる。  10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 25 20 5 100

応
用
情
報
系

パ
タ
ー
ン
情
報
処
理

２ ５
本パターン情報処理講義において、パターン情報処理の
基本概念を説明し、基本構成 ( 前処理、特徴量、識別手
法な手法 ) を説明します。これらの基本要素の実問題へ
の適用方法を具体的に説明します。

パターン情報処理における処理過程 ( 前処理、特徴量、識別アルゴ
リズムなど ) を理解する。 20 10 30 

パターン情報処理で使用する数理的基礎を理解する。 10 10 20 

パターン情報処理における各種アルゴリズムを理解する。 10 10 20 
パターン情報処理が適用可能な実問題を理解する。 10 5 15 

実問題のパターン情報処理による解決方法を説明する。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35 5 10 0 100

音
声
画
像
処
理

２ ６
ディジタル信号処理の発展として、音声・画像のフーリ
エ変換、予測、フィルタリング、画像の特徴抽出法など
を学び、圧縮・合成・パターン認識など音声画像の豊富
な応用技術に向けて視野を広げます。

音声のスペクトルを説明できる。 5 20 25

線形予測分析を理解できる。 5 20 25

画像のフィルタリングを理解できる。 5 20 25

画像特徴抽出の考え方を理解できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100

自
然
言
語
処
理

２ ７
自然言語処理分野における諸技術として形態素解析・構
文解析・意味解析といった解析手法、意味表現・コーパ
スといった知識の表現方法、情報検索・対話処理といっ
た応用事例について学びます。

形態素解析について説明できる。 20 20 
構文解析について説明できる。 20 20 

意味解析について説明できる。 20 20 

情報検索や対話処理のような応用事例について説明できる。 20 20 

言語の関わる諸問題と自然言語処理の技術を関連付けることができ
る。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100

人
工
知
能

２ ６
人工知能の基本的技術である探索、推論、知識の表現，
学習などを学び、また応用事例を学ぶことにより、人工
知能を一般に使われるようなあいまいなものでなく学術
分野で使われるときの意味を理解します。

人工知能分野における基礎的な諸技術について説明できる。  20 20

状態の適切なモデル化ができる。 10 10  20

モデル毎の適切な解の探索方法について説明できる。 20   20

機械学習の各種手法について説明できる。 20   20

人工知能分野における諸技術と応用事例との関連を説明できる。 20   20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100
ソ
フ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

２ ７
コンピュータという機械による固い情報処理の限界を破
る試みとして、著しい前進を遂げつつある「柔らかい情
報処理」－ニューロ・ファジイ・遺伝的アルゴリズムに
よる情報処理－について学びます。

脳とニューロンモデルの関係を説明できる。 10 10 20

誤差逆伝搬法による学習を説明できる。 10 10 20

ニューラルネットによるパターン認識を説明できる。 10 10 20

ファジイ制御の考え方を説明できる。 10 10 20

遺伝的アルゴリズムの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 10 10 100

関
連
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

(

学
外
研
修)

２ ６

大学で学んだ専門分野に関係する企業や団体などで実務
を体験し、社会で情報技術がどのように活かされている
か、また企業や団体の活動がどのように進められている
かを理解します。この体験を残された大学での学習に生
かすとともに、将来の職業選択に生かします。

社会で情報技術がどのように活かされているか理解することができ
る。 10 15 25 

企業や団体の活動がどのように進められているかを理解することが
できる。 10 10 5 25 

企業や団体での体験を大学での学習に生かすことができる。 10 10 5 25 

企業や団体での体験を将来の職業選択に生かすことができる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 30 15 100

技
術
者
倫
理

２ ７

技術者には、技術が社会や環境にもたらす影響を考え、
倫理的に正しく行動することが求められています。この
授業では、討論形式で重大事故や失敗事例の具体的検討
を行い、技術者としての対応を探り、技術者の役割と倫
理的行動について理解します。

いわゆる「倫理」と「技術者倫理」の違いについて説明できる。 20 20

安全、安心、リスクという用語を説明できる。 20 20

技術が社会や環境に及ぼす影響を説明できる。 20 20

重大事故や失敗事例に対して、技術者としての対応の仕方について
討論ができる。 10 10 20

技術者の役割とその倫理的行動について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 100

34



科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

関
連
科
目

知
的
財
産
権
論

２ 8

知的財産権の種類、権利の内容および知的財産権が守ら
れている法律について鳥瞰し、中でも最も重要な特許権
に関し、特許権取得までの手続き、特許権の存続期間，
特許実施権について学びます。さらに特許権係争事例を
通じて知的財産権の重要性を学びます。

知的財産権の種類と知的財産制度の基礎となる法律がわかる。 15 15 

企業での特許制度活用状況がわかる。 15 15 

特許権の出願から特許権取得までの手続きがわかる。 15 15 

特許権の内容と活用について説明できる。 15 15 

実用新案制度、意匠制度、商標制度と特許制度の違いがわかる。 20 20 

コンピュータソフト関連の発明を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ７卒業研究の指導教員の下で、卒業研究に沿ったテーマや、
卒業研究に関連した専門分野の知識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80 
卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20 

0 

0 

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ 8
セミナ１に続いて、卒業研究の指導教員の下で、卒業研
究に沿ったテーマや、卒業研究に関連した専門分野の知
識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80

卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

卒
業
研
究

６
7
・
8

卒業研究の指導教員の下で特定の研究テーマに関して、
実験、シミュレーション、解析、設計、調査等を行い、
技術者としてのレベルアップを図ります。卒業研究が進
んだ段階では、研究テーマについてのディスカッション
や発表を行います。

卒業研究の内容に不可欠な知識や技術を理解している。 10 20 20 20 70

卒業研究の内容を卒業論文にまとめて発表できる。 10 10 10 30

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100
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■ 情報システム学科

開講科目一覧＜人間科学科目群＞ 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

資格英語１ 1 2 [2]

資格英語２ 1 2 [2]

英語スキル１ 1 2 [2]

英語スキル２ 1 2 [2]

英語スキル３ 1 2 [2]

英語スキル４ 1 2 [2]

実践英語１ 1 2

実践英語２ 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

健康科学演習Ａ 1 2

健康科学演習Ｂ 1 2

日本文学Ａ 2 2 2

日本文学Ｂ 2 2 2

外国文学Ａ 2 2 2 2

外国文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

文化人類学Ａ 2 2 2

文化人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査の方法Ａ 2 2 2

社会調査の方法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境科学Ａ 2 2 2

環境科学Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

区分 授業科目
単位数

備考

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー

プ

Ｂ
グ
ル
ー

プ

人
間
・
歴
史
文
化
・
こ
こ
ろ
の
理
解

国
際
情
勢
と
社
会
の
し
く
み

科

学

的

な

も

の

の

見

方

と

環

境

問

題
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開講科目一覧＜人間科学科目群＞ 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

リベラルアーツ特別講義 2 ◎ 集中

リベラルアーツ実践演習Ａ 2 2 2

リベラルアーツ実践演習Ｂ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 90 3

102

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。

32
28
[8]

44
[4]

42
[2]

42
[2]

42

Ｂ
グ
ル
ー

プ

ア

プ

ロ

ー

チ

学

問

へ

の

複

眼

的

合計

人
間
科
学
科
目
群

区分 授業科目
単位数

備考
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

基礎数学セミナ 1 2 [2]
数学基礎 2 2 (2) 履修者指定
解析学１ 2 2 (2)
解析学２ 2 2 (2)
解析学３ 2 2 (2)
常微分方程式 2 2 (2)
線形代数１ 2 2
線形代数２ 2 2
線形代数３ 2 2
情報数学 2 2
確率・統計 2 2
情報統計学 2 2
基礎理科セミナ 1 2 [2]
力学 2 2
電磁気学 2 2
現代物理学１ 2 2
現代物理学２ 2 2
情報システム入門セミナ 1 2
情報概論 2 2
情報処理基礎 2 2
コンピュータハードウェア基礎 2 2
プログラミング入門 2 2
情報ネットワーク概論 2 2
基礎電気回路 2 2

7 32 6

45

プログラミング１ 2 2 (2)
プログラミング２ 2 2 (2)
アルゴリズムとデータ構造１ 2 2
アルゴリズムとデータ構造２ 2 2
数値計算法 2 2
コンピュータアーキテクチャ１ 2 2
コンピュータアーキテクチャ２ 2 2
オペレーティングシステム 2 2
情報ネットワーク１ 2 2
情報ネットワーク２ 2 2
情報理論 2 2
オートマトン・言語理論 2 2
電気回路１ 2 2
電気回路２ 2 2
情報演習Ａ 4 4
情報演習Ｂ 4 4
情報演習Ｃ 4 4 (4)
情報演習Ｄ 4 (4) 4
ソフトウェア工学 2 2
コンパイラ構成法 2 2
オブジェクト指向プログラミング 2 2
データベース 2 2
分散処理 2 2
信号処理基礎 2 2
ディジタル信号処理 2 2
ディジタル回路 2 2
電子回路 2 2
情報システム最新技術 2 2
ＣＡＤ 2 2

制御工学 2 2

コンピュータセンシング 2 2

コンピュータコントロール 2 2

組込システムプログラミング 2 2

リアルタイムシステム 2 2

展
開
科
目

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

共
通

シ

ス

テ

ム

系

コ

ン

ピ
ュ

ー

タ

区分 授業科目
単位数

備考

専
門
基
礎
科
目
群

小計 22
12
(4)
[4]

8
(2)

6
(2) (2)
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ネットワークシステム 2 2

ネットワークコンテンツ 2 2

ネットワークプログラミング 2 2

情報セキュリティ 2 2

通信工学 2 2

パターン情報処理 2 2

音声画像処理 2 2

自然言語処理 2 2

人工知能 2 2

ソフトコンピューティング 2 2

インターンシップ（学外研修） 2 ◎ 集中

技術者倫理 2 2

知的財産権論 2 2

セミナ１ 2 2

セミナ２ 2 2

卒業研究 6 ◎ ◎

30 82

112

幾何学１ 2 2

幾何学２ 2 2

数理統計学２ 2 2

応用解析１ 2 2

応用解析２ 2 2

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

代数系入門 2 2

情報化社会と情報倫理 2 2

情報化社会と職業 2 2

20

20

37 114 26

177

（注）１．毎週授業時間数の(　)は、同一科目を複数期に開講することを示す。
２．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。
３．｢卒業研究｣の単位認定は、8期とする。

展
開
科
目

専
門
科
目
群 24

(4)

8

合計 22
16
(4)
[4]

24
(4)

24
(4)

24
(6)

28
(4)

22 12

4 22 2 2

4
14
(2)

16
(2)

22
(4)

4

情
報
系

応
用

関連科目

卒業研究

小計

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク

系

情

報

自
由
科
目

小計

20

区分 授業科目
単位数

備考
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卒業の認定  学科共通 

本学を卒業するために必要な単位数は 124 単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4 年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

卒業研究履修・卒業基準  学科共通 

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

21 生 
卒業要件として認められる単位のうち、１００単位以上修

得すること。 
情報システム入門セミナ 

基礎英語セミナ

基礎数学セミナ

基礎理科セミナ

注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

注２） 基礎英語セミナ、基礎数学セミナ、基礎理科セミナの３科目については、卒業研究履修基準の必要単位数（１００単位）には含みませんが、 

合格していることが必要です。 

＜不合格者＞4 年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

【卒業要件】

卒業に必要な要件は次のとおりです。 

学年 科目群 必要単位数 

21 生 

人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 

(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位

(2)人間・歴史文化・こころの理解から 2 単位以上

(3)国際情勢と社会のしくみから 2 単位以上

(4)科学的なものの見方と環境問題から 2 単位以上

専門基礎科目群 必修科目 7 単位を含め 17 単位以上 
左記条件を満たし 

97 単位以上 
専門科目群 必修科目 30 単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

他学部・他学科および学科内他専攻履修 学科共通 

【他学部・他学科履修】 

  工学部の各学科、情報デザイン学科及び総合情報学科の専門基礎科目群及び専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必要な単 

位数｣に算入することはできない。 

先修条件について 

カリキュラムを体系的、段階的に進めるために、授業科目によっては履修申請に際して、必要な要件（「先修条件」）がつく科目があります。 下記の科目

については、先修条件科目の単位の修得が条件になっていますので、先修条件の科目の単位を修得しないと履修申請することができませんので、注意し

てください。 

学年 区分 
先修条件を設定している科目 先修条件科目 

科目名 期 必選 科目名 期 必選

21 生 専門科目群 

プログラミング２ 3[4] 必 プログラミング１ 2[3] 必 

オブジェクト指向プログラミング 6 選 プログラミング２ 3[4] 必 
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情報学部 情報デザイン学科

学 士 課 程 教 育 プ ロ グ ラ ム

1．学科の目的

情報デザイン学科は、情報技術を活用した情報デザインに関わる実学的な専門知識を有し、社会の変化に対

応して商品やサービスの魅力を高められるデザイン能力を有する職業人を育成するとともに、情報デザインに関

わる研究を通して新たな価値を創造することを目的とする。 

2．教育の目的と学位授与の方針 

  本学の教育は大きく分けると「教養力」と「専門力」の育成に分類され、それぞれ次のような教育の

目的と学位授与の方針になっています。 

2．1  教育の目的 

 教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた

自己形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動

について、幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動

できる人間力の豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上

げる苦労と喜びへと促します。 

 専門力の育成としては、社会の変化に対応して創造性豊かな情報デザインができる人材を育成することを理念に、下

記の教育方針を設定しています。【 】は分類項目です。 

（１）．【基礎・基盤】   学生が情報化社会の特徴や課題を知り、職業観・倫理観を養い、 

他者と協調・協働して、主体的・積極的に学ぶ。  

（２）．【知識・理解】   学生が形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料の原理、性質、 

ならびにそれらの表現法、製作法などに関する知識を得て、活用に向けて理解する。 

（３）．【発想・創造】   学生が形、色、素材やそれらの組み合わせなどに関する感性、 

ならびに成り立ちや目的との関わりなどにおける論理性を養い、 

目標に向けた企画、発案、創作を行う。 

（４）． 【表現・制作】  学生がグラフィック、サウンド、映像、CADなどのソフトウェアや 

プレゼンテーション、制作、加工の装置を操作し、実践的な技法を習得して、 

表現・制作活動を行う。 

上記教育目標を達成するために、学生は下記のような“道しるべ”となる達成基準を目指して、学びの“青写真”といえる

標準教育プログラムにおける“道すじ”を示した履修モデルに沿って学修します（履修モデルについては後で説明します）。

そして、このような教育目標達成基準（学科ディプロマ・ポリシー）に達して、合計取得単位数など卒業要件を満たすと卒業

となります。 
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  このような教育課程と教育方針・姿勢を含む学科の教育体系を図1に示します。 

 

 

学科の目的 

 ディプロマ・ポリシー 

 （学位授与基準） 

    （“道しるべ”） 

 

教育課程  

 カリキュラム・ 

 ポリシー 

 （教育方針） 

   科目ごとの 

   到達目標 

 

  

   

 

 

 

 

 

図１．学科教育体系の概念図 

 

 

2．2  学位授与の方針 

情報デザイン学科では、以下の力を備えた者、すなわち、教育目標に到達した者に学位（情報学士）を授与します。 

（教養力） 

 １．英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュニケーションを行うことができる。 

 ２．外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応するための素養を身に付けることができる。 

 ３．規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学習生活の基礎を身に付けている。 

 ４．豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔軟に考えることができる。 

 ５．市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多様性を踏まえた適切な行動が選択できる。 

 ６．自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識ある判断を下すことができる。 

 ７．現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりながら問題解決に当たることができる。 

（専門力） 

 ８．主体的な学びの態度が備わり、情報化社会にふさわしい倫理観を持って、他者と協調・協働して、目標実現のために積極的

に行動できる。 

 ９．形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料、製作法など広くデザインに関する知識を身につけており、的確な分析・評価

により、理解を行動に活かせる。 

１０．豊かな感性および論理性により、状況に応じて適切に企画、発案ができ、効果的に創作ができる。 

１１．グラフィック、サウンド、映像、CAD などのソフトウェアの操作法、ならびにプレゼンテーション、制作、加工方法に習熟しており、

実践的な表現・制作ができる。 

【表現・制作】 
ソフトウェアの操作法、プレゼンテーション、 

制作、加工方法に習熟して、実践的な表現・制作ができる 
【知識・理解】   【発想・創造】 

デザイン知識を身に付け     感性・論理性により 
理解を行動に活かせる      企画、発案、創作ができる 

【基礎・基盤】 
主体的であり、倫理観を持って、 

協調・協働して積極的に行動できる 

 

     基礎からの   豊富な   幅広い    チーム 
      積み上げ    実習    領域     ワーク 

情報技術を活用した情報デザインに関わる 
 実学的な専門知識を有し、社会の変化に対応して 
   商品やサービスの魅力を高められる 

           デザイン能力を有する職業人

色、形、素材など
に興味・関心があ
り、組み合わせや
表し方を追究する
ことに意欲がある 

グラフィックス、音
楽、映像、造形など
に興味・関心があ
り、先進的・実践的
な創作やものづく
りに意欲がある 

コンピュータソフト
ウェアや3Dプリン
タ操作など情報機器
の理解・活用に興
味・関心がある 

時代や社会に敏感
で他の人たちと協
力して実業界での
活躍や社会貢献に
意欲がある 

アドミッション・ 

ポリシー（入学者受け入れ方針） 

履修モデル 
 ５トラック 
 （“道すじ”） 

目 標 

教育特色： 
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３．標準教育プログラム 

  標準教育プログラムとは、本学で学ぶ皆さんが、上に示した教育の目的と学位授与の方針に到達するために4年間で身

に付けることが必要な知識や能力の骨格を「教養力」と「専門力」に分けて定めたもので、これは、本学の教育課程編成・実

施の方針に基づき作成されています。情報デザイン学科の標準教育プログラムは、以下の（1）～（6）になります。 

   

（教養力） 

（1）社会人として活動するために必要な汎用的な能力を身に付ける 

 汎用的とは基礎的かつあらゆる活動への応用が効くベースとなるものを意味します。本学のカリキュラム体系は三

つの群、すなわち人間科学科目群、専門基礎科目群、専門科目群に大別されます。その人間科学科目群Ａグル

ープにおいては、初年次教育、外国語の中でも英語の基礎的リテラシー、体育実技を通じて、主体的な学びの姿

勢、コミュニケーション力と国際性、健康管理と生涯スポーツの意識を高めます。また英語の上級者や意欲あふれ

る学生は、資格取得等につながるハイレベルクラスでさらに磨きをかけてもらいます。 

 

（2）社会人として必要な文化、社会、自然の一般的知識と思考する力を身に付ける 

 人間科学科目群Ｂグループにおいては、講義系科目と演習系科目を連動的に開設しています。講義系科目には

人文、社会、自然科学分野とこれらの複合領域に属する基本的な科目が用意されています。諸科学の基礎を学ぶ

ことで、人間とこころ、歴史文化、国際情勢や社会の仕組み、科学的なものの見方、地球環境等に関して幅広い知

見を身に付けてもらいます。ひいてはこうした経験が、多面的なものの見方や他者理解と同時に、節度と意欲を兼

ね備えた主体的な自己の確立に大きく寄与することになるでしょう。 

 また少人数で実施する演習系科目では、履修者が自ら課題を設定し、その問題解決に向けて授業担当者の指導

のもと行動を起してもらいます。深く探究し、語り合い、これが思考力の訓練となることはもちろんですが、この実践

的体験から新たな興味がまた芽生え、以前は関心の薄かった講義系科目、演習系科目履修への新たな誘因となる

ことが望ましいです。 

 

（専門力） 

（3）情報化社会に求められる基礎的人間力を身に付ける 

 自分自身を知り、行動力や判断力を身に付けます。初めてでも取り組めるようにデザインの基本を一から学ぶとともに、デ

ザインはじめどのような分野に取り組むのにも必要な基本的な知とスキル、およびそれらを高めていく主体的な学習態度が

身に付くように、１年次においては学科共通の専門基礎科目を学び、２年次以降は共通に開講される科目を学びます。 
 

（4）専門知識に基づいた創作力、設計力、構成力を身に付ける 

 形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料など広くデザインに関する知識を身に付けます。着想したアイデアを実践

するために、デザインに関する知識や情報調査分析を学びながら、発展させたり、組み合わせたり、実用のために修整した

りできる計画性や実行力を養います。 

 

（5）状況に応じて柔軟に理解、発想・創造ができる 

 感性および論理性に基づき、状況を察知して、他者・社会の目的を理解し、解決すべき課題を見つけられるようになります。

デッサンや造形などデザインの基礎、自己表現、情報表現、広告・広報などを学び、発想や創造性をみがきます。 
 

（6）実践的に表現、制作する専門技術を身に付ける 

 グラフィックス、サウンド、映像、ＣＧ（コンピュータを使用したグラフィック作成）、CAD（コンピュータを使用した製図）、Web 関

連などのソフトウェアの操作法、２Ｄ、３Ｄプリンタによる出力技術、ならびにプレゼンテーション、制作、加工方法に習熟しま

す。このようにして学んだことを総合的に用いて実践的な表現・制作に取り組みます。 
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４．標準教育プログラムから見た教育課程の位置付け 

 本学の教育課程では、標準教育プログラムに基づき、学修の達成に必要な授業科目を順次的・体系的に配置するとと

もに、授業科目ごとに学修到達目標を定めています。また、授業科目の配置と学位授与の方針との関係を示すために、カ

リキュラムフローチャートとカリキュラムマップが準備されています。これらは本学の教育課程編成・実施の方針により作成さ

れています。そして、皆さんが進みたい分野に応じて科目を選ぶ参考として履修モデルがあります。これを目安として、将来

に向かって学んでください。 

図 2 は標準教育プログラムに基づく教育課程の概念をまとめたものです。教育課程は人間科学科目群、専門基礎科目

群、および専門科目群の 3 つの群に分類されています。なお、教育課程を構成しているそれぞれの授業科目の開講期と

単位数などを示したものは、別に示す「開講科目一覧」に表しています。以下にそれぞれの科目群について説明します。 

学年と目あて＼目標  基礎・基盤 知識・理解 発想・創造 表現・制作 

４年次 

学んだことを結びつけ、 

専門的な力を完成させる 

３年次 

専門的な力を身に付け、 

社会との関わりを理解する 

 

２年次 

専門的な学びに入り、 

学びと進路の目標を作る 

１年次 

大学における学習活動方法を身に

付け、基礎的な力を付ける 

   

図２． 情報デザイン学科の教育課程概念図 （科目群の位置付けと役割） 

４．１ 人間科学科目群 

（1）教育内容 

a. 人間科学科目群 Ａグループ 

①ファースト・イヤー・セミナ 

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん方全員に、今後４年間の大学

教育に不可欠な「学習技法（スタディ・スキルズ）」を習得してもらう科目です。いわば「大学での学び方」を学ぶ授業科目

です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあるのです。この方法

の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加してほしいのです。この点はとても大切で

す。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４

年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベース

ができていないことが大きく関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

卒業研究 

人

間

科

学

科

目

群

専門科目群 専門的な内容を学ぶ 

専門基礎科目群 

専門知識・スキルの基本を学ぶ 

基礎的素養をつちかう

専門科目群 
展開科目 基幹科目
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この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに適応できること、言い

かえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところにあります。しかしそれだけではありません。皆

さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊かに生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーショ

ン・スキルの必要性をきっと感じることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法も

ここには盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、何より自分の知的ス

テップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

② 外国語科目 

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能力の習得です。グロー

バル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21 世紀を生きる上で不可欠となります。第２は

その言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にある文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけで

は思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることにもなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になって

きています。 

 そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外国語学習というのは

努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1 年次に「資格英語 1・2」と「英語スキル 1・2」、2 年次には「英語スキル

3・4」を必修科目として開講しています。さらに、3 年次でも外国語科目を学びたい人のために「実践英語 1・2（資格コース）」、「実

践英語1・2（スキルコース）」という選択科目を開講しています。 

③ 健康科学演習 

ヒトは外界の刺激と内的な意思活動により、身体運動を通して健康が維持増進されます。またヒトには本来運動欲求が存在しま

す。この運動欲求は、乳児の半ば反射的な運動から青年期の意図的・自発的運動へと変化していきます。本学の健康科学の科

目はこの運動欲求をより促進させるように考えられています。 

健康科学演習は、1 年次にＡ、Ｂを配当しています。これは、おもに個人の健康を促し、個人の運動能力の開発・維持・向上を

目的とし、生涯スポーツとして運動を維持させる基盤を青年期のうちに身につけることを目的としています。 

大学における健康科学演習は、週 1 回の実技で体力を向上させようとはしていません。なぜならば、週 1 回の運動では、トレー

ニング効果は期待できないからです。ではなぜ大学で体育実技が必要であるかといえば、この授業で学生諸君が将来（生涯スポ

ーツとして）も運動を継続して行えるような素地を身につけることと、スポーツを通じて集団を意識し、社会集団に対する適応力を

向上させるといった大きな目的を持っているからです。 

④ 基礎英語セミナ 

基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解することを目標にします。

一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするうえで大きな力となるだけでなく、英語を聞

いたり、話したりするうえで不可欠な力となってきます。英語による学術的探求とコミュニケーションの礎になる力が、十分な練習を

通して養成されることになります。なお、3 年次修了までにこの科目を修得できなかった場合には、4 年間で卒業することができなく

なります。 

ｂ．人間科学科目群 Ｂグループ 

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つはそれぞれの学科や専攻でおもに学ぶ専門

科目群、あとの二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群は上記 FYS と語学や体育の実

技を含む A グループと B グループから成り立っています。なかでも B グループには、人間、こころ、文学、歴史、文化、政治、経

済、社会のしくみや国際情勢、さらには身の回りの自然環境から広くは宇宙それに自分たちの生命や健康問題に至るまで、実に

さまざまなテーマを扱う授業科目が配置されています。 

開講が予定されているこれらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんにできるだけ多様な刺激を知的にも身体的にも与える
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ことができるようにと工夫されたものばかりです。そのねらいはというと、トータルな人間教育に他なりません。言い換えると、皆さん

が今をタフに生き、将来を担う一市民としての教養に気づいていただき、それに磨きをかけてもらえるようにと、これが何を措いても

本科目群の大目的です。大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中

で楽しく豊かな人生を創出していくためにはやはり「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケーション力」、

「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんがますます自分らしさを発揮できるよう、B グループ

ではさまざまな授業内容を取りそろえていますから、できるだけ偏りを作らず履修し、修得することが望まれます。 

現在、私たちは 21 世紀初頭に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けています。良いことも好

ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であることを余儀なくされています。とくに日本は超

高齢化社会に突入しており、不透明で不確実な時代の到来がそこかしこで言われています。それでも世界は飽くなきマネーフロ

ーと途轍もないテクノロジーの進化を介してさらに緊密に結びつくと同時に、かたやアメリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州・アフリカ・

中東圏でのちょっとした歪が、すぐにも世界各国に対して経済的にも政治的にも甚大な影響をもたらします。さらに今後は AI（人

工知能）や IoT（モノのインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力の

そのまた先を行くほどの近未来社会が待ち受けているようです。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようになることは

好ましいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せません。 

そこで皆さんに具体的に求められていくのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出して伸ばしていくこ

とです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そして解決策を自分であるいは仲間と協働

しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮する

ことが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たします。人文科学分

野では、日本文学、外国文学、哲学、歴史学、文化人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分野では法学、

経済学、政治学、社会学、社会調査の方法、現代社会論、リベラルアーツ特別講義が社会の仕組みから国際情勢の展望にまで

皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境や健康を見直す諸

科目も開講されています。自然科学概論、環境科学、地球科学、認知科学、生物学、健康科学の諸科目が、有益性と危険性を

あわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとしての人間、人間の心身・健康に焦点を当てて

います。 

2 年次、3 年次には、「リベラルアーツ実践演習」として、アクティブ・ラーニングや PBL（問題・課題解決型授業）を意識した少人

数科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決のためにはどう向

き合えばよいのかについて自分自身が考え始め、仲間と語り合い、行動をおこすところに楽しさの発見と醍醐味があります。 

皆さんにとって、人間科学科目群Bグループがその糸口となることを願っています。 

（2） 学修到達目標 

人間科学科目群の学修到達目標は、学位授与の方針と各授業科目との関係性を示すカリキュラムマップにまとめて示しています。 
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４．２ 専門基礎科目群と専門科目群 

(１) 各専門分野に向けた学年ごとの学び方 

「専門基礎科目」は、それぞれの専門分野における根幹となる科目です。「専門科目」は興味や将来の進路を考えて希

望する内容を扱う科目です。4年次の「卒業研究」に関連する科目は、3年間で学んだことを活かし、さらに深めて行きます。

自分なりのテーマを設定して制作を完成させたり、提案をしたり、論究したりして、集大成として学びを仕上げます。その成

果として社会、企業の要求に応える、現場に強い実学的な情報デザイン能力を身に付けられます。 

（2） 学修到達目標 

標準教育プログラムで述べた内容をどのような順序で学び、どのような知識とスキルを修得するかについて、各授業科

目の学修到達目標が学位授与の方針との対応がカリキュラムマップに示されています。 

学年進行に伴う履修の流れの概念を図３に示します。 

図３．履修の進み方の全体概念図 

 この図３に示した履修の進み方の概念を説明します。 

 まず、１年次では、学科共通の基本的な内容の専門基礎科目を履修します。また、情報デザイン学科が目指す

各分野を学ぶことができる内容も含んでいますので、後の専門分野を選択する際の足がかりにもなります。 

２年次では、学生ごとの興味に沿って専門性を身に付けるために１年次の学びを基にして、「メディアデザイ

ン分野」、「３Ｄデザイン分野」という２つの専門分野から１つを選び、専門的な学びに入っていきます。 

 ３年次では、それぞれの将来を考えながら、専門的に学びます。２・３年次では、分野ごとの基幹科目と、学

科共通の展開科目があり、興味と必要に応じて履修します。 

 各科目は専門性とカリキュラム上の位置付けにより、共通の基本となったり、各専門を横断的に見たりする、

基礎的または複合的な「基盤フィールド」、そして、グラフィックス、ムービー・サウンド、３Ｄ面について特

に専門的に学ぶ「グラフィックス・フィールド」、「ムービー・サウンド・フィールド」、「３Ｄデザイン・フィー

ルド」、さらに、１・２年次では自由科目となる関連科目と３・４年次では学んだことを総合的に活かして取り

組む卒業研究科目の「統合化フィールド」があります。それぞれの特色を理解して計画的に履修します。 

 次に、専門分野ごとに学ぶ内容を具体的に説明します。学科の科目一覧を図4に、その見方を図5に示します。科目に

は科目番号がついており、対象年次、科目の専門的位置づけ、開講期などが示されています。これにより、科目の領域や

目標のレベルが判ります。 

学年＼目安 目標に向かう履修の進み方 

履修モデル 
グラフィックス 
クリエーター・ 

トラック 

ムービー・サウン
ドクリエーター・

トラック 

クリエイティブ 
ビジネス・ 
トラック 

コンスーマー 
ビジネス・ 
トラック 

３Ｄデザイン・ 
トラック 

４年次 卒業研究 

３年次 
メディアデザイン分野 ３Ｄデザイン分野 

２年次 

１年次 共通の基本 
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図4．科目一覧 

499 卒業研究

４年次
492 情報デザイン研

究２

491 情報デザイン研

究１

334 クリエイティブワー

ク・プロジェクトB

372　WebデザインＢ

354 視覚情報デザイン

実習Ｂ

364 メディアクリエイ

ティブ実習Ｄ
384 応用ＣＡＤ実習Ｂ

336 社会と情報Ｄ
352 デジタルグラ

フィックス実習Ｂ

362 メディアクリエイ

ティブ実習Ｃ

382 製品デザイン実習

Ｂ

314 コミュニケーショ

ンデザイン論

324 メディアクリエイ

ティブ論Ｄ
392 専門セミナ２

306 プログラミング４
312 デジタルデザイン

論Ｂ

322 メディアクリエイ

ティブ論Ｃ

342 デジタルプレゼン

テーション論

３年次
331 クリエイティブ・ビ

ジネス

333 クリエイティブワー

ク・プロジェクトA
391 専門セミナ１

371　WebデザインＡ

353 視覚情報デザイン

実習Ａ

363 メディアクリエイ

ティブ実習Ｂ
383 応用ＣＡＤ実習Ａ

307 ビジネスコン
ピューティング

351 デジタルグラ
フィックス実習Ａ

361 メディアクリエイ
ティブ実習Ａ

381 製品デザイン実習
Ａ

313 視覚情報表現論
323 メディアクリエイ

ティブ論Ｂ
343 材料と加工法論

394 インターンシッ

プ（学外研修）

305 プログラミング３
311 デジタルデザイン

論Ａ

321 メディアクリエイ

ティブ論Ａ

341 プロダクトデザイ

ン論

254 情報デザイン基礎実

習Ｆ

252 情報デザイン基礎実

習Ｅ

256 Ｗｅｂデザイン基礎

実習

208 プログラミング２

206 社会と情報Ｃ
258 ＣＧプログラミン

グ基礎２

224 映像デザイン基礎

２
282 CAD実習２

294 情報デザイン特

別活動Ｄ

２年次 204 自己表現４
222 コンピュータサウ

ンド２

293 情報デザイン特

別活動Ｃ

231 クリエイティブ・ビ

ジネス基礎２

253 情報デザイン基礎実

習Ｄ

292 情報デザイン特

別活動Ｂ

251 情報デザイン基礎実

習Ｃ

291 情報デザイン特

別活動Ａ

207 プログラミング１

211 基礎デザイン論３
257 ＣＧプログラミン

グ基礎１

223 映像デザイン基礎

１
281 CAD実習１

203 自己表現３
255 ３Ｄグラフィック

ス基礎実習

221 コンピュータサウ

ンド１
241 造形制作技法

142 造形デザイン演習２

106 クリエイティブ・ビ

ジネス基礎１

152 情報デザイン基礎実

習Ｂ

112 基礎デザイン論２ 154 ＣＡＤ基礎実習

104 自己表現２

１年次 108 社会と情報Ｂ 122 基礎音楽論
142 造形デザイン演習

２

141 造形デザイン演習１

151 情報デザイン基礎実

習Ａ

111 基礎デザイン論１
153 ２Ｄグラフィック

ス基礎実習

191 コンピュータリ

テラシ
103 自己表現１

105 社会と情報Ａ

101 情報デザイン入門

セミナ

グラフィックス
フィールド

ムービー・サウンド
フィールド

３Ｄデザイン
フィールド

統合化
フィールド

基盤フィールド

展 開 科 目 基 幹 科 目 卒 業 研 究

科 目

専 門 科 目 群

専 門 基 礎 科 目 群
関 連 科 目

関 連 科 目
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   科目の例 

図5．科目の見方と位置付け 

 なお、394『インターンシップ（学外研修）』は夏期に企業に出向いて行う実務的な活動の成果を評価する科目です。また、

290 番台『情報デザイン特別活動Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ』は学生の自己設計に基づく自主的な活動の成果を評価する科目です。この

ように、本学科のカリキュラムには教室外の自発的・積極的な活動への対応も用意されています。 

153 
２Ｄグラフィ
ックス基礎

実習 

３桁の数字 1   5   3 

科目名

100の位 

学年

4   ４年次 

3   ３年次 

2   ２年次 

1   １年次 

10の位 

大領域

0          基盤フィールド（基礎）  
3   7   （複数のフィールドにまたがる） 
1   5    グラフィックス・フィールド 
2   6    ムービー・サウンド・フィールド 
4   8    ３Ｄデザイン・フィールド 
  9       卒業研究科目、関連科目 

1の位 

小領域・学期

奇数  前期

   1,3,5,… 
偶数  後期

   2,4,6,… 
○○1に続く 

科目が○○2 

枠
太枠：必修科目
細枠：選択科目
  （専門基礎）
点線枠：選択科目

（専門）
（集中）

科目の位置づけ 

科目 

科目 
学年・学期 

科目 

入門的 

発展的 

教育目標の領域 

100台 

200台 

分野の標準的な学びの道すじ 

300台 
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５．カリキュラム・フローチャート 

専門基礎科目群および専門科目群のカリキュラム・フローチャートを図6に示します。 

図６．専門科目のカリキュラム・フローチャート 
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６．履修モデル 

  学びの“道すじ”として科目の並びを示した履修モデルは、２年次から２分野に分かれて専門に取り組み、将来を目指す

ことをみすえて、５つに分かれており、トラックと呼びます。それぞれの興味と目標にしたがって、基本的に履修モデルにそ

って履修することが推奨されます。 

  なお、期ごとの登録単位数に上限があります。そのため、例えば２年次に開講される選択科目を上位学年の３年次になっ

てから履修することができます。逆に、２年次用の科目を下位学年の１年次で履修することはできません。 

 本学科の専門基礎科目・専門科目では、ある科目の履修にあたって先に合格しておかないと履修できないという、いわゆ

る先修条件はありません。しかし、例えば150番台、250番台の科目で履修しないものがあるのに、それらと同じ専門領域の

350 番台の科目を履修するというようなことは困難ですので、自分の興味と目標を考えて、図４.科目の一覧と以下の履修モ

デルを参照して、学習計画を立ててください。 

  ２年次以上の専門科目群基幹科目については、各専門分野の科目については原則としてクラス指定の科目を受講して

専門性を高めます。学士（情報学）としての総合的な力が付くように、計画的に履修を進めます。 

「メディアデザイン分野」「３Ｄデザイン分野」という２つの分野の特徴が込められた５つの履修モデルを記します。 

科目一覧 専門分野  履修モデル 

  （図４） メディアデザイン分野 a)  グラフィックス クリエーター・トラック 

専門基礎科目・ b)  ムービー・サウンド クリエーター・トラック 

専門科目 c)  クリエイティブ ビジネス・トラック 

d)  コンスーマー ビジネス・トラック

３Ｄデザイン分野 e)  ３Ｄデザイン・トラック
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履修モデル 

a) グラフィックス クリエーター・トラック 

社会のニーズに対応するための情報を発想・整理し伝達するためのデザイン理論、および さまざまな造形表現の実践

的手法を学び、グラフィックデザインで活躍できることを目指します。

履修モデル：　情報デザイン学科グラフィックス・ クリエーター・トラック

年
次

学
期 専 門 基 礎 科 目 ・ 専 門 科 目

８
期

402
情報デザ
イン研究２

７
期

401
情報デザ
イン研究１

364
メディアクリ
エイティブ実

習Ｄ

314
コミュニケー
ションデザイ

ン論

354
視覚情報デ
ザイン実習

Ｂ

372
Ｗｅｂデザイ

ンＢ

394
インターンシ

ップ

362
メディアクリ
エイティブ実

習Ｃ

312
デジタルデ
ザイン論Ｂ

352
デジタルグ
ラフィックス

実習Ｂ

392
専門

セミナ２

363
メディアクリ
エイティブ実

習Ｂ

313
視覚情報表

現論

353
視覚情報デ
ザイン実習

Ａ

371
Ｗｅｂデザイ

ンＡ

331
クリエイティ
ブビジネス

361
メディアクリ
エイティブ実

習Ａ

311
デジタルデ
ザイン論Ａ

351
デジタルグ
ラフィックス

実習Ａ

391
専門

セミナ１

208
プログラミン

グ２

254
情報デザイ
ン基礎実習

Ｆ

258
ＣＧプログラ

ミング２

256
Ｗｅｂデザイ
ン基礎実習

204
自己表現４

256
Webデザイ
ン基礎実習

206
社会と
情報C

253
情報デザイ
ン基礎実習

Ｅ

207
プログラミン

グ１

252
情報デザイ
ン基礎実習

Ｄ

257
ＣＧプログラ

ミング１

281
ＣＡＤ
実習１

203
自己表現３

231
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎２

211
基礎デザイ

ン論３

251
情報デザイ
ン基礎実習

Ｃ

255
3Dグラフィッ
クス基礎実

習

104
自己表現２

112
基礎デザイ

ン論２

108
社会と情報

B

122
基礎音楽論

142
造形デザイ

ン演習２

106
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎１

152
情報デザイ
ン基礎実習

Ｂ

154
ＣＡＤ基礎

実習

103
自己表現１

105
社会と情報

A

101
情報デザイ
ン入門セミ

ナ

111
基礎デザイ

ン論１

141
造形デザイ

ン演習１

151
情報デザイ
ン基礎実習

Ａ

153
２Ｄグラフィ
ックス基礎

実習

１
年
次

２
期

１
期

４
年
次

499
卒業
研究

３
年
次

６
期

５
期

２
年
次

４
期

３
期
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b) ムービー・サウンド クリエーター・トラック 

ムービー、サウンド、ＣＧ（２Ｄ、３Ｄ）などの制作スキルを磨き、多様なニーズに応えられるよう 企画・提案を含めたコンテ

ンツ制作を学ぶことで、メディア創作など幅広く活躍できることを目指します。 

履修モデル：　情報デザイン学科ムービー・サウンド クリエーター・トラック

年
次

学
期 専 門 基 礎 科 目 ・ 専 門 科 目

８
期

402
情報デザ
イン研究２

７
期

401
情報デザ
イン研究１

324
メディアクリ
エイティブ論

Ｄ

364
メディアクリ
エイティブ実

習Ｄ

372
Ｗｅｂデザイ

ンＢ

394
インターンシ

ップ

322
メディアクリ
エイティブ論

Ｃ

362
メディアクリ
エイティブ実

習Ｃ

392
専門

セミナ２

323
メディアクリ
エイティブ論

Ｂ

363
メディアクリ
エイティブ実

習Ｂ

371
Ｗｅｂデザイ

ンＡ

321
メディアクリ
エイティブ論

Ａ

361
メディアクリ
エイティブ実

習Ａ

391
専門

セミナ１

208
プログラミン

グ２

254
情報デザイ
ン基礎実習

Ｆ

258
ＣＧプログラ

ミング２

204
自己表現４

256
Webデザイ
ン基礎実習

206
社会と
情報C

224
映像デザイ
ン基礎２

253
情報デザイ
ン基礎実習

Ｅ

256
Ｗｅｂデザイ
ン基礎実習

207
プログラミン

グ１

252
情報デザイ
ン基礎実習

Ｄ

257
ＣＧプログラ

ミング１

281
ＣＡＤ
実習１

203
自己表現３

231
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎２

223
映像デザイ
ン基礎１

251
情報デザイ
ン基礎実習

Ｃ

255
3Dグラフィッ
クス基礎実

習

104
自己表現２

112
基礎デザイ

ン論２

108
社会と情報

B

122
基礎音楽論

142
造形デザイ

ン演習２

106
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎１

152
情報デザイ
ン基礎実習

Ｂ

154
ＣＡＤ基礎

実習

103
自己表現１

105
社会と情報

A

101
情報デザイ
ン入門セミ

ナ

111
基礎デザイ

ン論１

141
造形デザイ

ン演習１

151
情報デザイ
ン基礎実習

Ａ

153
２Ｄグラフィ
ックス基礎

実習

１
年
次

２
期

１
期

４
年
次

499
卒業
研究

３
年
次

６
期

５
期

２
年
次

４
期

３
期
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c) クリエイティブ ビジネス・トラック 

広告ビジネス社会で必要とされる、考察力や説明力の習得を重視した、情報デザイン学科内の様々なデザインを包括

して横断的に学び、クリエイティブ ビジネスで活躍できることを目指します。

履修モデル：　情報デザイン学科クリエイティブビジネス・トラック

年
次

学
期 専 門 基 礎 科 目 ・ 専 門 科 目

８
期

402
情報デザ
イン研究２

７
期

401
情報デザ
イン研究１

336
社会と
情報D

394
インターンシ

ップ

334
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトB

314
コミュニケー
ションデザイ

ン論

392
専門

セミナ２

305
プログラミン

グ３

333
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトA

371
Ｗｅｂデザイ

ンＡ

331
クリエイティ
ブ・ビジネス

307
ビジネスコ
ンピューティ

ング

313
視覚情報表

現論

391
専門

セミナ１

208
プログラミン

グ２

254
情報デザイ
ン基礎実習

Ｆ

258
ＣＧプログラ

ミング２

204
自己表現４

256
Webデザイ
ン基礎実習

206
社会と
情報C

224
映像デザイ
ン基礎２

253
情報デザイ
ン基礎実習

Ｅ

256
Ｗｅｂデザイ
ン基礎実習

207
プログラミン

グ１

252
情報デザイ
ン基礎実習

Ｄ

257
ＣＧプログラ

ミング１

281
ＣＡＤ
実習１

203
自己表現３

231
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎２

223
映像デザイ
ン基礎１

251
情報デザイ
ン基礎実習

Ｃ

255
3Dグラフィッ
クス基礎実

習

104
自己表現２

112
基礎デザイ

ン論２

108
社会と情報

B

122
基礎音楽論

142
造形デザイ

ン演習２

106
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎１

152
情報デザイ
ン基礎実習

Ｂ

154
ＣＡＤ基礎

実習

103
自己表現１

105
社会と情報

A

101
情報デザイ
ン入門セミ

ナ

111
基礎デザイ

ン論１

141
造形デザイ

ン演習１

151
情報デザイ
ン基礎実習

Ａ

153
２Ｄグラフィ
ックス基礎

実習

１
年
次

２
期

１
期

４
年
次

499
卒業
研究

３
年
次

６
期

５
期

２
年
次

４
期

３
期
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d) コンスーマー ビジネス・トラック 

発展しつづける情報化社会における生活者の情報の利用の仕方に応じた、ビジネス志向の情報の効果的な出し方、

文化、消費行動・心理などの面による特徴的な受け方を学び、コンスーマービジネスで活躍できることを目指します。

履修モデル：　情報デザイン学科コンスーマービジネス・トラック

年
次

学
期 専 門 基 礎 科 目 ・ 専 門 科 目

８
期

402
情報デザ
イン研究２

７
期

401
情報デザ
イン研究１

306
プログラミン

グ４

336
社会と
情報D

372
Ｗｅｂデザイ

ンＢ

394
インターンシ

ップ

334
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトB

392
専門

セミナ２

305
プログラミン

グ３

333
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトA

371
Ｗｅｂデザイ

ンＡ

331
クリエイティ
ブ・ビジネス

307
ビジネスコ
ンピューティ

ング

391
専門

セミナ１

208
プログラミン

グ２

254
情報デザイ
ン基礎実習

Ｆ

258
ＣＧプログラ

ミング２

204
自己表現４

256
Webデザイ
ン基礎実習

206
社会と
情報C

224
映像デザイ
ン基礎２

253
情報デザイ
ン基礎実習

Ｅ

256
Ｗｅｂデザイ
ン基礎実習

207
プログラミン

グ１

252
情報デザイ
ン基礎実習

Ｄ

257
ＣＧプログラ

ミング１

281
ＣＡＤ
実習１

203
自己表現３

231
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎２

223
映像デザイ
ン基礎１

251
情報デザイ
ン基礎実習

Ｃ

255
3Dグラフィッ
クス基礎実

習

104
自己表現２

112
基礎デザイ

ン論２

108
社会と情報

B

122
基礎音楽論

142
造形デザイ

ン演習２

106
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎１

152
情報デザイ
ン基礎実習

Ｂ

154
ＣＡＤ基礎

実習

103
自己表現１

105
社会と情報

A

101
情報デザイ
ン入門セミ

ナ

111
基礎デザイ

ン論１

141
造形デザイ

ン演習１

151
情報デザイ
ン基礎実習

Ａ

153
２Ｄグラフィ
ックス基礎

実習

１
年
次

２
期

１
期

４
年
次

499
卒業
研究

３
年
次

６
期

５
期

２
年
次

４
期

３
期
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e) ３Ｄデザイン・トラック 

ＩｏＴ社会ではモノづくり＋コトづくり、より良いモノやサービスを提案していくことがデザインの役割になります。デジタルと

フィジカル（物質）を総称した“立体を用いたデザイン”を学び、ＶＲ、ＡＲなどのバーチャル３Ｄモデリングの活用から

製品デザインまでをカバーし実践的デザイン能力を培い、３Ｄデザインで活躍できることを目指します。 

履修モデル：　情報デザイン学科3Ｄデザイン・トラック

年
次

学
期 専 門 基 礎 科 目 ・ 専 門 科 目

８
期

402
情報デザ
イン研究２

７
期

401
情報デザ
イン研究１

334
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトＢ

384
応用ＣＡＤ実

習Ｂ

394
インターンシ

ップ

342
デジタルプレ
ゼンテーショ

ン論

382
製品デザイ
ン実習Ｂ

392
専門

セミナ２

305
プログラミン

グ３

331
クリエイティ
ブ・ビジネス

333
クリエイティ
ブ・ワークプ
ロジェクトＡ

343
材料と加工

法論

383
応用ＣＡＤ実

習Ａ

307
ビジネスコン
ピューティン

グ

341
プロダクトデ

ザイン論

381
製品デザイ

ン実習Ａ

391
専門

セミナ１

208
プログラミン

グ２

254
情報デザイ
ン基礎実習

Ｆ

258
ＣＧプログラ
ミング基礎２

282
ＣＡＤ
実習２

204
自己表現４

206
社会と
情報Ｃ

253
情報デザイ
ン基礎実習

Ｅ

241
造形制作技

法

241
造形制作技

法

207
プログラミン

グ１

231
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎2

252
情報デザイ
ン基礎実習

Ｄ

257
ＣＧプログラ
ミング基礎１

281
ＣＡＤ
実習１

203
自己表現３

211
基礎デザイ

ン論３

251
情報デザイ
ン基礎実習

Ｃ

104
自己表現２

112
基礎デザイ

ン論２

106
クリエイティ
ブ・ビジネス

基礎1

108
社会と情報

Ｂ

142
造形デザイ

ン演習２

152
情報デザイ
ン基礎実習

Ｂ

154
ＣＡＤ基礎実

習

103
自己表現１

105
社会と
情報Ａ

101
情報デザイ
ン入門セミ

ナ

111
基礎デザイ

ン論１

141
造形デザイ

ン演習１

151
情報デザイ
ン基礎実習

Ａ

153
２Ｄグラフィッ
クス基礎実

習

１
年
次

２
期

１
期

４
年
次

499
卒業
研究

３
年
次

６
期

５
期

２
年
次

４
期

３
期
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
［
２
］

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践。

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 100

資
格
英
語
１

１
１
［
２
］

この授業では、高等学校までに学んだ英語を土台として、
英語のリーディング力およびリスニング力の向上をはか
り、TOEIC に対応する基礎能力を養成します。そのため
に、TOEIC テストの形式や傾向に慣れるための問題演習
を通じて、リーディングとリスニングに関する学習方略
を習得してもらいます。また、リーディングやリスニン
グの基礎となる語彙力の学習や基礎的な英文法も学習し
ます。

TOEIC に出題される基礎的な語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

基礎的な英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をでき得る限り正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

資
格
英
語
２

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている資格英語１の内容
を継続・発展させるかたちで、英語のリーディング力お
よびリスニング力の向上をはかり、TOEIC に対応する基
礎能力を養成します。そのために、TOEIC テストの形式
や傾向に慣れるための問題演習を通じて、リーディング
とリスニングに関する学習方略を習得してもらいます。
また、リーディングやリスニングの基礎となる語彙力の
学習や基礎的な英文法も学習します。

TOEIC に出題される語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
１

１
１
［
２
］

この授業では、英語の 4 技能（リーディング、リスニン
グ、ライティング、スピーキング）の基礎的な能力の向
上をはかります。授業で扱う題材は「異文化理解」、「食」、

「芸術」などの大学生として問題意識を持ち、深く考察し
てもらいたい事項を厳選しています。このような題材の
英文を読み、聴くことにより、英語のリーディング力お
よびリスニング力を向上させます。さらに、その題材に
ついて、主体的に考え、自分の意見を英語で記述したり、
ペアーワークやグループワークを通じて発話する活動を
してもらい、ライティング力やスピーキング力を向上さ
せ、英語による発信力を高めることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の大まかな内容を聞き取ることができ
る。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。　 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報デザイン学科は、情報技術を活用した情報デザインに関わる基礎から応用までの専門知識を有し、社会の変化に対応して商品
やサービスの魅力と価値を高められるデザイン能力を有する職業人を育成するとともに、情報デザインに関わる深い研究を通して
新たな知識を創造することを目的とする。

学
科
の
学
位
授
与
の
方
針

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上さ せ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料、製作法など広
くデザインに関する知識を身につけており、的確な分析・評価によ
り、理解を行動に活かせる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応す
るための素養を身につけることができる。

J. 豊かな感性および論理性により、状況に応じて適切に企画、発案が
でき、効果的に創作ができる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. グラフィック、サウンド、映像、CADなどのソフトウェアの操作法、
ならびにプレゼンテーション、制作、加工方法に習熟しており、実
践的な表現・制作ができる。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 主体的な学びの態度が備わり、情報化社会にふさわしい倫理観を
持って、他者と協調・協働して、目標実現のために積極的に行動で
きる。

情報学部 情報デザイン学科 メディアデザイン・プロダクトデザイン専攻 カリキュラムマップ
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ａ
グ
ル
ー
プ

英
語
ス
キ
ル
2

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル１の内容
を継続・発展させるかたちで、英語の 4 技能の基礎的な
能力の向上をはかります。授業で扱う題材は「日本文化」、

「環境問題」などの大学生として問題意識を持ち、深く考
察してもらいたい事項を厳選しています。このような題材の
英文を読み、聴くことにより、英語のリーディング力および
リスニング力を向上させます。さらに、その題材について、
主体的に考え、自分の意見を英語で記述したり、ペアーワー
クやグループワークを通じて発話する活動をしてもらい、ラ
イティング力やスピーキング力を向上させ、英語による発信
力を高めることを目的とします。

題材に関して、理解を深めることができる。　 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。　 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
3

１
３
［
４
］

「英語スキル1・2」を踏まえ、英語の 4 技能（リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキング）の更なる向
上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポーツ」、

「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識を深め
てもらいたい事項を厳選しています。このような題材を読み、
聴くことにより、リーディング力およびリスニング力を向上
させます。さらに、その題材について、自分で主体的に考え、
それを英語で記述したり、発話する活動をしてもらい、ライ
ティング力やスピーキング力を身につけてもらい、英語によ
る発信力をいっそう高めることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。　 14 6 20

題材に関する対話文の大まかな内容を聞き取ることができる。　 12 5 3 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
4

１
4
［
5
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル 3 の内
容を継続・発展させるかたちで、英語の 4 技能の更なる
向上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポー
ツ」、「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識
を深めてもらいたい事項を厳選しています。このような
題材を読み、聴くことにより、リーディング力およびリ
スニング力を向上させます。さらに、その題材について、
自分で主体的に考え、それを英語で記述したり、発話す
る活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング力
を身につけてもらい、英語による発信力をいっそう高め
ることを目的とします。

題材に関して、理解を深めることができる。　 10 7 2 1 20

題材に関する対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。　 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ 5

この授業では、1・2 年次に学んだ「資格英語 1・2」、
「英語スキル 1・2」、「英語スキル 3・4」を踏まえ、英
語のリーディング力およびリスニング力の向上をはかり、
TOEIC に対応する能力の向上を狙いとします。そのため
に、TOEIC の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な最低限の語彙の意味を理解でき
る。　 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容をほぼ理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容をほぼ理解できる。　 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をほぼ正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ 5

この授業では、1・2年次に学んだ「資格英語 1・2」、「英
語スキル 1・2」、「英語スキル 3・4」を踏まえ、英語の
4技能（リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング）の一層の向上をはかります。授業では、題材と
して、「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、
大学生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選し
ています。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関
する自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材
について英語で意見交換ができるようになることを目指
します。

題材に関して、基礎的な理解を十分深めることができる。　 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の大まかな内容を聞き取ることがで
きる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
2
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（資格
コース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語のリー
ディング力およびリスニング力の向上をはかり、TOEIC
に対応する能力の向上を狙いとします。そのために、
TOEIC の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な語彙の意味を理解できる。　 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。　 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。　 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を短時間に解くことができる。
　 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 12 8 6 20

授業科目の貢献度 60 40 0 2 2 0 6 0 0 0 0 100
実
践
英
語
2
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（スキル
コース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語の 4
技能の一層の向上をはかります。授業では、題材として、

「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、大
学生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選してい
ます。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関する
自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材につ
いて英語で意見交換ができるようになることを目指します。

題材に関して、理解を十分深めることができる。　 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の内容を聞き取ることができる。　 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することができる。
　 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することができる。 12 8 3 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ 1
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り 、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。  10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。  10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 6 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ 2
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り 、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ 2
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
B

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。  20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。  10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。  10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。  15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
B

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５

文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20 

題材を批評的に検討して自分の考えを持ち、論理の構成や展開を工
夫して文章にまとめる。 20 20 

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20 

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20 

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６

文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20 

題材を多角的に検討して自分の考えを持ち、課題に応じて自分の考
えを表現する。 20 20 

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20 

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20 

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20 

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20 

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20 

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20 

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20 

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20 

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20 

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20 

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20 

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20 

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20 

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20 

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20 

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20 

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20 

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20 

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

文
化
人
類
学
Ａ

２
3
・
5

さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20 

様々な文化を比較することができる。 20 20 

習慣の意味が理解できる。 20 20 

形のないものの価値について考えることができる。 20 20 

現代社会がかかえる問題点について考えることができる 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６

文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20 

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20 

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20 

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20 

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20 

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20 

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20 

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20 

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20 

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20 

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20 

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20 

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え、あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い、および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20 

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20 

欲求と動機、感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20 

発達という概念、および発達過程の様相について、理解することが
できる。 20 20 

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について、理解すること
ができる。

20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり、社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし、あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展、および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について、理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能、および集団内での人間の行動について、理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100 
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し、教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

近代公教育制度の成立について、歴史的背景を踏まえて理解するこ
とができる。 30 30

教育を成り立たせる要素についてそれぞれを関連づけながら理解す
ることができる。 20 20

近年の教育課題や教育改革の動向を教育の歴史や社会的状況と関連
づけながら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化、他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に、それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い、および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し、それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５

法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

授業で扱う学説や判例を正確に理解できる。 25 25

授業で扱う学説や判例の当否を論理的に説明できる。 25 25

授業で得た知見を利用して、現実の政治問題や社会問題を論評できる。 25 25

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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目　

群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

法
学
Ｂ

２
４
・
６

日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し、説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し、説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ。 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する。  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる。 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する。 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５

質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに、学校自体を一つの社会として捉え、そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校教育を支える法や制度について理解し、具体的な例をもとに説
明することができる。 25 25

教育行政や学校経営の歴史およびその変容について理解し、説明す
ることができる。 25 25

学校と保護者・地域との協働について具体的な事例をもとに説明す
ることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

体の仕組みについて理解できる。 10 10

発育の仕組みについて理解できる。 10 10 20

年齢とからだの関係について理解できる。 10 10

健康について理解できる。 10 10 10 30

健康に対する取り組みについて理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

身体の動く仕組みについて理解できる。 10 10 20

人体の構造について理解できる。 10 10 20

障害について理解できる。 10 10 20

傷害について理解できる。 10 10 20

体力について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５

認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６

認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて、基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て、それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て、人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と、それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット、昆虫、ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５

環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６

環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人　

間　

科　

学　

科　

目　

群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

生
物
学
Ａ

２
３
・
５

生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特別扱
いしない視点を獲得する。

生物学、進化生物学、行動学、遺伝学等のミクロ系・マクロ系生物
学の基礎概念と、それらを融合した保全生物学に応用する思考方法
を理解することができる。

20 20

生物多様性のメカニズムについて説明することができる。 20 20

遺伝的多様性の必要性について説明することができる。 20 20

生物間のネットワークや環境の影響について説明することができる。 20 20

環境保全の必要性を理解し、自らと異なるヒトの考え方や文化的多
様性、生物の多様性について理解を試み、共存方法を模索できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

生
物
学
B

２
４
・
６

動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

進化理論や行動学、社会生態学、生理学、遺伝学等のミクロ系・マ
クロ系生物学の基礎概念と生物の進化メカニズムを理解することが
できる。

20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

自然選択における環境と生物の関係について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

脳やホルモン、遺伝子による行動への影響について理解することが
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５

地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および、GPS の原理が理解で
きる。 20 20

最新の観測技術を学び、プレート運動が理解できるようにする。 20 20

鉱物の観察から、結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 10

水の特性から生物に与える影響が理解できる。 20 20

古生物の化石の観察から、生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

地球の過去の姿から、地球の将来の像を考察する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６

地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解できる。 20 20

様々な波を観察することによって、津波のメカニズムを理解し、災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦の原理が理解できる。 20 20

日本の天気図から、日本列島で起こる様々な自然災害について考察
する。 20 20

太陽系の進化から地球の未来像を把握する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
特
別

講
義 ２

集
中
講
義
9
月

現代ヨーロッパの政治的動向と国際関係を学び、わが国
を取り巻く国際環境と進路選択と関連づけて考察する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠な CSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

専　

門　

基　

礎　

科　

目　

群

情
報
デ
ザ
イ
ン
入
門
セ
ミ
ナ

<

１
0
１>

１ １
情報デザインを学んで行く上で必要となる、この分野の
捉え方、学習方法を学び、今後の４年間に情報デザイン
を学ぶための心構えを身に付けます。

情報デザインの各分野についてどのようなことをおこなうかを理解
できる。 20 10 30

情報デザイン分野の学修方法を理解できる。 20 20

自らの日常生活で情報デザインに関わる種々の問題が存在すること
が理解できる。 15 15

４年間の学修の道筋が理解できる。 15 15

卒業後に就職した場合のデザイン業務の内容が想像できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 100

自
己
表
現
１<

１
0
3>

２ １
自分の思いを伝えたり、他者とのコミュニケーションを
図る能力を磨きます。まず、正しい発声の仕方や表情の
作り方、語彙や話題を増やす方法を学びます。

呼吸の仕方や声の出し方、口の動かし方など、話すための基本的な
技術を身につけ実行できる。 10 10 20

話す際に、顔や声の表情、視線なども大切であると理解し、練習方
法を習得できる 10 10 20

使える言葉を増やし、情感豊かに表現する大切さを理解し、表現力
を磨く努力ができる 10 10 20

自分自身や身の周りのこと、さらに社会に興味を持ち、話題を増や
すことができる。 10 10 20

人前で話す経験を積み、少しでも話すことに慣れることができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 40 20 10 100

自
己
表
現
２<

１
0
4>

２
　

２
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力を高めま
す。分かりやすく伝えるコツを会得し、話し言葉と書き
言葉の違いを理解し、聞く力を養います。

始めに興味を引きつける、文章を短くするなど、分かりやすく伝え
るコツを理解し説明できる。 10 10 20

声を出し、顔や声の表情をより豊かにして、視線も意識しながら話
すことができる。 10 10 20

使える言葉をさらに増やすとともに、話し言葉と書き言葉の違いを
理解し、使い分けられる。 10 10 20

話を聞く力の重要性を理解し、会話を通じて話を引き出すことがで
きる。 10 10 20

見聞を広め、話題を増やす楽しさを実感できるとともに、多くの人
に伝える喜びを感じられる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 30 30 20 100

自
己
表
現
３<

２
0
3>

２ ３
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力をさらに
磨きます。文章や見聞きした事柄をまとめて伝える力を
養い、豊かに会話できる力の習得を目指します。

文章を要約したり、見聞きした事柄を上手くまとめて話すコツを理
解し、実行できる。 10 10 20

敬語の使い方について再認識し、さまざまな敬語を使いこなせる。 10 10 20

他者とコミュニケーションを取りながら、身の周りの物事を取材し、
協力して発表できる。 10 10 20

グループディスカッションで、自分の意見や考えを自信を持って主
張できる。 10 10 20

使える言葉を駆使し、顔や声の表情に感情を乗せて、自分の知識や
思いを豊かに伝えられる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30 30 100

自
己
表
現
４<

２
0
4>

２ ４
言語表現に加え、肉体も使って自己表現する豊かな感性
と表現力の獲得を目指します。身体と心のありようを知
り、自由に自己を表現する力を磨きます。

話すための基本技術に加え、身体訓練など自己表現に必要な訓練を
身につけ、実行できる。 10 10 20

上記のことにより、改めて自己と向き合い、自分自身の身体と心の
ありようを知る。 10 10 20

他者とのコミュニケーション作りから、他者との関係性を図り、自
分の思いを的確に他者に伝えられるようにする。 10 10 10 30

テーマや題材を元にしての演技創作など、演劇的なワークショップ
形式の演習を通して、言葉だけでなく身体を使っての表現も行い、
自己を開放し、自由に自己を表現できるようにする。

10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30 30 100
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群

社
会
と
情
報
A<

１
0
5>

２ １

情報を分類したり、情報を提示する目的や対象を明確化
したりといった課題を通して情報を正確に理解する方法
を学びます。そして、情報管理や標準化の考え方を知り、
情報機器、仮想現実、情報格差など情報化の進展に伴う
現代社会の課題について分析して考え、その取り組み方
を学びます。

情報リテラシとは何かを説明できる。 10 10

テクノ不安およびテクノ依存について具体例をあげて説明できる。 5 10 15

知的財産の主な種類と範囲について具体例をあげて説明できる。 5 10 15

標準化とその標示について具体例をあげて説明できる。 10 10

課題解決のために 6W2Hにより情報を整理できる。 15 15

情報間の関係（因果、階層、並行、包含、演繹 - 帰納）を見つけるこ
とができる。 20 20

情報を関係構造により分類して、適切な図示により表現できる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 80 10 0 100

社
会
と
情
報
B<

１
0
8>

２ ２
社会で見られるものごとについて、データを基に客観的
にとらえる方法を学びます。ものごとの起こり方につい
て量的な分析を行うことで、正確に評価したり、関連を
見つけたり、判断したりする方法を身に付けます。

収集対象の素性によって目的に合った尺度を作成できる。 10 10

母集団からの標本の採り方を理解できる。 10 10

データから適切に階級を設定して度数分布表を作成できる。 20 20

二項分布の特徴を説明できて、起きる確率を求めることができる。 10 10

正規分布の特徴を説明できて、標準正規分布におけるデータの位置
を求めることができる。 20 20

相関係数により、相関の強さを判断できる。 10 10

相関がある場合、回帰分析により、データ間の関係を求めることが
できる。 10 10

帰無仮説を立て、t 検定により 2群間の差を判定できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

社
会
と
情
報
C<

２
0
6>

２ ４
現代情報化社会において働くことの役割や意義を学び、
社会での活動に関する考えを広く知り、職業労働観を養
います。そして、大学生活後半に向けて、自らのキャリ
アモデルの獲得を図ります。

職業の歴史と現代社会における労働情勢を理解できる。 15 15

新聞などのメディア報道を通して、働き方の問題に関心が持てて要
点を把握できる。 15 15

情報化と国際化が進む社会における働くことの意義と役割を説明で
きる。 5 10 15

市民としての活動について労働との違いを説明できる。 5 10 15

社会の課題における公共性ならびに非営利活動を説明できる。 5 10 15

動因、誘因、社会的欲求、自己実現欲求を説明できる。 5 10 15

自分のキャリアモデルを持つことができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
１<

１
４
１>

４ １
情報デザインを実践していく上で最も基礎的な事柄を学
びます。画材の特質、扱い方、立体の捉え方とその描画
方法を実習を通じて体得し、基本的なデザイン技法とセ
ンスを身に付けます。

鉛筆や紙といった基礎的な画材の特質を理解できる。 5 5 10

鉛筆などを用いて基礎的な形が描画できる。 5 10 15

対象物の形や質感を捉えることができる。 5 5 10 20

対象物を立体的に描画できる。 5 5 10 20

基礎的な形をケント紙などで立体物として制作できる。 10 10 20

造形の要素である点線面による構成を理解し、平面を及び立体を構
成できる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 25 20 50 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
２<

１
４
２>

４ ２
造形デザイン実習１の基礎の上に、色彩配色、形態の配
置や構成方法などを理論解説の基にして自ら創作するこ
とで、体得的な理解を進めます。

身の回りにあるさまざまなな形状や素材を陰影を付けてデッサン、
スケッチできる。 10 10 20

基礎的な色彩理論を理解し、意図に合わせた配色と構成ができる。 10 10 20

写真撮影の基本的な要素を理解できる。 10 10 20

レイアウトの基本を理解し、簡単なエディトリアルデザインを完成
できる。 10 10 20

文字、図形、イラスト、色彩などの要素を用いたデザインを制作で
きる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
１<

１
１
１>

２ １デザインが大きく社会と関わりがあることを学ぶ。(環境、
歴史、生命、人間、技術、産業、都市、自然など )

デザインの種類と領域が理解できる。 10 10 20

さまざまなデザインの目的とデザイン活動の広がりが理解できる。 10 10 20

デザインが我々の生活とどのように結びついているのかが理解でき
る。 10 10 20

さまざまなデザインの流れが説明できる。 10 10 20

デザインが生命や環境に及ぼす影響を考えることができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 100
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群

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
２<

１
１
２>

２ ２
今日あるデザインがどのように発展して来たか、またデ
ザインの領域や種類を知るとともに、今後どのように発
展して行くかを体系づけて学ぶ。

デザイン史の大きな流れが理解できる。 5 15 20

デザインとアートの関連付けができ、重要な思想や運動が理解できる。 5 15 20

デザイン史における重要な作品やデザイナーを理解できる。 5 15 20

他分野のデザインの歴史が理解できる。 5 15 20

今後のデザインにおける課題を考えることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 65 15 0 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
３<

２
１
１>

２ ３デザインをする上で必要な各分野の知識を、各専門の 4
項目に分けて学習する。

情報デザインの対象となる制作物の種類とそれに対するデザインの
役割を理解できる。 10 5 5 20

図法の理論とその利用方法を理解できる。 10 5 5 20

文字書体の種類とそれを用いた編集デザインの基本の考え方を理解
できる。 10 5 5 20

情報を伝達するためのピクトグラム、ダイヤグラムの役割を理解で
きる。 10 5 5 20

色彩表記方法の理論を理解できる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 25 100

ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス

基
礎
１<

１
0
6>

２ ２広告活動に必須である、対象の見方や、発想力・展開力・
提案力などからなる、クリエィティブ力を学びます。

主観的な視点から、ユニークな視点を見つけることができる。 4 4 10 2 20

相対的な視点から、ユニークな視点を見つけることができる。 4 4 10 2 20

客観的な視点から、ユニークな視点を見つけることができる。 4 4 10 2 20

ユニークな視点から、コンセプトに変換することができる。 4 4 10 2 20

コンセプトから、コミュニケーションのメッセージを作ることがで
きる。 4 4 10 2 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 50 10 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ａ

<

１
5
1>

２ １情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習
を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについてその入門的な考え方、制作の方
法が理解できる。 10 10 5 25

ムービー制作における入門的な考え方、制作の方法が理解できる。 10 10 5 25

Web デザインにおける入門的な考え方、制作の方法が理解できる。 10 10 5 25

製品デザインにおける入門的な考え方、制作の方法が理解できる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｂ

<

１
5
２>

２ ２情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習
を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについて、入門的な考え方、制作の方法
が理解・実行できる。 10 10 5 25

ムービー制作について、入門的な考え方、制作の方法が理解・実行
できる。 10 10 5 25

Web デザインについて、入門的な考え方、制作の方法が理解・実
行できる。 10 10 5 25

製品デザインについて、入門的な考え方、制作の方法が理解・実
行できる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｃ

<

2
5
１>

２ ３

１年次の入門的な実習に続き、3 つのジャンルの中から
選択した 1つについて、基本的な制作手法を実習します。
グラフィックスではコンピュータを使った視覚表現の基
礎、映像・サウンド制作ではテーマ設定、企画から絵コ
ンテを作成し、実写および CG を使った映像制作の基礎、
Web では HTML を用いた Web サイト構築の基礎を学び
ます。

メディアテーマ内容の入門的事項を復習して、理解・実行できる。 5 5 10

コンピュータを使い、メディアのテーマ目的に応じた基本的なグラ
フィックス制作ができる。 10 10

視覚表現の基礎を踏まえたグラフィックスデザインができる。 10 10 20

メディアのテーマに沿って、作成する映像内容について基本的な企
画・立案ができる。 10 10

選択した手法に応じた基本的な映像制作ができる。 10 10 20

HTML を使った Web ページの制作ができる。 10 10

Web サイトのインターフェースを制作できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 25 40 30 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｄ

<

2
5
３>

２ ３

１年次の入門的な実習に続き、メディアデザインでは 2
つのジャンルの中から選択した1つのジャンルについて、
グラフィックスではコンピュータを使った視覚表現の基
礎、映像・サウンド制作ではテーマ設定、企画から絵コ
ンテを作成し、実写および CG を使った映像制作の基礎
を学びます。プロダクトデザインでは、発想からモック
アップの制作まで一連の基礎を学びます。

デザインテーマ内容の入門的事項を復習して、理解・実行できる。 5 5 10

コンピュータを使い、デザインのテーマ目的に応じた基本的なグラ
フィックス制作ができる。 10 10

視覚表現の基礎を踏まえたグラフィックスデザインができる。 10 10 20

デザインのテーマに沿って、作成する映像内容について企画・立案
することができる。 10 10

選択した手法に応じた映像制作ができる。 10 10 20

課題に対して複数のデザイン案を発想できる。 10 10

複数のデザイン案をひとつにまとめあげることができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 15 60 20 100
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修
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専　

門　

基　

礎　

科　

目　

群

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｅ

<

2
5
２>

２ ４

２年次前期の基本的な実習に続き、3 つのジャンルの中
から選択した 1つについて、基本的な内容を実習します。
グラフィックスではコンピュータを使った写真データの
扱い、およびピクトグラムのデザイン、映像・サウンド
制作では映像にナレーションやサウンドエフェト、BGM
などを追加する手法、Web では目的や用途に応じたサイ
トのデザインやバックエンドの技術を学びます。

メディアテーマ内容に必要な基本的事項を復習して、理解・実行で
きる。 5 5 10

コンピュータを使った画像処理・編集ができる。 5 5 5 15

コンピュータを使ったピクトグラムデザインができる。 5 5 5 15

制作された映像にあわせてナレーションを制作することができる。 5 10 15

制作された映像にあわせてBGM・SEを制作することができる。 5 10 15

目的・用途に応じたWeb サイトをデザインすることができる。 10 5 15

Web デザインにおけるフロントエンドとバックエンドの役割につい
て理解できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 35 30 30 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｆ

<

2
5
４>

２ ４

２年次前期の基本的な実習に続き、メディアデザインで
は３つのジャンルの中から選択した１つのジャンルにつ
いて、グラフィックスではコンピュータを使った写真デー
タの扱い、およびピクトグラムのデザイン、映像・サウ
ンド制作では映像にナレーションやサウンドエフェト、
BGM などを追加する手法の基礎を学びます。プロダクト
デザインでは、発想からモックアップの制作まで一連の
基礎を学びます。

デザインテーマ内容に必要な基本的事項を復習して、理解・実行で
きる。 5 5 10

コンピュータを使った画像処理・編集ができる。 5 5 5 15

コンピュータを使ったピクトグラムデザインができる。 5 5 5 15

制作された映像にあわせてナレーションを制作することができる。 5 10 15

制作された映像にあわせてBGM・SEを制作することができる。 5 10 15

３Ｄデザインの一連の流れを理解しモデル制作ができる。 5 5 5 15

機能を持ったものに仕上げることができる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 20 30 45 100

基
礎
音
楽
論<

1
2
２>

２ ２
音楽制作が行えるように音楽理論の基礎を学ぶ。音符の
種類より始まり、楽譜の読み方、音程、リズム、コード
理論などを習得する。

楽譜内での音の場所がわかる。 20 20

音符の長さやリズムを理解できる。 20 20

音程が理解できる。 20 20

コードが理解できる。 20 20

楽器の種類について理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
１

< 

2
２
1>

２ ３
シーケンサーを使い MIDI の概念を習得し楽譜を MIDI
データとして打ち込むことを学修する。また、楽曲アレ
ンジの基礎を習得する。

音の強弱をシーケンサー上で表現できる。 20 20

発音される音の長さをシーケンサー上で表現できる。 20 20

MIDI における様々なコントロールを理解できる。 20 20

楽器をパートとしての役割として理解できる。 20 20

小編成なスコアをデータ入力できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
２

< 

2
２
2>

２ ４
オーディオ編集の基礎を学び MIDI とオーディオを統合
した作品制作に取り組む。また、アプリケーションのさ
まざまな機能を学びアレンジ作品を完成させる。

さまざまなエフェクトの特徴を理解できる。 20 20

アプリ内のミキサーの概要が理解できる。 20 20

オーディオ編集の特徴を理解できる。 20 20

ミックスダウンをすることができる。 20 20

アレンジ作品を制作できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 100

映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
１

< 

2
２
3>

２ ３

映画やさまざまな映像作品に触れて、作品を構成する映
像・音楽・セリフなどの役割や効果について理解し、映
像作品における表現の豊かさや奥深さを実感します。そ
して、作品を多角的に分析・考察する力を養い、自らの
作品制作に役立つ知識を身につけます。

映画の誕生と歴史について理解し、映像作品の成り立ちを理解でき
る。 10 20

映像・音楽・セリフなどの役割や効果を理解し、表現の豊かさや奥
深さを実感できる。 20 10 30

企業 VP やテレビ CM など、さまざまな映像作品に触れ、その構成
や効果などを分析・考察できる。 20 10 30

作品を分析・考察する力を身につけて、自らの作品制作に生かすこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 100
映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
２

< 

2
２
4>

２ ４
デジタル一眼レフカメラの機能を習得するとともに、画
像編集加工ソフトを使用したレタッチ作業の技術と、作
品としての表現を身につける。

撮影、照明など映像制作に関わる知識と技術が理解できる。 20 20

画像編集加工ソフトの使い方が理解できる。 20 20 40

デジタル一眼レフカメラの知識と技術が理解できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 100
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専　

門　

基　

礎　

科　

目　

群

２
Ｄ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
基
礎
実

習< 

1
５
3>

２ 1
画像の基本的な知識と 2DCG ソフトウェアの使用に関し
て実習を交えながら学びます。これにより、2DCG ソフ
トウェア利用技術に関して社会で要求されるレベルに到
達できます。

デジタル画像の基本が理解できる。 10 5 5 20

グラフィックスソフトウェアの利用目的の相違が理解できる。 10 5 5 20

画像編集ソフトの基本的な操作ができる。 5 5 5 10 25

ドローソフトの基本的な操作ができる。 5 5 10 20

それぞれのソフトウェアを相互に使いながら作品を制作できる。 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
基
礎
実
習< 

1
５
４>

２ ２

実用的な CAD の基礎知識と技術を学ぶとともに、CAD
利用技術に関して社会で要求されるレベルに到達するこ
とを目指します。

「CAD 実習１、２」と併せて受講して CAD スキルの向
上を図ります。

デザインプロセスにおける図面の役割を認識できる。 10 10

投影法、線種、図面記号など一般的な製図法を理解できる。 10 5 15

線種、線の太さなどを使い分けることができる。 10 5 15

３面図から立体をイメージすることができる。 10 10 20

立体をイメージして３面図を適切に描くことができる。 10 10 20

形状に必要な断面図を適切に描くことができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 30 100

3
Ｄ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
基
礎
実
習

< 

２
５
５>

２ 3
3DCGの概要を実習を交えながら学び、CGクリエイター
として社会で要求されるレベルに到達することを目指し
ます。

３ＤＣＧ制作の基本的な流れが理解できる。 20 20

モデリングによる形状生成を理解し、作成できる。 10 10 20

レンダリングの種類とライティングやカメラワークの重要性を理解
し、応用できる。 10 10 20

キーフレームなどの CG 映像制作の基本とワークフローまでを理解
できる。 10 10 20

的確なマテリアルを作成することができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 40 100
Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
基
礎
1

< 

２
５
7>

２ 3

デザイナー向けのソフトウェアを使い、プログラミング
による２ＤＣＧを学びます。プログラミングと聞くと難
しい感じがするかもしれませんが、情報系のデザインアー
トには欠かせない表現手法です。

簡単な描画を行うことができる。 20 20

感覚的にデジタルにおける色の指定ができる。 10 10 20

基礎プログラミングによるビジュアル表現ができる。 20 20

関数を使ったアニメーションを作ることができる。 20 20

インタラクティブを使った作品を作ることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 100

Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
基
礎
2

< 

２
５
8>

２ ４
３ＤＣＧソフトを使うだけでなく、理論的な内容を習得
するために、プログラミングの実践を交えながら 3DCG
のモデリングやレンダリングの方法を学ぶ。

形状記述法と手続き記述法の違いを理解し、使用ソフトウェアの一
連の操作を理解する。 20 20

３ＤＣＧのさまざまな立体生成の方法と的確な表現ができる。 20 20

繰り返しにより複雑な形状を作成することができる。 20 20

数学関数を用いた条件分岐を使ってシーンを作成できる。 20 20

幾何学グラフィックスを理解し、制作ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
１< 

２
8
１>

２ 3
デジタル 3D モデリングの概要を学習し、基本操作の演
習課題と作品制作を通し、イメージ通りの表現ができる
ための基礎を習得します。

デジタル 3Dモデリングのプロセスを理解できる。 5 10 15

デジタル 3Dモデリングの基本操作を理解できる。 10 5 15

2Dソフトで描いた図面を 3Dモデリングソフトで活用できる。 10 5 15

図面を書き出してドローソフトで読み込むことができる。 10 5 15

思い描いた形をデジタル 3Dモデリングできる。 10 10 20

データを用いてCGレンダリングを作成できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 60 0 35 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
２< 

２
8
２>

２ ４
「CAD 実習 1」の復習課題や、物を計測する課題を通し、
デジタル 3D モデリング技術の習熟を深めます。最終課
題では、レーザー加工機と 3D プリンターを活用した作
品制作を行います。

デジタル 3Dモデリングの基本操作をより深く理解できる。 5 10 15

物を計測し、正確にデジタル 3Dモデリングできる。 5 10 15

ドローソフトでレーザー加工機用のデータを作成できる。 5 5 5 15

ソリッドモデルを作成することができる。 5 10 15

モデルの体積、表面積などを測定できる。 10 5 15

レーザー加工機と3Dプリンターの特性を理解した作品制作ができる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 35 15 45 100
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専　
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基　
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科　

目　

群

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１< 

２
0
7>

２ 3

コンピュータを用いて情報を扱うには、ソフトウェアを
作成する知識と動作の理解が有益です。文法項目ごとに
コンピュータプログラミングの初歩を実際の動作を試し
ながら、じっくり学び、規則性を見つけ、その手順を作
る力を身に付けます。

ソースコードを作り、コンパイルして、実行できる。 10 10

文字列や、変数に記憶された文字や数値を画面に表示できる。 10 10

キーボードから入力して文字や数値を変数に格納できる。 10 10

論理積と論理和による条件が書ける。 10 10

if 文による条件分岐を記述できる。 15 15

for 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる。 15 15

for ブロック中に if 文による条件を付けて選別する繰り返し処理がで
きる。 15 15

while 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２< 

2
0
8>

２ 4

プログラミング言語およびプログラミング方法に関する
理解を進めます。ポインタなどコンピュータの動作に対
する基本的理解を深め、さらにさまざまな処理作業を順
序立てる練習を積み重ねることで課題を実現する過程を
作る思考力を養います。

配列を用いて、数値の繰し返し処理ができる。 10 10

配列を用いて、文字列の格納、表示、計数、置き換えができる。 20 20

ポインタに関連する「＊」と「＆」演算子の名前と意味がわかる。 10 10

引数で値を渡し、戻り値がないユーザー関数を作り、使える。 10 10

複数の引数で値を渡し、戻り値があるユーザー関数を作り、使える。 20 20

ポインタを用いて変数アドレスを渡し、処理するユーザー関数を作り、
使える。 20 20

ポインタを用いて配列アドレスを渡し、操作するユーザー関数を作り、
使える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

専　

門　

科　

目　

群

基　

幹　

科　

目

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習

Ａ< 

3
５
１>

２ ５
デジタルによるグラフィックデザインを学ぶ方法として、
モーショングラフィックス、画像処理、3DCG によるイ
ラストレーションなどを学びます

モーショングラフィックスを利用した作品を作ることができる。 5 5 5 5 20

ポートレート撮影した写真素材を画像処理できる。 5 5 5 5 20

素材を利用した画像を画像処理によって作品に展開できる。 5 5 5 5 20

３ＤＣＧによる制作をイラストレーションへと展開できる。 5 5 5 5 20

２Ｄ、３ＤＣＧ素材を作品制作に生かすことができる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習
Ｂ

< 

3
５
２>

２ ６
エディトリアルデザインと急加速する Web の表現方法を
研究し、新しい活用方法を探りながら編集制作の表現を
学びます。

情報の収集から展開までの一連の流れを理解できる。 5 5 10

エディトリアルデザインの流れを理解し、目的に応じた作品制作が
できる。 5 5 5 5 20

レイアウトの役割、必要性、文字組などの DTP スキルを利用した作
業ができる。 5 5 5 5 20

Web サイトの組み込みに動画や音声の編集を活用できる。 5 5 5 5 20

イメージだけでなく操作のしやすさ、情報の伝わりやすさなどが視
覚で表現できる。 5 5 5 5 20

丁寧な仕上げができ、プレゼンテーションできる。 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

< 

3
５
3>

２ ５
視覚情報デザインを広く捉え、ロゴ、マーク、タイポグ
ラフィー、イラストレーションなどを学び、ポスターや
パッケージなどに展開し、イベントや展示などデザイン
の可能性へと発展させます。

文字の形を観察し、構造を理解することができる。 5 5 10 20

文字を読みやすく、コンセプトに沿って的確に構成することができる。 5 5 10 20

ロゴタイプ、マークの目的を理解し、意味を持つデザインができる。 10 10 20

広告の意味を理解し、その発展を考えることができる。 10 10 20

習得した内容を製品に展開できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30 50 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

< 

3
５
4>

２ ６
視覚情報デザインの様々な制作を考え方から学び、展開
して行きます。一連の商品開発の流れを理解し、デザイ
ンの重要性を探ります。

オリジナリティのあるイラストレーション制作ができる。 5 5 10

イラストレーションに的確なデザインツールを使い、制作ができる。 5 5 10

インフォグラフィックスを理解し、わかりやすい作品が制作できる。 5 5 10

マーケティングを考えた購買力が高められるパッケージデザインが
展開できる。 10 10 20

商品開発の流れが理解でき、商品のデザインができる。 10 10 20

アイデア展開から販売までをまとめてプレゼンテーションできる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 15 30 40 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

専　

門　

科　

目　

群

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ａ

< 

3
１
１>

２ ５
デジタルデザイン表現の基本要素と応用を学びます。デ
ザイン要素の観察を通じて、デザイン全体の構造につい
て理解を深めます。また、情報発信とデザイン表現の関
係性についても考えます。

視覚的な情報の考え方を理解できる。 5 5 10

ビジュアル表現の展開を理解できる。 10 10 5 5 30

デジタル時代の文字情報とデザインの関係性を理解できる。 5 5 5 5 20

デジタル制作の利点を見出し、応用する方法を考えることができる。 5 5 5 5 20

今後のデザイン表現の発展を考えることができる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 30 20 20 100

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ｂ

< 

3
１
２>

２ ６
情報化社会のデザインの方法と考え方ノウハウを学びま
す。CI や VI などにより、会社や社会がどう変わってい
くかを習得します。

インフォグラフィックス、Web、インターフェスが正確に理解できる。 5 10 5 5 25

インタラクティブ、映像、アニメーションなどのメディア技術と方
法論の可能性が理解できる。 5 10 5 5 25

時間、運動、インターフェースによる情報デザインが理解できる。 5 5 5 10 25

情報デザインの骨格と今後の発展を考えることができる。 5 5 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100

視
覚
情
報
表
現
論< 

3
１
3>

　
２ ５

視覚情報は、私たちが持っている五感すべてを生かせる
ようなデザインをどうやって表現するかが重要です。情
報の収集から完成迄の多くの事例を習得します。

先人達の優れた視覚伝達表現の足跡をたどり、近代グラフィックデ
ザインの事例が理解できる。 5 5 10

デザイン表現とアート表現の相互関係が理解できる。 5 5 10

 平面を中心としたさまざまな表現と展開を理解できる。 5 5 10

情報収集を効率的に実行することができる。 20 20 40

写真や CG、イラストレーション、さまざまな素材を生かした視覚表
現の方法を知る。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 15 40 30 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
論

< 

3
１
4>

２ ６
デザインの基本はコミュニケーションつまり対話です。
コミュニケーションとデザインの重要性を習得し構築を
学びます。

コミュニケーションデザインの本質を理解できる。 5 5 5 5 20

CI 計画、VI 計画の基本的概念が理解できる。 5 5 5 5 20

コンセプトから最終デザインまでの発展プロセスを明確に示すこと
ができる。 5 5 5 5 20

グラフィックデザインが空間、環境に生かされている事例を知り、
その重要性を理解できる。 5 5 5 5 20

コミュニケーションデザインの今後の可能性を考えることができる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ａ

< 

3
６
１>

２ ５
スタジオでのレコーディングを体験しマイキングや PA
システムの構築を習得する。
サンプリングソフトを学ぶ。シンセサイザーを使用した
効果音制作を行う。　

マイクを使い音声を収録できる。 5 5 10

ミキサーの概要を理解できる。 10 10 20

ＰＡシステムを扱うことができる。 5 5 10

サンプリングソフトを使える。 10 10 20

シンセサイザーを理解し効果音を作成できる。 10 10 20

オリジナルサウンドを使用し作品を制作できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 60 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｂ

< 

3
６
3>

２ ５

シナリオの書き方とラジオ番組制作のノウハウを実践的
に学びます。シナリオ作りで言語表現力や構成力を身に
つけ、ラジオ番組作りで原稿制作・収録・編集の技術を
磨くとともに、企画・構成・段取りの重要性やチームワー
クの大切さも学びます。

シナリオ制作におけるテーマや企画構成の大切さを理解する。 10 10

シナリオ制作でのキャラクター設定やシーン作りの重要性を理解す
る。 10 10 20

シナリオ制作を通じて言語表現力や構成力を身につける。 10 10 20

ラジオ番組制作での企画・構成・段取りの重要性を理解する。 10 10 20

ラジオ番組制作を通じて原稿書き・収録・編集の技術を磨く。 10 10 20

ラジオ番組制作におけるチームワークの大切さを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 50 20 20 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

実
習
Ｃ< 

3
６
２>

２ ６基本となる映像制作技術に加え、CG 合成や特殊撮影な
ど、企画内容に沿った映像制作を行う。

企画・演出内容に合わせた撮影手段を選択できる。 10 10

企画・演出内容に合わせたCG制作ができる。 30 30

CG合成を含めた複合的な映像制作ができる。 30 30

映像に適切なカラーグレーデイングを行うことができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 90 0 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
実
習
Ｄ< 

3
６
4>

２ ６構成、映像制作、音楽制作のコラボレーション作業によ
るチーム制作でコミュニケーション能力を高める。

社会に発信できる映像作品ができる。
50 50

チーム制作によるコミュニケーションができる。
50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

専　

門　

科　

目　

群

基
幹
科
目

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論

Ａ< 

3
２
1>

２ ５
現代ではコンピュータが従来型の表現方法を融合し拡大
化している。クリエイターと現代社会との関連性や今後
の表現方法などをインタラクティブ分野の観点から学ん
でいく。

コンピュータの発展について技術的背景が理解できる。 25 25

メディアアートが誕生した背景を理解できる。 25 25

アートを含むメディア表現と現代社会との関わりについて自分の意
見を持てる。 10 15 25

多元的手法を持つ表現について理解できる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論

Ｂ< 

3
２
3>

２ ５
映像作品のクォリティーは撮影までの準備に大きく左右
される。実際の撮影に入るまでに、どのような準備が必
要かを実習とプレゼンテーションを通して学ぶ。

映像制作の各工程、特にプリプロダクションの重要性を理解する。 30 30

カメラワークやイマジナリーラインなど撮影の基本を理解する。 30 30

画コンテ、制作スケジュールの役割を理解し、作成できる。 20 20

映像制作の倫理、マナーを理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 80 0 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論

Ｃ< 

3
２
２>

２ ６
アニメーションや漫画、ゲームなど、日本のサブカル
チャーについての理解を深め、サブカルチャーの存在意
義や役割などについて考察します。

日本のサブカルチャー史を簡単に把握できる。 15 15

アニメーションや漫画の系譜や影響力などを理解する。 25 25

ゲームの系譜や影響力などを理解する。 25 25

サブカルチャーの存在意義や役割などについて考察できる。 35 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論

Ｄ< 

3
２
4>

２ ６
多様な映像表現と社会の関わりを、理論と実際の制作を
通じて学ぶ。映像の編集を理論などの知識に基づいて行
えるよう、歴史や理論を学びながら、映像編集ソフトを
使用し映像編集に関する理解を深める。

編集の意味、重要を理解し、編集の基本セオリーを把握する。 20 20

現場での編集の役割、位置づけと重要性を理解する。 20 20

実際の作品を見て、編集の基本及びイマジナリーラインの重要性を
理解する。 20 20

インサートの重要性を理解する。 20 20

映画の特殊効果の進化を理解する。 20 20

映画の特殊効果の進化を理解する 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 10

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
実
習

< 

２
５
６>

２ 4
インターネットの効果的な利用、サイトの構築、運用、
評価について実習して、基礎的な知識とスキルを習得し
ます。

インターネットの歴史、Web の特性、Web サイトの種類、Web サ
イトの制作フローについて理解できる。 10 10
情報の収集と整理能力の方法が理解でき、情報を視覚化できる表現
方法が理解できる。 10 10

コンセプトメイキング、情報の組織化や構造化を理解し、画面構成、
素材制作ができる。 10 20 30

テストや評価、運用まで、Web サイトを運用する技術が習得できる。 10 20 30

インターフェースとナビゲーションが理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
Ａ

< 

3
7
１>

２ ５
専門基礎科目で基礎を学んだ Web デザインについて、さ
らに Web サイト制作関連技術に関する専門的な知識を習
得し、Web を活用するための理解を進めます。

情報の構造化、サイトマップの構成と設計、ゾーニングができる。 5 5 5 5 20

ナビゲーション、インタラクションに関する要件を説明できる。 5 5 5 5 20

ユーザビリティを理解できて評価できる。 5 5 5 5 20

コンテンツアクセスビリティを理解してサイトの設計、構築ができ
る。 5 5 5 5 20

Web サイトの運用と管理の重要性を理解できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
Ｂ

< 

3
7
２>

２ ６
専門基礎科目で基礎を学んだ Web デザインについて、さ
らにインタフェイス制作に向けた専門的な実習を行い、
実践的なスキルを習得します。

メソッドと多重定義を理解して使える。 10 10 20

クラスとインスタンスを理解して使える。 10 10 20

継承の意味を理解して使える。 10 10 20

アプレットについて理解して使える。 10 10 20

グラフィカルユーザーインタフェイスに応用できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 10 100

ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ワ
ー
ク

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ａ< 

3
3
3>

２ ５
実際の企業と連携した実践形式で、ゲームなどの商品企
画を行い、グループによる共同作業を通して、企画力と
プレゼン力を学びます。　　　　　　　　　　　　　　

商品の世界観を作ることができる。 5 5 5 5 20

商品特徴を見つけることができる。 5 5 5 5 20

商品に見合ったターゲットを選定することができる。 5 5 5 5 20

グループ制作の協調性と自身の特性を見つけることができる。 5 5 5 5 20

プレゼン力を身につけることができる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

専　

門　

基　

礎　

科　

目　

群

基
幹
科
目

ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
Ｂ< 

3
3
4>

２ ６
広告活動の一つである広告動画の作成と、アイトラッキ
ングシステムによる視聴計測から抽出された課題を見つ
け、対策した動画の改修制作を行い、グループによる共
同作業を通して、実践的な広告制作を学びます。

課題に応じた広告動画の企画ができる。 2 8 5 5 20

課題に応じた広告動画の制作ができる。 2 8 5 5 20

視聴計測と他者評価結果から改善策を講じることができる。 2 8 5 5 20

グループ制作の協調性と自身の特性を見つけることができる。 2 8 5 5 20

プレゼン力を身につけることができる。 2 8 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 40 25 25 100

ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス

基
礎
２< 

2
3
1>

２ 3 広告活動に必須である、クリエィティブの方向を定めた
り、裏付けや根拠となる説明力を学びます。

商品特徴の分析について理解できる。 4 4 8 4 20

ターゲットの分析について理解できる。 4 4 8 4 20

態度変容の促進について理解できる。 4 4 8 4 20

プロポジションについて理解できる。 4 4 8 4 20

プロポジション開発ができる。 4 4 8 4 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 20 100

ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス

< 

3
3
1>

２ ５
広告活動を制作実践する上で必要な、広告業界の種類や
仕事の仕方、また様々な広告規制やメディアプランニン
グ、セールスプロモーション（販売促進）などの専門的
な知識を総合的に学びます。

広告業界の業種や関連性がわかる。 4 4 10 2 20

様々な広告規制について理解できる。 4 4 10 2 20

メディア・プランニングについて理解できる。 4 4 10 2 20

セールスプロモーションについて理解できる。 4 4 10 2 20

消費者心理について理解できる。 4 4 10 2 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 50 10 100

社
会
と
情
報
Ｄ< 

3
3
6>

２ ６
社会で見られる現象の分析方法について学び、さらにそ
れに対する人間の共通的な解釈、判断の特徴を理解しま
す。情報メディアを通して人間が思考、行動する特徴を
客観的につかみ、その原因理由や活用について考えます。

社会調査の種類とそれぞれの特徴を理解できる。 10 10

先行研究を調査して、まとめることができる。 10 10

質問紙調査の設計、実施、集計、分析ができる。 15 15

対面調査の設計、実施、集計、分析ができる。 10 10

市場調査の設計、実施、集計、分析ができる。 15 15

予測の検証により、思考判断の共通性を理解できる。 10 10 20

予測の検証により、思考判断のバイアスを理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

< 

3
8
1>

２ ５
製品をデザインする実践的な課題に取り組み、その全体
的なプロセスを理解し実践する能力を修得します。テー
マとしては身近な生活雑貨などを取り上げます。

課題を理解し、その製品の使用シーンを想定できる。 10 10 20

課題に関わる調査と分析ができる。 10 10 20

調査、分析結果から改善点や問題点を見つけることができる。 5 10 5 20

改善点、問題点に対して複数のデザイン案を発想できる。 10 10 20

複数デザイン案を一つのデザインにまとめ上げることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40 35 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

 < 

3
8
2>

２ ６

多様な製品デザインに取り組むことができる能力を修得
するために、課題発見のための分析能力、そしてその課
題に対する最適解創造手法などを学びます。テーマとし
ては木工製品デザイン、地域連携課題、C.SCAPE 等を
取り上げます。

異なる製品分野の特質を理解することができる。 20 20

製品分野の特質に合わせたデザインの取り組み、発想を行うことが
できる。 20 20

発想したデザイン案を比較検討し、最適なデザイン案を判断できる。 20 20

デザイン案に相応しい素材、生産方法を選択しデザインを完成させ
ることができる。 20 20

デザイン案に応じた手段によるモデルを制作し、デザイン説明をポー
トフォリオにまとめることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 20 100

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ａ

  < 

3
8
3>

２ ５
「CAD 実習２」で学んだことの上に、より高度な形状を
デジタル 3D モデリングで表現することを学びます。木
製小物を題材とし、モデリングしたデータを用いて、切
削機で実物を製作する手法を学びます。

スケッチを 3Dモデリングソフトに取り込むことができる。 5 10 15

実際のサイズをイメージしながらデジタル 3Dモデリングができる。 5 5

複雑な曲面形状をデジタル 3Dモデリングすることができる 10 15 25

複雑な曲面形状のソリッドモデルを作成することができる。 5 15 20

適切なテクスチャを用いたCGレンダリングを作成できる。 5 10 15

切削機の特性を理解した作品制作ができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 65 100
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授
業
科
目

履修区分 
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開
講
期

学修内容 学修到達目標
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

専　

門　

基　

礎　

科　

目　

基
幹
科
目

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ｂ< 

3
8
4>

２ ６
「応用 CAD 実習 A」を含む、これまでのデジタル 3D モ
デリング課題の集大成です。高度な 3D デザインの創出
と、高品質なプレゼンテーション作成を目指します。

デザイン対象の歴史的名作や、製造法・構造を理解できる。 10 10

難易度の高い曲面形状をデジタル 3Dモデリングできる。 5 10 15 30

実現性の高いデザインをデジタル 3Dモデリングできる。 5 5 10

構造図や三面図を作成することができる。 5 5 10

コンセプトを効果的に伝えるフォトリアルな CG レンダリングを作
成できる。 5 5 10 20

CG レンダリング、構造図、三面図、スケッチ集をまとめたプレゼン
作成ができる。 5 5 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 35 20 45 100

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
論

< 

3
4
1>

２ ５
プロダクトデザインを取り巻く時代の要求とそれに呼応
して拡充されてきたデザインプロセスや分析法を実践し、
学ぶことでプロダクトデザインに必要な知識と技術を習
得する。

プロダクトデザインの関与する領域を理解できる。 10 5 5 20

プロダクトデザインのプロセスを理解できる。 10 5 5 20

人とモノのかかわりについてその基本的な考え方、利用方法が理解
できる。 10 5 5 20

コンセプトの領域についてその基本的な考え方、デザインの手法が
理解できる。 5 10 5 20

社会とプロダクトデザインの関わりについてその概念とデザイン上
の配慮すべき点を理解できる。 5 10 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 35 25 100

材
料
と
加
工
法
論< 

3
4
3>

２ ５
製品デザインをするためには利用する材料の特質とその
加工方法を理解しておくことが必要であり、基本的な材
料〔樹種、金属、木材等〕の特質とその加工方法を学びます。

身の回りの製品についてどのような部分にどのような材料が使用さ
れているかが理解できる。 10 10 20

樹脂材料の種類と性質および加工法を理解する。 10 10 20

金属材料の種類と性質および加工法を理解する。 10 10 20

セラミック、ガラスなどの種類と性質および加工法を理解する。 10 10 20

木材、布、紙、皮などの自然素材の種類と性質および加工法を理解
する。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

デ
ジ
タ
ル
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
論

< 

3
4
2>

２ ６
プレゼンテーションはデザインの総合パフォーマンスと
とらえ、デザインのまとめ方とノウハウを学ぶと共に、
実践として自身のポートフォリオを制作する。

的確なリサーチ、資料の収集ができる。 10 10 20

資料の収集からデザインの構想や企画の方法へと展開することがで
きる。 10 10 20

プレゼンテーションのまとめ方を工夫し、最善のプレゼンテーショ
ンを行うことができる。 10 10 20

プレゼンテーションの良い例を生かすことができる。 10 10 20

デジタルツールを使いプレゼンテーションに有効かつ必要な技術を
習得する。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 45 100

造
形
制
作
技
法

< 

2
4
1>

２ 3
3Dデザインに必要な図面の作図方法や、モデルの制作方
法（木工、デジタルファブリケーションなど）の基礎能
力を習得します。

一般的な製図方法を理解できる。 10 10 20

発想したイメージを正確に作図できる。 10 10 20

三面図から立体をイメージできる。 10 5 15

モデル制作のプロセスを理解できる。 10 5 15

木工機械の基本的な使い方が理解できる。 10 5 15

デジタルファブリケーション（3D プリンターなど）による造形プロ
セスが理解できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 60 15 15 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
3< 

3
0
5>

２ ５
「プログラミング１、２」に続き、ファイル処理や構造体
など、より広く、より効率的にデータをプログラムで扱
う基本的方法を学び、データの構造や利用に関する理解
を進めます。

構造体型のしくみを理解できて、メンバにアクセスできる。 15 15

構造体を記述して、関数の中で使うことができる。 15 10 25

共用体型と列挙型のしくみを理解できて、使える。 15 10 25

テキストファイルの入出力ができる。 15 15

バイナリファイルにランダムアクセス操作ができる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
４< 

3
0
6>

２ ６
コンピュータで問題を解決するための現実的かつ汎用的
な手法の基本を学びます。具体的な手順を構成してプロ
グラムとして実現する課題を通して、論理的思考を身に
付けます。

リストの構造を理解して使える。 10 10

スタックの構造を理解して基本操作ができる。 10 10

キューの構造を理解して基本操作ができる。 10 10

線形探索と二分探索を理解できる。 10 10 20

バブルソート、選択ソート、挿入ソート、クイックソート、シェルソー
トを理解できる。 10 10 20

バブルソート、選択ソート、挿入ソートを使える。 10 10 20

関数の再帰的呼び出しを理解して使える。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K 合　計

専　

門　

基　

礎　

科　

目　

基
幹
科
目

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

< 

3
0
7>

２ ５

ますます情報化されるビジネス実務では、データベース
を効率的に構築したり、有用な情報を探し出して利活用
することが求められます。このような汎用情報処理スキ
ルを表計算ソフトウェアのテーブル機能利用、マクロ作
成、そしてリレーショナルデータベースの基本的な試作
を通して実践的に学びます。

オブジェクト、メソッド、プロパティの組み合わせによりステート
メントが構成されることが理解できる。 10 10

データのソート、フィルタリングのマクロを記録、登録、使用できる。 15 15

関数と集計行の構造化参照を使ってデータ集計ができる。 10 10

相対参照を用いてループのマクロコードを記述できる。 15 15

相対参照を用いて条件分岐のマクロコードを記述できる。 15 15

論理演算子、比較演算子を使ってマクロコードを記述できる。 15 15

データ入力インターフェースのマクロコードを記述できる。 10 10

条件に合った抽出のためのクエリを作成、実行できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

関
連
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）< 

3
9
4>

２ ６実際の仕事や職場の状況を知り、自己の職業適性や職業
生活設計など職業選択について考えます。

研修先から与えられた課題を理解できる。 10 5 5 5 25

研修先から与えられた課題を実行できる。 10 5 5 5 25
研修先から与えられた課題について結果を評価できる。 10 5 5 5 25

職業労働について具体像を説明できる。 10 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 100

卒
業
研
究

専
門
セ
ミ
ナ
１

< 

3
9
1>

１ ５卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる。 20 10 10 40
専門分野について具体的に学ぶ準備ができる。 20 10 30

専門分野について具体的な進路を考えることができる。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 0 100

専
門
セ
ミ
ナ
２

< 

3
9
2>

１ ６卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる。 20 10 10 40

専門分野について具体的に学ぶ準備ができる。 20 10 30

専門分野について具体的な進路を考えることができる。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 0 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
１

< 

4
9
1>

１ ７卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みま
す。

専門的なテーマを決めることができる。 10 10 20

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる。 10 10 30 50

専門的なテーマを通して将来を考えることができる。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
２

< 

4
9
2>

１ ８卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みま
す。

専門的なテーマを決めることができる。 10 10 20

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる。 10 10 30 50

専門的なテーマを通して将来を考えることができる。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100

卒
業
研
究< 

4
9
9>

６
７
・
８

専門分野の知識およびスキルのさらなる向上を図り、4
年間の学びの仕上げとして、専門テーマについて追究し
ます。

専門的なテーマの研究を計画できる。 10 10

専門的なテーマの研究を実行できる。 10 30 40

専門的なテーマの研究を卒業論文にまとめることができる。 10 5 10 5 30

専門的なテーマの研究を発表できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 5 30 45 100
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■ 情報デザイン学科

開講科目一覧＜人間科学科目群＞ 

 （次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

資格英語１ 1 2 [2]

資格英語２ 1 2 [2]

英語スキル１ 1 2 [2]

英語スキル２ 1 2 [2]

英語スキル３ 1 2 [2]

英語スキル４ 1 2 [2]

実践英語１ 1 2

実践英語２ 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

健康科学演習Ａ 1 2

健康科学演習Ｂ 1 2

日本文学Ａ 2 2 2

日本文学Ｂ 2 2 2

外国文学Ａ 2 2 2 2

外国文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

文化人類学Ａ 2 2 2

文化人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査の方法Ａ 2 2 2

社会調査の方法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境科学Ａ 2 2 2

環境科学Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

区分 授業科目
単位数

備考

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー

プ

Ｂ
グ
ル
ー

プ

人
間
・
歴
史
文
化
・
こ
こ
ろ
の
理
解

国
際
情
勢
と
社
会
の
し
く
み

科

学
的

な

も

の

の
見

方

と

環
境

問

題
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開講科目一覧＜人間科学科目群＞  

 

 

  

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

リベラルアーツ特別講義 2 ◎ 集中

リベラルアーツ実践演習Ａ 2 2 2

リベラルアーツ実践演習Ｂ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2 　

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 90 3

102

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。

32
28
[8]

44
[4]

42
[2]

42
[2]

42

Ｂ
グ
ル
ー

プ

ア

プ

ロ

ー

チ

学

問

へ

の

複

眼

的

合計

人
間
科
学
科
目
群

区分 授業科目
単位数

備考
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

情報デザイン入門セミナ 1 2

自己表現１ 2 2

自己表現２ 2 2

自己表現３ 2 2

自己表現４ 2 2

社会と情報Ａ 2 2

社会と情報Ｂ 2 2

社会と情報Ｃ 2 2

造形デザイン演習１ 4 4

造形デザイン演習２ 4 4

基礎デザイン論１ 2 2

基礎デザイン論２ 2 2

基礎デザイン論３ 2 2
クリエィティブ・ビジネス基礎１ 2 2

情報デザイン基礎実習Ａ 2 4

情報デザイン基礎実習Ｂ 2 4

情報デザイン基礎実習Ｃ 2 4

情報デザイン基礎実習Ｄ 2 4

情報デザイン基礎実習Ｅ 2 4

情報デザイン基礎実習Ｆ 2 4

基礎音楽論 2 2

コンピュータサウンド１ 2 2

コンピュータサウンド２ 2 2

映像デザイン基礎１ 2 2

映像デザイン基礎２ 2 2

２Ｄグラフィックス基礎実習 2 4

ＣＡＤ基礎実習 2 4

３Ｄグラフィックス基礎実習 2 4

ＣＧプログラミング１ 2 2

ＣＧプログラミング２ 2 2

ＣＡＤ実習１ 2 4

ＣＡＤ実習２ 2 4

プログラミング１ 2 2

プログラミング２ 2 2

コンピュータリテラシ 2 2

情報デザイン特別活動Ａ 1 ◎ 集中

情報デザイン特別活動Ｂ 1 ◎ 集中

情報デザイン特別活動Ｃ 1 ◎ 集中

情報デザイン特別活動Ｄ 1 ◎ 集中

現代物理学１ 2 2

現代物理学２ 2 2

9 62 10

81

デジタルグラフィックス実習Ａ 2 4

デジタルグラフィックス実習Ｂ 2 4

視覚情報デザイン実習Ａ 2 4

視覚情報デザイン実習Ｂ 2 4

デジタルデザイン論Ａ 2 2

デジタルデザイン論Ｂ 2 2

視覚情報表現論 2 2

コミュニケーションデザイン論 2 2

メディアクリエイティブ実習Ａ 2 4

メディアクリエイティブ実習Ｂ 2 4

メディアクリエイティブ実習Ｃ 2 4

メディアクリエイティブ実習Ｄ 2 4

メディアクリエイティブ論Ａ 2 2

メディアクリエイティブ論Ｂ 2 2

メディアクリエイティブ論Ｃ 2 2

メディアクリエイティブ論Ｄ 2 2

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

区分 授業科目
単位数

備考

専
門
基
礎
科
目
群

小計 22 22 30 26
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

Ｗｅｂデザイン基礎実習 2 4

ＷｅｂデザインＡ 2 2

ＷｅｂデザインＢ 2 2
クリエィティブ・ワークプロジェクトＡ 2 2
クリエィティブ・ワークプロジェクトＢ 2 2

クリエィティブ・ビジネス基礎２ 2 2

クリエィティブ・ビジネス 2 2

社会と情報Ｄ 2 2

製品デザイン実習Ａ 2 4

製品デザイン実習Ｂ 2 4

応用ＣＡＤ実習Ａ 2 4

応用ＣＡＤ実習Ｂ 2 4

プロダクトデザイン論 2 2

材料と加工法論 2 2

デジタルプレゼンテーション論 2 2

造形制作技法 2 2

プログラミング３ 2 2

プログラミング４ 2 2

ビジネスコンピューティング 2 2

インターンシップ（学外研修） 2 ◎ 集中

専門セミナ１ 1 2

専門セミナ２ 1 2

情報デザイン研究１ 1 2

情報デザイン研究２ 1 2

卒業研究 6 ◎ ◎

10 72

82

19 134 10

163

（注）１．「卒業研究｣の単位認定は、8期とする。 
（注）２．「情報デザイン特別活動Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」は申請に基づく集中科目とする。

48 44 2 2

4 4 48 44 2

合計 22 22 34 30

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

関連科目

卒
業
研
究

小計 2

区分 授業科目
単位数

備考
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卒業の認定 学科共通 

本学を卒業するために必要な単位数は 124 単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4 年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

卒業研究履修・卒業基準   学科共通 

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

21 生 
卒業要件として認められる単位のうち、１０４単位以上修

得すること。 
情報デザイン入門セミナ 基礎英語セミナ 

注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

注２） 基礎英語セミナの科目については、卒業研究履修基準の必要単位数（１０４単位）には含みませんが、合格していることが必要です。 

＜不合格者＞4 年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

【卒業要件】

卒業に必要な要件は次のとおりです。 

学年 科目群 必要単位数 

21 生 

人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 

(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位

(2)人間・歴史文化・こころの理解から 2 単位以上

(3)国際情勢と社会のしくみから 2 単位以上

(4)科学的なものの見方と環境問題から 2 単位以上

専門基礎科目群 必修科目 9 単位 
左記条件を満たし 

97 単位以上 
専門科目群 必修科目 10 単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

他学部・他学科および学科内他専攻履修 学科共通 

【他学部・他学科履修】 

 工学部の各学科、情報システム学科及び総合情報学科の専門基礎科目群および専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必要な

単位数｣に算入することはできない。 
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情報学部総合情報学科

学士課程教育プログラム 

1．学科の目的

 情報学部総合情報学科は、情報化社会に対応しつつ、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有し、社会と積極的に関わり社

会に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

2. 教育の目的と学位授与の方針

 本学の教育は大きく分けると「教養力」と「専門力」の育成に分類され、それぞれ次のような教育の目的と学位授与の

方針となっています。 

2．1 教育の目的 

 教養力の育成とは、本学在学中はもとより、社会人として活動するために必要な基礎力の鍛錬と人格を含めた自己

形成がその主な内容となります。命の大切さを知り、われわれを取り巻く社会や自然、さまざまな文化活動について、

幅広い学問領域の学識の一端に触れることで課題を発見し、主体的に考え、必要に応じて自ら行動できる人間力の

豊かな人物を養成します。仲間とコミュニケーションをはかり、協働し合い、自分で自分を磨き上げる苦労と喜びへと

促します。 

 本学科が目標とする専門力の育成とは、社会に通用する生きる力、問題解決能力、コミュニケーション能力、情報処理能力

の育成です。近年における企業を取り巻く環境は、大きく変化し、今後更に変化すると思われます。 

こうした変化の中、企業が求める人材やその能力にも大きな変化が見られるようになりました。  そうした人材を育成するために、

新たな時代のビジネスパーソン（企業人）になるための基礎的知識を学ぶと共に、企業経営、スポーツ関連の専門科目について

企業経営に資する人材になるため経営情報・スポーツ情報に関する分析力、考察力、問題解決力を学びます。 

なお、本学科はビジネス全般を学ぶ経営情報コースとスポーツ関連のマネジメントを学ぶスポーツ情報コースを設定しています。 

2．2 学位授与の方針 

総合情報学科では、以下の力を備えた者に学位を授与します。 

（教養力） 

１．英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュニケーションを行うことができる。 

２．外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応するための素養を身につけることができる。 

３．規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学習生活の基礎を身につけている。 

４．豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔軟に考えることができる。 

５．市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多様性を踏まえた適切な行動が選択できる。 

６．自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識ある判断を下すことができる。 

７．現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりながら問題解決に当たることができる。 

（専門力） 

８．知と技能を高めていく主体的な学習態度が備わり、目標実現のために行動できる。 

 ９．情報化社会にふさわしい倫理観を持って他者と協調・協働し、適切にコミュニケーションできる。 

１０．データサイエンスに関する知識・技能を身につけ、経営またはスポーツの分野に応用できる。 

１１．経営またはスポーツ分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけている。 

１２．経営またはスポーツ分野の情報や調査・実験データ等を論理的に分析することができ、かつ問題解決のために応用できる。 

１３．獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな知見を創造する力が備 

  わっている。 
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3．標準教育プログラム 

総合情報学科において学習する皆さんが、上の教育の目的と学位授与の方針に到達するためには、以下の（1）～

（8）に述べる内容の「教養力」と「専門力」を 4 年間で身につけることが必要です（以下、標準教育プログラムと呼びま 

 す）。 

（教養力） 

（1）社会人として活動するために必要な汎用的な能力を身に付ける

汎用的とは基礎的かつあらゆる活動への応用が効くベースとなるものを意味します。本学のカリキュラム体系は三

つの群、すなわち人間科学科目群、専門基礎科目群、専門科目群に大別されます。その人間科学科目群Ａグル

ープにおいては、初年次教育、外国語の中でも英語の基礎的リテラシー、体育実技を通じて、主体的な学びの姿

勢、コミュニケーション力と国際性、健康管理と生涯スポーツの意識を高めます。また英語の上級者や意欲あふれ

る学生は、資格取得等につながるハイレベルクラスでさらに磨きをかけてもらいます。 

（2）社会人として必要な文化、社会、自然の一般的知識と思考する力を身に付ける

人間科学科目群Ｂグループにおいては、講義系科目と演習系科目を連動的に開設しています。講義系科目には

人文、社会、自然科学分野とこれらの複合領域に属する基本的な科目が用意されています。諸科学の基礎を学ぶ

ことで、人間とこころ、歴史文化、国際情勢や社会の仕組み、科学的なものの見方、地球環境等に関して幅広い知

見を身に付けてもらいます。ひいてはこうした経験が、多面的なものの見方や他者理解と同時に、節度と意欲を兼

ね備えた主体的な自己の確立に大きく寄与することになるでしょう。 

 また少人数で実施する演習系科目では、履修者が自ら課題を設定し、その問題解決に向けて授業担当者の指導

のもと行動を起してもらいます。深く探究し、語り合い、これが思考力の訓練となることはもちろんですが、この実践

的体験から新たな興味がまた芽生え、以前は関心の薄かった講義系科目、演習系科目履修への新たな誘因となる

ことが望ましいです。 

（専門力）

（3）知と技能を高めていく主体的な学習態度が備わり、目標実現のために行動できる

企業社会の中で起きる問題を解決するためには、企業に関する組織や財務、法律、戦略、歴史などを積極的に学ぼうとす

る姿勢が不可欠です。加えて、こうした知識を習得すると共に、これらの知識（情報）を収集したり、処理したりするための行動

力も必要となります。 

（4）情報化社会にふさわしい倫理観を持って他者と協調・協働し、適切にコミュニケーションできる

現代社会は、組織社会ともいわれるように、他者との協業によって多くの活動を成し遂げていく社会でもあります。このような

社会においては、行動に際して倫理的な判断とコミュニケーション能力が求められます。  

（5）データサイエンスに関する知識・技能を身につけ、経営またはスポーツの分野に応用できる

企業においては、データを管理、加工、処理、分析をするためのスキルが求められています。分析結果を価値創造に生か

すためには、データの背景を十分に知る必要があり、カリキュラムにおいては、経済、経営等の経営学関連科目だけではなく、

情報、統計、データサイエンス関連科目が開講されます。また、ビジネス分野の第一線で活躍をしている方々の話を多く聞くこ

とができる授業もあり、幅広いスキルを身につけることができます。

（6）経営またはスポーツ分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論に関する知識を身につけている

社会において有為な人材となるためには、基礎的な知識と応用的な知識の両方を身につける必要があります。本学科では 

経営またはスポーツの理論・概念を幅広く学びます。
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（7）経営またはスポーツ分野の情報や調査・実験データ等を論理的に分析することができ、かつ問題解決のため

に応用できる

社会生活において、情報の管理は不可欠です。ビジネス文書やスプレッドシートの作成や管理だけで無く、データベースや

情報ネットワークに関する基礎知識とスキルの習得も必要です。これらの知識とスキルを活用した問題解決能力を発揮できる

ための素養も習得します。 

（8）獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自由な発想の下、独自に工夫・応用し、新たな知見を創造する

力が備わっている

現代社会において創造性ある人材は最も貴重な人材として評価されます。与えられた知識を吸収するだけではなく、これを

応用して新たな知見を創造するためのスキルを身につけます。 

4．標準教育プログラムから見た教育課程の位置づけ 

図1は、上記で説明した標準教育ブログラムを実行するために必要な教育課程の構成概念をまとめたものです。また、４年間の

具体的な授業科目の単位数等については、開講科目一覧を参照して下さい。授業科目は、人間科学科目群、専門基礎科目群、

専門科目群の３つの群から構成されています。以下では、各群の教育内容について説明します。 

学年 1年次 2年次 3年次 4年次 

人間科学科目群 

科 社会・自然・人間と科学技術を調和させるための幅広い知識を習得し、必要な教養を身につけます。 

目 専門基礎科目群 

群 
今まで学習してきた内容を大学での専門教育に
つなげるための基礎的素養を身につけます。 

の 専門科目群 

位 基幹科目 

置 
専門知識を習得するときの土台となる科目で
す。 

づ 展開科目 

け 
興味や将来の進路にしたがってより高度な学習がで
きる科目です。 

卒業研究 

該当科目は、セミナ１、２、３、４、卒業研究です。セミ
ナは卒業研究の土台となる科目です。 

図－１ 総合情報学科の教育課程概念図 

4．1 人間科学科目群 

（1）教育内容 

a. 人間科学科目群 Ａグループ 

①ファースト・イヤー・セミナ 

ファースト・イヤー・セミナ（First Year Seminar、略してFYS、初年次セミナ）とは、新入生である皆さん方全員に、今後４年間の大学

教育に不可欠な「学習技法（スタディ・スキルズ）」を習得してもらう科目です。いわば「大学での学び方」を学ぶ授業科

目です。 

実は、皆さんが高校まで普通だと思ってきた勉強の仕方と、大学での学びの方法はずいぶん違うところがあるのです。この方法
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の違いを理解した上で、「大学での学び方」に早く習熟し、積極的に大学の授業に参加してほしいのです。この点はとても大切で

す。大学での授業に戸惑ったり、どうにも積極的に参加できなかったり、せっかく勉学に打ち込んでもそれが空回りに終わって、４

年たっても実を結ばない、こうしたことの原因の一半には、大学での学び方（つまり知的レベルをステップアップする方法）のベース

ができていないことが大きく関わっていることが分かっています。 

この授業は次のように５つのパートでできています。 

Ⅰ 大学で学ぶとはどういうことか 

Ⅱ 効果的な授業の聴き方、効率的なノートのとり方、テキストの的確な読み方 

Ⅲ 知的収蔵庫である大学図書館の利用法 

Ⅳ 文章の書き方の基本、レポート作成のルール、およびその実践 

Ⅴ 効果的なプレゼンテーションのさまざまな方法とその実践 

この授業の第一のねらいは、「大学での学び方」を習得してもらうことで、皆さんが本学の教育にスムーズに適応できること、言い

かえると皆さんが手応えをもって大学生活を送ることができるよう手助けをするところにあります。しかしそれだけではありません。皆

さんが社会に出、職業人として、あるいは市民として、豊かに生きていこうとするとき、自己表現スキルや、他者とのコミュニケーショ

ン・スキルの必要性をきっと感じることでしょう。それらを可能にするのも、この授業が基盤となります。そうした最低限の知的技法も

ここには盛り込まれています。 

こうした事項について、少人数クラスで初歩からみっちりと学んでもらいます。皆さんはこの授業において、何より自分の知的ス

テップアップを信じて、全力でこれに応えねばなりません。 

② 外国語科目 

外国語を学習することには２つの重要な事項があります。第１はコミュニケーションの手段としての言語能力の習得です。グロー

バル化の著しい今日においては外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は 21 世紀を生きる上で不可欠となります。第２は

その言語の背景にある文化や思考を学ぶことです。言語の背景にある文化やものの考え方を理解することなく言語を学ぶだけで

は思わぬ誤解やトラブルに巻き込まれることにもなりかねません。技術者にとっても外国語の能力の習得はますます重要になって

きています。 

 そのような外国語の学習には基礎的な事項の反復学習が大切になります。大変に思うかもしれませんが、外国語学習というのは

努力をすればするほど成果も見込めるのです。本学では、1 年次に「資格英語 1・2」と「英語スキル 1・2」、2 年次には「英語スキル

3・4」を必修科目として開講しています。さらに、3年次でも外国語科目を学びたい人のために「実践英語1・2（資格コース）」、「実践

英語1・2（スキルコース）」という選択科目を開講しています。 

③ 健康科学演習 

ヒトは外界の刺激と内的な意思活動により、身体運動を通して健康が維持増進されます。またヒトには本来運動欲求が存在しま

す。この運動欲求は、乳児の半ば反射的な運動から青年期の意図的・自発的運動へと変化していきます。本学の健康科学の科

目はこの運動欲求をより促進させるように考えられています。 

健康科学演習は、1 年次にＡ、Ｂを配当しています。これは、おもに個人の健康を促し、個人の運動能力の開発・維持・向上を

目的とし、生涯スポーツとして運動を維持させる基盤を青年期のうちに身につけることを目的としています。 

大学における健康科学演習は、週 1 回の実技で体力を向上させようとはしていません。なぜならば、週 1 回の運動では、トレー

ニング効果は期待できないからです。ではなぜ大学で体育実技が必要であるかといえば、この授業で学生諸君が将来（生涯スポ

ーツとして）も運動を継続して行えるような素地を身につけることと、スポーツを通じて集団を意識し、社会集団に対する適応力を

向上させるといった大きな目的を持っているからです。 

④ 基礎英語セミナ 

基礎英語セミナでは、基本的な英単語を習得することと、習得した英単語を文脈のなかで正しく理解することを目標にします。
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一目ですぐに認識できる語彙を多量に獲得することは、英語を読んだり、書いたりするうえで大きな力となるだけでなく、英語を聞

いたり、話したりするうえで不可欠な力となってきます。英語による学術的探求とコミュニケーションの礎になる力が、十分な練習を

通して養成されることになります。なお、3 年次修了までにこの科目を修得できなかった場合には、4 年間で卒業することができなく

なります。 

ｂ．人間科学科目群 Ｂグループ 

大同大学の教育課程（カリキュラム）は、三つの科目群に支えられています。一つはそれぞれの学科や専攻でおもに学ぶ専門

科目群、あとの二つは専門基礎科目群とここで説明する人間科学科目群です。人間科学科目群は上記 FYS と語学や体育の実

技を含むAグループとBグループから成り立っています。なかでもBグループには、人間、こころ、文学、歴史、文化、政治、経済、

社会のしくみや国際情勢、さらには身の回りの自然環境から広くは宇宙それに自分たちの生命や健康問題に至るまで、実にさま

ざまなテーマを扱う授業科目が配置されています。 

開講が予定されているこれらの講義系と演習系の科目はすべて、皆さんにできるだけ多様な刺激を知的にも身体的にも与える

ことができるようにと工夫されたものばかりです。そのねらいはというと、トータルな人間教育に他なりません。言い換えると、皆さん

が今をタフに生き、将来を担う一市民としての教養に気づいていただき、それに磨きをかけてもらえるようにと、これが何を措いても

本科目群の大目的です。大学での専門教育はもちろん重要です。しかしそれを世の中に役立てながらも、一人ひとりが社会の中

で楽しく豊かな人生を創出していくためにはやはり「教養」が欠かせません。本学では「教養」として、とくに「コミュニケーション力」、

「自ら考える力」それと「協働力」に重点を置いています。こうした点で皆さんがますます自分らしさを発揮できるよう、B グループ

ではさまざまな授業内容を取りそろえていますから、できるだけ偏りを作らず履修し、修得することが望まれます。 

現在、私たちは 21 世紀初頭に身を置いています。日本でも世界でも、世の中は目まぐるしく変化し続けています。良いことも好

ましくないことも瞬時に地球規模で拡散し、われわれはグローバル社会の一員であることを余儀なくされています。とくに日本は超

高齢化社会に突入しており、不透明で不確実な時代の到来がそこかしこで言われています。それでも世界は飽くなきマネーフロ

ーと途轍もないテクノロジーの進化を介してさらに緊密に結びつくと同時に、かたやアメリカ南北大陸圏、アジア圏、欧州・アフリカ・

中東圏でのちょっとした歪が、すぐにも世界各国に対して経済的にも政治的にも甚大な影響をもたらします。さらに今後はAI（人工

知能）や IoT（モノのインターネット）に代表される技術革新によって人間の働き方が様変わりするばかりか、われわれの想像力のそ

のまた先を行くほどの近未来社会が待ち受けているようです。世界がより便利に、より快適な生活を享受できるようになることは好ま

しいですが、日本の社会を見ても逆に格差社会などが一部現実のものとなりつつあるのは見逃せません。 

そこで皆さんに具体的に求められていくのは、こうした時代を生き抜いていくための知恵や活力を自ら引き出して伸ばしていくこ

とです。そのためには今を知り、そこから課題を見つけ出し、いろいろな角度から考え、そして解決策を自分であるいは仲間と協働

しながら探り当てていく知とパワーが不可欠です。そして何よりも一人ひとりが自分の人生を存分に味わい、楽しめる力を発揮する

ことが求められます。 

大学では、人間と社会をよく知るためにも、人文・社会科学の学問分野の知見や見識が大切な役割を果たします。人文科学分

野では、日本文学、外国文学、哲学、歴史学、文化人類学、心理学が人間の営みや心の働きを扱い、社会科学分野では法学、

経済学、政治学、社会学、社会調査の方法、現代社会論、リベラルアーツ特別講義が社会の仕組みから国際情勢の展望にまで

皆さんを誘います。 

また自然科学のアプローチから宇宙、地球、生命、身体そのものを知ることに加えて、われわれの生活環境や健康を見直す諸

科目も開講されています。自然科学概論、環境科学、地球科学、認知科学、生物学、健康科学の諸科目が、有益性と危険性を

あわせ持つ科学技術、人間が生きる舞台としての地球環境、またヒトとしての人間、人間の心身・健康に焦点を当てて

います。 

2年次、3年次には、「リベラルアーツ実践演習」として、アクティブ・ラーニングやPBL（問題・課題解決型授業）を意識した少人数

科目を開設しています。 

大学での勉学は、確かに与えられたものを繰り返し習い覚える地道な作業と同時に、何が問題でその解決のためにはどう向

き合えばよいのかについて自分自身が考え始め、仲間と語り合い、行動をおこすところに楽しさの発見と醍醐味があります。 

 皆さんにとって、人間科学科目群Bグループがその糸口となることを願っています。 
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（2） 学修到達目標 

人間科学科目群の学修到達目標は，学位授与の方針と各授業科目との関係性を示すカリキュラムマップにまとめて示していま

す。 

4．2専門基礎科目群および専門科目群 

 専門基礎科目群は、今まで学習してきた内容を大学での専門教育につなげるための基礎的素養を身につける授業科目で、 

1年次および2年次に開講されます。 

 専門分野である専門科目群の授業科目は、基幹科目、展開科目、卒業研究から構成されており、基幹科目は 1 年次および 2

年次に、展開科目は 2 年次から 4 年次に、卒業研究は 3 年次および 4 年次に開講されます。「基幹科目」とは、専門科目の中で

も根幹となる科目であり、専門知識を修得するための土台となる科目です。また、「展開科目」とは、各人の興味や将来の進路を踏

まえ、自身が希望する分野の高度な学習を行う科目です。卒業研究は4年間の学習の集大成の科目であり、ここでは論文を作成

します。 

 各科目において学ぶ内容や修得する内容については、後述する「学修到達目標」のカリキュラムマップに記載されています。 

また、どの学期にどのような科目を履修できるかについては、履修モデルを参照してください。 

（1）専門基礎科目群の授業科目（計17科目） 

今まで学習してきた内容を大学での専門教育につなげるための基礎的素養を身につける授業科目で、1年次と2年次に開講   

 される科目です。 

総合情報入門セミナ、情報処理演習１、プログラミング演習1、データベース基礎、経営学概論、経営実践入門、経営実践1、 

経営実践 2、スポーツ情報実践 1、スポーツ情報実践 2、入門簿記、簿記原理、会計学、コミュニケーションスキル 1、 

コミュニケーションスキル2、経済学入門、情報統計学１ 

（2）専門科目群の授業科目（計６５科目） 

  専門科目群は、基幹科目、展開科目、卒業研究から構成されていますが、本専攻においては、基幹科目および展開科目は 

更に、以下の4つの領域に分類され、これらは本専攻における専門科目群の柱となっています。 

・経営情報部門 

・スポーツ情報部門 

・データサイエンス部門 

・キャリア開発部門 

①基幹科目 

多くの基幹科目は、専門基礎科目群を学習した後、1 年次の後期および 2 年次に設定されています。基幹科目のうち、専門科

目群の4つの柱となるカテゴリーに該当する科目は以下の通りです。   

・経営情報部門 

経営史、マーケティング概論、人材マネジメント、企業経営戦略論、交通論、工業簿記、原価計算、民法、会社法、異文化

コミュニケーション1、異文化コミュニケーション２、経営情報プロジェクト演習１、経営情報プロジェクト演習２、経営情報プロ

ジェクト演習３ 

・スポーツ情報部門 

スポーツ情報科学概論、スポーツライフのデータサイエンス、スポーツ測定評価法、情報概論、ヘルスケアとスポーツライ

フ、スポーツ情報プロジェクト演習１、スポーツ情報プロジェクト演習２、スポーツ情報プロジェクト演習３、コーチング論、トレ

ーニング論、スポーツ心理学、スポーツライフと社会、スポーツライフと栄養、スポーツライフと健康、スポーツコンディショニ

ング、スポーツコンディショニング演習 

・データサイエンス部門 

データサイエンス概論、情報処理演習２、情報統計学２、プログラミング演習２ 

・キャリア開発部門 
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キャリア開発1、キャリア開発2、キャリア開発3 

②展開科目 

基幹科目で学習した内容を基に、３年次から4年次に掛けて開講される展開科目では、専門科目の発展的な内容を修得しま

す。展開科目のうち、専門科目群の４つの柱となるカテゴリーに該当する科目は以下の通りです。  

・経営情報部門 

経営実践３、中小企業論、環境経営論、ベンチャービジネス論、国際経営論、物流論、経営情報論、インターネットビジネス、

海外事情A、海外事情B、管理会計論、経営分析、金融と財務、労働法、知的財産権、 

・スポーツ情報部門 

プレゼンテーションスキル、スポーツ情報実践３、スポーツと安全、スポーツマネジメント 

・データサイエンス部門 

データサイエンス演習、データサイエンス演習２ 

・キャリア開発部門 

  キャリア開発４、インターンシップ 

③卒業研究 

 卒業研究は、セミナ 1、セミナ 2、セミナ 3、セミナ 4 および卒業研究から構成されており、これの科目においては、各自が研究課

題を設定し、その研究を行います。卒業研究は論文としてまとめ、最後に研究内容の発表を行います。 

（3）学修到達目標 

標準教育プログラムで述べた内容をどのような順序で学び、どのような知識を修得するのかについては、各科目の学修到達目

標と学位授与の方針との関係性を示すカリキュラムマップにまとめて示しています。 

5．カリキュラム・フローチャート 

専門基礎科目群の授業科目は、総合情報学科における学びの土台となる科目からなります。また、専門科目群の授業科目は、

柱となる４つのカテゴリーの基礎となる基幹科目とそれらの知識を発展させる展開科目、卒業研究からなります。図－１にあげた専

門基礎科目群および専門科目群のカリキュラム・フローチャートを図－２、図－２．１に示します。 
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図－２ 総合情報学科 経営情報コース カリキュラム・フローチャート 
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図－２．１ 総合情報学科 スポーツ情報コース カリキュラム・フローチャート 
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6．履修モデル 

総合情報学科では、「１．学科の目的」および「2．教育の目的と学位授与の方針」で述べた人材を育成するために二つの履修

モデルを用意しています。一つ目は企業経営の分野で、人、物、金、情報のマネジメントを行える人材を育成するための経営情

報コースの履修モデルです。二つ目は、スポーツを通して組織の運営を行える人材を育成するためのスポーツ情報コースの履修

モデルです。 

両モデル共に、1，2 年次では主に基幹科目を学ぶときに必要な基本知識を習得しますが、経営情報コースでは簿記・会計の

資格取得を目指すために、1年次から専門基礎科目及び専門科目の中の科目を履修し、３年次の受験を目指します。 

スポーツ情報コースの履修モデルでは、スポーツを通して組織の運営を行える人材を育成するためにスポーツと社会との関係

を学ぶ科目に加え、スポーツ指導者資格取得を目指すための科目を用意しています。 

経営情報コース履修モデル 

この履修モデルは、企業経営の分野で、人、物、金、情報のマネジメント能力を兼ね備えた人材を育成するための科目が配置

されています。企業経営に関する基礎的理解の上に、企業経営の企画、戦略に不可欠な経営学及び経営情報処理に関する領

域での実践的な学修を目指しており、開講されている科目を学年進行とともに順次体系的に履修していくことで問題解決能力を

兼ね備え、ビジネス界のニーズに応えたカリキュラムで、これからの社会に支持される新ビジネスの創造を目指す人材育成を目標

にしています。 

スポーツ情報コース履修モデル 

この履修モデルはスポーツを通じて実社会における組織のマネジメントを行える人材を育成するための科目が配置されていま

す。スポーツ関連の理論と実践の科目を中心に、スポーツ情報系のデータサイエンスを学ぶことで、スポーツ実践とスポーツ指導

に活用できる実践スキルを習得します。さらにコミュニケーションスキルやプレゼンテーションスキルなどを学び、子供から高齢者ま

でを対象とした地域スポーツクラブやスポーツ指導者、コーチ、組織経営を理解したマネジメントスタッフを養成します。本履修モ

デルはスポーツに精通し、かつ地域社会で活躍できる人材の育成を目標とします。 
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※ 網掛けは履修推奨科目
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※ 網掛けは履修推奨科目
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

大学の目的

学部の教育研究上の目的

学科の教育研究上の目的

情報学部 総合情報学科 カリキュラムマップ
大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部総合情報学科は、情報化社会に対応しつつ、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有し、社会と積極的に関わり社会に
貢献できる人材を育成することを目的とする。

科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
［
２
］

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10
基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

資
格
英
語
１

１
１
［
２
］

この授業では、高等学校までに学んだ英語を土台として、
英語のリーディング力およびリスニング力の向上をはか
り、TOEIC に対応する基礎能力を養成します。そのため
に、TOEIC テストの形式や傾向に慣れるための問題演習
を通じて、リーディングとリスニングに関する学習方略
を習得してもらいます。また、リーディングやリスニン
グの基礎となる語彙力の学習や基礎的な英文法も学習し
ます。

TOEIC に出題される基礎的な語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を大まかに理解できる。 12 8 20

基礎的な英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をでき得る限り正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

資
格
英
語
２

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている資格英語１の内容
を継続 · 発展させるかたちで、英語のリーディング力お
よびリスニング力の向上をはかり、TOEIC に対応する基
礎能力を養成します。そのために、TOEIC テストの形式
や傾向に慣れるための問題演習を通じて、リーディング
とリスニングに関する学習方略を習得してもらいます。
また、リーディングやリスニングの基礎となる語彙力の
学習や基礎的な英文法も学習します。

TOEIC に出題される語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
１

１
１
［
２
］

この授業では、英語の 4 技能（リーディング、リスニン
グ、ライティング、スピーキング）の基礎的な能力の向
上をはかります。授業で扱う題材は「異文化理解」、「食」、

「芸術」などの大学生として問題意識を持ち、深く考察し
てもらいたい事項を厳選しています。このような題材の
英文を読み、聴くことにより、英語のリーディング力お
よびリスニング力を向上させます。さらに、その題材に
ついて、主体的に考え、自分の意見を英語で記述したり、
ペアーワークやグループワークを通じて発話する活動を
してもらい、ライティング力やスピーキング力を向上さ
せ、英語による発信力を高めることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の大まかな内容を聞き取ることができ
る。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

学
科
の
学
位
授
与
の
方
針

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 情報化社会にふさわしい倫理観を持って他者と協調・協働し、適切
にコミュニケーションできる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応す
るための素養を身につけることができる。

J. データサイエンスに関する知識・技能を身につけ、経営またはスポー
ツの分野に応用できる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 経営またはスポーツ分野の基礎から応用までの理論・概念や方法論
に関する知識を身につけている。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 経営またはスポーツ分野の情報や調査・実験データ等を論理的に分
析することができ、かつ問題解決のために応用できる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自由な発想の下、
独自に工夫・応用し、新たな知見を創造する力が備わっている。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 知と技能を高めていく主体的な学習態度が備わり、目標実現のため
に行動できる。
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

英
語
ス
キ
ル
2

１
２
［
３
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル１の内
容を継続 · 発展させるかたちで、英語の 4 技能の基礎的
な能力の向上をはかります。授業で扱う題材は「日本文
化」、「環境問題」などの大学生として問題意識を持ち、
深く考察してもらいたい事項を厳選しています。このよ
うな題材の英文を読み、聴くことにより、英語のリーディ
ング力およびリスニング力を向上させます。さらに、そ
の題材について、主体的に考え、自分の意見を英語で記
述したり、ペアーワークやグループワークを通じて発話
する活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング
力を向上させ、英語による発信力を高めることを目的と
します。

題材に関して、理解を深めることができる。 12 8 20

題材に関する基礎的な対話文の内容を聞き取ることができる。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。 10 8 2 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
3

１
３
［
４
］

「英語スキル 1·2」を踏まえ、英語の 4 技能（リーディング、
リスニング、ライティング、スピーキング）の更なる向
上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポー
ツ」、「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識
を深めてもらいたい事項を厳選しています。このような
題材を読み、聴くことにより、リーディング力およびリ
スニング力を向上させます。さらに、その題材について、
自分で主体的に考え、それを英語で記述したり、発話す
る活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング力
を身につけてもらい、英語による発信力をいっそう高め
ることを目的とします。

題材に関して、基礎的な理解を深めることができる。 14 6 20

題材に関する対話文の大まかな内容を聞き取ることができる。 12 5 3 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 5 3 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

英
語
ス
キ
ル
4

１
４
［
５
］

この授業では、前期に開講されている英語スキル 3 の内
容を継続 · 発展させるかたちで、英語の 4 技能の更なる
向上をはかります。授業では、題材として、「食」、「スポー
ツ」、「外国語学習」などを扱い、大学生として問題意識
を深めてもらいたい事項を厳選しています。このような
題材を読み、聴くことにより、リーディング力およびリ
スニング力を向上させます。さらに、その題材について、
自分で主体的に考え、それを英語で記述したり、発話す
る活動をしてもらい、ライティング力やスピーキング力
を身につけてもらい、英語による発信力をいっそう高め
ることを目的とします。

題材に関して、理解を深めることができる。 10 7 2 1 20

題材に関する対話文の内容を聞き取ることができる。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ ５

この授業では、1·2 年次に学んだ「資格英語 1·2」、「英語
スキル 1·2」、「英語スキル 3·4」を踏まえ、英語のリーディ
ング力およびリスニング力の向上をはかり、TOEIC に対
応する能力の向上を狙いとします。そのために、TOEIC
の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な最低限の語彙の意味を理解でき
る。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容をほぼ理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容をほぼ理解できる。 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文をほぼ正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
1
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ ５

この授業では、1·2 年次に学んだ「資格英語 1·2」、「英語
スキル 1·2」、「英語スキル 3·4」を踏まえ、英語の 4 技
能（リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング）の一層の向上をはかります。授業では、題材と
して、「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、
大学生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選し
ています。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関
する自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材
について英語で意見交換ができるようになることを目指
します。

題材に関して、基礎的な理解を十分深めることができる。 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の大まかな内容を聞き取ることがで
きる。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、できるだけ正しく発音
することができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で簡潔に記述するこ
とができる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語である程度伝達する
ことができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
2
（
資
格
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（資格
コース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語のリー
ディング力およびリスニング力の向上をはかり、TOEIC
に対応する能力の向上を狙いとします。そのために、
TOEIC の問題演習や語彙力の強化をはかります。

TOEIC で高得点を取るために必要な語彙の意味を理解できる。 12 8 20

短い英文を聞き取り、その内容を理解できる。 12 8 20

英文を読み、その内容を理解できる。 12 8 20

英文法の知識を活用し、TOEIC の問題を短時間に解くことができる。 12 8 20

基礎的な英文を正確に音読することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

実
践
英
語
2
（
ス
キ
ル
コ
ー
ス
）

１ 6

この授業では、前期に開講されている実践英語 1（スキ
ルコース）の内容を継続・発展させるかたちで、英語の
4 技能の一層の向上をはかります。授業では、題材として、

「異文化理解」、「外国語学習」、「芸術」などを扱い、大学
生として問題意識を深めてもらいたい事項を厳選してい
ます。特に、発信力の向上に重点を置き、題材に関する
自身の意見を英語で記述したり、受講者がその題材につ
いて英語で意見交換ができるようになることを目指しま
す。

題材に関して、理解を十分深めることができる。 12 8 20

題材に関するやや難しい対話文の内容を聞き取ることができる。 12 8 20

聞き取った対話文を繰り返し、発音練習し、正しく発音することが
できる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見や考えを簡単な英語で記述することがで
きる。 12 8 20

題材に関して、自分の意見を他者に簡単な英語で伝達することがで
きる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

95



科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り 、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20 球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 6 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ 2
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り 、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20 球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ 2
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る。 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る。 15 15

アンダーハンドストロークが出来る。 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る。 10 10

スマッシュを打つ事が出来る。 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る。 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら、健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り、生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら、健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り、
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

ゴール型スポーツの構造を理解できた。 20 20

サッカー・フットサルのルールを理解できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

B
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
5

文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20 

題材を批評的に検討して自分の考えを持ち、論理の構成や展開を工
夫して文章にまとめる。 20 20 

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20 

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20 

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
6

文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

叙述に基づいて、文章の構成や展開を的確に捉え、必要に応じて要
約や詳述できる。 20 20 

題材を多角的に検討して自分の考えを持ち、課題に応じて自分の考
えを表現する。 20 20 

文学的文章の中から、主体的に課題を発見し追及する力を養う。 20 20 

日本の言語文化にふれて、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心
を深める。 20 20 

文学的文章を通じて視野を広げ、人間、社会、自然などについて考
えを深め発展させる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20 

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20 

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20 

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20 

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 30

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 30

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

哲
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
5

さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
6

文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え、あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について、
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機、感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念、および発達過程の様相について、理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について、理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

他者（たち）との関わり、社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし、あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて、理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展、および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について、理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能、および集団内での人間の行動について、理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群
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分

授
業
科
目

履修区分 
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開
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し、教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

近代公教育制度の成立について、歴史的背景を踏まえて理解するこ
とができる。 30 30

教育を成り立たせる要素についてそれぞれを関連づけながら理解す
ることができる。 20 20

近年の教育課題や教育改革の動向を教育の歴史や社会的状況と関連
づけながら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化、他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に、それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習、記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係、およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い、および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から、学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念、およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
5

法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

授業で扱う学説や判例を正確に理解できる。 25 25

授業で扱う学説や判例の当否を論理的に説明できる。 25 25

授業で得た知見を利用して、現実の政治問題や社会問題を論評でき
る。 25 25

日常生活での法的知識の重要性を理解し、説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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ル
ー
プ

法
学
Ｂ

２
４
・
6

日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ。 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する。 20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる。 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する。 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること。授業で扱った政治争点につい
て理解し、多面的に考えることができる。

10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
5

質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
6

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の重
要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ａ

２
３
・
5

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

現
代
社
会
論
Ｂ

２
４
・
6

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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グ
ル
ー
プ

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに、学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校教育を支える法や制度について理解し、具体的な例をもとに説
明することができる。 25 25

教育行政や学校経営の歴史およびその変容について理解し、説明す
ることができる。 25 25

学校と保護者・地域との協働について具体的な事例をもとに説明す
ることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２

１
・
3
・
5

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

体の仕組みについて理解できる。 10 10

発育の仕組みについて理解できる。 10 10 20

年齢とからだの関係について理解できる。 10 10

健康について理解できる。 10 10 10 30

健康に対する取り組みについて理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２

２
・
4
・
6

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

身体の動く仕組みについて理解できる。 10 10 20

人体の構造について理解できる。 10 10 20

障害について理解できる。 10 10 20

傷害について理解できる。 10 10 20

体力について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
5

認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
6

認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて、基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立て、それ
に対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えることができる。 20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と、それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット、昆虫、ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
5

環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
6

環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２

１
・
3
・
5

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
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グ
ル
ー
プ

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２

２
・
4
・
6

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

生
物
学
Ａ

２
３
・
5

生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特別扱
いしない視点を獲得する。

生物学、進化生物学、行動学、遺伝学等のミクロ系・マクロ系生物
学の基礎概念と、それらを融合した保全生物学に応用する思考方法
を理解することができる。

20 20

生物多様性のメカニズムについて説明することができる。 20 20

遺伝的多様性の必要性について説明することができる。 20 20

生物間のネットワークや環境の影響について説明することができる。 20 20

環境保全の必要性を理解し、自らと異なるヒトの考え方や文化的多
様性、生物の多様性について理解を試み、共存方法を模索できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

生
物
学
Ｂ

２
４
・
6

動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

進化理論や行動学、社会生態学、生理学、遺伝学等のミクロ系・マ
クロ系生物学の基礎概念と生物の進化メカニズムを理解することが
できる。

20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

自然選択における環境と生物の関係について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

脳やホルモン、遺伝子による行動への影響について理解することが
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
5

地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPS の原理が理解で
きる。 20 20

最新の観測技術を学び、プレート運動が理解できるようにする。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 10 10

水の特性から生物に与える影響が理解できる。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

地球の過去の姿から、地球の将来の像を考察する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
6

地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
る。 20 20

様々な波を観察することによって、津波のメカニズムを理解し、災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦の原理が理解できる。 20 20

日本の天気図から、日本列島で起こる様々な自然災害について考察
する。 20 20

太陽系の進化から地球の未来像を把握する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

特
別
講
義

２

集
中
講
義
9
月

現代ヨーロッパの政治的動向と国際関係を学び、わが国
を取り巻く国際環境と進路選択と関連づけて考察する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

実
践
演
習
Ａ

２
３
・
5

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学
ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
6

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
5

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠な CSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
6

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

総
合
情
報

入
門
セ
ミ
ナ

１ １

本セミナは、専門課程への関心や興味を喚起する導入科
目であり、学生と教員および学生間の良好なコミュニケー
ション形成の場でもある。授業では、学外見学会、講演会、
スポーツを通した交流などを行うとともに、総合情報学
科で学んだ知識を社会で活用するための将来像が早い段
階から描けるようキャリアガイダンスを行う

総合情報学科で学ぶ内容について、自身が感じる興味を説明できる。 10 10 20

総合情報学科で学ぶ内容が社会でどのように活かすのかを説明でき
る。 10 10 20 40

おおまかに自身の将来像を説明できる。 10 10 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 50 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル
１

２ １
「話す」「書く 」両方の面から、他人とのコミュニケーショ
ンを円滑にしたり、自分の考えを主張するための方法を
学ぶ。 

価値観や考え方の違う人とも対話ができる。 10 10 20

コミュニケーションの双方向性が理解できる。 10 10 20

人前で自分の考えを表現することができる。 10 10 20

TPO にあわせた表現ができる。 10 10 20

論理的な説明の仕方が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル
２

２ ２
リポートや小論文など、人の目に触れる文章を書くため
の文章力を高めるスキルを学ぶ。また、書くことで考え
を深めて表現することなどを目的として、具体的に実践
を行いながら書くスキルを高める。

書き言葉と話し言葉の違いが理解できる。 10 10 20 

適切な言葉や話題を選ぶことができる。 10 10 20 

論理的な表現ができる。 10 10 20 

取材したり文献を引用したりして考察することができる。 10 10 20 

簡潔かつ的確に要旨をまとめることができる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100

情
報
処
理
演
習
１

２ １

Windows PC の基礎知識を身につけることを目的として、
PC のハードウェア構成から大学内の PC・ネットワーク
を活用する方法および電子メールやレポート作成、卒業
研究などで活用するソフトウェア（Microsoft Office）を
用いた文書作成、表計算・グラフ作成、プレゼンテーショ
ンを学ぶ。

コンピューターのハードウェアの基礎を説明できる。 10 5 15 

電子メールの作成、送信、受信ができる。 10 15 5 30 

Word を用いて文章の作成ができる。 10 5 15 

Excel を用いてグラフの作成や計算ができる。 10 10 5 25 

PowerPoint を用いてプレゼンテーションができる。 10 5 15 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 15 10 0 0 25 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

基
礎 ２ ３

ＩＴパスポート試験、基本情報処理技術者試験問題のデー
タベースに関係する分野を学ぶ。そのうち、ＳＱＬ文法
に関する部分では、Access を用いて実習することにより
理解を深める。しかし、あくまでもＳＥＬＥＣＴ文の理
解のためであり、ソフトウェアとしての Access の実技
能力を得るものではない。そのため、Access の機能のう
ち、ＳＱＬ言語を直接用いる機能だけを利用する。

ＩＴパスポート試験、基本情報処理技術者試験問題のデータベース
に関係する分野を理解できる。 10 10 20 10 50 

Access を用いてＳＱＬ言語の基本を理解できる。
10 10 20 10 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 0 0 20 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

演
習
１

２ ３
プログラミングの基礎を学ぶ。また、学んだ文法を組み
合わせて練習課題として与えられたプログラムを完成さ
せる。

関数の定義について説明できる。 20 10 30 

プログラムの手続きについて説明できる。 20 10 30 

基礎的な文法と配列、文字列、関数を用いてプログラムを作成できる。 20 10 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 30 10 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

情
報
統
計
学
１

２ ２

社会で用いる基礎的統計について学習する。まず、デー
タの単位、有効数字、作表、作図（グラフ）について学ぶ。
つぎに、平均、分散、標準偏差によるデータの要約化を
学ぶ。第３に、母集団から適切なサンプルを取り出す方
法を学ぶ。最後に、顧客の満足度を把握する調査法を学ぶ。

データの要約と視覚化ができる。 10 10 5 5 30 

データの平均、分散が解析できる。 10 5 5 20 

母集団とサンプルの関連を説明できる。 10 5 5 20 

基礎的な相関分析と回帰分析が理解できる。 10 10 5 5 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 100

経
営
学
概
論

2
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
）

2
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
）

１

「企業とは何か」、「企業の存在意義は何か」、「企業はどの
ような仕組みで動いているのか」といった経営に関する
基礎を学習すると共に、経営の基礎的部分である「人」、

「モノ」、「金」を管理するための制度やそれに関する法規
を学ぶ。その上で、企業が組織や戦略の決定を行うプロ
セスを解説する。また、現代の企業が抱える問題に触れ、
社会や経済の変化を踏まえつつ、今後の企業経営のあり
方を考える。なお、本講義においては、企業経営の理解
を深めるため、多くの事例を用いる。　

企業の意味や企業の存在意義を理解できる。 10 10 20

企業を構成している要素とこれらの動きを理解できる。 10 10 20

企業における人、モノ、金を管理する制度を理解できる。 10 10 20

企業における組織と戦略の関係を理解できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境変化を把握し、今後の企業経営のあり方につい
て説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 100

経
済
学
入
門

2
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

１
経済学の分析対象が人や人の集合であることを認識し、
家計、企業、政府の約割や関係を理解した上で、様々な
経済活動を市場メカニズムや政府の役割の視点から学ぶ。

経済における家計と消費について理解できる。 10 10 20 

経済における企業と生産について理解できる。 10 10 20 

経済における市場メカニズムについて理解できる。 10 10 20 

経済における政府の役割について理解できる。 10 10 20 

経済における新しい視点について理解できる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

入
門
簿
記

2
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

2
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
）

１

複式簿記の基本的な考え方や用語等、簿記に関する基礎
知識を身につけると共に、簿記の基本的な技法、商品売
買取引などの基本的な会計処理方法を学ぶ。また、講義
の最終段階には単純な帳簿や仕訳帳の作成ができるよう
になることを目標とする。

複式簿記の意義・目的について概説できる。 20 20 

複式簿記の原理を利用した仕訳ができる。 20 20 

手形や有価証券の内容を理解し、これらの処理ができる。 20 20 

債権・債務の内容を理解し、これらの処理ができる。 20 20 

決算における仕訳や帳簿システムについて、その基本を理解できる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

簿
記
原
理

2（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

２

「簿記入門」で学んだ内容を踏まえ、複式簿記の一連の手
続きや商品売買取引の処理を習得する。その上で、各種
取引の記帳と帳簿組織の理解に重点をおいて講義する。
最終的には、各種の取引の記帳処理、決算整理の記帳処理、
特殊仕訳帳制の記帳処理ができることを目標とする。

複式簿記の手続きを理解できる。 25 25 

商品売買取引の処理ができる。 25 25 

決算整理の記帳処理ができる。 25 25 

特別仕訳帳制の記帳処理ができる。 25 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

会
計
学

2
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
企業会計の基本となる考え方と、それがどのようにして
実際の企業活動の記録に適用されているのかを理解して
もらうことを目標とする。さらには記録された情報から、
企業活動を読み取る知識も習得する。

会計の意義・目的について説明できる。 15 15 

会計的なものの見方を身につけ、これを説明できる。 15 20 35 

損益計算書、貸借対照表について理解できる。 15 15 

財務諸表の見方について理解ができる。 15 20 35 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 100

経
営
実
践
入
門

２ ２
企業を経営するという方法について経営全体のフローが
理解でき、自ら経営学に対する目的意識を確立し、経営
学の実践を学ぶために必要な基礎的な方法ビジネスマ
ナーを学ぶ。

経営学について興味をもつことができる。 5 5 10 20 

経営学における基本的な理論が理解できる。 5 5 10 20 

経営学におけるヒトの行動が理解できる。 5 5 10 20 

経営学におれるモノの流れが理解できる。 5 5 10 20 

経営学におけるカネの流れが理解できる。 5 5 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 50 100

経
営
実
践
１

2
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
経営の実践的な活動を通じ、知識を行動に変えるための
基本的な技術やマナーを学び、変化する目の前の現実と
向き合い、考え、判断、行動ができる人材になることを
学ぶ。

知ったことを他人にわかりやすく伝えることができる。 10 15 25 

自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 15 25 

自らのスキルを効果的に実践できる。 10 15 25 

習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 15 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 60 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

ス
ポ
ー
ツ
情
報
実
践
１

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
スポーツにおける楽しみや、個人の健康を維持・増進さ
せるための運動プログラムを考え、実際の活動を通じ、
自らが考え、判断し、実践できる人材になることを学ぶ。

情報を他人にわかりやすく伝えることができる。 10 10 10 30 

理解したことを記述して正確に表現できる。 10 10 10 30 
自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10 20 
習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 20 30 100

経
営
実
践
２

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

4
経営の実践的な活動を通じ、グループの中で協力し、知
識を行動に変えるための基本的な技術やマナーを学び、
変化する目の前の現実と向き合い、考え、判断、行動が
できる人材になることを学ぶ。

グループの中で知ったことを他人にわかりやすく伝えることができる。 10 15 25 

グループの中で自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 15 25 

グループの中で自らのスキルを効果的に実践できる。 10 15 25 

グループの中で習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 15 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 60 100

ス
ポ
ー
ツ
情
報
実
践
２

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

4
様々な年代におけるスポーツの実践的な活動を通じ、グ
ループの中で協力しアイデアを導き出し、それぞれの役
割のもとにチームで考え、判断し、実践できる人材にな
ることを学ぶ。

グループの中で知ったことを他人にわかりやすく伝えることができる。 10 10 10 30 

グループの中で自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 10 10 30 

グループの中で自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10 20 

グループの中で習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 20 30 100

専
門
科
目
群

基
礎
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
１

1 ２

1 年次生からの「自己発見」の取り組みが、自分のキャ
リア形成に極めて重要であることを実践的に学ぶ。また、
自分の学生生活を自己責任において確立していく大切さ
を学ぶと同時に、自ら発見し、自ら語ることの重要性を
学ぶ。

キャリアデザインを行なう上での基本的な考え方を説明できる。 15 10 25 
自分自身で学生生活を創ることの大切さを理解できる。 15 15 

大学で学ぶ意味を考え、目標を検討することができる。 15 15 

大学での学びが、自分の将来に繋がることを理解できる。 15 15 

社会生活を営む上で重要となる他者と協力し、関係を構築すること
の大切さを理解できる。 15 15 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 0 0 0 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
２

1 ３

自分の個性、生き方、将来を見つめながら、次に必要な
「意識と自覚」を修得する。また、自分を活かすための「自
己現状分析」を行うことにより、将来を見据えた具体的
計画を立案し、目標達成までのプロセスの重要性とその
実行方法について学ぶと同時に、自己表現できる能力を
身に付ける。

自分を知り、自分を表現できる。 10 10 20 

他者とかかわり、関係を構築できる。 10 20 30 

職業観を養い、表現できる。 10 10 

自分の将来の目標・方向性を考え、行動計画の立案ができる。 20 20 

目標に向けて能動的に行動する姿勢を持つことができる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 70 30 0 0 0 0 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
３

1 4

自己分析を更に展開し、社会が求めている「将来の経済
を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」や

「職場や地域社会の中で、多様な人々とともに仕事を行っ
ていく上で必要な基礎能力」を学び、今後の就職活動に
向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

社会で生きていくために、社会を知り、将来に向けて自分の人生を切り拓い
ていく考え方や基礎力を身につけ、その重要性を理解することができる。 30 10 40 

職場や地域社会の中で、多様な人々と共生するために必要となる人
間力を身につけ、その必要性を理解することができる。 30 30 60 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 30 0 0 0 10 100
経
営
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

２

この科目は、3 期に開講される経営情報プロジェクト演
習 2 の基礎になる科目で、学生個人で成果物を作成する
力を身につけるものである。この科目では、総合情報学
科で学ぶ内容に関連するテーマを設定し、学生が自分自
身で問題を抽出する。資料調査・問題点抽出・提案に至
るプロセスを通じて各個人の成果物を作成し発表するの
に加え、発表会において問題意識をもって他の学生のプ
レゼンテーションを聞き、適切な質問を行うことができ
る力を養う。

経営情報に関連する研究の動向が理解できる。
20 10 10 10 50

経営情報に関連する産業界の動きが理解できる。
20 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 20 20 100

ス
ポ
ー
ツ
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

２

３期にわたるスポーツ情報プロジェクト演習の基礎とな
る科目で、スポーツにおける個々の課題を抽出し、その
課題に対して適切な対策を考え、それを実際の現場で実
践することで、それぞれが抱える個々の課題を解決する
能力を身につける。

スポーツにおける個々の課題を明確に抽出できる。
10 10 10 10 10 50

スポーツにおける個々の課題に対する対策を立案することができる。
10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 20 100

経
営
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
本授業では、経営情報コースで学ぶ各分野における課題
を取り上げ、それらの課題を把握する手法を学び、調査、
データ整理、分析を行う。得られた結果を基にして考察
した内容を発表する。

経営情報に関連する課題の抽出方法が理解できる。 10 10 10 30 

経営情報に関連する課題の調査、データ整理、分析の方法を理解で
きる。 10 10 10 30 

得られた結果を基にして考察した内容を分かりやすく説明できる。 10 10 10 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 30 30 100

ス
ポ
ー
ツ
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
　スポーツにおける課題を様々な手法で見つけ出し、そ
れらを調査、分析、評価することで問題点を明らかにし、
その具体的な対策を立てる実践することで、問題解決能
力を身につける。

課題の抽出方法が理解できる。 10 10 10 30 

課題の調査、分析の方法を理解できる。 10 10 10 10 40 

得られた結果を基にして対策内容を分かりやすく説明できる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 10 10 30 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

経
営
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４
本授業では、経営情報コースで学ぶ各分野の研究および
産業界の動向などを学び、各自が具体的なテーマを設定
し、そのテーマについて調査し、調査した内容を発表する。

経営情報に関連する課題を自ら抽出できる。 10 10 10 30

経営情報に関連する課題の調査、データ整理、分析を自ら実施できる。 10 10 10 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その概要
を説明できる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 30 30 100
ス
ポ
ー
ツ
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

スポーツ活動に関わる様々なカテゴリーでのスポーツ実
践においてそれぞれの課題や問題点を見つけ出し、その
解決策や対策方法を考え、実際に指導・コーチングを行
うことで、課題解決方法を見出し、自らの知識やスキル
を高めることを目的とする。

スポーツ場面に関連する課題を自ら抽出できる。 10 10 10 30

テーマに関連した課題の解決方法を提案できる。 10 10 10 30

実践で分かりやすく効果のある方法で指導やコーチングができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 20 30 100

情
報
概
論

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

1

情報化の発展は、個人や社会に多大な恩恵をもたらす一
方、扱い方を誤れば被害者や加害者にもなりかねない危
険性もあわせ持つ。本講義では、日々変化し続ける情報
通信社会を概観しながら、この社会を快適に過ごすため
の倫理観の修得を目指す。

情報通信社会の変遷を理解し、現代における情報の特性を説明でき
る。 10 10 20

情報セキュリティやマナー、モラルを理解し、情報を適切に受発信
できる。 10 10 20

個人情報保護と知的財産保護の重要性を理解し、適切な利活用のあ
り方を説明できる。 10 10 20

今後の社会で起こりうる諸課題について考え、その背景や解決策を
具体的に説明できる。 10 10 20

情報通信社会における倫理観とは何かを考え、快適に過ごすための
方策を具体的に説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0 0 10 20 100

異
文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
１

２ 1
情報コミュニケーション技術を活用して、英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に、日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

異文化と接することの意義を理解できる。 10 10 20 

非ネイティブのためのビジネス英語の基礎を理解できる。 10 10 20 

英語圏の文化を日本語に変換して理解できる。 10 10 10 30 

日本の文化を英語に変換して発信できる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 20 100

異
文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
２

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

２

人は、自己と他者の違い、自文化と他文化の違いを知る
ことにより、自分自身と自文化を理解する。異文化接触
のありようを具体的かつ理論的に整理することをとおし
て、「違いを楽しむ」ことは重要である。この講義では、
情報コミュニケーション技術を活用して、英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に、日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

情報コミュニケーション技術（言語翻訳技術）を活用できる。 10 10 10 30 

英語圏の文化を日本語に変換して知ることができる。 10 10 10 30 

日本の文化を英語に変換して英語圏の人々に発信することができる。 15 15 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 30 100

経
営
史

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

1

企業経営の歴史を振り返り、経営者の経営手法や戦略の
変遷を学習する。また、経営手法や経営戦略だけでなく、
企業を取り巻く環境の変遷についても触れる。本講義に
おいては、日本の企業経営の歴史を中心に取り上げるが、
欧米における企業経営の歴史についても触れ、両者の歴
史比較を通じて、日本の企業経営特徴を深く理解できる
よう工夫する。

企業が登場してからの大きな歴史（主に 15 世紀以降）の流れを理解
できる。 20 20 

企業が登場するようになった社会や経済の変化を説明できる。 20 20 

企業を取り巻く環境は、どのように変化してきのかを歴史の視点か
ら説明できる。 20 20 

企業は時代と共に、企業の形態や戦略はどのように変化してきたの
かを説明できる。 20 20 

日本の企業の特徴がどのように形成されてきたのかを歴史の視点か
ら説明できる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

２

マーケティング活動の基礎知識を学習すると共に、マー
ケティング活動の手法（市場調査や販売方法）を学ぶ。
その上で、具体的な事例を用いて、市場調査や販売方法
などが販売促進や市場シェアの拡大にどれほど影響を与
えているのかを考える。また、企業のイメージなどにつ
いても触れ、日々の生活の中にマーケティング活動が浸
透していることの理解を深める。

マーケティングに関する基本的な用語を理解できる。 15 15 

マーケティングの必要性を説明できる。 15 15 

企業経営におけるマーケティングの位置づけや役割を説明できる。 15 15 

現実に行われているマーケティングの戦略を理解できる。 15 15 

特定の企業あるいは製品について、自身が有効であると思われるマー
ケティング活動を考えることができる。 10 15 15 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 75 0 15 100

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

重要な経営資源である労働力を効率的に利用するための
基本理論や制度を学習すると共に、日本における具体的
な人事・労務管理制度の内容を学ぶ。その上で、これま
で日本の雇用形態の特徴であった終身雇用、年功序列型
賃金などが変化する中、今後の経済状況および産業構造
の変化を踏まえつつ、今後の労働力の効率的な利用とは
何かを企業および社会の視点から考える。

経営における人材の重要性について説明できる。 10 10 

経営における人事制度や労務管理制度の内容について説明できる。
15 15 

日本と欧米との人材に対する考え方の違いを理解できる。 15 15 

日本企業の人事制度や労務管理制度に関する近年の変化を説明でき
る。 15 15 30 

今後の経済や社会の動向を踏まえた人事制度や労務管理制度につい
て説明できる。 15 15 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 70 0 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

民
法

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

市民と市民との間の権利と義務の関係を明確にする役割
を担うと共に、財産取引と身分（夫婦・相続など）を規
律する意味で、民法は重要な法律である。本講義におい
ては、総則を中心に、民法における法律用語や基礎知識
を習得すると共に、民法の意義や基本原理等を学習する。
その上で、民法総則の各規定について、実例をできるだ
け多く取り上げながら、日々の事象を民法の視点から考
える。

民法の基本原理を説明できる。 10 10 

民法の内容（概要）を説明できる。 10 10 

企業経営における民法の重要性を理解できる。 20 20 

企業経営において、民法が関係する具体的事案を説明できる。 10 20 20 10 60

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 60 20 10 100

会
社
法

２ ４

株式会社を対象に、株主総会・取締役会・代表取締役・
監査役・委員会等設置会社などについて法律と現実とを
対比させながら、企業の設立および運営の過程を具体的
に学習する。その上で、具体的な企業運営として、資金
調達や資本構成、計算、利益処分、会社組織の変更、清
算などについても法律と現実との対比通じて学ぶ。

商法および会社法の存在意義とその内容（概要）を説明できる。 25 25 

企業の設立に関連する法規について説明できる。 25 25 

企業組織に関連する法規について説明できる。 25 25 

企業の運営に関連する法規について説明できる。 25 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

交
通
論

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

交通サービスは、道路や空港などのインフラ整備、新規
参入や運賃変更に対する規制、ルーラル地域の公共交通
に対する公的助成などにみられるように、政府の関与（交
通政策）の重要性が高い領域である。本講義では、わが
国の交通事業の現状と課題を示すとともに、交通政策の
根拠と課題、そして望ましいあり方について考察する。

一般の財・サービスに比較した交通サービスについて理解できる。 10 10

わが国の交通事業の現状と課題について説明できる。 10 10

経済と交通の結びつきについて説明できる。 10 10 20

一般道路・高速道路の整備制度について理解できる。 10 10

都市間（長距離）鉄道の課題について説明できる。 15 10 10 35

空港整備制度について理解できる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 20 10 100

企
業
経
営
戦
略
論

２ ４
経営戦略論は、企業の対外的なマネジメントの問題を扱
う科目であり、経営戦略論の理論的枠組みの変遷を押さ
えつつ、現代的な戦略論の課題を理解する。現代企業の
経営戦略の事例からその手法・戦略を学ぶ。

企業戦略とは何か理解できる。 25 25

競争戦略について理解できる。 25 25

事業戦略について理解できる。 25 25

「戦略」を学ぶことによって、意志決定の重要性が理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

工
業
簿
記

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

工業簿記（製造業における簿記）の基礎理念や内容、特
徴を学習する。商業簿記は企業の外部活動に限られてい
る一方で、工業簿記は企業の外部活動と内部活動の両方
が含まれている。こうした違いなどを理解すること通じ、
製造業の財務諸表の特徴を学ぶ。また、製造業における
費用項目や原価計算の内容を把握すること通じて、製造
業の企業経営のあり方や、製造業に対する企業診断の基
礎を会得する。

工業簿記の基本理念について説明できる。 20 20 

工業簿記の内容（仕組み）について理解できる。 20 20 

製造業の財務諸表の特徴について説明できる。 20 20 40 

製造業における費用項目や原価計算の特徴を理解できる。 20 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 100

原
価
計
算

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

財務諸表を作成するに当たり、原価計算は必要不可欠で
ある。本講義では、原価計算の理論や実際の計算過程を
学習する。その上で、原価計算は経営管理の有効な情報
提供ツールであることの理解を深め、原価計算の分野で
論じられている新たなトピックスについて紹介し、今後
の原価計算の動きを説明する。

原価計算の仕組みを説明できる。 20 20 

原価の内容やその意義について理解できる。 20 20 

簡単な原価計算ができる。 20 20 

原価計算における近年の動きを説明できる。 20 20 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 100

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
概
論

2 1
データサイエンスの基本となる考え方を学ぶ。データの
入手方法やその扱い方などを習得するとともに、これを
統計処理するための方法などを習得する。

データサイエンスとは何かを説明できる。 10 10 20 

代表的なデータの種類や保存ファイルの形式を知っている。 10 10 20 

データの収集方法や、公的データの入手方法を知っている。 10 10 20 

データの基本統計量を計算し、データの分布をグラフや表で表すこ
とができる。 10 10 20 

データサイエンスの応用例を挙げられる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 100

情
報
処
理
演
習
２

２ 2
調査から得られたデータを情報を Excel で整理・分析し、
その結果を Word で要約すると共に、PowerPoint で分か
りやすく相手に伝えるためのより高度な技術を学ぶ。ま
た、調査の目的設定と方法についても学ぶ。

統計処理の基礎が理解できる。 15 20 35 

Excel を用いてデータ処理ができる。 15 15 

Excel および Word を用いてデータ処理の結果を文章に作成できる。 15 15 

データ処理の結果について、PowerPoint を用いてプレゼンテーショ
ンができる。 20 15 35 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 60 0 20 0 100

情
報
統
計
学
２

２ ３
社会で用いる応用的統計について学習する。ビジネスで
使われるデータ処理の統計理論を理解し実践についてシ
ミュレーションができる。

PPM 理論を中心に商品企画で使われるデータ管理について理解でき
る。 10 5 5 5 25

売上、利益のシミュレーションが回帰分析を使い理解できる。 10 5 5 5 25

マーケッティングに関する統計的分析技法が理解できる。 10 5 5 20

分析データを加工分析結果を分かりやすくプレゼンができる。 10 10 5 5 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 40 10 20 20 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
演
習
２

２ ４
変数の利用、データの出入力、分岐、繰り返しなどを用
いたプログラムの作成と動作確認等を行うことにより、
プログラミングの基礎的な技術を習得する。

プログラムの変数やデータの入出力について理解し、利用すること
ができる。 10 10 

プログラムの分岐・繰り返し構文について理解し、利用することが
できる。 10 10 

課題として与えられたプログラムがどのような処理を行うべきかを
考え、これを完成させることができる。 20 20 20 20 80 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 20 20 100

コ
ー
チ
ン
グ
論

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

2

スポーツにおける「コーチ」「指導者」とは、アスリート
を成功へ導くための重要な役割を持つものである。この
授業では、組織のリーダーとしての役割、必要な素養、
観察能力の必要性を学び、コーチとアスリートの関わり
方、トップアスリートの発掘、成長させるための育成方法・
強化方法ならびにその評価方法を学ぶ。

コーチ、指導者の役割を説明できる。 10 10 20 

コーチとアスリートの望ましい関係を説明できる。 10 10 20 

ミーティングの方法にについて説明できる。 10 10 10 30 

トップアスリートの育成・強化の方法を説明できる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 0 40 100

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
論

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

我々の身体は、それぞれの年代により成長する部位や発
達速度が大きく異なっている。ヒトの身体の発育・成長
には、トレーニングが大きな影響を及ぼす。そのトレー
ニング方法や、種類について理解し、特に成長の著しい
ジュニア期における発育発達とそのプログラム、身体的
な特徴・心理的な特徴について学ぶ。

トレーニングの進め方や種類を説明できる。 10 20 30 

発育発達期の特徴について説明できる。 10 10 20 

発育発達期のプログラムを作成できる。 10 20 30 

体力テストの方法について説明できる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 60 100

ス
ポ
ー
ツ
心
理
学

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

我々は、日常生活の様々な場面で緊張や不安、喜怒哀楽
などの情緒の変化を体験する。このようなヒトの心理的
な変化の部分について理解することは、日常の様々な場
面での対応力を育むことになる。ここではスポーツと心
について学び、動機づけの重要性やコーチとしての心理
を理解するとともに、メンタルマネジメントや心理的な
コンディショニングについて学ぶ。

動機づけについて説明できる。 10 10 10 30 

メンタルマネジメントについて説明できる。 10 10 10 30 

あがりやスランプのメカニズムについて説明できる。 10 10 20 

イメージトレーニングの方法を説明できる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 0 40 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
と
社
会

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

2
我々の生活の中にはスポーツが深く根付いている。文化
としてのスポーツの歴史を理解し、地域社会におけるス
ポーツ振興の現状を学び、地域における子供から老人ま
での様々な年代の対象者のスポーツライフについて学ぶ。

スポーツの歴史と文化を説明できる。 10 10 20 

地域におけるスポーツ振興を説明できる。 10 10 10 30 

各年代の対象に合わせたスポーツライフを説明できる。 10 10 10 30 

障害者スポーツについて理解し、説明できる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 0 40 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
と
栄
養

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

現代社会において我が国では様々なスポーツプロモー
ションが行われており、スポーツに触れ合う機会が増加
している。また、健康な生活を送るうえで運動と食生活
の関係は密接に関わりあっている。ここでは身体の仕組
みと運動の関係、栄養摂取と食生活などについて学ぶ。

我が国のスポーツプロモーションについて説明できる。 15 10 25 

身体の仕組みと働きについて説明できる。 15 10 25 

スポーツと栄養について説明できる。 15 10 25 

アスリートの栄養摂取と食生活について説明できる。 15 10 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
と
健
康

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

国民がスポーツを実践する機会は極めて多くなってきて
いる。学校体育から生涯スポーツまで長い期間スポーツ
を行う人々にとって、怪我や病気スポーツでの傷害など
日常生活を行う上でも大きな問題となっている。この授
業ではスポーツに関わる医学的な知識の基礎を学ぶび障
害の発生や外傷に対応できる知識を養う。

スポーツと健康について説明できる。 15 10 25 

救急処置について説明できる。 15 10 25 

スポーツ選手の健康管理について説明できる。 15 10 25 

スポーツ活動中に発生するケガや病気について説明できる。 15 10 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 100

ス
ポ
ー
ツ
情
報
科
学
概
論

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

１

各分野で IT 化が進み、情報をどのように扱うかというこ
とがより重要になってきている。スポーツ界において、
情報はどのように扱われているのか、バイオメカニクス、
運動生理学、統計学の視点から紐解いていく。また、各
競技ごとに勝敗を左右する情報は何かということを考え
ていく。

スポーツ情報科学の歴史を説明できる。 10 10 20 

バイオメカニクスのスポーツへの適応について説明できる。 10 10 20 

生理学のスポーツへの適応について説明できる。 10 10 20 

統計のスポーツへの適応について説明できる。 10 10 20 

情報科学を生かし、トレーニングを組み立てることができる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 20 20 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
の

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

2

スポーツ現場だけでなく健康・体力維持増進にデータサ
イエンスが用いられるようになってきている。健康・体
力維持増進にデータサイエンスがどのように貢献してい
るのかを学ぶ。また、各競技ごとに重要なデータについ
てバイオメカニクス、生理学、統計学の視点からそれぞ
れ調査し発表を行うことで、データサイエンスをスポー
ツ現場に生かせる能力を養う。

健康・体力にデータサイエンスがどのように貢献しているか説明で
きる。 10 10 10 30 

バイオメカニクス的視点から競技力向上につながる分析ができる。 10 10 20 

生理学視点から競技力向上につながる分析ができる。 10 10 20 

統計学視点から競技力向上につながる分析ができる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 40 0 100
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科
目
群

区　
　

分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L M 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

ス
ポ
ー
ツ
測
定
評
価
法

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３
運動生理学を基盤とした測定実習を通じ、データを収集・
分析するスキルを習得する。さらに得られた分析結果を、
運動・スポーツの現場における指導の質や安全性の向上
に役立つ情報へ要約し、発信するスキルを身につける。

運動・スポーツがヒトの体に及ぼす生理的影響について、その測定
法を学び実践することができる。 20 10 30 

測定結果を分析し、評価することができる。 10 20 10 40 

運動生理学の知識を基盤とし、科学的根拠に基づいた運動処方を立
案できる。 20 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 30 0 100

ヘ
ル
ス
ケ
ア
と

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

スポーツ栄養の知識やスキルを習得し、栄養が競技力向
上にどのように関わりを持つものであるのかを理解する
と共に健康で有意義なスポーツライフを過ごすために必
要な食事の役割と重要性を理解し、栄養学の基本とスポー
ツとの関係について正しい知識を学ぶ。

健康増進を目的とした食事のとり方を理解できる。 10 10 10 30 

競技スポーツにおける食事や栄養補給の重要性について理解できる。 10 10 20 

競技スポーツにおける身体づくりとコンディショニングのための食
事の実践方法について理解できる。 10 10 20 

スポーツ選手の栄養管理に関わるデータサイエンスについて理解し
分析・評価することができる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 10 10 100

ス
ポ
ー
ツ

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

３

スポーツと関連したコンディショニングおよびスポーツ
医学の基本的事項について学ぶ。傷害予防、疲労回復を
目的としたコンディショニング方法について、知識や技
術を習得することを目的とする。また、スポーツ活動で
の実践が可能となるように、スポーツ活動中に生じる外
傷・障害や内科的な病気について理解した上で、アスリー
トの健康管理や傷害対策について考える力を身につける。

コンディショニングという言葉の意味とその内容について理解する
ことができる。 10 10 10 30 

スポーツ活動中に生じる外傷や内科的な病気およびその救急処置に
ついて理解することができる。 10 10 20 

アスリートの健康管理について理解することできる。 10 10 20 

スポーツ活動中における障害対策を理解することができる。 10 10 10 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 20 100

ス
ポ
ー
ツ

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
演
習

２（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

４

スポーツ場面における傷害予防、疲労回復を目的とした
コンディショニング方法について、解剖学や運動学を理
解し、テーピング、ストレッチング等の具体的なコンディ
ショニングの手法を交え、知識を習得し実践できる力を
身につける。

スポーツ場面における傷害予防を実践できる。 10 10 20 

運動後の疲労回復について実践できる。 10 20 30 

スポーツ現場で使用されるテーピングを使用することができる。 10 10 20 

ストレッチ等のコンディショニング手法を実践できる。 10 20 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 60 0 0 100

展
開
科
目

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

演
習
1

2 5
問題演習を通じて、様々なデータを整理し読み解く能力
を養う。また、データサイエンスの基礎となる計算力を
習得する。

データサイエンスに必要とされる数学的基礎知識を理解できる。 20 20 

データサイエンスに必要とされるデータ分析手法を理解できる。 20 20 

基礎的なデータ分析の手順をコンピュータ上で実装できる。 20 20 10 10 60 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 60 0 10 10 100

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

演
習
２

2 6
データサイエンスに関連する応用的な知識を習得する。
加えて、データサイエンスの活用事例などを学びながら、
実践的な課題を解決する能力を身につける。

データサイエンスに必要とされる数学的基礎知識を応用できる。 10 10 20 

データの性質や目的に応じて、データサイエンスの手法を使い分け
ることができる。 15 15 30 

現実的な問題を題材とした課題を、データサイエンスの技術を用い
て解決に導くことができる。 15 20 15 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 40 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
４

１ 5

キャリア開発３に続いて、社会が求めている「将来の経
済を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」
や「職場や地域社会の中で、多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎能力」を体験を通して学び、
今後の就職活動に向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

自分自身の将来像を描き、説明できる。 20 20 10 50 

社会で活躍するために必要な力を身につけ、その必要性を理解する
ことができる。 20 20 10 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 20 100

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

5

アスリートを取り巻く諸問題を考え、国際競技力向上や
情報戦略、競技者を取り巻く環境について学び、これま
で培ってきたスキルを活かして自らが作成したものを他
人に説明できる力を身につけるプレゼンテーション・コ
ミュニケーションスキルを培う。

アスリートを取り巻く諸問題を理解できる。 20 10 30 

国際競技力を高めるための環境を理解できる。 20 10 30 

相手にわかりやすく情報を説明できる。 10 20 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 60 0 30 100

経
営
情
報
論

２ ５

情報あるいは情報システムをいかに組織の経営に役立て
るか、また役立つような情報システムをいかに構築する
かを、情報システムを活用する組織の立場に立って学ぶ。
そのためにまず、情報システムとは何か、何を狙いとし
て活用されるのかを論ずると共に、ここに至る発展の経
緯を振り返る。また、組織が情報システムを作り上げる
上での課題とそれに影響を与える情報産業との関係を理
解する。

情報化社会について理解できる。 10 10 20 

経営情報システムについて理解できる。 10 20 30 

情報システムについて理解できる。 10 10 20 

企業における情報システムについて理解できる。 10 20 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 100
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目

管
理
会
計
論

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

５

企業経営者は変化に応じて会社を柔軟にマネジメントし
なければならない。利益の向上、市場シェア獲得、製品

（サービス）提供を通じた社会貢献など種々の目的を達成
しつつ、経営資源の効率的なアウトプットが求められる
目的実現には適切な経営計画と末端までおよぶ統制が不
可欠である．管理会計は企業の経営戦略立案や意思決定
に関わる重要なツールであり、その理論、手法を理解する。

管理会計と財務会計の違いや管理会計の意義が理解できる。 15 15 

管理会計の業績評価、意思決定に関する財務分析、予算統制が理解
できる。 15 15 

短期利益計画、事業部の業績評価が理解できる。 15 15 

経営意思決定に関する理論と技法が理解できる。 15 10 25 

管理会計と経営戦略の理論的接点が理解できる。 15 15 30 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 100

経
営
実
践
３

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

５
課題発見から解決までのプロセスにおいて、企業経営の
プレーイングマネジャーとして、基本かつ必要な事項（部
下への適切な指示や上司への適切な報告・連絡・相談を
行うなど）を実体験から学ぶ。

問題発見力を身につけるために現実から問題を見出す力を身につけ
る。 10 5 15 

目標を設定し、現実に主体的な関わることができる力を身につける。 10 5 15 

情報を見極める力を身につけ多面的に物事を見ることができる力を
身につける 10 5 15 

情報を取捨選択し、わかりやすく表現する能力を身につける。 10 10 20 

論理的に根拠に基づいて結論を導き出す能力を身につける。 10 15 10 35 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 10 0 0 15 25 100

ス
ポ
ー
ツ
情
報
実
践
３

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

５
スポーツにおける様々なカテゴリーについての課題発見
や問題解決までのプロセスを、それぞれがリーダーとな
りコーチングすることでグループでの目標達成を実現す
ることを学ぶ。

スポーツ現場から問題を見出すことができる。 10 10 20 

目標を設定し、個々が主体的に関わることができる。 10 10 20 

多面的に物事を見ることができる。 10 10 20 

わかりやすく表現することができる。 10 10 20 

論理的に根拠に基づいて結論を導き出すことができる。 10 10 20 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30 20 0 10 100

経
営
分
析

２ ６

企業経営の健全度を分析する基礎を学習すると共に、健
全な企業経営とは何かを学ぶ。企業経営を図る尺度して、
これまでは財務諸表データが用いられてきたが、近年に
おいては、キャッシュフロー分析や投資家サイドの分析
などの多様な視点からの評価が為されるようになった。
これらを踏まえ、本講義においては、多様な視点からの
経営分析ができることを大きな目標とする。

経営分析する意義が理解できる。 10 10 

経営分析を行ういくつかの手法について説明できる。 10 10 

企業経営の分析を行ういくつかの基準について説明できる。 10 10 

財務諸表から企業経営の健全度を把握できる。 10 10 20 

キャッシュフロー分析から企業経営の健全度を把握できる。 10 30 10 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 30 10 100

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
論

２ ５

ベンチャービジネスのビジネスモデルの理論やベン
チャービジネスの特徴を学習する。その上で、具体的に
起業するための方法（経理や財務、法律への対応）や、
ベンチャービジネスを行うために必要な人材（リーダー
像）、ベンチャービジネスに必要な経営などを学ぶ。なお、
起業の方法などについては、バーチャルとして体験でき
るような講義を行う。

ベンチャービジネスの内容や存在意義、魅力を説明できる。 10 10 

これまでのベンチャービジネスの事例をいくつか説明できる。 10 10 

具体的にベンチャービジネスを行うための方法を説明できる。 10 20 10 40 

ベンチャービジネスに必要な経営方法について説明できる。 10 20 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 60 0 20 100
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

６

インターネットビジネスの基礎を学習すると共に、イン
ターネットビジネスを成功させるためのビジネスチャン
ス（社会や経済の変化）を踏まえながら新しいインター
ネットビジネスを考える。なお、講義においては、イン
ターネットビジネスを展開している具体的な企業や業種
ごと事例を用いて説明すると共に、これらの比較を通じ
て、インターネットビジネスの本質や可能性を考察する。

インターネットビジネスの内容について説明できる。 10 10

具体的なインターネットビジネスの事例を説明できる。 10 10

インターネットビジネスの利点と問題点を説明できる。 20 20 10 50

インターネットビジネスにおける決済システムについて説明できる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 0 10 100

物
流
論

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

５

物流コストや物流コストと深い関係のある在庫費用に関
する費用構造や費用発生のメカニズムを学習する。また，
実例を通じて，具体的な物流コストの削減や適切な在庫
管理を学ぶと共に，今後の社会および経済の変化を踏ま
え，新たな物流コストの削減や適切な在庫管理を考える。

物流と流通の違いが理解できる。 10 10

物流コストを構成する費用要素について説明できる。 20 20

在庫の意義や問題を理解できる。 10 10 20

従来行われてきた物流コストの削減について説明できる。 20 20

適切な在庫管理の概念を理解できる。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 80 0 10 100

中
小
企
業
論

２ ６
中小企業は、これまで日本の産業経済において重要な位
置を占めており、近年では、ベンチャー企業による技術
革新や雇用創出効果が注目されいる。こうした中小企業
やベンチャー企業に関する理論と実例を学ぶ。

中小企業の歴史的変遷について理解できる。 10 10

日本の下請システムが理解できる。 10 10

産業集積と構造と役割について理解できる。 20 20

ベンチャー企業について理解できる。 20 20

事業創造と企業の成長プロセスが理解できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 100
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門
科
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群

展
開
科
目

国
際
経
営
論

２ ６

企業における業務は有機的に関係しながら、その企業の
ビジネス全体を支えている。財務計画や、販売計画、生
産計画、調達計画などもそれぞれ限られた範囲での視点
ではなく、企業が置かれている環境や、企業内それぞれ
の機能との連携を考慮しながら企業全体へのインパクト
を考え策定することが必要である。加えて今日の企業は、
経済のグローバル化に伴い、国際的な視点をも必要とし
ている。本講義では、グローバル化した社会における企
業のメカニズムを理解し、事業計画・戦略の重要性を認
識するとともに、より有効な計画策定に必要な視点とグ
ループによる意思決定プロセスについて学ぶ。

企業の業務の流れが理解できる。 10 10 

グローバル化した社会においての企業を取り巻く環境について説明
できる。 10 10 

意思決定の方法が理解できる。 20 20 

業績評価の方法が理解できる。 20 20 

ビジネスで成功するための計画策定からオペレーションまでが理解
できる。 20 10 10 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 10 10 100

金
融
と
財
務

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

７

本講義では、金 ( カネ ) の側面から経営に焦点を当て、企
業における金の管理の基礎を学習する。その上で、貸借
対照表と損益計算書の関係や、そこから見られる企業活
動の見方を学ぶ。近年においては、資金調達の変化や新
たな財務指標などが見られていることを踏まえ、新たな
手法および基準の中で「金」を管理する基礎についても
会得する。

金融および財務の内容が理解できる。 15 15 

貸借対照表と損益計算書の関係が理解できる。 15 15 

企業における資金調達方法と近年における資金調達の変化が理解で
きる。 10 10 10 15 45 

企業のグローバル化に伴う金融や財務の内容が理解できる。 10 15 25 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 10 30 100

労
働
法

２ ５
労働法の基本理念、基礎概念、法規制の基本的内容につ
いて学習する。その上で、具体的な事例を用いて、賃金
や労働時間、福利厚生などの労働環境の実情を学ぶと共
に、労働環境に関する今日的問題やその解決策を考える。

労働者に関わる法律の必要性（意義）が理解できる。 10 10

労働者保護や労働契約、労働組合に関わる法律の概要が理解できる。 10 10

労働者保護や労働契約、労働組合に関する具体的な団体交渉や判例
を説明できる。 10 10 20 40

労働を取り巻く今日的な問題に対して、解決に関する自身の意見を
述べることができる。 10 20 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 20 0 0 30 40 10 100

知
的
財
産
権

２ ６

人間の独創的な知的創造活動について、その創始者に一
定期間の権利保護をあたえるのが知的財産権制度である。
知的財産権という言葉は、文化的創造物を保護する著作
権まで幅広く含む概念である。このうち産業財産権と呼
ばれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権を中心とし
て学ぶ。産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣
防止を図り、研究開発の奨励、商取引の信用を維持して、
産業の発展に寄与することを学ぶ。

知的財産権の種類が理解できる。 25 25

企業における知的財産権の重要性が理解できる。 25 25

意匠権について説明できる。 25 25

著作権について説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

環
境
経
営
論

２
（
経
営
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

７

企業の存続・成長と地球環境保全との両立に関する先行
理論を解説しながら、実際に私たちが環境経営を進める
上で、どのような取り組みが必要かについて学ぶ。そこ
では、環境経営の概念の捉え方をはじめ、事業レベル、
製品・サービスのレベル、工場などの拠点レベルで、そ
れぞれ資源リサイクル、省エネルギー、化学物質の管理
といった各論がどのように実施されているか、先進企業
等の具体的事例を参照する。

環境経営の概念について説明できる。 25 25

事業レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物質の管理が
理解できる。 25 25

製品・サービスのレベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学
物質の管理が理解できる。 25 25

工場などの拠点レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物
質の管理が理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100

ス
ポ
ー
ツ
と
安
全

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

５

スポーツにおいて、成果を上げるためには PDCA は必須
である。特に計画的に物事をマネジメントすることや、
安全管理などは指導者にとっては必須である。またスポー
ツ実践中の事故や人権などの法的な知識も備えておく必
要がある。ここでは指導計画や活動中の安全管理、スポー
ツ指導者の法的責任を理解することを学ぶ。

指導計画を立てることができる。 10 10 20

スポーツ活動と安全管理を説明できる。 10 10 20

スポーツ事故と法的責任について説明できる。 10 10 10 30

怪我とリハビリテーションについて説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 0 40 100

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

２
（
ス
ポ
ー
ツ
情
報
コ
ー
ス
の
み
）

６

日本はこれまで学校スポーツに依存しまた、企業スポー
ツに後押しされながら発展してきた。しかし、時代の流
れとともに、少子化や景気の動向に左右されスポーツ人
口の減少等の問題が出てきている。この授業では地域ス
ポーツに目を向け、総合型地域スポーツクラブの采井や
組織のマネジメント、指導者の育成などについて学ぶ。

総合型地域スポーツクラブについて説明できる。 10 10 20
スポーツ組織のマネジメントやマーケティングについて説明できる。 10 10 20

競技力向上のチームマネジメントについて説明できる。 10 10 10 30

競技力向上のための情報活用について説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 0 40 100

海
外
事
情
Ａ

２ ５

本授業は、非英語圏の国での海外研修と渡航前後の５回
の春期集中講義から成り立っている。海外研修先の最低
限必要な言語を事前に修得し、現地の方々と直接交流を
図ることで実践的な語学力の向上のみならず、より一層
の異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。渡航まで
に、研修先の国の基本的な知識を身につけておく。また、
日本の伝統・文化を研修先の国の言語を用いて自己発信
できるようにする。

非英語圏の研修先国の風俗習慣、文化、歴史など基本的な事項を理
解できる。 30 30

日本の伝統・文化などの基本的事項を研修先国の言語で説明できる。 30 40 70

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 100

海
外
事
情
B

２ ６
本授業は、異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。
渡航までに、アメリカの基本的な知識を身につけておく。
また、日本の伝統・文化についてもしっかりと見識を深め、
英語で自己発信できるようにする。

海外の風俗習慣、文化、歴史など基本的な事項を理解できる。 20 20 

日本の伝統・文化などの基本的事項を英語で説明できる。 20 20 40 

アメリカでの生活のための基本的な英会話ができる。 20 20 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 100
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目
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講
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専
門
科
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開
科
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イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６企業におけるインターシップを行う。

実習先企業の業務を理解できる。 20 20 

実務で発生する問題点と解決策の一例を説明できる。 20 20 

机上の知識と現実の問題との格差を説明できる。 20 20 
将来の進路に対する自分の考え方を述べることができる。 20 20 40 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ５

本授業は、卒業研究を行うために必要な基礎知識を修得
する。授業は卒業研究の研究室単位で行われる。「セミナ
Ⅰ」では、卒業研究の行う基礎となる理論・学説や研究
方法などについて授業が行われる。授業の内容は、各卒
業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説を理解できる。 20 20 10 50
卒業研究の研究方法を理解できる。 20 20 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ ６

卒業研究の一環として行われる授業である。そのため、
授業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では
各指導教員の下で研究論文をまとめることになるが、「セ
ミナ２」では、その基礎となる理論・学説や研究方法な
どについて授業が行われる。授業の内容は、各卒業研究
の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説をより深く理解できる。 20 20 10 50

卒業研究の研究方法をより深く理解できる。 20 20 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 20 100

セ
ミ
ナ
３

２ ７

卒業研究の一環として行われる授業である。そのため、
授業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では
各指導教員の下で研究論文をまとめることになるが、セ
ミナ３でもその基礎となる理論・学説や研究方法などに
ついて授業が行われる。授業の内容は、各卒業研究の指
導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 20 20 10 50 

卒業研究のまとめ方を理解できる。 20 20 10 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 20 100

セ
ミ
ナ
４

２ ８

卒業研究の一環として行われる授業である。そのため、
授業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では
各指導教員の下で研究論文をまとめることになるが、セ
ミナ４では、卒業論文についての研究成果発表が中心と
なる。授業の内容は、各卒業研究の指導教員の研究専門
分野によって異なる。

卒業研究の内容について論理的に発表できる。 10 10 20 10 50 

研究成果を根拠を基にわかりやすく表現できる。 10 10 20 10 50 

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40 20 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究は、これまでの授業を通して知り得た総合情報
学科の各研究分野の中から、最も興味のある分野を選択
し、教員の指導を受けながら研究論文を作成する。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 10 10 10 30

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 10 10 30

卒業論文を作成し、専門的な研究成果を発表できる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 30 30 100
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■ 総合情報学科

開講科目一覧＜人間科学科目群＞ 

 （次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

ファースト・イヤー・セミナ 1 2 [2]

基礎英語セミナ 1 2 [2]

資格英語１ 1 2 [2]

資格英語２ 1 2 [2]

英語スキル１ 1 2 [2]

英語スキル２ 1 2 [2]

英語スキル３ 1 2 [2]

英語スキル４ 1 2 [2]

実践英語１ 1 2

実践英語２ 1 2

中国語入門１ 1 2

中国語入門２ 1 2

健康科学演習Ａ 1 2

健康科学演習Ｂ 1 2

日本文学Ａ 2 2 2

日本文学Ｂ 2 2 2

外国文学Ａ 2 2 2 2

外国文学Ｂ 2 2 2 2

哲学Ａ 2 2 2 2

哲学Ｂ 2 2 2 2

文化人類学Ａ 2 2 2

文化人類学Ｂ 2 2 2

歴史学Ａ 2 2 2 2

歴史学Ｂ 2 2 2 2

心理学Ａ 2 2 2 2

心理学Ｂ 2 2 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

政治学Ａ 2 2 2 2

政治学Ｂ 2 2 2 2

経済学Ａ 2 2 2 2

経済学Ｂ 2 2 2 2

法学Ａ 2 2 2

法学Ｂ 2 2 2

社会学Ａ 2 2 2 2

社会学Ｂ 2 2 2 2

社会調査の方法Ａ 2 2 2

社会調査の方法Ｂ 2 2 2

現代社会論Ａ 2 2 2

現代社会論Ｂ 2 2 2

教育社会学 2 2

健康科学Ａ 2 2 2 2

健康科学Ｂ 2 2 2 2

認知科学Ａ 2 2 2

認知科学Ｂ 2 2 2

環境科学Ａ 2 2 2

環境科学Ｂ 2 2 2

自然科学概論Ａ 2 2 2 2

自然科学概論Ｂ 2 2 2 2

生物学Ａ 2 2 2

生物学Ｂ 2 2 2

地球科学Ａ 2 2 2

地球科学Ｂ 2 2 2

区分 授業科目
単位数

備考

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー

プ

Ｂ
グ
ル
ー

プ

人
間
・
歴
史
文
化
・
こ
こ
ろ
の
理
解

国
際
情
勢
と
社
会
の
し
く
み

科

学
的

な

も

の

の
見

方

と

環
境

問

題
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開講科目一覧＜人間科学科目群＞ 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

リベラルアーツ特別講義 2 ◎ 集中

リベラルアーツ実践演習Ａ 2 2 2

リベラルアーツ実践演習Ｂ 2 2 2

教養総合講座Ａ 2 2 2

教養総合講座Ｂ 2 2 2

9 90 3

102

（注）１．毎週授業時間数の[　]は、再履修者向けに開講することを示す。

32
28
[8]

44
[4]

42
[2]

42
[2]

42

Ｂ
グ
ル
ー

プ

ア

プ

ロ

ー

チ

学

問

へ

の

複

眼

的

合計

人
間
科
学
科
目
群

区分 授業科目
単位数

備考
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

（次ページにつづく） 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

総合情報入門セミナ 1 1 2

コミュニケーションスキル１ 2 2 2

コミュニケーションスキル２ 2 2 2

情報処理演習１ 2 2 2

データベース基礎 2 2 2

プログラミング演習１ 2 2 2

情報統計学１ 2 2 2

経営学概論 2 2 2

経済学入門 2 2

入門簿記 2 2 2

簿記原理 2 2

会計学 2 2

経営実践入門 2 2 2・◎ 集中（経営情報コースのみ）

経営実践１ 2 ◎ 集中

スポーツ情報実践１ 2 2

経営実践２ 2 ◎ 集中

スポーツ情報実践２ 2 2

現代物理学１ 2 2 2

現代物理学２ 2 2 2

23 6 17 6

キャリア開発１ 1 1 2

キャリア開発２ 1 1 2

キャリア開発３ 1 1 2

経営情報プロジェクト演習１ 2 2

スポーツ情報プロジェクト演習１ 2 2

経営情報プロジェクト演習２ 2 2

スポーツ情報プロジェクト演習２ 2 2

経営情報プロジェクト演習３ 2 2

スポーツ情報プロジェクト演習３ 2 2

情報概論 2 2

異文化コミュニケーション１ 2 2 2

異文化コミュニケーション２ 2 2

経営史 2 2

マーケティング概論 2 2

人材マネジメント 2 2

民法 2 2

会社法 2 2 2

交通論 2 2

企業経営戦略論 2 2 2

工業簿記 2 2

原価計算 2 2

データサイエンス概論 2 2 2

情報処理演習２ 2 2 2

情報統計学２ 2 2 2

プログラミング演習２ 2 2 2

コーチング論 2 2

トレーニング論 2 2

スポーツ心理学 2 2

スポーツライフと社会 2 2

スポーツライフと栄養 2 2

スポーツライフと健康 2 2

スポーツ情報科学概論 2 2

スポーツライフのデータサイエンス 2 2

スポーツ測定評価法 2 2

ヘルスケアとスポーツライフ 2 2

スポーツコンディショニング 2 2

スポーツコンディショニング演習 2 2

備考
経営

情報コース
スポーツ
情報コース

専
門
基
礎
科
目
群

小計
4 4

12 8 10 429

区分 授業科目

単位数

23

33 27

基
幹
科
目

専
門
科
目
群
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開講科目一覧＜専門基礎科目群および専門科目群＞ 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 自由 必修 選択 自由 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

データサイエンス演習１ 2 2 2

データサイエンス演習２ 2 2 2

キャリア開発４ 1 1 2

プレゼンテーションスキル 2 2

経営情報論 2 2 2

管理会計論 2 2

経営実践３ 2 2

スポーツ情報実践３ 2 2

経営分析 2 2 2

ベンチャービジネス論 2 2 2

インターネットビジネス 2 2

物流論 2 2

中小企業論 2 2 2

国際経営論 2 2 2

金融と財務 2 2

労働法 2 2 2

知的財産権 2 2 2

環境経営論 2 2

スポーツと安全 2 2

スポーツマネジメント 2 2

海外事情Ａ 2 2 ◎ 集中

海外事情Ｂ 2 2 ◎ 集中

インターンシップ（学外研修） 2 2 ◎ 集中

セミナ１ 2 2 2

セミナ２ 2 2 2

セミナ３ 2 2 2

セミナ４ 2 2 2

卒業研究 6 6 ◎ ◎

27 63 35 61

50 69 4 52 67 4

（注）１．｢卒業研究｣の単位認定は、8期とする。 

備考
経営

情報コース
スポーツ
情報コース

区分 授業科目

単位数

2
90 96

合計 22 26 32 28 24 16 6 2
123 123

専
門
科
目
群

卒
業
研
究

小計 10

展
開
科
目

18 22 24 24 16 6
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卒業の認定 学科共通 

本学を卒業するために必要な単位数は 124 単位とし，各学部学科の定める卒業要件は，別に定める｡ 

4 年以上在学し，所定の授業科目を履修し，所定の単位を修得した者に対し学長は卒業を認定する｡ 

卒業研究履修・卒業基準  学科共通 

【卒業研究履修基準】  

卒業研究を履修できる条件は次のとおりです。 

学年 必要な単位数（注１） 必要な科目（注２） 

21 生 
卒業要件として認められる単位のうち、１００単位以上修

得すること。 
総合情報入門セミナ 基礎英語セミナ 

注１） 人間科学科目群の科目については、必修科目と選択科目を合計して２７単位を超えることができません。 

注２） 基礎英語セミナの科目については、卒業研究履修基準の必要単位数（１００単位）には含みませんが、合格していることが必要です。 

＜不合格者＞4 年次生に進級しますが，卒業研究は履修できません。 

【卒業要件】

卒業に必要な要件は次のとおりです。 

学年 学科・専攻又はコース 科目群 必要単位数 

21 生 

総合情報学科 

各コース 
人間科学科目群 

以下の要件を全て満たすこと 
(1)必修科目 9 単位を含め 27 単位
(2)人間・歴史文化・こころの理解から 2 単位以上
(3)国際情勢と社会のしくみから 2 単位以上
(4)科学的なものの見方と環境問題から 2 単位以上

総合情報学科 

経営情報コース 

専門基礎科目群 必修科目 23 単位 左記条件を満たし

97単位以上 専門科目群 必修科目 27 単位 

総合情報学科 

スポーツ情報コース

専門基礎科目群 必修科目 17 単位 左記条件を満たし

97単位以上 専門科目群 必修科目 35 単位 

＜不合格者＞次年度の前期で卒業資格を充足すれば前期末で卒業となります。 

他学部・他学科および学科内他専攻履修 学科共通 

【他学部・他学科履修】 

 工学部の各学科、情報システム学科及び情報デザイン学科の専門基礎科目群および専門科目群の単位を修得した場合、修得した単位は、｢卒業に必

要な単位数｣に算入することはできない。 

【学科内他コース履修】 

 開講科目一覧表における、自コースに開講していない他コース科目の単位を修得した場合、６単位を上限とし、「卒業に必要な単位数」に算入することが 

 できる。 
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教職課程 

1．教職課程について

卒業後、教育職員を志望するものは、「教育職員免許法」に定める教育職員免許状を取得する

必要があります。そのためには、卒業に必要な所定の単位を修得するとともに、所要条件を満たし、

かつ所定の単位修得し、申請することが必要になります。 

２．修得できる免許状について 

教職課程を履修し、卒業と同時に申請し修得できる免許状は、下記のとおりです。 

コース 免許状の種類 免許教科 対象学科 

数学コース 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
数学 情報システム学科 

情報コース 高等学校教諭一種免許状 情報 情報システム学科 

３．教職課程の科目区分・必要単位数 

  教職課程科目は、【教員免許修得のための必修科目】【教育の基礎的理解に関する科目等】【教科及び教

科の指導法に関する科目】に大別され、それぞれの必要単位数は、下記のとおりになります。 

教職課程科目の科目区分と必要単位数   （数字は単位数） 

コース
教員免許修得のための必修科目 

（教育職員免許法施行規則第６６条の６） 

教育の基礎的理解

に関する科目等 

教科及び教科の指

導法に関する科目 

数学コース 
１０単位 

【表１】 

中学 ３０単位※ 

【表２－1】 

中学 ３６単位 

【表２－２】 

高校 ２６単位 

【表２－1】 

高校 ４０単位 

【表２－３】 

情報コース 
高校 ２６単位 

【表３－１】 

高校 ４０単位 

【表３－２】 

※「数学コース」履修者において，中学校教諭一種の免許状を修得しようとする者は，教職課程科

目の履修の他に，社会福祉施設と盲・聾・養護学校で、計 7 日以上の「介護等体験実習」を行う

必要があります。「介護等体験実習」とは，障害者，高齢者に対する介護，介助，これらの人たちと

の交流等の体験を指します。「介護等体験実習」の参加に際しては、実習費として１万円が必要

になります。

また、「介護等体験実習」を終了した者は，施設長からの体験証明書を免許状の申請に添えて教

育委員会に提出しなければなりません。
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４．「教育実習Ａ」および「教育実習Ｂ」の履修前提条件と実習期間について 

１．履修前提条件について 

 ４年次に実施される「教育実習Ａ」、「教育実習Ｂ」を履修するには，条件が定められており、原則と

して，３年次までの「教職に関する科目」のうち下表に掲げる科目を全て修得しなければ、実習に行

くことはできません。 

「教育実習Ａ」および「教育実習Ｂ」の履修に必要な科目一覧 

学年 前  期 後  期 

1 年 
教職論 

教育原理 
教育社会学 

2 年 教育心理学 
教育方法論 

教育課程論 

3 年 

教育実習指導（4 年次と併せて 1 単位） 

数学科教育法１（数学コース） 

情報科教育法１（情報コース） 

道徳教育の理論と実践 

（数学コースの中学校教諭免許状修得希望者）

教育相談の理論と方法 

数学科教育法２（数学コース） 

情報科教育法２（情報コース） 

特別支援教育の理論と指導方法 

総合的な学習の時間の指導法 

※４年次には、「教育実習Ａ」、「教育実習Ｂ」のほかにも、履修する必要のある科目がありますの

で、注意してください。

2．実習期間について 

免許状の種類により必要な教育実習期間が異なりますので、下記を参考にしてください。 

(1)高等学校一種免許状を修得しようとする者は，2 週間の教育実習を必要とし「教育実習Ｂ」を履修

しなければならない。

(2)中学校一種免許状を修得しようとする者は，原則 3 週間の教育実習を必要とし

「教育実習Ａ」「教育実習Ｂ」の両科目を履修しなければならない。
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■ 情報システム学科

「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２１生対象 

【表１】 教員免許修得のための必修科目 

科  目（単位数） 必要単位数 備  考 ※注１ 

「法学Ａ」（2 単位） 

「法学Ｂ」（2 単位） 
計 4 単位 「日本国憲法」に対応する科目 

「健康科学演習Ａ」（1 単位） 

「健康科学演習Ｂ」（1 単位） 
計 2 単位 「体育」に対応する科目 

「英語スキル３」（1 単位） 

「英語スキル４」（1 単位） 

「実践英語１」（1 単位） 

「実践英語２」（1 単位） 

左記科目の中から 

計 2 単位 

「外国語コミュニケーション」に 

対応する科目 

｢プログラミング入門｣（2 単位） 計 2 単位 「情報機器の操作」に対応する科目 

※注１ 教育職員免許法第 5 条別表第 1 備考第 4 号（文部省令で定める修得すべき科目）および施行規則 66 条の 6 関係

【表２－１】 教育の基礎的理解に関する科目等

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

第三欄 教職論 2 2

教育原理　　★ 2 2

教育心理学　★ 2 2

教育社会学　★ 2 2

特別支援教育の理論と指導方法 2 2

教育課程論 2 2

第四欄 道徳教育の理論と実践 2 2 中1種免許のみ必修

総合的な学習の時間の指導法 1 1

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法論 2 2

生徒・進路指導論 2 2

教育相談の理論と方法 2 2

第五欄 教育実習指導 1 1 1

教育実習Ａ 2 2 中1種免許のみ必修

教育実習Ｂ 2 2

教職実践演習(中等) 2 2

合計 中学校教免 30

高校教免 26

（注）１．★印の科目は人間科学科目群Ｂグループの卒業に必要な単位数に含むことができる。

授業科目
単位数

備考

5 7 44 2 2 4 3
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「数学」（中学校教諭・一種免許状、高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２１生対象 

【表２－２】教科及び教科の指導法に関する科目

ア．中学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

常微分方程式 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

確率・統計 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング１ 2 2 (2) コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

数学科教育法３ 2 2

数学科教育法４ 2 2

線形代数３ 2 2 代数学

代数系入門 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

情報統計学 2 2 コンピュータ

数値計算法 2 2

情報理論 2 2

オートマトン・言語理論 2 2

合計 30 20 4
6
(2)

8
(4)

10
(2)

4
(2)

8 4 6

【表２－３】教科及び教科の指導法に関する科目

イ．高等学校教諭一種免許状

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

線形代数１ 2 2 代数学

線形代数２ 2 2

幾何学１ 2 2 幾何学

解析学１ 2 2 (2) 解析学

解析学２ 2 2 (2)

解析学３ 2 2 (2)

常微分方程式 2 2 (2)

応用解析１ 2 2

確率・統計 2 2 「確率論、統計学」

プログラミング１ 2 2 (2) コンピュータ

数学科教育法１ 2 2 各教科の指導法

数学科教育法２ 2 2

線形代数３ 2 2 代数学

代数系入門 2 2

幾何学２ 2 2 幾何学

応用解析２ 2 2 解析学

応用解析３ 2 2

応用解析４ 2 2

数理統計学２ 2 2 「確率論、統計学」

情報統計学 2 2 コンピュータ

数値計算法 2 2

情報理論 2 2

オートマトン・言語理論 2 2

合計 26 20 4
6
(2)

8
(4)

10
(2)

4
(2)

8 2 4

「免許法」で定め
られた最低修得

単位数

２４単位必修

必修１科目２単位

を含む合計８科

目１６単位以上修

得すること。

授業科目
単位数

免許法における

科目区分

「免許法」で定め
られた最低修得

単位数

２８単位必修

必修１科目２単位

を含む合計４科

目８単位以上修

得すること。

授業科目
単位数

免許法における

科目区分
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「情報」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２１生対象 

【表１】 教員免許修得のための必修科目 

科  目（単位数） 必要単位数 備  考 ※注１ 

「法学Ａ」（2 単位） 

「法学Ｂ」（2 単位） 
計 4 単位 「日本国憲法」に対応する科目 

「健康科学演習Ａ」（1 単位） 

「健康科学演習Ｂ」（1 単位） 
計 2 単位 「体育」に対応する科目 

「英語スキル３」（1 単位） 

「英語スキル４」（1 単位） 

「実践英語１」（1 単位） 

「実践英語２」（1 単位） 

左記科目の中から 

計 2 単位 

「外国語コミュニケーション」に 

対応する科目 

｢プログラミング入門｣（2 単位） 計 2 単位 「情報機器の操作」に対応する科目 

※注１教育職員免許法第 5 条別表第 1 備考第 4 号（文部省令で定める修得すべき科目）および施行規則 66 条の 6 関係

【表３－１】 教育の基礎的理解に関する科目等 

毎週授業時間数

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

第三欄 教職論 2 2

教育原理　　★ 2 2

教育心理学　★ 2 2

教育社会学　★ 2 2

特別支援教育の理論と指導方法 2 2

教育課程論 2 2

第四欄 総合的な学習の時間の指導法 1 1

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法論 2 2

生徒・進路指導論 2 2

教育相談の理論と方法 2 2

第五欄 教育実習指導 1 1 1

教育実習Ｂ 2 2

教職実践演習(中等) 2 2

合計 26 4 2 2 4 1 5 5 4

（注）１．★印の科目は人間科学科目群Ｂグループの卒業に必要な単位数に含むことができる。

備考授業科目
単位数
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「情報」（高等学校教諭・一種免許状）に関する教職課程科目 教職課程 ２１生対象 

【表３－２】 教科及び教科の指導法に関する科目 

毎週授業時間数 備考

1年次 2年次 3年次 4年次

必修 選択 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

2 2

2 2

2 2 (2)

2 2

2 2

2 2

2 2

4 4 (4)

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

4 4 (4)

2 2

2 2 情報と職業

2 2 各教科の指導法

2 2

32 28 2 8
4
(2)

22
10
(8)

8 6

コンピュータアーキテクチャ２

コンピュータアーキテクチャ１

プログラミング２

情報化社会と情報倫理

知的財産権論

授業科目
単位数

免許法における
科目区分

情報ネットワーク概論

アルゴリズムとデータ構造１

分散処理

リアルタイムシステム

データベース

ソフトウェア工学

オペレーティングシステム

オブジェクト指向プログラミング

コンピュータセンシング

ディジタル回路

コンパイラ構成法

情報演習Ｄ

アルゴリズムとデータ構造２

音声画像処理

ネットワークシステム

通信工学

ネットワークプログラミング

情報ネットワーク１

情報社会と
情報倫理

左記の科目中
から必修科目
を含む合計３６
単位以上修得
すること。

コンピュータ
及び情報処理

情報システム

情報通信
ネットワーク

マルチメディア
表現及び技術

合計

情報演習Ｃ

ＣＡＤ

情報化社会と職業

情報科教育法１

情報科教育法２
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大同大学学則 

(昭和 39 年 4月 1日制定) 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条  大同大学(以下｢本学｣という｡)は､教育基本法並びに建学の精神と理念に則り､深い専門の学

芸の教育研究を通じて､豊かな教養と専門的能力を有する質の高い職業人を育成し､社会と産業の発

展に寄与することを目的とする｡ 

 (自己点検等) 

第 2 条  本学は､教育研究水準の向上を図り､本学の目的及び使命を達成するため､教育研究活動等の

状況について自ら点検及び評価を行い､その結果を公表するものとする｡ 

2 本学は､教育研究等の総合的な状況について､政令で定める期間ごとに､文部科学大臣の認証を受け

た認証評価機関による認証評価を受けるものとする｡ 

3 前 2 項の点検及び評価並びに認証評価に関する事項は､別に定める｡ 

(情報の積極的な提供) 

第 2条の 2 本学は､教育研究活動等の状況について､積極的に情報を提供する｡ 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 2条の 3 本学は､授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する｡ 

第 2章 組織 

(学部､学科) 

第 3 条  本学に次の学部学科を置く｡ 

  工学部  機械工学科 

  工学部  機械ｼｽﾃﾑ工学科 

  工学部  電気電子工学科 

  工学部  建築学科 

  情報学部 情報ｼｽﾃﾑ学科 

  情報学部 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

  情報学部 総合情報学科 

2 本学の学部の目的は､それぞれ次のとおりとする｡ 

(1) 工学部は､豊かな教養及び工学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､創造

力に富み主体的に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､工学を中心とする分野の

深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(2) 情報学部は､豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し､

創造力に富み主体的に行動できる質の高い専門職業人を育成するとともに､情報学を中心とする

分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする｡ 

3 本学の学科の目的は､それぞれ次のとおりとする｡ 

(1) 工学部機械工学科は､機械工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､深い研究を通

じて自ら学び､考え､行動できる人材を育成することを目的とする｡ 

(2) 工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科は､機械及び周辺技術を融合した｢人にやさしい機械｣づくりのための教

育･研究を通じて､実務で役に立つ創造性に富んだ人材を育成し､社会と産業の発展に寄与するこ

とを目的とする｡ 
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(3) 工学部電気電子工学科は､電気工学と電子工学に関する基礎から応用までの知識と技術を有し､

豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに､研究を通して電気電子工学分野の発展に貢献す

ることを目的とする｡ 

(4) 工学部建築学科は､建築及び都市環境の創造､生産､維持活動に関する知識と技術を有し､豊か

な人間性を備えた人材を育成するとともに､建築･ｲﾝﾃﾘｱ及び土木･環境分野の深い研究を通して

新たな知識を創造することを目的とする｡ 

(5) 情報学部情報ｼｽﾃﾑ学科は､情報処理ｼｽﾃﾑや情報通信ｼｽﾃﾑに関する知識と技術を有し､研究から

得られる多彩な知恵と創造力をもつて､社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的と

する｡ 

(6) 情報学部情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科は､情報技術を活用した情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる実学的な専門知識を有し､

社会の変化に対応して商品やｻｰﾋﾞｽの魅力を高められるﾃﾞｻﾞｲﾝ能力を有する職業人を育成すると

ともに､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝに関わる研究を通して新たな価値を創造することを目的とする｡ 

(7) 情報学部総合情報学科は､情報化社会に対応しつつ､ﾋﾞｼﾞﾈｽの中核を担う企画力と実行力を有

し､社会と積極的に関わり社会に貢献できる人材を育成することを目的とする｡ 

 (大学院) 

第 4 条 本学に大学院を置く｡ 

2 大学院に関しては､第2条の3及び第5条から第47条までの規定は適用せず､大学院に関する学則は､

別に定める｡ 

第 3章 修業年限及び収容定員 

(修業年限､在学年限) 

第 5 条 本学学部の修業年限は､4年とし､在学年限は､8 年とする｡ 

(収容定員) 

第 6 条 本学の収容定員は､次のとおりとする｡ 

 学  科 収容定員 入学定員 

工学部 機械工学科 480 名 120 名 

工学部 機械ｼｽﾃﾑ工学科 440 名 110 名 

工学部 電気電子工学科 360 名 90 名 

工学部 建築学科 760 名 190 名 

工学部 合  計 2,040 名 510 名 

情報学部 

情報学部 

情報ｼｽﾃﾑ学科 

情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

480 名

440 名

120 名 

110 名 

情報学部 総合情報学科 300 名 75 名 

情報学部 合  計 

総  計 

1,220 名

3,260 名

305 名 

815 名 

第 4章 学年､学期及び休業日 

(学年) 

第 7 条  学年は､毎年 4月 1日に始まり､翌年 3月 31 日に終わる｡ 

(学期及び授業期間) 

第 8 条 学年を分けて､次の 2学期とする｡ 

  前 期 4 月 1 日から 9月 30 日まで 
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  後 期 10 月 1 日から翌年 3月 31 日まで 

2 前項の規定にかかわらず､必要に応じて学期の期間を変更することがある｡ 

3 1 年間の授業を行う期間は､定期試験等の期間を含め 35 週にわたることを原則とする｡ 

4 各授業科目の授業は､15 週にわたる期間を単位として行う｡ただし､教育上特別の必要があると認め

られる場合には､この期間より短い特定の期間において授業を行うことができる｡ 

(休業日) 

第 9 条 休業日は､次のとおりとする｡ 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 開学記念日 5月 10 日 

(4) 春季休業 3月 21 日から 4月 2日まで 

(5) 夏季休業 8 月 1日から 9 月 30 日まで 

(6) 冬季休業 12 月 21 日から 1月 9 日まで 

2 前項の規定にかかわらず､特に必要な場合には休業日に授業を行うことがある｡ 

3 臨時の休業日は､その都度これを定める｡ 

第 5章 教育課程 

(教育課程の編成) 

第 10 条 教育課程は､本学の学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し､

体系的に編成するものとする｡ 

2 教育課程の編成に当たつては､学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに､幅広く深い教養

及び総合的な判断力を培い､豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない｡ 

3 各授業科目は､必修科目､選択科目及び自由科目に区分し､これを各年次に配当して編成するものと

する｡ 

（授業科目及び単位数） 

第 10 条の 2 工学部及び情報学部の授業科目は､人間科学科目群の科目､専門基礎科目群の科目及び専

門科目群の科目とする｡ 

2 各学部学科の科目群の区分､授業科目､単位数及び授業科目の区分は､別表(1)及び別表(1)の2に定め

る｡ 

(単位の計算方法) 

第 11 条 各授業科目の単位数は､1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもつて構成す

ることを標準とし､授業の方法に応じ当該授業による教育効果､授業時間外に必要な学修等を考慮し

て次の基準により単位数を計算する｡ 

(1) 講義及び演習については､15 時間から 30 時間の範囲の授業をもつて 1単位とする｡ 

(2) 実験､実習(製図を含む)及び実技については､30 時間の授業をもつて 1 単位とする｡ただし､芸

術等の分野における個人指導による実技の授業については､本学が定める時間の授業をもつて 1

単位とすることができる｡ 

(3) 一の授業科目について､講義､演習､実験､実習(製図を含む)又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合については､その組み合わせに応じ､前 2 号に規定する基準を考慮して本学が

定める時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､卒業研究については､その学修の成果を評価して単位を授与することが適
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切と認められる場合には､必要な学修等を考慮して単位数を定める｡ 

(授業の方法) 

第 11 条の 2 授業は､講義､演習､実験､実習(製図を含む)若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする｡ 

2 前項の授業は､外国において履修させることができる。 

3 第 1 項の授業は､文部科学大臣が別に定めるところにより､授業の一部を校舎及び付属施設以外の場

所で行うことができる。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 11 条の 3 授業の方法及び内容並びに 1 年間の授業の計画は､学生に対してあらかじめ明示するも

のとする｡ 

2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定は､客観性及び厳格性を確保するため､学生に対してその基準

をあらかじめ明示するとともに､当該基準にしたがつて適切に行うものとする｡ 

第 12 条 削除 

(教職課程) 

第 12 条の 2 本学に､教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程を

置く｡ 

2 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は､教育職員免許法及び同法施行規則に定める

所要の単位を修得しなければならない｡ 

3 教育職員免許状の取得に関する授業科目､単位数及び授業科目の区分は､別表(2)のとおりとする｡ 

4 各学部学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は､別表(2)の 2 の

とおりとする｡ 

第 6章 履修の方法及び卒業の要件等 

 (履修の方法) 

第 13 条 授業科目の履修の方法に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 (単位の授与及び成績の評価) 

第 14 条 授業科目を履修した学生に対しては､学修状態を審査して､単位を与えるものとする｡ただし､

第 11 条第 2 項の授業科目については､本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を

与えることができる｡ 

2 授業科目の成績の評価は､当該授業科目の担当教員が行う｡ 

3 成績は､秀､優､良､可又は不可の評語をもつて評価し､秀､優､良及び可を合格､不可を不合格とする｡ 

4 前項の規定にかかわらず､ｾﾐﾅ及び卒業研究は､合格又は不合格をもつて評価する｡ 

第 15 条 削除 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

第 16 条 教授会の審議を経て､学長が教育上有益として認めたものは､学生が本学に入学した後に他

の大学又は短期大学との協議に基づき履修した授業科目について修得した単位を､60 単位を超えな

い範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる｡ 

2 前項の規定は､本学の学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する｡ 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 17 条 本学の学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が

別に定める学修を､教授会の審議を経て､学長が教育上有益として認めたものは､本学における授業
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科目の履修とみなし､単位を与えることができる｡ 

2 前項の規定により与えることができる単位数は､前条第1項及び第2項により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする｡ 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 18 条 学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した

単位(科目等履修生として修得した単位を含む｡)のうち､教授会の審議を経て､学長が教育上有益と

認めたものは､本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる｡ 

2 学生が本学に入学する前に行つた前条第 1 項に規定する学修のうち､教授会の審議を経て､学長が教

育上有益と認めたものを､本学における履修とみなし､単位を与えることができる｡ 

3 前 2 項により､修得したものとみなし､又は与えることのできる単位数は､編入学､転入学等の場合を

除き､本学において修得した単位以外のものについては､第 16条第 1項(同条第 2項において準用する

場合を含む｡)及び前条第 1 項により修得したものとみなし､又は与えることができる単位数と合わせ

て 60 単位を超えないものとする｡ 

(卒業の要件) 

第 19 条 卒業の要件は､大学に 4年以上在学し､124 単位以上を修得することとする｡ 

2 各学部学科の定める卒業の要件は､別に定める｡ 

(学位授与) 

第 19 条の 2 本学を卒業した者に､学士の学位を授与する｡ 

2 学位授与に関し必要な事項は､別に定める｡ 

第 7章 入学､学籍の異動 

(入学時期) 

第 20 条 入学の時期は､学年の始めとする｡ 

(入学資格) 

第 21 条 本学に入学できる者は､次の各号の一に該当する者とする｡ 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育による 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る｡)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第

2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む｡） 

(8) 学校教育法第 90条第 2項の規定により､他の大学に入学した者で､その後本学において､大学教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 
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(9) 個別の入学資格審査により､高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で､18

歳に達した者 

(入学志願の手続) 

第 22 条 入学志願者は､指定の期間内に入学検定料を納付のうえ､入学願書等､所定の書類を提出しな

ければならない｡ 

(入学試験) 

第 23 条 入学志願者に対しては､入学試験を行い､合格者を決定する｡ 

2 入学試験に関する事項は､別に定める｡ 

(入学手続及び入学許可) 

第 24 条 前条の入学試験の結果に基づき､合格通知を受けた者で､本学に入学しようとする者は､指定

の期間内に入学金､授業料等を納付のうえ､所定の書類を提出しなければならない｡ 

2 学長は､前項の手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(再入学) 

第 25 条 本学を退学した者及び第 33 条第１項第 4 号に定める除籍者で､再び入学を願い出たときは､

選考のうえ原則として同一学科の相当年次に入学を許可することがある｡ 

2 前項の規定にかかわらず､懲戒による退学者の再入学は許可しない｡ 

3 再入学に関する事項は､別に定める｡ 

(転入学､編入学) 

第 26 条 他の大学の学生で､当該大学の許可を得て本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ

相当年次に転入学を許可することがある｡ 

2 次の各号の一に該当する者で､本学に入学を志願する者があるときは選考のうえ相当年次に編入学

を許可することがある｡ 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学を途中退学した者 

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満

たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第 90 条第 1項に規定する者に限る｡) 

(5) 高等学校､中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が 2 年以上であ

ることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る｡)を修了した者(学校教育法第90

条第 1項に規定する者に限る｡) 

(6) その他法令により編入学を認められた者 

3 前 2 項に定めるほか転入学及び編入学に関する事項は､別に定める｡ 

(転学部及び転学科) 

第 27 条 本学の学生が他の学部に転学部を願い出たとき又は同一学部の他の学科に転学科を願い出

たときは､選考のうえ許可することがある｡ 

(転学) 

第 28 条 学生が他の大学に転学しようとするときは､転学願を提出し､学長の許可を得て転学するこ

とができる｡ 

(留学) 

第 29 条 学生が第 16 条第 2 項の規定に基づき留学しようとするときは､学長に願い出て､その許可を
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受けなければならない｡ 

(休学) 

第 30 条 病気その他やむを得ない事由により2か月以上修学できない場合には､休学願を提出し､学長

の許可を得て休学することができる｡ 

2 休学は､1 年以内とする｡ただし､特別の事情があるときは､学長の許可を得て更に 1 年以内に限り休

学することができる｡ 

3 休学期間は､通算して 4年を超えてはならない｡ 

4 休学期間は､在学年数に算入しない｡ 

(復学) 

第 31 条 休学期間内においてその事由が消滅したときには､復学願を提出し､学長の許可を得て復学

することができる｡ 

(退学) 

第 32 条 学生が退学しようとするときは､退学願を提出し､学長の許可を得て退学することができる｡

ただし､懲戒による退学を除くものとする｡ 

(除籍) 

第 33 条 次の各号の一に該当する者は､除籍する｡ 

(1) 在学年限を超えた者 

(2) 長期にわたる欠席又は疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められた者 

(3) 死亡又は行方不明となつた者 

(4) 学生納付金の納付を怠り､催告されてもなお納付しない者 

(5) 他の大学､短期大学又は高等専門学校に正規課程の学生として在籍していることが明らかにな

つた者 

(復籍) 

第 34 条 前条第 1項第 4号により除籍された者が除籍日の翌日から起算して 1ヶ月以内に未納の学納

金及び別に定める復籍料を納入の上復籍を願い出た場合は､復籍を許可することができる｡ 

2 前項の規定による復籍日は､除籍日の翌日とする｡ 

3 第 1 項の規定により復籍した者の再度の復籍は認めない｡ 

第 8章 入学検定料・学生納付金 

(入学検定料) 

第 35 条 入学検定料の額は､別表(5)に定める｡ 

2 すでに納付した入学検定料は､返付しない｡ 

(学生納付金) 

第 35 条の 2 学生納付金とは､次のものをいう｡ 

(1) 入学金 

(2) 授業料及び施設設備費(以下｢授業料等｣という｡) 

(3) その他諸納付金 

2 学生納付金の額は､別表(5)に定める｡ 

3 すでに納付した学生納付金は､原則として返付しない｡ 

4 停学を命ぜられた者は､停学期間中であっても学生納付金を納付しなければならない｡ 

5 学生納付金の納付手続きに関する事項は､別に定める｡ 
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(学生納付金の特別な取扱等) 

第 35 条の 3 編入学､転入学及び再入学を許可された者は､別表(5)に定める入学金を納付しなければな

らない｡ 

2 卒業研究を修得した者であつて､修業年限を越え､なお在学する者は､授業料等の納付に代え､別表

(5)に定める学生納付金の特例を受けることができる。 

3 復籍を許可された者は､別表(5)に定める復籍料を納付しなければならない｡ 

(学生納付金の免除) 

第 36 条 休学を許可された者の休学期間中の学生納付金は､別表(5)に定める在籍料とし､授業料等を

免除する｡ただし､学期の途中に休学又は復学する場合には､この限りではない｡ 

2 学生納付金の納付期限の延長を許可され､学生納付金が未納の状態にある者が退学する場合は､未納

の学生納付金を免除する｡ 

3 学生納付金が未納の状態にある者で第 33 条第 3 号又は第 4 号により除籍となつた者は､未納の学生

納付金を免除する｡ 

4 学生納付金の納付が極めて困難な者であつて､学業に精励し､人格､操行優秀な者に対しては､願い出

により選考のうえ学生納付金の一部又は全部を免除することができる｡ 

第 9章 奨学生 

(奨学生) 

第 37 条 本学に､奨学生制度を設ける｡ 

2 奨学生制度に関する事項は､別に定める｡ 

第 10 章 賞罰 

(表彰) 

第 38 条 学長は､他の模範となる学生を表彰することがある｡ 

2 表彰に関する事項は､別に定める｡ 

(懲戒) 

第 39 条 学長は､学生が法令若しくは本学の規則に違反したとき又は学生の本分に反する行為をした

ときは､懲戒する｡ 

2 懲戒は､退学､停学及び訓告とする｡ 

3 前項の退学は､次の各号の一に該当する者についてこれを行う｡ 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し､その他学生としての本分に反した者 

4 前 3 項に規定するほか､学生の懲戒に関する事項は別に定める｡ 

第 11 章 科目等履修生､特別聴講学生､研究生､委託学生､委託生､外国人留学生 

(科目等履修生) 

第40条 本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､本学の教育研究に支障のない場合に限り､

選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがある｡ 

(特別聴講学生) 

第 40 条の 2 他の大学の学生で､本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､当該他の大学との

協議に基づき､教授会の審議を経て､特別聴講学生として入学を許可することがある｡ 

131



 

(研究生) 

第 41 条 本学において特定の専門事項につき研究を願い出た者があるときは､教育研究に支障のない

場合に限り､選考のうえ研究生として入学を許可することがある｡ 

(委託学生) 

第 42 条 会社等からの委託により､本学の学生として入学することを願い出た者があるときは､選考

のうえ委託学生として入学を許可することがある｡ 

(委託生) 

第 42 条の 2  会社等からの委託により､本学の授業科目の履修を願い出た者があるときは､選考のうえ

委託生として入学を許可することがある｡ 

(外国人留学生) 

第 43 条 外国人で､本学に入学を願い出た者があるときは､選考のうえ外国人留学生として入学を許

可することがある｡ 

(関係規程) 

第 44 条 前 6 条に規定する科目等履修生､特別聴講学生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生

に関する事項は､別に定める｡ 

第 12 章 職員組織 

(職員組織) 

第 45 条 本学に次の職員を置く｡ 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 学部長 

(4) 教授､准教授､講師､助教､助手､技術職員､事務職員 

(職制､業務処理) 

第 46 条 本学の職制及び業務処理に関する事項は､別に定める｡ 

第 13 章 教授会 

(教授会) 

第 47 条 本学に､教授会を置く｡ 

2 教授会に関する事項は､別に定める｡ 

第 14 章 図書館及びｾﾝﾀｰ 

(図書館及びｾﾝﾀｰ) 

第 48 条 本学に図書館及び創造製作ｾﾝﾀｰ並びに次の各号に掲げる附属施設を置く｡ 

(1) 授業開発ｾﾝﾀｰ 

(2) 学習支援ｾﾝﾀｰ 

(3) 研究支援ｾﾝﾀｰ 

2 図書館及びｾﾝﾀｰに関する事項は､別に定める｡ 

第 15 章 公開講座 

(公開講座) 

第 49 条 本学は､地域社会の教育文化の発展に貢献するため､公開講座を設ける｡ 

第 16 章 厚生補導等 

(厚生補導) 
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第 50 条 学生の厚生補導に関する規程は､別に定める｡ 

(厚生施設等) 

第 50 条の 2 本学に､厚生施設等を設ける｡ 

2 厚生施設等に関する事項は､別に定める｡ 

(学校医) 

第 51 条 学生の保健及び衛生のため､学校医を委嘱する｡ 

2 学校医は､毎年身体検査を行うとともに､保健及び衛生について指導する｡ 

(学生会) 

第 52 条 本学は､学生会の設立を許可し､自治精神の涵養及びその実践を促進する｡ 

＜ 省 略 ＞  

＜別表 5 を除き省略＞ 

別表(5) 入学検定料･学生納付金(第 35 条･第 35 条の 2･第 35 条の 3･第 36 条関係) 
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1.入学検定料 

納付金種別 金 額 

入学検定料 35,000 円 

入学検定料の減額に関することは､ 別に定める｡ 

 

2.学生納付金 

(1)入学金 

第 24 条に規定する入学並びに第 26 条に規定する編入学及び転入学は 300,000 円とし､ 

第 25 条に規定する再入学は 150,000 円とする｡ 

 

(2)授業料及び施設設備費 

①工学部 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 890,000 円 910,000 円 930,000 円 950,000 円 

施設設備費 315,000 円 325,000 円 335,000 円 345,000 円 

計 1,205,000 円 1,235,000 円 1,265,000 円 1,295,000 円 

②情報学部 

ｱ 情報ｼｽﾃﾑ学科及び情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 890,000 円 910,000 円 930,000 円 950,000 円 

施設設備費 315,000 円 325,000 円 335,000 円 345,000 円 

計 1,205,000 円 1,235,000 円 1,265,000 円 1,295,000 円 

ｲ 総合情報学科 

納付金種別 
金  額 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

授業料 690,000 円 710,000 円 730,000 円 750,000 円 

施設設備費 315,000 円 325,000 円 335,000 円 345,000 円 

計 1,005,000 円 1,035,000 円 1,065,000 円 1,095,000 円 

 

(3)その他諸納付金 

①復籍料 

30,000 円とする｡ 

②学生納付金の特例 

履修登録 1単位あたり 40,000 円とする｡ 

③休学時の在籍料 

年額 60,000 円とする。 

ただし､前期又は後期の休学を許可された場合の在籍料は､年額の 2分の 1とする｡ 

④教職課程履修料 

1 免許毎 18,000 円とする｡ 
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大同大学再入学規程 

 

(平成 23 年 4月１日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 25 条第 3項の規定に基づく再入学については､この規

程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条 再入学試験の出願資格を有する者は､次の各号の一に該当する者で､退学又は除籍日の翌日か

ら起算して 5年以内の者とする｡ 

(1) 学則第 32 条により退学した者 

(2) 学則第 33 条第 1項第 4号により除籍された者 

(出願できる学科) 

第 3条 再入学試験を出願できる学科は､在学時に所属した学科とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､組織の改廃等に伴い在学時の所属学科が存在しない場合には､同系の学科

に出願することができる｡ 

(入学時期) 

第 4条 再入学の時期は､学年の始めとする｡ 

(入学年次) 

第 5条 再入学の入学年次は､退学時又は除籍時の年次とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､選考の結果､退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと

認められる者については､相当年次に再入学させることがある｡ 

(出願手続) 

第 6条 再入学試験を出願する者は､入学検定料を指定の期日までに振込み､再入学試験要項に定める

書類を所定の期間内に願い出なければならない｡ 

(選考) 

第 7条 再入学試験出願者の選考は､書類審査､面接試験等による総合評価により行い､教授会の審議

を経て学長が決定する｡ 

2 前項の規定のほか選考の実施に関し必要な事項は､再入学試験要項に定める｡ 

(入学手続) 

第8条 再入学試験に合格し大同大学に入学しようとする者は､指定の期日までに所定の書類を提出し

学生納付金等を納付しなければならない｡ 

(入学許可) 

第 9条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する｡ 

(既修得単位の認定) 

第 10 条 再入学した者の大同大学において既に修得した授業科目及び単位の認定については､許可学

年次の学生に適用されている教育課程の科目及び単位数として､当該学科及び教養部で審査の上､教

授会の審議を経て､学長が行う｡ 

2 前項の授業科目の成績評価は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 再入学した者の退学又は除籍以前の教育課程が､許可学年次の学生に適用されている教育課程と

同一の場合には､転載する｡ 
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(2) 再入学した者の退学又は除籍以前の教育課程が､許可学年次の学生に適用されている教育課程と

同一でない場合には､認定と記載する｡ 

(在学年限) 

第 11 条 再入学した者の在学年限は､学則第 5条に規定する期間から､退学又は除籍以前の在学期間

を差し引いた期間とする｡ 

2 退学又は除籍以前の在学期間に 6ヶ月未満の端数があるときは､その端数を切り捨てる｡ 

(休学期間) 

第 12 条 再入学した者の休学期間は､学則第 30 条第 3 項に規定する期間から､退学又は除籍以前の休

学期間を差し引いた期間とする｡ 

(履修指導) 

第 13 条 再入学した者は､卒業までに修得すべき授業科目等について指導教員から履修指導を受けな

ければならない｡ 

(適用学則等) 

第 14 条 再入学した者には､許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する｡ 

(規程の改廃) 

第 15条 この規程の改廃は､第 1条から第 4条､第 6条から第 9条､第 14条及び第 15条にあつては､入

試･広報委員会の､第 5条及び第 10 条から第 13 条にあつては､教務委員会の審議をそれぞれ経るもの

とする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学科目等履修生規程 

 

(平成 5 年 4月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

科目等履修生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2 条 科目等履修生の出願資格は､次の各号の一に該当する者とする。 

（1）高等学校以上を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者 

（2）本学と高大連携に関する協定等を締結している高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する

生徒のうち、当該学校長が認めた者 

2  教育職員の免許その他法令に定める資格を得るために科目等履修生として出願する者は､その基礎 

 資格を有する者とする｡ 

 (出願手続) 

第 3 条 科目等履修生を出願する者は､入学検定料を納付のうえ､次の各号の書類を提出しなければ

ならない｡ 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

2 前項の規定に関わらず、第 2条第 1項第 2号に規定する者については、当該書類を省略することが 

 できる。 

(選考方法) 

第 3 条の 2 出願者が履修を希望する授業科目を担当する学科等は､書類による選考を行う｡ 

(入学許可) 

第 4 条 科目等履修生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及履修期間) 

第 5 条 科目等履修生の入学の時期は､学期の始めとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､学長が必要と認めた場合は､学期の始めとしないことができる｡ 

3 科目等履修生の履修期間は､1 年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6 条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(単位の授与) 

第 7 条 科目等履修生が履修した授業科目に合格した場合には､所定の単位を授与する｡ 

(単位修得証明書) 

第 8 条 前条の規定により単位を認定された者に対しては､本人の申請により､単位修得証明書を発

行する｡ 

(規定の準用) 

第 9 条 この規定に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学特別聴講学生規程 

 

(平成 23 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

特別聴講学生(以下｢聴講学生｣という｡)に関する事項については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2条  本学が開講する一又は複数の授業科目について､聴講学生として履修を志願することができ

る者は､本学との間に授業科目の履修に関する協定を締結した他の大学若しくは短期大学又は外国

の大学若しくは短期大学(以下｢他の大学等｣という｡)に在籍し､当該大学が本学における聴講学生と

して履修を志願することを許可した者とする｡ 

2 前項に規定する授業科目とは､次に掲げる各号に規定する授業科目とする｡ 

(1) 学則第 10 条の 2第 2項及び第 12 条の 2第 3項に規定する各教育課程表の授業科目 

(2) 他の大学等との個別の協議に基づき本学が特別に開設する授業科目 

(受入時期) 

第 3条  聴講学生の受入時期は､学期の始めとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､学長が必要と認めた場合は､学期の始めとしないことができる｡ 

(出願手続) 

第 4条  聴講学生として履修を志願するもの(以下｢志願者｣という｡)は､所定の願書に履修を志願する

授業科目の名称､単位数及び履修期間を記入し､志願者が属する大学等の長が発行した出願許可書を

添えて､学長に願い出るものとする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､第2条第2項第2号の授業科目の履修を志願する場合にあっては､他の大学

等との協議に基づく出願手続とすることができる｡ 

(受入許可) 

第 5条  聴講学生の受入許可は､他の大学等からの依頼に基づき､聴講授業科目担当教員の承認を得た

者について､選考のうえ､教授会の審議を経て学長が行なう｡ 

2 学長は､聴講学生の受入を許可したときは､志願者が属する大学等の学長を経て本人に通知するもの

とする｡ 

3 学長は､受入を許可した者に､その身分を証する証明書を交付することができる｡ 

(履修手続) 

第 6条  前条の許可を受けた者は､所定の履修手続を行なわなければならない｡ 

(在籍期間) 

第 7条  聴講学生の在籍期間は､履修する授業科目の履修期間とする｡ 

(成績評価) 

第 8条  聴講学生が履修した授業科目の成績の評価については､本学学則第14条を準用する｡ 

2 学長は､前項の成績評価について､聴講学生が属する大学等の学長を経て本人に通知するものとする｡ 

(履修中止) 

第 9条  聴講学生が病気その他の理由により聴講学生としての履修を中止しようとするときは､本学

学長に願い出て､その許可を受けなければならない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 10 条 聴講学生の入学検定料及び納付金については､別に定める｡ 

(学則等諸規程の準用) 

第 11条  聴講学生については､本規程に定めるものの他､必要に応じ､本学学生に関する規定を準用

する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

138



 

大同大学研究生規程 

(昭和 42 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の

研究生については､この規程の定めるところによる｡ 

(出願資格) 

第 2 条 研究生の出願資格は､大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者と

する｡ 

(予備審査) 

第 3 条 研究生を出願する者は､予備審査を受審しなければならない｡ 

2 予備審査を受審する者は､次の各号に掲げる書類を提出しなければならない｡ 

(1) 研究題目･研究内容 

(2) 出願理由説明書 

(3) 履歴書 

(4) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

3 研究生を受け入れる当該学科等は､前項に定める書類により予備審査を行う｡ 

(出願手続) 

第 3 条の 2 前条第 3項に規定する予備審査に合格した者は、入学検定料を納付のうえ、次の各号の

書類を提出しなければならない。 

(1) 入学願書(本学所定の用紙) 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 健康診断書(本学所定の用紙) 

 (選考方法) 

第 3 条の 3 出願者を受け入れる当該学科等は､書類及び面接等による選考を行う。 

(入学許可) 

第 4 条 研究生の入学は､教授会の審議を経て､学長が許可する｡ 

(入学時期及び研究期間) 

第 5 条 研究生の入学の時期は､学期の始めとする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りでない｡ 

2 研究生の研究期間は､1 年以内とする｡ただし､特別の事情がある場合はこの限りではない｡ 

(入学検定料及び納付金) 

第 6 条 入学を許可された者は､所定の手続きをとり､登録料及び授業料(以下｢納付金｣という｡)を所

定の期限までに納付しなければならない｡ 

2 入学検定料及び納付金並びにその免除については､別に定める｡ 

(規定の準用) 

第 7 条 この規程に定めるもののほか､本学の学則及び諸規程を準用する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学委託学生規程 

(平成 12 年 10 月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 44 条の規定に基づき､大同大学(以下｢本

学｣という｡)の委託学生について､必要な事項を定める｡ 

(定義) 

第 2条 この規程において委託学生とは､企業等(以下｢委託企業等｣という｡)からの委託により､当該

委託企業等の従業員等を､その身分を保持させたまま､本学の学部学生として入学し修学する者をい

う｡ 

(出願資格) 

第 3条 委託学生の入学資格は､学則第 21 条による｡ 

(入学志願の手続) 

第 4条 委託企業等は､委託学生として本学に入学させようとする者があるときは､学則第 35 条に規

定する入学検定料を納付のうえ､次の各号の書類を指定の期間内に提出しなければならない｡ 

(1) 入学願書 

(2) 調査書 

(3) 委託企業等の推薦書 

(4) 委託企業等等における経歴書 

(入学試験) 

第 5条 入学志願者に対しては､入学試験を行い､合格者を決定する｡ 

(入学手続及び入学許可) 

第 6条 委託企業等は､当該入学志願者の合格通知を受領したとき､指定の期間内に学則第 35 条の 2

に規定する学生納付金を納付のうえ､所定の書類を提出しなければならない｡ 

2 学長は､前項の入学手続が完了した者に､入学を許可する｡ 

 (修学の状況等) 

第 7条 委託学生の修学の状況について､委託企業等の要請があつたときは､成績及び出欠状況等を

委託企業等に通知するものとする｡ 

2 春季又は夏季等の休業期間中等において､委託企業等から特別の研究指導等の要請があつたときは､

研究指導等を行うことができる｡ 

(受託の取止め) 

第 8条 委託学生が学修意欲に乏しく､修学が困難と認められる場合には､学長は､当該委託企業等と

協議のうえ､教授会の審議を経て､受託を取止めることができる｡ 

(委託の取止め) 

第 9条 委託企業等が委託学生の委託を取止めることを願い出た場合は､学長は､教授会の審議を経

て､委託の取止めを承認することができる｡ 

(規程の改廃) 

第 10 条 この規程の改廃は､入試･広報委員会の審議を経るものとする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学委託生規程 

（平成 25年 4 月 1日制定） 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学(以下｢本

学｣という。)の委託生について、必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2 条 この規程において委託生とは、企業等(以下｢委託企業等｣という。)からの委託により、当該

委託企業等の従業員等を、その身分を保持させたまま、本学が開講する授業科目を履修する者をい

う。 

2 委託生の修業年限は、1年又は 2年とする。 

(出願資格) 

第 3 条 委託生の出願資格は、高等学校を卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる者とす

る。 

(出願手続) 

第 4条 委託企業等は、委託生として本学に入学させようとする者があるときは、入学検定料を納付

のうえ、次の各号の書類を指定の期間内に提出しなければならない。 

(1)入学願書 

(2)調査書 

(3)委託企業等の推薦書 

(4)委託企業等における経歴書 

(選考方法) 

第 5条 出願者を受け入れる当該学科等は、書類及び面接等による選考を行う。 

2 学長は、前項の選考結果に基づき、教授会の審議を経て、合格者を決定する。 

(入学手続及び入学許可) 

第 6条 委託企業等は、当該出願者の合格通知を受領したとき、指定の期間内に納付金を納付のうえ、

所定の書類を提出しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続きが完了した者に、委託生として入学を許可する。 

(入学時期) 

第 7条 委託生の入学時期は、学年の始めとする。 

(授業科目の履修) 

第 8条 委託生は、履修しようとする授業科目を、本学の教育課程表から選択し、学期ごとに申請しな

ければならない。 

(修了の要件等) 

第 9条 委託生の修了の要件は、履修した授業科目の成績評価を受け、修了判定に合格することとする。 

2 学長は、前項の修了判定に合格した者に、修了証書を授与する。 

(入学検定料及び納付金) 

第 10 条 委託生の入学検定料及び納付金については、別に定める。 

(修学の状況等) 

第 11 条 委託生の修学の状況について、委託企業等から要請があったときは、成績及び出欠状況等を
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委託企業等に通知するものとする。 

2 春季又は夏季等の休業期間中等において、委託企業等から特別の研究指導等の要請があったときは、

研究指導等を行うことができる。 

(受託の取止め) 

第 12 条 委託生が学修意欲に乏しく、修学が困難と認められる場合には、学長は、当該委託企業等と

協議のうえ、教授会の審議を経て、受託を取止めることができる。 

(委託の取止め) 

第 13 条 委託企業等が委託生の委託を取止めることを願い出た場合は、学長は、教授会の審議を経て、

取止めを了承することができる。 

(規程の準用) 

第 14 条 委託生には、この規程に定めるもののほか、学則及び諸規程を準用する。 

(所管事務) 

第 15 条 委託生に関する事務は、教務室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学外国人留学生規程 

(昭和 62 年 5月 12 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は、大同大学学則(以下｢学則｣という。)第 44 条の規定に基づき、大同大学（以下「本

学」という。）の外国人留学生に関し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第 2 条 外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年 10 月 4 日政令第 319 号)別表第 1

に規定する「留学」の在留資格により、本学に入学を許可された者をいう。 

（外国人留学生の区分） 

第 3条 外国人留学生の区分は、次の各号のとおりとする。 

(1) 学則第 24 条により入学を許可された者（以下「学部学生」という。） 

(2) 科目等履修生 

(3) 特別聴講学生 

(4) 研究生 

(学部学生の入学志願の手続) 

第 4条 学部学生として入学を志願する者は、学則第 22 条に定めるほか、次の各号に定める書類を

添えて願い出なければならない。 

(1) 履歴書 

(2) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書 

(3) 独立行政法人日本学生支援機構の行う日本留学試験において、本学が別に指定する科目を受

験していることが証明できる書類 

(4) 志願理由説明書 

(5) 在留資格を証明する書類 

(6) 身元保証書 

(学部学生の選考) 

第 5 条 学部学生の入学志願者の選考は、書類審査及び面接試験による総合評価により行い、教授会

の審議を経て学長が決定する。 

2 前項に定めるほか、選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

(科目等履修生の出願手続) 

第 6条 科目等履修生の出願手続は、大同大学科目等履修生規程第 3条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(特別聴講学生の出願手続) 

第 7条 特別聴講学生の出願手続は、大同大学特別聴講学生規程第 4条の規定によるほか、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(研究生の出願手続) 
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第 8条 研究生の出願手続は、大同大学研究生規程第 3条の 2の規定によるほか、次の各号に掲げる

書類を添付しなければならない。 

(1) 在留資格を証明する書類 

(2) 身元保証書 

(規程の改廃) 

第 9 条 この規程の改廃は、第 1 条から第 3 条及び第 9 条にあっては入試委員会及び教務委員会の、

第 4 条及び第 5 条にあっては入試・広報委員会の、第 6 条から第 8 条にあっては教務委員会の審議

をそれぞれ経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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プレイスメントテスト要項 

（平成 17年 12 月 12 日制定） 

（趣旨） 

１．この要項は、プレイスメントテストの目的、位置付け、実施科目、運営方法等について定める。 

（目的・位置付け） 

２．プレイスメントテストは、本学に入学した学部学生の基礎学力を正確に把握するとともに、その結

果を習熟度別教育、リメディアル教育、授業内容の見直し等に活用することにより、本学教育の一

層の改善に資することを目的に、全学共通に実施する。 

（対象学生） 

３．プレイスメントテストは、本学学部に入学した１年次生が受験するものとする。 

（実施科目） 

４．プレイスメントテストの実施科目は、英語、数学、理科（物理および化学）とする。 

（受験科目） 

５．第３項の対象学生が受験する科目は、次のとおりとする。 

学部 学科 専攻 科目 

工
学
部 

機械工学科  

英語、数学、理科（物理および化学）

機械システム工学科  

電気電子工学科  

建築学科 建築専攻 

インテリアデザイン専攻 

土木・環境専攻 

かおりデザイン専攻 

情
報
学
部 

情報システム学科  

情報デザイン学科  

英語、数学 総合情報学科 経営情報コース 

スポーツ情報コース 

（配点・試験時間・試験内容等） 

６．試験時間・試験内容は、次表のとおりとする。 

時限 教科 試験時間 試験範囲の目安 

第１時限 英語 35 分 「高等学校卒業程度の基礎的な内容」 

第２時限 数学 70 分 「数学Ⅰ」(数と式、図形と計量[三角比]、二次関数)、「数学Ａ」

(場合の数と確率)、「数学Ⅱ」(いろいろな式、図形と方程式、指

数関数・対数関数、三角関数、微分・積分の考え)、「数学Ｂ」(数

列、ベクトル) 

第３時限 理科 50 分 「物理基礎」「物理」「化学基礎」 

試験問題の作成に当たっては、経年変化が捉えられるよう配慮するものとする。 

（実施日） 

７．プレイスメントテストの実施日については、別に定める。 

（テスト結果の管理及び利活用） 

８．テスト結果は、指導教員に通知するものとする。 
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９．テスト結果（データ）は、教務部において厳格に管理するものとする。 

１０．テスト結果（データ）は、本テストの目的以外には利活用できないものとする。 

１１．テスト結果（データ）の利活用をしようとする者は、教務部所定の申請書により申請し、教務部

長の承認を受けなければならない。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学工学部履修規程 

（平成 16年 4 月 1日施行） 

(趣旨) 

第 1条  この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13条の規定に基づき平成13年度以降の工

学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

第 2条  削除 

(単位の計算方法) 

第 3 条  学則第 11 条第 1 項第 1 号に規定する講義及び演習の授業科目は､15 時間の授業をもつて 1

単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の各号に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等          

 を考慮し､当該各号に掲げる授業時間をもつて 1単位とする｡ 

(1) 次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､30 時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､資格英語 1､資格英語 2､英語ｽｷﾙ 1､英語ｽｷﾙ

2､英語ｽｷﾙ 3､英語ｽｷﾙ 4､実践英語 1､実践英語 2､中国語入門 1､中国語入

門 2、健康科学演習 A､健康科学演習 B 

専門基礎科目群 
基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､全学科)､機械数学基礎演習（以上､機械

工学科)､情報ﾘﾃﾗｼ(以上､建築学科) 

専門科目群 

機械入門ｾﾐﾅ､機械ｾﾐﾅ(以上､機械工学科)､機械ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ(以上､機械ｼ

ｽﾃﾑ工学科)､電気電子入門ｾﾐﾅ(以上､電気電子工学科)､建築･ｲﾝﾃﾘｱ入門ｾ

ﾐﾅ､土木･環境入門ｾﾐﾅ､ｴｸｾﾚﾝﾄｾﾐﾅ､かおりﾃﾞｻﾞｲﾝ入門ｾﾐﾅ､ｷｬﾘｱ開発 1､ｷｬﾘ

ｱ開発 2､ｷｬﾘｱ開発 3､ｷｬﾘｱ開発 4(以上､建築学科) 

(2) 次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､20 時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区 分 授 業 科 目 

専門科目群 建築設計 1､建築設計 2､建築設計 3､建築設計 4､建築設計 5､ｲﾝﾃﾘｱ設計 1､

ｲﾝﾃﾘｱ設計 2､ｲﾝﾃﾘｱ設計 3､ｲﾝﾃﾘｱ設計 4､社会基盤設計､ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ設計､ﾋﾞｵ

ﾄｰﾌﾟ設計､道路空間設計(以上､建築学科) 

3 学則第 11 条第 2項に規定する卒業研究については､単位数を 6単位とする｡              

 (履修申請) 

第 4条  履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によって行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

 （履修申請の変更） 

第 4条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 
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4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 5条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 

(1) 自由科目 

(2) 定期に開講しない授業科目 

(3) 定期に開講しない授業 

3 前 2 項の規定にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(2) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2号に関する規程は､別に定める｡ 

 (履修の制限) 

第 5条の 2 授業科目の履修は、次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(3) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(4) 先修条件が設定される授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科目を 

履修することはできない｡ 

(5)  履修ｸﾗｽが設定される授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

(履修区分) 

第 5 条の 3 次の表の左欄に掲げる学科に専門科目の履修上の区分として、右欄に掲げる専攻を設け

る 

2 前項に掲げる学科に所属する者は､いずれかの専攻を履修しなければならない｡ 

3 同一学科内の他の専攻に転専攻を希望する者は､転専攻を願い出なければならない｡ 

4 転専攻に関し必要な事項は､別に定める｡ 

（開講科目） 

第 6条  学則第 10 条の 2第 2項別表(1)及び学則第 12 条の 2第 3項別表(2)に規定する各授業科目

の週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)及び別表(1)の 2 のとおりとす

る｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

(他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 7条  学生は､所属する学部の学科の開講する科目(第 5条の 3第 1項各号の学科にあつては専攻

の開講する科目)のほか､所属する学部の他の学科(第 5条の 3第 1項各号の学科にあつては他の専

攻)及び他の学部の学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる。 

学科 専攻 

建築学科 建築専攻、ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻、土木・環境専攻、かおりﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 
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(1) 専門基礎科目群の科目(工学部各学科の専門基礎科目群の自然科学系及び工学基礎系の同一名

称科目を除く) 

(2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければな

らない｡ 

3 前項において履修を許可された科目の履修及び修得単位の各取扱については､別表(4)のとおりと

する｡ 

(履修人員の制限) 

第 8条  開講される各授業科目の履修人員は､講義室等の収容人員の都合により制限することがあ

る｡ 

(授業出席の義務) 

第 8条の 2 学生は､授業担当教員の指示に基づき､履修登録した授業に出席しなければならない｡ 

2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

(授業欠席の特別な取扱) 

第 8条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを

認めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 8条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､東海地震予知情報の発令等に伴う授業の休講に関する規程

は､別に定める｡ 

  (緊急時の授業休講) 

第 8条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

  (学修状態の審査) 

第 9条  学則第 14 条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1 項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

 (試験の種類) 

第 10 条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､各学期末に行う試験をいう｡ 

3 前項に規定する期末試験を分け､通常期末試験及び特別期末試験とする｡ 

4 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由

により期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なり受験できない科目がある場

合及び公認欠席により期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

6 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならな

い｡ 

7 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 
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(受験資格) 

第 11 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30 分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 12 条 第 10 条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事項を遵

守しなければならない｡ 

(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30 分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験することが

できない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かなければな

らない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も不可｡) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは､挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡また､監督

者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

(不正行為) 

第 13 条 第 10 条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行つた者は､不正行為者とみなし､学生

証､答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ

等)を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30 分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内､第 10 条に定める試験を実施した授

業は不合格とし､かつ､学則第 39 条により、懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

(成績評価の基準) 
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第 14 条 学則第 14 条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100 点より 90 点まで 

優      89 点より 80 点まで 

良      79 点より 70 点まで 

可      69 点より 60 点まで 

不可     59 点以下 

2 前項の規定にかかわらず､試験を欠席または棄権した場合の評語は､欠席とする｡ 

(試験結果の発表及び成績評価の確認) 

第 15 条 試験の結果は､｢試験結果通知書｣によつて通知する｡ 

2 前項の試験結果通知書において､成績評価に疑問がある者は､所定の期間内に教務部長に成績評価の

確認を願い出ることができる｡ 

(学修指導) 

第 15 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

(卒業研究履修基準) 

第 16 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 17 条 卒業に必要な単位数は､学則第 19 条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表（3）

のとおりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

（細則） 

第 18 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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大同大学情報学部履修規程 

（平成 18年 3 月 9日制定） 

(趣旨) 

第 1条 この規程は､大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 13条の規定に基づき平成14年度以降の情

報学部入学生の､授業科目の履修及び単位の修得方法について必要な事項を定める｡ 

第 2条  削除 

(単位の計算方法) 

第 3条 学則第 11 条第 1 項第１号に規定する講義及び演習の授業科目は､15 時間の授業をもつて 1

単位とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず､次の表の右欄に掲げる授業科目にあつては､当該授業による教育効果等を

考慮し､30 時間の授業をもつて 1単位とする｡ 

区分 授業科目 

人間科学科目群 

ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾔｰ･ｾﾐﾅ､基礎英語ｾﾐﾅ､資格英語 1､資格英語 2､英語ｽｷﾙ 1､英語ｽｷﾙ 2､ 

英語ｽｷﾙ 3､英語ｽｷﾙ 4､実践英語 1､実践英語 2､中国語入門 1､中国語入門 2、 

健康科学演習 A､健康科学演習 B 

専門基礎科目群 

情報ｼｽﾃﾑ入門ｾﾐﾅ､基礎数学ｾﾐﾅ､基礎理科ｾﾐﾅ(以上､情報ｼｽﾃﾑ学科)､情報ﾃﾞｻﾞ

ｲﾝ入門ｾﾐﾅ､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 A､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 B､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動

C､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ特別活動 D (以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科)､総合情報入門ｾﾐﾅ(以上､総合

情報学科) 

 専門科目群 
専門ｾﾐﾅ 1､専門ｾﾐﾅ 2､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 1､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 2(以上､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学

科)､ｷｬﾘｱ開発 1､ｷｬﾘｱ開発 2､ｷｬﾘｱ開発 3､ｷｬﾘｱ開発 4(以上､総合情報学科) 

3 学則第 11 条第 2項に規定する卒業研究については､単位数を 6単位とする｡ 

 (履修申請) 

第 4条 履修申請は､所定の期間内に定められた方法で自己の責任によつて行わなければならない｡ 

2 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請を行わなかった授業科目は､履修を許可しない｡ 

3 不合格となつた授業科目の単位を修得しようとする者は､あらためて履修申請し､再履修しなければ

ならない｡ 

4 履修申請した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修申請の変更) 

第 4 条の 2 履修申請した授業科目は､所定の期間内に定められた方法によつて､変更することができ

る｡ 

2 前項の規定にかかわらず､授業科目によつては履修申請を変更できないことがある｡ 

3 正当な理由がなく､所定の期間内に履修申請の変更を行わなかつた授業科目は､履修申請の変更を許

可しない｡ 

4 履修申請を変更した授業科目は､必ず｢履修申請確認表｣で確認しなければならない｡ 

(履修登録単位数の制限) 

第 5条  各学期に､人間科学科目群､専門基礎科目群及び専門科目群の中から履修登録できる単位数

は､22 単位を上限とする｡ 

2 前項に定める上限単位数には､次の各号に定める科目又は授業の単位は含めないものとする｡ 
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(4) 自由科目 

(5) 定期に開講しない授業科目 

(6) 定期に開講しない授業 

3 前 2 項の規定にかかわらず､次の各号に定める単位数については､それぞれ上限単位数に加え履修登

録することができる｡ 

(1) 既に履修した授業科目のうち､評価が｢不可｣又は｢不合格｣となつた科目を再履修する場合につ

いては､4 単位まで｡ 

(2) 前学期において優れた成績をもつて単位を修得した場合には､4 単位まで｡ 

4 前項第 1号及び第 2号に関する規程は､別に定める｡ 

(履修の制限) 

第 5条の 2 授業科目の履修は､次の制限に従わなければならない｡ 

(1) 上級年次に開講される授業科目を履修することはできない｡ 

(2) 同一時限に開講されている授業科目を重複して履修することはできない｡ 

(3) 既に履修し､単位を付与された授業科目については再履修することはできない｡ 

(4) 先修条件が設定されている授業科目にあつては､先修条件を満たさなければ当該授業科 

目を履修することはできない｡ 

(5) 履修ｸﾗｽが設定されている授業科目にあつては､原則該当のｸﾗｽを履修しなければならない｡ 

(履修区分) 

第 5条の 3 次の表の左欄に掲げる学科に専門科目の履修上の区分として､右欄に掲げるｺｰｽを設ける｡ 

学科 ｺｰｽ 

総合情報学科 経営情報ｺｰｽ及びｽﾎﾟｰﾂ情報ｺｰｽ 

2 前項に掲げる学科に所属する者は､いずれかのｺｰｽを履修しなければならない｡ 

3 履修したｺｰｽの変更は､原則として認めない｡ 

(開講科目) 

第 6条 学則第 10条の 2第 2項別表(1)の 2及び学則第 12条の 2第 3項別表(2)に規定する各授業科 

 目の週授業時間数､履修年次及び開講期については､それぞれ別表(1)及び別表(1)の 2 のとおりとす 

 る｡ 

2 授業科目によつては､教務委員会の審議により､年度によつて開講しないことがある｡ 

(他学部及び他学科等授業科目の履修) 

第 7条 学生は､所属する学部の学科の開講する科目(第 5条の 3第 1項の学科にあつてはｺｰｽの開講 

 する科目)のほか､所属する学部の他の学科(第 5条の 3第 1項の学科にあつては他のｺｰｽ)及び他の学 

 部の学科の開講する次の各号に定める科目を履修することができる｡ 

 (1) 専門基礎科目群の科目 

 (2) 専門科目群の科目 

2 前項に定める科目の履修を希望する者は､当該科目を開講する学科等の長の許可を受けなければな

らない｡ 

3 前項において履修を許可された科目の履修及び修得単位の各取扱については､別表(4)のとおりとす

る｡  

(履修人員の制限) 

第 8条 開講される各授業科目の履修人員は､講義室等の収容人員の都合により制限すること 
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がある｡ 

(授業出席の義務) 

第 8条の 2 学生は､授業担当教員の指示に基づき､履修登録した授業に出席しなければならない｡ 

2 授業出席回数が不足した場合には､単位を修得できないことがある｡ 

(授業欠席の特別な取扱) 

第 8 条の 3 学生が､やむを得ない事由により授業を欠席する場合には､授業欠席の特別な取り扱いを

認めることがある｡ 

2 前項に規定する学生の授業欠席の特別な取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(休講) 

第 8条の 4 大学又は授業担当教員の事情により､授業を休講する場合がある｡ 

2 前項に規定する休講については､原則として補講を行う｡ 

3 暴風警報の発令､公共交通機関の運休､東海地震予知情報の発令等に伴う授業の休講に関する規程は､

別に定める｡ 

(緊急時の授業休講) 

第 8条の 5 気象警報が発令された場合等の緊急時に授業を休講することがある｡ 

2 前項に規定する授業休講の取り扱いに関する事項は､別に定める｡ 

(学修状態の審査) 

第 9条 学則第 14 条第 1項に規定する学修状態の審査は､試験によるものとする｡ 

2 前項に規定する試験の方法は､筆記試験またはﾚﾎﾟｰﾄ等とする｡ 

3 第 1 項の規定にかかわらず､学生の学修状況の総合的な審査をもつて､試験に代えることができる｡ 

(試験の種類) 

第 10 条 試験は､期末試験､追試験､特別追試験とする｡ 

2 期末試験は､各学期末に行う試験をいう｡ 

3 前項に規定する期末試験を分け､通常期末試験及び特別期末試験とする｡ 

4 追試験は､病気(次項に定める公認欠席を除く)､事故､公共交通機関の延着その他やむを得ない理由

により期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

5 特別追試験は､期末試験の時間割において､受験科目が同一時限に重なって受験できない科目がある

場合及び公認欠席で期末試験を受験できなかつた者に対し行う試験をいう｡ 

6 追試験及び特別追試験を受験しようとする者は､所定の手続きを指定の期間に行わなければならな

い｡ 

7 追試験､特別追試験を受験しなかつた者に対する追試験､特別追試験は行わない｡ 

(受験資格) 

第 11 条 次の各号に該当する者は､試験を受けることができない｡ 

(1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者 

(2) 学生証を携帯していない者 

(3) 試験開始後 30 分以上遅刻した者 

(4) 学納金を未納の者 

(受験の遵守事項) 

第 12 条 第 10 条に定める試験を受験しようとする者は､試験室において､次の各号に定める事 

項を遵守しなければならない｡ 
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(1) 試験室においては､監督者の指示に従わなければならない｡ 

(2) 試験開始 30 分経過後は､試験室に入室することができない｡ 

(3) 試験室では､学生証を机上に置かなければならない｡学生証を所持しない者は､受験す 

ることができない｡ 

(4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は､監督者が指定する場所に置かな 

ければならない｡ 

(5) 携帯電話等は電源を切り､鞄等の中にしまわなければならない｡(時計としての使用も 

不可) 

(6) 試験中に質問その他の用件があるときは挙手し監督者に申し出なければならない｡ 

(7) 答案用紙は､解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない｡また､監督

者が指定する場所に提出し､試験室外に持ち出してはならない｡ 

(不正行為) 

第 13 条 第 10 条の受験に際し次の各号の一に該当する行為を行った者は､不正行為者とみなし､学生

証､答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じる｡ 

(1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること｡ 

(2) 監督者の許可なく行動すること､又､監督者の制止を無視して行動すること｡ 

(3) 持ち込みを許可されていない物品(ﾉｰﾄ､ﾒﾓ､教科書､参考書等)及び電子機器(電子辞書､ﾊﾟｿｺﾝ

等)を使用すること｡ 

(4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること｡ 

(5) 言語･動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること｡ 

(6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること｡ 

(7) 他の学生の不正行為を助けること｡ 

(8) 試験開始後 30 分以内に退室すること｡ 

(9) 監督者の指示に違反すること｡ 

(10) 身体､所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照

できるような状態で受験すること｡ 

(11) 他人と答案の交換を行うこと｡ 

(12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと｡ 

2 不正行為を行つた者に対しては､当該学期に履修した授業の内第 10 条に定める試験を実施した授業

は不合格とし､かつ学則第 39 条により、懲戒する｡ 

3 前項において不合格となつた科目の成績評価の評語は､欠席とする｡ 

(成績評価の基準) 

第 14 条 学則第 14 条第 3項の成績評価の基準は､原則として次による｡ 

秀      100 点より 90 点まで 

優       89 点より 80 点まで 

良      79 点より 70 点まで 

可      69 点より 60 点まで 

不可     59 点以下 

2 前項の規定にかかわらず､試験を欠席または棄権した場合の評語は､欠席とする｡ 

(試験結果の発表及び成績評価の確認) 
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第 15 条 試験の結果は､｢試験結果通知書｣によつて通知する｡ 

2 前項の試験結果通知書において､成績評価に疑問がある者は､所定の期間内に教務部長に成績評価の

確認を願い出ることができる｡ 

(学修指導) 

第 15 条の 2 学生の学業成績が､学科の定める基準を下回る場合には､指導教員による学修指導を受け

なければならない｡ 

(卒業研究履修基準) 

第 16 条 卒業研究を履修するためには､別表(2)の条件を満たさなければならない｡ 

(卒業の要件) 

第 17 条 卒業に必要な単位数は､学則第19条のとおりとし､各学科の定める卒業の要件は別表(3)のと

おりとする｡ 

2 卒業の要件として認めることができる授業科目の区分は､必修科目及び選択科目とする｡ 

(細則) 

第 18 条 この規程に定めるもののほか､履修に関する事項は､細則に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表  

＜ 省 略 ＞ 
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特別再履修の取扱いに関する要項 

（趣旨） 

第 1 条 大同大学工学部履修規程第５条第３項第１号及び大同大学情報学部履修規程第５条第３項第

１号の規定に基づく４単位の履修（以下「特別再履修」という。）の取扱いについては、この要項の

定めるところによる。 

（履修登録の制限） 

第 2条 削除 

（対象外科目） 

第 3条 特別再履修の対象としない科目は、人間科学科目群のＢグループの科目とする。 

（履修の手続） 

第 4 条 特別再履修の科目を履修する場合は、大同大学工学部履修規程第４条及び第４条の２並びに

大同大学情報学部履修規程第４条及び第４条の２の規定の定めに従い履修申請しなければならない。 

（成績の評価） 

第 5条 特別再履修した科目の成績評価は、学則第 14 条の定めによる。 

（単位の授与） 

第 6条 合格した授業科目の単位は、学則第 14 条の定めによる。 

（雑則） 

第 7 条 この要項に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、教務委員会の審議を経て教務部長

が定める。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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クラス指定科目の履修の取扱に関する要項 

 

（平成 19 年 4 月 1日制定） 

１．この要項は、クラスの指定がある科目の履修の取り扱いについて定める。 

２．クラスとは、次のものを言う。 

(1) 標準クラス 

入学時に編成されるクラスを言う。 

(2) 特別クラス 

授業運営上の理由から、標準クラスを分割・結合して編成するクラスを言う。 

(3) 特殊クラス 

・習熟度別クラス 

当該科目の要求する習熟度や、履修歴によって編成されるクラスを言う。 

・再履修クラス 

再履修者を履修させることを目的に開講した授業を言う。 

・履修希望申請クラス 

予め学生の履修希望を申請させ履修者の調整を行ったクラスを言う。 

３．クラスの指定がある科目については、指定されたクラスを履修しなければならない。 

４．前項の規定にかかわらず、指定されたクラスの開講曜日時限が必修科目と重なる場合には、指定さ

れたクラスを変更し、他のクラスの履修を許可することができる。ただし、履修希望申請クラスに

ついては、クラスの変更はできないものとする。 

５．前項に定める他のクラスの履修許可は、受け入れクラスの授業担当教員が行うものとする。 

６．この要項は、平成 19 年 4 月 1日から施行する。 
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教室利用に関する要項 

(平成 25 年 4 月 1日制定) 

(趣旨) 

1．この要項は､大同大学(以下「本学」という。)の教務室が管理している教室(以下「教室」とい

う。)の円滑な利用を図るために必要な事項を定める。なお、本学以外の者による教室利用につ

いては、別に定める。 

(教室) 

2．この要項における教室は、教務室が発行する「教務関係要覧」の「教室等の収容定員、設備・

備品等」の項に記載されている教室並びに大学院の各講義室及び各ゼミ室をいう。 

なお、次の各号の施設は教室に含めない。 

(1) 大同大学情報センター利用細則第 3条に基づく演習室及び同細則第 6条に基づくサテライ

ト 

(2) 学科教室が管理している製図室及び実験室等 

(利用資格) 

3．教室を利用できる者は、次の者とする。 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学生 

(3) 教務部長が利用を認めた者 

(利用目的) 

4．教室は、本学において開講される授業及び授業に関連すること、入学試験、本学が主催又は共

催する行事及びその他教務部長が認めた場合に利用できる。 

(利用の優先順位) 

5．教室の利用の優先順位は原則、授業、入学試験、本学が主催又は共催する行事、授業に関連す

る利用の順とする。 

(利用手続) 

6．教室を利用しようとする者は、授業及び授業に関連することを除き、あらかじめ教務部長に利

用申請をすること。 

なお、学生の教室利用申請については、別に定める。 

(利用者の遵守事項) 

7．利用者は、教室の利用にあたって、次の事項を遵守すること。 

(1) 喫煙・飲食をしないこと。 

(2) 携帯電話等通信用電子機器を使用しないこと。 

(3) 教室の美化と備品及び用具の保全に留意すること。異常があった場合、速やかに教務室へ

届け出ること。 

(4) 授業において必要に応じて教員が指示をする場合、それに従うこと。 

8．この要項は､平成 25 年 4 月 1日から施行する｡ 
（参考） 

本要項における教室：B0201～B0206､B0209～B0211､B0401～B0408､B0410､C0101､D0122､D0311､D0312､ 

F0101､F0102､F0301～F0305､S0203～S0206､S0302～S0305､ 

4101､4227､4228､4309､4311､4313､4314､4316､4401､8506､A0911～A0914､A1214 
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緊急時における授業等の取扱に関する要項 

 

(平成 24 年 2月 6 日制定) 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、気象警報、地震、公共交通機関のストライキ、その他緊急時における授業及び期

末試験並びに課外活動等、学生の大学での諸活動の取り扱いに関して必要な事項を定める。 

（気象警報の発令） 

第 2 条 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報が発令された場合の授業及び期末試験の取り扱いに

ついては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又

は中止とする。 

（2）午前 10 時現在において、暴風警報が発令中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は

中止とする。 

2 愛知県西部のいずれかの地域に暴風警報の発令が予想される場合には、学長、副学長、学生部長及

び教務部長の協議により、同警報発令前に授業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止

することができる。 

3 愛知県西部のいずれかの地域に大雨警報又は大雪警報が発令され、授業及び期末試験の実施並びに

通学が困難又はそのおそれがある場合には、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授

業にあっては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

4 前 3 項の規定中の愛知県西部とは、気象庁の発表する警報及び注意報の分類の定めによるものとす

る。 

（「東海地震注意情報」又は「東海地震予知情報」等の発令） 

第 3条 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意情報」の発表又は「東海地震予知情報」の

発表或いは「警戒宣言」が発令中の場合は、授業にあっては休講とし、期末試験にあっては延期又は

中止とする。 

2 「東海地震注意情報」の発表又は「警戒宣言」の発令が解除された場合は、原則としてその翌日か

ら授業及び期末試験を再開する。 

（避難指示の発令） 

第 4 条 大学周辺に当該地方公共団体から避難指示が発令され、授業及び期末試験の実施並びに通学

が困難又はそのおそれがある場合は、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、授業にあ

っては休講、期末試験にあっては延期又は中止することができる。 

（交通機関の運休） 

第 5 条 名古屋鉄道常滑線において、ストライキ又は自然災害等により運休する場合の授業及び期末

試験の取り扱いについては、次の各号のとおりとする。 

（1）午前 7時現在において運休中の場合は、午前中の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（2）午前 10 時現在において運休中の場合は、午後の授業は休講、期末試験は延期又は中止する。 

（その他の緊急事態時の取扱） 

第 6 条 前４条に規定するほか、授業及び期末試験の実施に支障が生ずる場合又は生ずることが予想

される場合若しくは学生の安全に支障が生ずる場合又は生ずることが予想される場合には、授業及

び期末試験の取り扱いについて、学長、副学長、学生部長及び教務部長の協議により、必要な措置を
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講ずることができる。 

（授業等実施中の取扱） 

第 7 条 授業及び期末試験が行われている場合に前 5 条に規定する状況が発生した場合には、ただち

に、授業及び期末試験を中止し、速やかに学生を下校させるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、学生の下校が困難又は危険が生ずる場合には、学内の施設で待機させる

ものとする。 

（気象警報等情報の確認） 

第 8 条 第 2 条第 1 項、第 3 条及び第 5 条に規定する警報等発令及び交通機関の運休に係る情報は、

次の各号に掲げる省庁等の発表に基づくものとする。 

 （1）第 2条第１項及び第 3条は、気象庁とする。 

 （2）第 5条は、名古屋鉄道とする。 

（連絡方法） 

第 9 条 授業の休講及び期末試験の延期又は中止に伴う学生への周知は、その状況に応じて、学生掲

示板、大学ホームページ、電子メール等により行なう。 

（授業及び期末試験以外の取扱） 

第 10 条 課外活動等学生の大同大学での諸活動の取り扱いについては、第 2条から第 9条の規定を準

用する。 

（雑則） 

第 11 条 この要項の改廃は、第 1 条から第 9 条にあっては教務委員会の、第 10 条にあっては学生委

員会の審議をそれぞれ経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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学生の授業欠席に関する取扱要項 

 

(平成 24 年 2月 6 日制定) 

（趣旨） 

第 1 条 大同大学工学部履修規程及び大同大学情報学部履修規程のそれぞれ第 8 条の 3 第 2 項の規定

に基づく大同大学学生の公認欠席並びにその他やむを得ない事由により授業を欠席した場合の各取

り扱いについては､この要項の定めるところによる。 

（授業欠席の区分） 

第 2 条 次の各号に掲げるやむを得ない事由で授業を欠席し、第 3 条に規定する授業欠席の取り扱い

を受けようとする者は、第 5条に規定する所定の手続きを行わなければならない。 

(1) 学生が学校保健安全法施行規則第 18 条に定める感染症により授業出席の停止を指示された場合 

(2) 学生の配偶者及び一親等から三親等までの親族の死亡による忌引の場合 

(3) 風水害により学生の住居が損壊した場合 

(4) 学生が教職課程における教育実習又は介護等体験実習に出席する場合及び当該実習先の指定に

よる事前訪問に出席する場合 

(5) 学生が本学における学修成果を学会等で発表する場合 

(6) 卒業研究を履修している学生が学会等で発表する場合 

(7) 学生が大学院の入学試験を受験する場合 

(8) 学生が就職試験を受験する場合 

(9) 学生が教員採用試験を受験する場合 

(10) 学生が大同大学課外活動に関する規程第 2条に規定する課外活動で公式の大会等に参加する場

合 

(11) 学長が特に必要と認めた場合 

(12) 学生の病気又は怪我の場合 

(13) 学生の通学経路における公共交通機関の運行休止又は遅延による場合 

(14) 学生の居住地又は通学経路において、当該地方自治体による避難指示が発令された場合 

2 前項第 1 号から第 3 号に規定する事由による授業の欠席を公認欠席、第 4 号から第 11 号に規定す

る事由による授業の欠席を準公認欠席、第 12 号から第 14 号に規定する事由による授業の欠席を特

定欠席と称する。 

（授業欠席の取扱） 

第 3条 当該授業の担当教員は、次の各号に基づき学生の授業欠席を取り扱うものとする。 

(1) 公認欠席の場合は、欠席したものとして取り扱わない。 

(2) 準公認欠席の場合は、単位修得に必要な授業出席時間数が不足する場合に考慮の対象とする。 

(3) 特定欠席の場合は、当該授業の担当教員の定めるところによる。 

（公認欠席及び準公認欠席の日数） 

第 4条 公認欠席及び準公認欠席を認める限度日数は、次の各号のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1項第 1号については、医療機関の発行する診断書による日数とする。 

(2) 第 2 条第 1項第 2号については、次のとおりとする。 

①配偶者及び一親等（父母、子供等）の場合は 7日以内 

②二親等（祖父母、兄弟姉妹等）の場合は 3日以内 

③三親等（曾祖父母、伯叔父母等）の場合は 1日 
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(3) 第 2 条第 1項第 3号については、罹災証明書に基づき学生部長がその都度定める。 

(4) 第 2 条第 1 項第 4 号については、実習にあっては当該実習期間、事前訪問にあっては指定され

た事前訪問日とする。 

(5) 第 2 条第 1項第 5号及び第 6号については、当該発表の当日とする。 

(6) 第 2 条第 1項第 7号から第 9号については、当該試験の当日とする。 

(7) 第 2 条第 1項第 10 号については、当該大会等の開催期間とする。 

(10) 第 2 条第 1項第 11 号については、欠席理由書に基づき学長がその都度定める。 

2 前項の規定にかかわらず、第 6条第 3項に規定する所管部長がやむを得ない事由があると認めた場

合には、前項に定める限度日数に最小限の日数を加えることができる。 

（授業欠席の手続き） 

第 5 条 第 2 条第 1 項に規定する事由により授業を欠席し、第 3 条に規定する授業欠席の取り扱いを

受けようとする者は、所定の書類に次項に定める書類を添え、当該事由が発生する前に届け出なけれ

ばならない。ただし、次条第 3項に規定する所管部長がやむを得ない事由があると認めた場合には、

当該事由による授業の欠席後 1週間以内に届け出ることができる。 

2 添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1項第 1号については、医療機関の発行する診断書。 

(2) 第 2 条第 1項第 2号については、医療機関の発行する死亡診断書、埋葬許可書又は会葬礼状等。 

(3) 第 2 条第 1項第 3号については、当該地方自治体の発行する罹災証明書。 

(4) 第 2 条第 1項第 5号については、学科長等の証明書。 

(5) 第 2 条第 1項第 6号については、卒業研究指導教員の証明書。 

(6) 第 2 条第 1項第 7号については、受験票等受験を証明できる書類。 

(7) 第 2 条第 1項第 10 号については、大会開催要項等証明できる書類及び活動参加者名簿。 

(8) 第 2 条第 1項第 11 号については、欠席理由書。 

(9) 第 2 条第 1項第 12 号については、医療機関の発行する診断書。 

(10) 第 2 条第 1項第 13 号については、当該公共交通機関が発行する証明書。 

(11) 第 2 条第 1項第 14 号については、当該地方自治体による避難指示発令内容が確認できる書類。 

3 前項第7号の事由により授業の欠席を届け出る者は、予めクラブ顧問の承認を得なければならない。 

（届け出の認定） 

第 6 条 届け出の認定は、授業欠席の事由を所管する部長等（以下｢所管部長｣という。）の承認を経

て、教務部長が行う。 

2 前項の規定にかかわらず、第 2条第 1項第 11 号については、教務部長に代わり学長が認定する。 

3 所管部長は、次のとおりとする。 

(1) 第 2 条第 1項第 1号から第 3号及び第 10 号から第 14 号については、学生部長とする。 

(2) 第 2 条第 1項第 4号から第 6号及び第 9号については、教務部長とする。 

(3) 第 2 条第 1項第 7号及び第 8号については、キャリアセンター長とする。 

（認定の通知） 

第 7 条 所管部長は、届け出が認定されたときは、届出者を経由し当該授業担当教員に通知するもの

とする。 

（要項の改廃） 

第 8条 この要項の改廃は、教務委員会の審議を経て、教務部長が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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ＧＰＡ制度要項 

 

（制定 平成 18 年 3月 8日） 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、ＧＰＡ（Grade Point Average、平均等級点）制度の目的、適用する学生、ＧＰ

Ａ算出の対象とする科目、等級点、ＧＰＡの算出式、ＧＰＡ値の利用等について定める。 

（目的） 

第 2 条 学生に履修に対する責任を意識付けるとともに、学生個々人が自己の学修成果を「質」の面

から客観的に知ること、きめ細かな学業成績評価を行うこと、及びＧＰＡ値を種々の制度に利用す

ること、により学生の学習意欲の高揚を図り、以って、本学学生の一層の学力向上と社会に対する

本学学生の「質」の保証に資することを目的とする。 

（適用する学生） 

第 3条 ＧＰＡ制度の対象とする学生は、平成 15 年度以降入学の学部学生とする。 

（ＧＰＡ算出の対象とする科目） 

第 4 条 ＧＰＡ算出の対象とする科目は、本学学部学科カリキュラムの全ての科目のうち、次の各号

の要件をすべて満たす科目とする。 

(1) 5 段階評価によって成績を認定する科目。 

(2) 卒業に必要な単位数に算入することができる科目。 

（等級点） 

第 5条 等級点は、学則第 14 条、工学部履修規程第 14 条及び情報学部履修規程第 14 条に定める成績

評価の基準に基づき、次のとおり定める。なお、「欠席」の場合の等級点については、「不可」の評

語に準じるものとする。 

区分 合 格 不合格 

評 語 秀 優 良 可 不可 

評価点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～0 

等級点 ４ ３ ２ １ ０ 

（ＧＰＡ値の種類と明示） 

第 6条 ＧＰＡ値は、「学期」及び「累積」（１年次からの累計）の２種類とし、成績を記す書類（成

績・履修状況一覧表及び試験結果通知書）に履修登録単位及び取得単位とともに原則明示する。た

だし、再入学学生、編入学学生、転入学学生、転学部・転学科、転専攻学生等及び平成 15 年度か

ら平成 17 年度までに第１年次に入学した学生については、「学期」のＧＰＡ値のみ算出及び明示

するものとする。 

（ＧＰＡの算出式と履修登録単位） 

第 7 条 ＧＰＡは、次の(1)及び(2)に示す計算式により、小数点第 4 位を四捨五入して算出するもの

とする。 

(1) 学期ＧＰＡ 

｛（その学期に履修登録した科目で得た等級点）×（その科目の単位数）｝の合計 

その学期に履修登録した科目の単位数の合計（「欠席」を含む） 
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(2) 累積ＧＰＡ 

｛（各学期に履修登録した科目で得た等級点）×（その科目の単位数）｝の合計 

各学期に履修登録した科目の単位数の合計（「欠席」を含む） 

2 不合格または欠席となった科目を再履修し合格の評価を得た場合、再履修前の不合格または欠席評

価の単位は、前項第 2 号に定める累積ＧＰＡの計算式における「各学期に履修登録した科目の単位

数」に含むものとする。 

第 8条 第 1年次～第 3年次における各期の履修登録においては、原則 15 単位以上履修するよう指導

するものとする。 

（適正な成績評価） 

第 9条 ＜省略＞ 

（ＧＰＡ値の利用） 

第 10 条 ＧＰＡ値は、履修指導、学修指導、学業成績優秀者の履修登録単位上限の緩和などに用いる

ものとする。 

第 11 条 ＜省略＞ 

第 12 条 ＧＰＡ値の利用は、教育改革実行委員会が定める。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学他の大学等における授業科目の履修等に関する規程 

 

（平成 25 年 4 月 1日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 16 条の規定に基づく他の大学又は短期大学若し

くは外国の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）における授業科目の履修等について

は、この規程の定めるところによる。 

(他大学等との協議) 

第 2条 他大学等との協議は、次の各号に掲げる事項について、教授会の審議を経て、学長が行う。 

(1) 履修する授業科目の範囲 

(2) 履修期間 

(3) 対象となる学生 

(4) 履修の手続き 

(5) 学生の身分の取扱い 

(6) 授業料等の費用に関する取扱い 

(7) その他の必要事項 

(願出手続) 

第 3条 前条により他大学等において授業科目を履修しようとする者は、所属する学科の長の承諾を

得て、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 他大学等の授業科目の履修願い 

(2) 他大学等の要求する書類 

2 外国の大学又は短期大学において授業科目を履修しようとする者は、学則第 29 条の定めるところ

により、前項各号の書類に加え、留学願いを所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(許可) 

第 4条 学長は、前条の願出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の授業科目の履修につ

いて当該他大学等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 5条 前条の許可を受けた学生（以下「派遣学生」という。）の他大学等への派遣期間は、1年以

内とする。 

2 前項の規定にかかわらず、教育上特に必要と認めるときは、学長は、教授会の審議を経て、さら

に 1年以内に限り、その期間を延長することができる。 

3 派遣学生の他大学等への派遣期間は、在学年数に算入する。 

(履修終了の報告) 

第 6条 派遣学生は、他大学等における派遣期間が終了したときは、直ちに履修報告書及び当該他大

学等の交付する成績証明書等を学長に提出しなければならない。 

(単位認定の範囲) 

第 7条 派遣学生の他大学等における授業科目の履修により修得した単位は、学則第 16 条第 1項、

第 17 条第 2項及び第 18 条第 3項に規定する単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

(単位認定の申請) 
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第 8条 他大学等における授業科目の履修により修得した単位について、本学の単位認定を受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、他大学等における授業科目の履修に係る単位認定申請書

に成績証明書、その他必要書類を添えて、学長に申請しなければならない。 

2 単位の認定を受けようとする授業科目には、申請する当該学期に履修している授業科目を含めるこ

とはできない。 

(単位認定) 

第 9条 派遣学生から前条第 1項の申請があったときは、当該学科において認定の可否について審査

する。ただし、教養部が開講する授業科目については、教養部において審査する。 

2 学長は、前項の審査結果に基づき、教授会の審議を経て、単位を認定する。 

3 前項により単位認定を受けた授業科目の成績の評語は、「認定」とする。 

4 学長は、第 2項により単位認定を行ったときは、単位認定通知書により当該申請者に通知する。 

(学生納付金) 

第 10 条 派遣学生は、派遣期間中においても、学則第 35 条の 2に規定する学生納付金を納付しなけ

ればならない。 

(災害保険等への加入) 

第 11 条 派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険及び学長が加入の必要があると認めたその他の災

害保険等に加入しなければならない。 

(派遣許可の取消し) 

第 12 条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、当該他大学等と協議のうえ、教授会

の審議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。 

(1) 成業の見込みがないと認められるとき 

(2) 当該他大学等の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき 

(雑則) 

第 13 条 この規程に定めるもののほか、他の大学等における授業科目の履修等に関し必要な事項

は、教務委員会の審議を経て、別に定める。 

(所管事務) 

第 14 条 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関する事務は、教務室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学大学以外の教育施設等における学修に関する規程 

 

（平成 25 年 4 月 1日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第17条の規定に基づく大学以外の教育施設等における学

修については､この規程の定めるところによる｡ 

(大学以外の教育施設等における学修の範囲) 

第 2条 大学以外の教育施設等における学修は､短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修若

しくは次の各号に掲げる文部科学大臣が別に定める学修とする｡ 

(1) 大学の専攻科における学修 

(2) 高等専門学校の課程における学修で､本学において大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

(3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で､本学において大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

(4)  次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で､大学にお

いて大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  ｱ 防衛大学校 

  ｲ 職業能力開発短期大学校､職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練短

期大学校､旧職業訓練大学校及び旧職業訓練短期大学校を含む) 

  ｳ 水産大学校(水産講習所を含む) 

  ｴ 国立看護大学校 

  ｵ 気象大学校 

  ｶ 海上保安大学校 

(5) ｱﾒﾘｶ合衆国の営利を目的としない法人であるｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽが英語の能力を判定

するために実施するﾄﾌﾙ(以下｢TOEFL｣という｡)及びﾄｰｲｯｸ(以下｢TOEIC｣という｡)における学修の

うち､本学において､大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

(6) 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であつて､前号に規定する学修と同等以上

の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で､本学において､大学教育に相当する水準

を有すると認めたもの 

  ｱ 審査を行う者が国又は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条の規定による法人その他  の

団体であること 

  ｲ 審査の内容が､学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 52条に規定する大学の目的に照らし適

切なものであること 

  ｳ 審査が全国的な規模において､毎年 1回以上行われるものであること 

  ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

2 前項第 6号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 

 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

 (4) 工業英語能力検定試験又は技術英語能力検定 
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3 第 1 項第 5 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす

る｡ 

4 第 1 項に規定する学修により認定することができる単位は､学則第 17 条第 2項及び第 18 条第   3 項

に規定する単位を超えない範囲とする｡ 

 (単位認定の申請) 

第 3条 前条に規定する学修について単位の認定を受けようとする者(以下｢申請者｣という｡)は､各

学期の授業開始後一週間以内に､大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書に成績

証明書､その他必要書類を添えて､学長に申請しなければならない｡ただし､前条第 1 項第 5 号及び第

6号に規定する学修にあつては､成績証明書に代え認定証等の原本を添付するものとする｡ 

2 前項の認定証等の認定等の日付は､申請の日から起算して 2年以内でなければならない｡ 

3 単位の認定を受けようとする授業科目には､申請する当該学期に履修している授業科目を含めること

はできない｡ 

 (単位認定) 

第 4条 前条の申請があつたときは､当該学科において単位認定の可否について審査する｡ただし､教

養部が開講する授業科目については､教養部において審査する｡ 

2 前項の規定にかかわらず､第 2 条第 1 項第 5 号及び同条第 2 項に規定する学修については､第 2 条第

2項別表及び次の各号に基づき､教養部の外国語系が審査を行う｡ 

 (1) 既に認定された単位に係る学修と同等の学修とみなされる学修については､単位を認定するこ

とはできない｡ 

 (2) 同一の学修について新たな級位又は得点以上を得た場合には､重複分に対して単位を認定する

ことはできない｡ 

3 学長は､前 2項の審査結果に基づき､教授会の審議を経て､単位を認定する。 

4 前項の規定により単位授与の認定を受けた授業科目の成績の評語は､｢認定｣とする｡ 

5 学長は､第 3項により単位認定を行つたときは､単位認定通知書により当該申請者に通知する｡ 

 (雑則) 

第 5条 この規程に定めるもののほか､大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は､教務

委員会の審議を経て､別に定める｡ 

 (所管事務) 

第 6条 大学以外の教育施設等における学修に関する事務は､教務室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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別表 単位認定対象授業科目及び単位数     

本学における授業科目の 
履修とみなす学修の種類 

級位又は得点等 
認定する 

単位数の限度
授業科目名 

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 

101～120 点 8 

資格英語 1 

資格英語 2 

英語ｽｷﾙ 1 

英語ｽｷﾙ 2 

英語ｽｷﾙ 3 

英語ｽｷﾙ 4 

実践英語 1 

実践英語 2 

 

91～100 点 7 

81～90 点 6 

71～80 点 5 

61～70 点 4 

45～60 点 3 

32～44 点 2 

ＴＯＥＩＣ 

945～990 点 8 

860～944 点 7 

730～859 点 6 

600～729 点 5 

500～599 点 4 

400～499 点 2 

国際連合公用語･英語検定試験 

特Ａ級 8 

Ａ級 6 

Ｂ級 4 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 
CAE 8 

FCE 6 

実用英語技能検定 

1 級 8 

準 1 級 6 

2 級 4 

準 2 級 2 

工業英語能力検定試験 

1 級 8 

2 級 7 

準 2 級 5 

3 級 4 

4 級 2 

技術英語能力検定 

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 8 

準ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 7 

1 級 5 

2 級 4 

3 級 2 
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大同大学入学前の既修得単位等の認定に関する規程 

 

（平成 25 年 4 月 1日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第18条の規定に基づく入学前の既修得単位等の認定につ

いては､この規程の定めるところによる｡ 

(単位認定することができる入学前の既修得単位等) 

第 2条  単位を認定することができる入学前の既修得単位等は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得

した単位を含む｡) 

(2) 大学以外の教育施設等における学修 

2 前項第 2 号に規定する学修は､短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修若しくは次の各号に

掲げる文部科学大臣が別に定める学修とする｡ 

 (1) 大学の専攻科における学修 

 (2) 高等専門学校の課程における学修で､本学において大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

 (3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で､本学において大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

(4)  次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で､大学にお

いて大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  ｱ 防衛大学校 

  ｲ 職業能力開発短期大学校､職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練短

期大学校､旧職業訓練大学校及び旧職業訓練短期大学校を含む) 

  ｳ 水産大学校(水産講習所を含む) 

  ｴ 国立看護大学校 

  ｵ 気象大学校 

  ｶ 海上保安大学校 

 (5) ｱﾒﾘｶ合衆国の営利を目的としない法人であるｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽが英語の能力を判定

するために実施するﾄﾌﾙ(以下｢TOEFL｣という｡)及びﾄｰｲｯｸ(以下｢TOEIC｣という｡)における学修の

うち､本学において､大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 (6) 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であつて､前号に規定する学修と同等以上

の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で､本学において､大学教育に相当する水準

を有すると認めたもの 

 ｱ 審査を行う者が国又は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条の規定による法人その他の団体で

あること 

 ｲ 審査の内容が､学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 52 条に規定する大学の目的に照らし適

切なものであること 

 ｳ 審査が全国的な規模において､毎年 1回以上行われるものであること 

 ｴ 審査の実施の方法が､適切かつ公正であること 

3 前項第 6号に規定する学修は､次の各号に掲げる学修とする｡ 
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 (1) 国際連合公用語･英語検定試験 

 (2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 

 (3) 実用英語技能検定 

 (4) 工業英語能力検定試験又は技術英語能力検定 

4 第 2 項第 5 号及び前項に規定する学修に係る単位認定対象授業科目及び単位数は､別表のとおりとす

る｡ 

5 第 1 項の規定により認定することのできる単位は､学則第 18 条第 3項に規定する単位を越えない範囲

とする｡ 

 (単位認定の申請) 

第 3条  前条に規定する学修について単位の認定を受けようとする者(以下｢申請者｣という｡)は､入

学年度の前期の授業開始後一週間以内に､入学前の既修得単位等の認定に係る単位認定申請書に成

績証明書､その他必要書類を添えて､学長に申請しなければならない｡ただし前条第 2項第 5号及び

第 6号に規定する学修にあつては､成績証明書に代え認定証等の原本を添付するものとする｡ 

2 前項の認定証等の認定等の日付は､申請の日から起算して 2年以内でなければならない｡ 

3 単位の認定を受けようとする授業科目には､申請する当該学期に履修している授業科目を含めるこ

とはできない｡ 

 (単位認定) 

第 4条  前条の申請があつたときは､当該学科において単位認定の可否について審査する｡ただし､教

養部が開講する授業科目については､教養部において審査する｡ 

2 前条の規定にかかわらず､第 2 条第 2 項第 5 号及び同条第 3 項に規定する学修については､第 2 条第

4項別表及び次の各号に基づき､教養部の外国語系が審査を行う｡ 

 (1) 既に認定された単位に係る学修と同等の学修とみなされる学修については､単位を認定するこ

とはできない｡ 

 (2) 同一の学修について新たな級位又は得点以上を得た場合には､重複分に対して単位を認定する

ことはできない｡ 

3 学長は､前 2項の審査結果に基づき､教授会の審議を経て､単位を認定する｡ 

4 前項の規定により単位授与の認定を受けた授業科目の成績の評語は､｢認定｣とする｡ 

5 学長は､第 3項により単位認定を行ったときは､単位認定通知書により当該申請者に通知する｡ 

 (雑則) 

第 5条  この規程に定めるもののほか､入学前の既修得単位等の認定に必要な事項は､教務委員会の

審議を経て､別に定める｡ 

 (所管事務) 

第 6条  入学前の既修得単位等の認定に関する事務は､教務室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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 別表 単位認定対象授業科目及び単位数   

本学における授業科目の 
履修とみなす学修の種類 

級位又は得点等 
認定する 

単位数の限度
授業科目名 

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 

101～120 点 8 

資格英語 1 

資格英語 2 

英語ｽｷﾙ 1 

英語ｽｷﾙ 2 

英語ｽｷﾙ 3 

英語ｽｷﾙ 4 

実践英語 1 

実践英語 2 

 

91～100 点 7 

81～90 点 6 

71～80 点 5 

61～70 点 4 

45～60 点 3 

32～44 点 2 

ＴＯＥＩＣ 

945～990 点 8 

860～944 点 7 

730～859 点 6 

600～729 点 5 

500～599 点 4 

400～499 点 2 

国際連合公用語･英語検定試験 

特Ａ級 8 

Ａ級 6 

Ｂ級 4 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語能力検定試験 
CAE 8 

FCE 6 

実用英語技能検定 

1 級 8 

準 1 級 6 

2 級 4 

準 2 級 2 

工業英語能力検定試験 

1 級 8 

2 級 7 

準 2 級 5 

3 級 4 

4 級 2 

技術英語能力検定 

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 8 

準ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 7 

1 級 5 

2 級 4 

3 級 2 

 

173



 

大同大学他の研究所等における卒業研究の実施に関する規程 

 

（平成 25 年 4 月 1日制定） 

(趣旨) 

第 1条 大同大学（以下「本学」という。）の学部学生が、他の研究所等（以下「研究所等」とい

う。）において、大同大学学則（以下「学則」という。）第 10 条の 2別表(1)及び別表(1)の 2 に

規定する各教育課程表における卒業研究を、卒業研究を指導する教員（以下「主指導教員」とい

う。）の下で実施する場合の必要事項については、この規程の定めるところによる。 

(対象とする学部学科) 

第 2 条 卒業研究を主指導教員の指導の下、研究所等で実施させることができる学部学科は、本学の

全ての学部学科とする。 

(研究所等) 

第 3条 研究所等は、教授会の審議を経て、学長が認めた研究所等とする。 

(協定等の締結) 

第 4 条 卒業研究を研究所等で実施させようとするときは、本学と研究所等との間で、次の各号に掲

げる事項を定めた協定等を締結する。 

(1) 学生の受入人数等に関する事項 

(2) 研究所等内における学生の指導に関する事項 

(3) 学生の修学に関する事項 

(4) 経費負担に関する事項 

(5) その他卒業研究を実施するうえで必要な事項 

2 協定等は、教務委員会の審議を経て、学長が締結する。 

(願出手続) 

第 5条 研究所等における卒業研究の実施を認めた学生の主指導教員は、当該学科長の承諾を得たう

え、次の各号に掲げる書類を所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

(1) 研究所等卒業研究実施願い 

(2) 研究所等の要求する書類 

(許可) 

第 6条 学長は、前条の願い出があったときは、教授会の審議を経て、当該学生の卒業研究の実施に

ついて当該研究所等に依頼し、その承諾を得たうえ、これを許可する。 

(派遣期間) 

第 7条 前条の許可を受けた学生（以下「卒業研究派遣学生」という。）の研究所等での卒業研究を

実施する期間（以下「派遣期間」という。）は、1年以内とする。 

2 卒業研究派遣学生の派遣期間は、在学年数に算入する。 

(主指導教員の業務) 

第 8 条 卒業研究派遣学生の主指導教員は、当該学生の派遣期間において、次に掲げる業務を行わな

ければならない。 

(1) 卒業研究派遣学生の修学指導に関すること 

(2) 卒業研究派遣学生の進学又は就職指導に関すること 

(3) その他卒業研究派遣学生の厚生補導に必要な業務に関すること 
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(卒業研究実施終了の報告) 

第 9条 卒業研究派遣学生は、研究所等における卒業研究の実施が終了したときは、直ちに所定の書

類により学長に報告しなければならない。 

(学生納付金) 

第 10 条 卒業研究派遣学生は、派遣期間中においても、学則第 35 条の 2第 1項に規定する学生納付

金を納付しなければならない。 

(災害保険等への加入) 

第 11 条 卒業研究派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険及び学長が加入の必要があると認めたそ

の他の災害保険等に加入しなければならない。 

(派遣許可の取消し) 

第 12 条 学長は、卒業研究派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、当該研究所等と協議のう

え、教授会の審議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。 

(1) 成業の見込みがないと認められるとき 

(2) 当該研究所等の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき 

(雑則) 

第 13 条 この規程に定めるほか、研究所等における卒業研究の実施に関し必要な事項は、教務委員会

の審議を経て、教務部長が定める。 

(所管事務) 

第 14 条 研究所等における卒業研究の実施に関する事務取扱主管室は、教務室とする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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転学部及び転学科に関する要項 

 

（平成 15 年 3 月 6日制定） 

（趣旨） 

第 1条 大同大学学則（以下「学則」という。）第 27条の規定に基づく転学部及び転学科（以下「転学

部等」という。）については、この要項の定めるところによる。 

（受入の要件） 

第 2 条 転学部等は、受け入れ先の学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可す

ることができる。 

（出願資格） 

第 3 条 転学部等を出願することができる者は、本学の第 1 年次又は第 2 年次に在籍する者で、所属

学科長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転学部等を出願することはでき

ない。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転学部等を許可された者 

（時期） 

第 4条 転学部等の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5 条 転学部等を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げ

る書類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6 条 転学部等の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該受入

学科（以下「受入学科」という。）が行うものとする。 

（許可） 

第 7条 転学部等の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転学部等の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8 条 転学部等を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が

既に在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9条 転学部等を許可された者の在籍学部・学科において既に修得した単位（以下「既修得単位」と

いう。）を受入学科の教育課程表の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位
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の認定は、受入学科及び教養部の各系で審査の上、教授会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 転学部等を許可された者の既修得単位を受入学科の教育課程表の授業科目として単位認定しない

場合においては、当該既修得単位の取扱は、受入学部の履修規程別表(4)「所属学部の他学科、他学

部の学科及び同一学科内の他専攻の履修」に規定する「所属学部の他の学科又は他の学部の学科の

授業科目の各取扱」を適用する。 

3 第 1 項の規定により単位認定を受けた場合の授業科目の成績評価は、「認定」とする。ただし、次

の各号に掲げる授業科目の成績評価は、転載する。 

(1) 全学共通科目 

(2) 全学共通科目扱いの科目 

4 第 2 項の規定による場合の成績評価は、転載する。 

（適用学則等） 

第 10 条 転学部等を許可された者は、許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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転専攻に関する要項 

 

（平成 25 年 4 月 1日制定） 

（趣旨） 

第 1条 この要項は、大同大学工学部履修規程及び大同大学情報学部履修規程（以下「規程」という。）

第 5条の 3第 4項の規定に基づく転専攻に関し、必要な事項を定める。 

（受入の要件） 

第 2 条 転専攻は、当該学科において、教育上支障がないと認めた場合に、これを許可することがで

きる。 

（出願資格） 

第 3 条 転専攻を出願することができる者は、本学の第 1 年次又は第 2 年次に在籍する者で、所属学

科長の承認を得た者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、転専攻を出願することはできな

い。 

(1) 休学中の者 

(2) 過去に転専攻を許可された者 

（時期） 

第 4条 転専攻の時期は、学年の始めとする。 

（出願手続) 

第 5 条 転専攻を出願しようとする者は、指定の期日までに検定料を納付のうえ、次の各号に掲げる

書類を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 

(1) 所定の願書 

(2) 所属学科長の承諾書 

(3) 理由書 

(4) 成績証明書 

(5) 検定料納付書（写） 

2 前項に規定する出願に当たっては、第 2条に規定する受入の要件に関して、事前に教務室に相談し

なければならない。 

（選考） 

第 6 条 転専攻の選考は、出願書類及び学力試験又は面接等により、受入年次を含めて、当該学科が

行うものとする。 

（許可） 

第 7条 転専攻の許可は、教務委員会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 学長は、転専攻の選考結果を出願者に通知する。 

（在学年限） 

第 8 条 転専攻を許可された者の残りの在学年限は、学則第 5 条に規定する在学年限から当該者が既

に在学した期間を差し引いた期間とする。 

（既修得単位の認定及び成績評価） 

第 9条 転専攻を許可された者の当該専攻において既に修得した単位（以下「既修得単位」という。）

を受入専攻の開講科目一覧の授業科目として単位認定する場合においては、当該既修得単位の認定
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は、受入学科及び教養部の各系で審査の上、教授会の審議を経て、学長がこれを行う。 

2 転専攻を許可された者の既修得単位を受入専攻の開講科目一覧の授業科目として単位認定しない

場合においては、当該既修得単位の取扱は、当該学部の履修規程別表(4)「所属学部の他学科、他学

部の学科及び同一学科内の他専攻の履修」に規定する「同一学科内の他の専攻の開講する授業科目

の各取扱」を適用する。 

3 第 1 項の規定により単位認定を受けた授業科目の成績評価は「認定」とする。ただし、次の各号に

掲げる授業科目の成績評価は、転載する。 

(1) 全学共通科目 

(2) 専門基礎科目群及び専門科目群の授業科目のうち当該学科共通の授業科目 

4 第 2 項の規定による場合の成績評価は、転載する。 

（適用学則等） 

第 10 条 転専攻を許可された者は、許可学年次の学生に適用している学則及び諸規程を適用する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学籍異動に関する取扱規程 

(平成 27 年 4月 1日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 28 条から第 34 条及び大同大学大学院学則(以下「大学

院学則」という。)第 31 条から第 37 条に基づく、学部及び大学院の学生の学籍異動（転学、留

学、休学、復学、退学、除籍、復籍）の取扱いについては､この規程の定めるところによる｡ 

 (転学) 

第 2 条 転学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による転学願を提出しなければならな

い。 

2 転学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(留学) 

第 3条 留学を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による留学願を提出しなければならな

い。 

2 留学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(休学) 

第 4 条 学則第 30 条及び大学院学則第 33 条に規定するやむを得ない事由は、次の各号のとおりとす

る。 

 (1)修学心不足 

 (2)精神的事由 

 (3)負傷 

 (4)進路検討 

 (5)経済的困難 

 (6)履修不要 

 (7)学長が特に必要と認めた事由 

2 休学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導教員と、

大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による休学願を提出しなければならな

い。 

(1) 前期又は 1年の休学を希望する者  原則、前年度の 3月末日まで 

(2) 後期の休学を希望する者      原則、当該年度の 9月末日まで 

3 次の各号に掲げる休学事由に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を休学願に添えて提出しなけ

ればならない。 

(1) 病気              医師による診断書 

(2) 負傷              医師による診断書 

(3) 学長が特に必要と認めた事由   学長が認めたことを証明する書類 

4 休学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(復学) 
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第 5 条 復学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導

教員と、大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による復学願を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 前期末に休学期間が終了する者  原則、当該年度の 9月末日まで 

(2) 後期末に休学期間が終了する者  原則、当該年度の 3月末日まで 

2 学則第 31 条又は大学院学則第 34 条の規定にかかわらず、第 4条第 3項第 1号又は第 2号の事由に

より休学した者にあっては、修学に支障のない旨を証明する医師の診断書を復学願に添えて、提出

しなければならない。 

3 復学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(退学) 

第 6 条 退学を願い出る者は、次の各号に掲げる区分及び期限に従い、学部の学生にあっては主指導

教員と、大学院の学生にあっては指導教員と面談のうえ、保証人連署による退学願を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 前期に退学を希望する者  原則、当該年度の 9月末日まで 

(2) 後期に退学を希望する者  原則、当該年度の 3月末日まで 

2 退学の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

(除籍) 

第 7 条 除籍にかかる事由が発生した場合には、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学

長が決定し、その結果を除籍者に通知するものとする。 

(復籍) 

第8条 復籍を願い出る者は、所定の期日までに保証人連署による復籍願を提出しなければならない。 

2 復籍の許可は、教務委員会又は大学院運営委員会の審議を経て、学長が行い、その結果を願出者に

通知するものとする。 

 （規程の改廃） 

第 9条 この規程の改廃は、教務委員会及び大学院運営委員会の審議を経るものとする。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学生懲戒規程 

(平成 27 年 4月 1 日制定) 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、大同大学学則（以下「学則」という。）第 39 条第 4項及び大同大学大学院学則

（以下「大学院学則」という。）第 42 条第 4項の規定に基づき、大同大学（以下「本学」という。）

の学部及び大学院の学生の懲戒について必要な事項を定める。 

（懲戒の内容） 

第 2 条 懲戒の種類は学則第 39 条第 2 項及び大学院学則第 42 条第 2 項のとおりとし、その内容は、

次の各号のとおりとする。 

 （1）退学 学生の身分を失わせること  

 （2）停学 一定の期間、教育課程の履修及び課外活動を禁止すること 

 （3）訓告 文書又は口頭により注意を与え、将来を戒めること 

2 停学は、有期又は無期とし、有期の停学とは，期限を付して命じる停学をいい、無期の停学とは、

期限を付さずに命じる停学をいう。 

（厳重注意） 

第 3条 学長は、前条に規定する懲戒のほか、教育的指導の観点から、文書又は口頭により、厳重注意

を行うことができる。 

（懲戒対象行為） 

第 4条 懲戒の対象となる行為は、次の各号のとおりとする。 

 （1）刑罰法規に抵触する行為 

 （2）交通法規に違反する行為 

 （3）人権を侵害する行為 

 （4）情報倫理に反する行為 

 （5）論文等の作成における学問的倫理に反する行為 

 （6）本学の規則に違反する行為 

 （7）大同大学工学部履修規程及び大同大学情報学部履修規程第 10 条第 1項に規定する試験に 

    おける不正行為 

 （8）本学の教育研究等の業務を妨害する行為 

（9）その他、学生の本分に反すると認められる行為 

（懲戒の量定） 

第 5 条 懲戒処分の量定は、次に掲げる行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判

断して行う。 

（1）非違行為の動機，態様及び結果               

（2）故意又は過失の別及びその程度 

（3）過去の非違行為の有無 

（4）日常における生活態度及び非違行為後の対応 

2 退学については、学則第 39 条第 3項及び大学院学則第 42 条第 3項の規定を考慮しなければならな

い。 
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（懲戒処分の手続） 

第 6 条 学長は、学生が第 4 条に該当する行為を行ったと認められるとき、学部の学生にあっては学

生委員会に、大学院の学生にあっては大学院運営委員会に、当該学生に対する懲戒処分の当否につい

ての審査を命ずる。 

2 学生委員会及び大学院運営委員会は、当該事案を調査の上、第 4条及び第 5条に基づき、懲戒の要

否及び懲戒の種類等について審査し、その結果を学長に報告する。 

3 学長は、当該委員会の報告を受け、懲戒処分を行う。  

4 学長は、必要があると認めるときは、当該委員会に対して再審査を求めることができる。 

（懲戒処分の通知） 

第 7 条 学長は、懲戒処分を行う学生に対して，懲戒通知書（別記様式 1）を交付して行うとともに、

その保証人に対し当該通知書の写しを送付するものとする。 

2 学長は、懲戒処分の内容を告示（別記様式 2）により学内に公示する。 

（異議申し立て） 

第 8条 懲戒処分を受けた学生は、懲戒通知書の交付日から 20 日以内に、事実誤認、新事実の発見そ

の他正当な理由がある場合は、その証拠となる資料を添えて、文書により学長に異議申し立てを行う

ことができる。 

（自宅謹慎） 

第 9 条 学長は，当該事案が退学又は停学に該当することが明白であると認めるときは，懲戒処分の

決定前に，当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。 

2 自宅謹慎の期間は，停学の期間に算入できるものとする。 

（指導監督者） 

第 10 条 停学中の学生に対する教育上及び生活上の指導を行うため、指導監督者を置く。 

2 指導監督者は、学部の学生にあっては当該学生の主指導教員とし、大学院の学生にあっては、指導

教員とする。 

3 指導監督者は、当該学生の生活状況を把握し、適宜、学長に報告しなければならない。 

（無期停学の解除） 

第11条 学生委員会又は大学院運営委員会は、無期停学の学生について、指導監督者の要請に基づき、

停学解除の妥当性について審議を行う。 

2 学長は、学生委員会又は大学院運営委員会の審議を経て停学を解除できる。 

3 学長は、無期停学解除の通知を、停学処分解除通知書（別記様式 3）により当該学生に行うととも

に、その保証人に対し当該通知書の写しを送付するものとする。 

（懲戒の記録） 

第 12 条 懲戒処分が行われた場合は、学籍簿に記録するものとする。 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、学生委員会及び大学院運営委員会の審議を経るものとする。 

（雑則） 

第14条 この規程に定めるもののほか､学生の懲戒の実施に関し必要な事項は､学生委員会及び大学院
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運営委員会の審議を経て､別に定める｡ 

（所管事務） 

第 15 条 学生の懲戒に関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

＜ 別記様式１・別記様式２・別記様式３は省略＞  
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大同大学学生の懲戒に係る調査小委員会内規 

（平成 27 年 7 月 1 日制定） 

 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学生委員会規程第 10 条に基づき、学生委員会に、学生の懲戒に係る調査小委員会

（以下「小委員会」という。）を置き、小委員会に関することは、この内規の定めるところによる。 

(任務) 

第 2条 小委員会は、学生の懲戒の対象となる事案が発生した場合、その事案の調査を行い、学生委

員会委員長に報告する。 

(組織) 

第 3条 小委員会は、次の委員をもって組織する。 

 (1) 学生委員会副委員長 

 (2) 当該懲戒の対象となる学生（以下「当該学生」という。）が所属する学科の長又は専攻主任 

 (3) 当該学生の指導教員 
 (4) 学生室長 
2 前項の委員のほか主査の必要と認める者を委員とすることができる。 

(主査及び副主査) 

第 4条 小委員会に主査及び副主査を置く。 
2 主査は、前条第 1項第 1号の者をもって充て、副主査は、同第 2号の者をもって充てる。 

(調査)  

第 5条 事案に係る調査は、次の各号のとおり行う。 
 (1) 主査は、事案の発生後、直ちに小委員会を招集し、当該学生及び関係者から事情聴取を行う。 
 (2) 事情聴取を行う際は、当該学生又は関係者の了解を得た上で、その内容を録音するものとし、

かつ、必要と認められる場合は、当該学生又は関係者から資料の提出を求めることができる。 
 (3) 主査は、事情聴取した内容を学生の懲戒対象事案調書(別記様式 1)として記録し、当該学生又は

関係者から、その内容について承認を得るものとする。 

 (4) 主査は、当該学生に弁明書による弁明の機会を与える。ただし、弁明書を提出しなかった場合

は、弁明の権利を放棄したものとみなす。 
2 前項第 1 号の規定にかかわらず、懲戒対象事案が大同大学学生懲戒規程第 4 条第 7 号に規定する試

験等における不正行為の場合にあっては、主査の判断により、複数の小委員会委員により行うことが

できる。 

(報告)  

第 6条 主査は、学生の懲戒対象事案調査報告書(別記様式 2)を作成し、学生の懲戒対象事案調書を付

して、学生委員会委員長に提出する。 
2 学生委員会委員長は、必要があると認めるときは、小委員会に対して再調査を求めることができる。 

(内規の改廃)  

第 7条 この内規の改廃は、学生委員会の審議を経て、学長が行う。 

(事務局)  
第 8条 小委員会の事務は、学生室が行う。 

附 則 

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学生納付金の納付手続に関する規程 

 

(平成 5年 8月 10 日制定) 

  (趣旨) 

第 1 条  大同大学学則(以下「学則」という｡)第 35 条の 2 第 5 項及び大同大学大学院学則(以下「大

学院学則」という｡)第 38 条の 2 第 5 項に基づく学生納付金(以下｢学納金｣という｡)の納付手続につ

いて､必要な事項を定める｡ 

  (納付方法) 

第 2 条 学納金の納付方法は､銀行振込とする｡ 

2 前項の規定にかかわらず、休学の場合の学納金の納付方法は、別に定める。 

  (納付期限) 

第 3 条 学納金の納付は､前期及び後期の2回とし､それぞれ定められた額を所定の期日までに納付し

なければならない｡ 

2 学納金の納付期限は､次のとおりとする｡ただし､納付期限の日が銀行休業日にあたる場合は､翌営業

日をもつてその期限とする｡ 

(1) 前期納付期限  3 月 31 日 

ただし､卒業又は大学院修了対象者のうち卒業又は修了できなかつた者については､4 月 30 日と

する｡ 

(2) 後期納付期限  9 月 30 日 

ただし､卒業又は大学院修了対象者のうち卒業又は修了できなかつた者については､10月 31日と

する｡ 

3 前項の規定にかかわらず､次の各号に掲げる者の学納金に関する納付期限は、当該各号のとおりとす

る。 

  (1) 新入生の入学金及び前期分学納金 入学手続時 

 (2) 休学学生の学納金         休学手続時   

(納付期限の延長) 

第 4 条 前条第 2 項に規定する納付期限までに学納金の納付ができない学生には､学長が認めた場合

に限り､納付期限の延長を許可する｡ 

2 前項の許可を受けようとする者は､保証人と連署のうえ､願いを原則として納付期限までに学長宛に

提出しなければならない｡ 

3 納付期限の延長は､次の期日を限度とする｡ 

(1) 前期延長納付期限  5 月 31 日 

(2) 後期延長納付期限   11 月 30 日 

4 前条第 3 項の規定にかかわらず､特別な事情がある場合には､学長の許可を得て､納付期限の 期日を

延長することができる｡ 

  (催告) 

第 5 条 学納金の滞納に対する催告は､次のとおり行う｡ただし､前条第2項及び第4項により､納付期

限の延長を許可された者は除く｡ 

(1) 納付期限から 1週間後に文書により催告する｡ 

(2) 前号の催告を受けてもなお納付がない場合は､納付期限から 3 週間後に配達記録付きの郵便に
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より催告する｡ 

  (除籍) 

第 6 条  次の各号の一に該当する者は､学則第 33 条第 4号又は大学院学則第 36 条第 4号により除籍

する｡ 

(1) 前条の催告を受けてもなお納付しない者 

(2) 第 4 条第 2項に規定する手続を納付期限から 1か月以内に行わない者 

(3) 第 4 条第 3項に規定する延長納付期限までに納付しない者 

 

附 則  

＜省 略＞ 
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大同大学提携教育ローン規程 

（平成 26年 10 月 1 日制定） 

(目的) 

第 1条 大同大学（以下「本学」という。）に、経済的理由により学生納付金の納付が困難な学生に

対し、別に定める金融機関（以下「提携金融機関」という。）と本学が契約する教育ローン（以下「提

携教育ローン」という。）制度を設ける。 

(資格) 

第 2条 提携教育ローンを利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1)学部又は大学院に在籍する正規学生の保護者（父母又はそれに準ずる者） 

 (2)学部又は大学院の正規課程に入学を予定する者の保護者（父母又はそれに準ずる者） 

(利用限度額) 

第 3条 提携教育ローンの一回当たりの利用金額は、前期又は後期の学生納付金額を上限とする。  

2 累計利用金額の上限は、提携金融機関との契約による。 

(利子) 

第 4条 提携教育ローンの利子は、提携金融機関との契約による。 

(返済) 

第 5条 提携教育ローンの利用者は、提携金融機関に元金及び利子を返済しなければならない。 

(申請) 

第 6条 提携教育ローンの利用を希望する者は、所定の手続きにより申請し、学長の承認を得なけれ

ばならない。 

(所管事務) 

第 7条 提携教育ローンに関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜省 略＞ 
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大同大学科目等履修生等の納付金等に関する規程 

(平成 12 年 10 月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学科目等履修生規程第 6 条第 2 項､大同大学特別聴講学生規程第 10 条､大同大学研究

生規程第 6 条第 2 項､大同大学大学院科目等履修生規程第 6 条第 2 項､大同大学大学院研究生規程第

6 条第 2 項､大同大学大学院特別聴講学生規程第 9 条第 1 項及び大同大学大学院特別研究学生規程第

7条第 1項の規定に基づく入学検定料及び納付金並びに大同大学委託学生及び委託生規程第 7条第 2

項の規定に基づく入学検定料及び委託費については､この規程の定めるところによる｡ 

(定義) 

第 2条 科目等履修生､特別聴講学生及び研究生の納付金とは､登録料及び授業料をいう｡ 

2 委託学生及び委託生の委託費とは､入学金､授業料､及び施設設備費をいう｡ 

(金額) 

第 3条 入学検定料､納付金及び委託費の金額は､別表のとおりとする｡ 

(納付方法) 

第 4条 納付金及び委託費の納付方法は､銀行振込とする｡ 

(納付期限) 

第 5条 納付金及び委託費の納付期限は､前期にあつては4月末日､後期にあつては10月末日とし､納

付期限日が銀行の休業日に当たる場合は､翌営業日をもつてその期限とする｡ 

(入学検定料等の返付) 

第 6条 すでに納付した入学検定料､納付金及び委託費は､原則として返付しない｡ 

(入学検定料及び納付金の免除) 

第 7条 科目等履修生及び研究生について､大同工業大学若しくは大同大学の卒業生又は大同工業大

学大学院若しくは大同大学大学院の修了生の場合は､届出により登録料を免除する｡ 

2 大同大学科目等履修生規程第2条第 1項第 2号に規定する者及び大同大学大学院 学部学生の大学

院授業科目の早期履修に関する規程第 2条第 1項に規定する者については原則､入学検定料及び納付

金を免除する｡ 

 

附 則  

＜省略＞ 

別表 入学検定料及び納付金並びに委託費 

(1) 科目等履修生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 10,000 円 10,000 円 

納
付
金

登録料 30,000 円 30,000 円 

授業料 

(1 単位当たり) 
20,000 円 20,000 円 
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(2) 特別聴講学生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 

原則として徴収しない 納
付
金 

登録料 

授業料 

 

(3) 研究生 

納付金等 
金  額 

学 部 大学院 

入学検定料 10,000 円 10,000 円 

納
付
金

登録料 50,000 円 50,000 円 

授業料 305,000 円 305,000 円 
 

(4) 特別研究学生 

納付金等 
金  額 

大学院 

入学検定料 

原則として徴収しない 納
付
金

登録料 

授業料 
 

(5) 委託学生 

入学検定料と委託費は､入学年度に係る学部学生の｢入学検定料｣及び｢学生納付金｣と同額とする｡ 
 

(6) 委託生 

入学検定料と委託費は､入学年度に係る学部学生の｢入学検定料｣及び｢学生納付金｣と同額とする｡た

だし､｢入学金｣については､1 年委託生は 4分の 1､2 年委託生は 2分の 1の額とする｡ 
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大同大学学位規程 

 

(平成 2 年 4月 l 日制定) 

(趣旨) 

第 1条  この規程は､学位規則(昭和 28年文部省令第 9号)第 13条及び大同大学学則(以下｢学則｣とい

う｡) 第 19 条第 3項並びに大同大学大学院学則 (以下｢大学院学則｣という｡) 第 22 条第 3項の規定

に基づき､大同大学 (以下｢本学｣という｡) が授与する学位について必要事項を定めるものとする｡ 

(学位の種類) 

第 2 条  本学において授与する学位は､学士､修士及び博士とする｡ 

2 学位に付記する専攻分野の名称は､次のとおりとする｡ 

 学 部 

  工学部  工学 

  情報学部 情報 

 大学院 工学研究科 

  修士課程 

   機械工学専攻      工学 

   電気･電子工学専攻    工学 

   建築学専攻       工学 

   都市環境デザイン学専攻 工学 

  博士後期課程 

   材料･環境工学専攻    工学 

 大学院 情報学研究科 

  修士課程 

   情報学専攻       情報 

(学士の学位授与の要件) 

第 3 条  学士の学位は､本学を卒業した者に授与する｡ 

(修士の学位授与の要件) 

第 4 条 修士の学位は､本学大学院の修士課程を修了した者に授与する｡ 

(博士の学位授与の要件) 

第 4 条の 2 博士の学位は､本学大学院の博士課程後期 3年の課程(以下｢博土後期課程｣という｡) を修

了した者に授与する｡ 

2 前項に定める者のほか､大学院学則第22条第 2項の定めるところにより､学位論文の審査及び試験に

合格し､かつ､博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認めた者に博士の学位を

授与する｡ 

(学位論文の提出) 

第 5 条 本学大学院修士課程の学位論文(以下｢修士論文｣と称する｡) 及び博土後期課程の学位論文 

(以下｢博士論文｣と称する｡) は､学長に提出するものとする｡ 

2 本学大学院修士課程及び博士後期課程における修士論文及び博士論文を提出できる者は､修了に必

要な在学期間を満たした者又は見込みの者で課程修了に必要な所定の単位を修得した者又は修得見

込みの者で､かつ必要な研究指導を受けた者でなければならない｡ 
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3 前条第 2 項の規定により学位の授与を申請する者は､学位審査申請書に履歴書､論文目録､論文内容要

旨及び第 13 条第 1項に定める論文審査手数料を添えて､博士論文を学長に提出するものとする｡ 

4 提出論文は､一編とする｡ただし､参考として他の論文を添付することができる｡ 

5 受理した論文は､返付しない｡ 

(審査の付託) 

第 6 条 修士論文及び博士論文を受理したとき大学院教授会は､大学院担当教員より審査委員を選出

し､審査委員会を組織する｡ 

(論文審査及び試験) 

第 7 条 審査委員会は､修士論文及び博士論文の審査並びに試験を担当する｡ 

(審査結果の報告) 

第 8 条 審査委員会は､論文の審査及び試験を終了したとき､その結果を文書をもつて大学院教授会

に報告しなければならない｡ 

(大学院教授会の議決) 

第 9 条 所定の単位を修得し研究指導を受けた者に対して､大学院教授会は､前条の報告に基づいて

審議し､学位授与の認定について議決する｡ 

(学位の授与) 

第 10 条 学長は､前条に基づいて､学位を授与できると認めた者に対し学位記を授与し､学位を授与で

きない者に対しては､その旨を本人に通知する｡ 

(学位論文要旨等の公表) 

第 10 条の 2 本学において博士の学位を授与したときは､当該博士の学位を授与した日から 3 か月以

内に､当該博士の学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用によ

り公表するものとする｡ 

(学位論文の公表) 

第 10 条の 3  本学において博士の学位を授与された者は､当該博士の学位を授与された日から 1

年以内に､当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする｡ただし､当該博士の学位

を授与される前に既に公表したときは､この限りでない｡ 

2 前項の規定にかかわらず､本学において博士の学位を授与された者は､やむを得ない事由がある場合

には､学長の承認を受けて､当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも

のを公表することができる｡この場合において､本学はその学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供

するものとする｡ 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2 項の規定による公表は､本学の協力を得て､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用に

より行うものとする｡ 

4 前 3 項の規定により当該学位論文を公表する場合には､本学において審査した論文である旨を明記す

るものとする｡ 

(学位の名称) 

第 11 条 学位を授与された者が､学位の名称を用いるときは､大同大学を付記するものとする｡ 

2 学位記の様式は､別記様式第 1号､第 2号､第 3号及び第 4号とする｡ 

(学位授与の取消し) 

第 12 条 学位を授与された者が､その名誉を汚辱する行為があつたとき又は不正の方法により学位の

授与を受けた事実が判明したときは､学長は､学士の学位にあっては教授会､修士及び博土の学位に

192



 

あっては大学院教授会の審議を経て､学位の授与を取消し､学位記を返付させる｡ 

(論文審査手数料) 

第 13 条 第 5 条第 2項に定める論文審査手数料は､次のとおりとする｡ 

150,000 円 

2 納付した論文審査手数料は､返付しない｡ 

(その他) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学生の厚生補導に関する規程 

 

（平成 23 年 9 月 1日制定） 

（趣旨） 

第 1 条 大同大学学則第 50 条の規定に基づく学生の厚生補導については､この規程の定めるところによ

る｡ 

（定義） 

第 2条 学生の厚生補導とは､次の各号に掲げる事項について指導､助言等を行うことをいう｡ 

(1) 修学に関すること 

(2) 課外活動に関すること 

(3) 保健に関すること 

(4) 学生相談に関すること 

(5) 奨学に関すること 

(6) 福利厚生に関すること 

(7) 就職指導に関すること 

(8) その他厚生補導に関すること 

（厚生補導の実施体制） 

第 3条 学生の厚生補導は､学長が指名する副学長が統括及び調整する｡ 

2 学生の厚生補導は､学生部長が掌理するものとする｡ 

3 学生の厚生補導は､主指導教員が行う｡ 

4 主指導教員の行う学生の厚生補導の支援及び事務取扱は､前条第 1 号にあつては教務室が､同条第 2

号から第 6号にあつては学生室が､同条第 7号にあつてはキャリア支援室が､それぞれ行う｡ 

5 学生の厚生補導の事務取扱主管室は､学生室とする｡ 

（雑則） 

第 4 条 この規程に定めるもののほか､学生の厚生補導に関し必要な事項は､大学運営委員会の審議を

経て､別に定める｡ 

附 則 

第 1条 この規程は､平成 23 年 9 月 1日から施行する｡ 

第 2条 平成 20 年度までに入学した学生の厚生補導の実施については､第 3条第 3項の主指導教員

を､指導教員と読み替える｡ 
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大同大学貸与奨学規程 

 

(平成 9 年 4 月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則(以下｢学則｣という｡)第 37 条第 2 項に基づく学業奨励のために､修学心が旺盛

でありながら経済的事由により修学困難な学生に対し､奨学金を貸与し､学業の継続を支援すること

を目的とする貸与奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(種類) 

第 2条 奨学貸与の奨学生(以下｢奨学生｣という｡)の種類は､一般貸与奨学生及び緊急時貸与奨学生

とする｡ 

(資格) 

第 3条 奨学生の資格は､経済的事由により修学困難のため､奨学金の貸与が必要であると認められ

る者のうち､次の条件を充たす者とする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:日本学生支援機構又はその他諸団体の奨学生でない者 

(2) 緊急時貸与奨学生:学生納付金の延納が許可されている者で､かつ日本学生支援機構又は大同

大学が紹介する教育ﾛｰﾝ制度に申請した者のうち､学生納付金の延長納付期限までに納付できな

いことが見込まれる者 

(奨学金及び利息) 

第 4条 奨学金は無利息とし､その貸与額は､次のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:月額 30,000 円 

(2) 緊急時貸与奨学生:学則第35条の2第 2項別表(5)に定める授業料､施設設備費及び実験実習費

の年額の 2分の 1相当額 

(貸与期間等) 

第 5条 一般貸与奨学生の貸与期間は､採用時から最短修業年限までとする｡ 

2 緊急時貸与奨学生への貸与は､在籍期間中の 1学期限りとする｡ 

(採用人員) 

第 6条 奨学生の採用人員は､次のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生:各年次 12名以内 

(2) 緊急時貸与奨学生:毎年度 12 名程度 

(申請手続) 

第 7条 奨学生を希望する者は､所定の申請書及び必要とする書類を添えて､学長に願い出るものと

する｡ 

(選考) 

第 8条 奨学生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

(誓約書) 

第 9条 奨学金の貸与が決定された者は､連帯保証人 1 名と連署した誓約書を学長に提出しなければ

ならない｡ 

(借用証書) 

第 10 条 奨学生が次の事由に該当するときは､奨学金借用証書を学長に提出しなければならない｡ 

(1) 一般貸与奨学生:大学を卒業又はその他の事由により奨学生の資格を失つたとき 
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(2) 緊急時貸与奨学生:奨学生決定通知を受けたとき 

(打切) 

第 11 条 奨学生が次の各号の一に該当するときは､学長は奨学金の貸与を打ち切ることができる｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき 

(4) 第 3 条第 1号の規定により､奨学生となることができなくなつたとき 

(5) その他奨学生として､適当でないと認められる事由が生じたとき 

(返還) 

第 12 条 奨学生は､大学の籍を離れた翌年度から奨学金の返還を行うものとする｡ 

2 返還期間は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 一般貸与奨学生: 10 年以内 

(2) 緊急時貸与奨学生：5年以内 

(届出) 

第 13 条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号に該当するときは､遅滞なく届け出なければならな

い｡ 

(1) 休学､退学又は復学しようとするとき 

(2) 奨学金を辞退しようとするとき 

(3) 本人又は連帯保証人の氏名､住所､その他重要な事項に変更があつたとき 

(免除と猶予) 

第 14 条 奨学生が著しい障害その他重大な理由又は死亡により､奨学金を返還することが困難となつ

た場合には､学長は､本人又は連帯保証人の願い出により､第 12条の規定にかかわらず､その返還額の

全部又は一部を免除又は猶予することができる｡ 

(細則) 

第 15 条 この規程の実施に関する必要な細則は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学貸与奨学規程細則 

(平成 9 年 4月 1 日制定) 

(趣 旨) 

第 1条 大同大学貸与奨学規程(以下「奨学規程」という。)第 15 条の規程に基づく貸与奨学の実施に

関する必要な事項については、この細則の定めるところによる。 

(申請書類) 

第 2 条 一般貸与奨学生(以下「一般奨学生」という。)及び緊急時貸与奨学生(以下「緊急時奨学生」

という。)の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

(1)貸与奨学申請書 

(2)所得を証する書類 

(3)その他大学が必要とする書類 

なお、緊急時奨学生は、緊急に貸与を必要とする事実を証する書類を添付するものとする。 

(申請時期) 

第 3条 奨学生の申請時期は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：毎年４月とする。ただし、採用人員に余裕がある場合は、10 月に実施する。 

(2)緊急時奨学生：毎年５月及び 11 月とする。 

(選考方法) 

第 4条 奨学規程第８条に定める奨学生の選考の方法は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：日本学生支援機構奨学生推薦基準を準用する。 

(2)緊急時奨学生：日本学生支援機構の選考基準項目に関する評価点の算出方法を準用し､かつ申請

書類、成績等を参考に、総合的に判断する。 

(決定通知) 

第 5条 学長は、奨学生として採用を決定したときは、本人と連帯保証人に、文書をもって通知する。 

(誓約書) 

第 6条 奨学生決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から 10 日以内に誓約書を学長に提出しなけ

ればならない。 

(貸与方法) 

第 7条 奨学金の貸与方法は、次のとおりとする。 

(1)一般奨学生 ：奨学金は、毎月 20 日に学生本人名義の銀行口座に振り込む。ただし、当日が銀行

休業日に当たるときは、その前日とする。なお、奨学金の振込口座は必ず学生

本人の名義とし、採用決定の際振込口座届を提出しなければならない。 

(2)緊急時奨学生：奨学金は、学生納付金納入時に学生納付金に充当することとする。 

(打切通知) 

第 8条 学長は、奨学金の貸与を打ち切ったときは、本人と連帯保証人に文書をもって通知する。 

(返還方法) 

第 9条 奨学規程第 12 条に定める貸与額(以下「返還額」という。)の返還期間及び返還月賦額は、別

表の定めるところにより、元金均等割とし、毎月 16日に郵便局又は銀行の預貯金口座振替によって

返還する｡当日が金融機関の休業日の場合は､翌営業日とする｡ 

2 本人の都合により返還期間の短縮又は返還時期の繰り上げを行うことができる。 
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3 返還を猶予された者の返還方法は、その都度定める。 

(振替案内) 

第10条 本人又は連帯保証人に､毎年4月に返還額の残額と次回振替額を記した振替案内を送付する｡ 

(延滞利息) 

第11条 奨学生であった者が､正当な理由がなく返還額を延滞したときは､返済期日を6か月経過する

毎に、延滞した額の 5％(年額）日割計算を延滞利息として徴収する。なお、延滞利息には、

利息を課さないこととする。 

(返還の督促) 

第 12 条 奨学生であった者が、正当な理由がなく返還額を延滞したときは督促する。 

2 前項の規定による督促は、次の各号の一に該当するときは、その者の連帯保証人にも行う。 

(1)奨学生であった者の住所の変更の届出がない等の理由により、その所在が不明のとき。 

(2)前項の規定による督促を重ねても奨学生であった者が返還を行わないとき。 

(3)その他の事情があるとき。 

3 督促に関する事務の詳細は、別の要領に定める。 

(返還の強制) 

第 13 条 奨学生であった者又は連帯保証人が、前条の規定による督促にも応じず、返還額を著しく延

滞したときは、法令の定める手続きにより、未返還額を返還請求するものとする。 

(返還額の未納処理)） 

第 14 条 返還額の未納処理については、別の基準に定める。 

(所 管) 

第 15 条 奨学生に関する事務は、学生室が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学業奨励生規程 

(平成 9 年 4月 1 日制定) 

(目的) 

第 1条 大同大学学生の学業奨励のために学業奨励生規程を定める｡ 

(資格) 

第 2 条 学業奨励生(以下｢奨励生｣という｡)の資格は､大同大学に在学する学生で､学業､人物共に優

れ､他の学生の模範とするに足るものとする｡ 

(奨励金) 

第 3 条 奨励金は､1万円とし､相当額の金品を贈る｡ 

(期間) 

第 4 条 奨励生の期間は､1 年とし､選考により継続することができる｡ 

(人数) 

第 5 条 奨励生の人数は､別に定める｡ 

(選考) 

第 6 条 奨励生の選考は､第 2条の資格を有する者のうちから､学科の推薦により、学生委員会の審議

を経て学長が決定する｡ 

(事務局) 

第 7 条 奨学生に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学業奨励生規程細則 

(平成 9 年 4月 1 日制定) 

(対象) 

第 1 条 学業奨励生(以下｢奨励生｣という｡)の対象年次は､2年次生､3 年次生､4 年次生とする｡ 

(採用人員) 

第 2 条 奨励生の採用人員は､各学科(専攻)､各年次上位 1割以内とする｡ 

(選考) 

第 3 条 奨励生は､前年度における学業成績及び人物評価の総合評価により､選考する｡成績基準は､

別に定める｡ 

(決定時期) 

第 4 条 奨励生の決定時期は､毎年度始めとする｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学入学時特別奨学規程 

(平成 13 年 2月 26 日制定) 

趣旨) 

第 1条  大同大学学則第 37 条第 2項に基づく学業奨励及び優秀な人材の育成を目的とする入学時特

別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(資格) 

第 2条  入学時特別奨学金(以下｢特別奨学金｣という｡)を受けることができる者(以下｢特奨生｣とい

う｡)の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) M 方式入学試験､前期入学試験又は大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用前期入学試験において､特に優秀な成

績であること 

(2) 学力が優秀であること 

(3) 心身ともに健康であること 

(特別奨学金の額) 

第 3条  特別奨学金は､次のとおりとする｡ 

第 1 種 授業料及び施設設備費の全額 

第 2種 年額 60 万円 

(特別奨学金の給付) 

第 4条  特別奨学金の給付期間は､入学年度から最短修業年限とする｡ 

2 給付の方法は､学生納付金納入時に､前条の額を免除することとする｡ 

(採用人員) 

第 5条  特奨生の採用人員は､次のとおりとする｡ 

第 1 種 10 名程度 

第 2種 40 名程度 

 (選考及び採用) 

第 6条  特奨生の選考は､入試委員会が行う｡ 

2 特奨生の採用は､前項の選考結果に基づき､入試委員会の審議を経て､学長が決定する｡ 

3 特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(誓約書) 

第 7条  特奨生として入学が決定した者は､連帯保証人 1名と連署した誓約書を学長に提出しなけれ

ばならない｡ 

(取消し等) 

第 8条  特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格を取消

すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 出席状況が特奨生として不良と判断したとき 

2 特奨生の学業成績が特奨生として不振と判断したときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格

の取消し等を行うものとする｡ 

(停止･返還) 

第 9条  前条の規程により特奨生の資格を取消したときは奨学金の給付を停止し､事情によつては､

当該期の交付額を返還させることがある｡ 

2 特奨生が疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､奨学金の給付を停止し､ 復学し

たときに奨学金の給付を復活する｡ 

(雑則) 

第 10 条 この規程の施行に関し必要な事項は､入試委員会の審議を経て､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 11 条 選考に関する事務は､入試･広報室が行い､以降の事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学規程 

(平成 14 年 11 月 20 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  大同大学学則第 37 条第 2 項に基づくｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの強化及び活性化を目的とする入学時ｽﾎﾟｰﾂ

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(種類) 

第 2 条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学の奨学金(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金｣という｡)を受けることができる者

(以下｢入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生｣という｡)の種類は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1 種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(2)  第 2 種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生 

(資格) 

第 3条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 高等学校におけるｽﾎﾟｰﾂ競技歴が特に優秀であり､かつ学業成績優秀で本学が実施する ｸﾗﾌﾞ

推薦入学試験による入学者 

 (2) 人物に優れ､他の学生の模範となる者 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の額) 

第 4条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1 種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:年額 60 万円とする｡ 

(2)  第 2 種ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学金相当額 

(入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付) 

第 5条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付期間は､次のとおりとする｡ 

(1)  第 1 種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時から最短修業年限 

(2)  第 2 種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生:入学時 

2 給付の方法は､学生納付金納入時に､前条の額を免除することとする｡ 

(採用人員) 

第 6条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の採用人員は､毎年若干名とする｡ 

(選考及び採用) 

第 7条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考は､入試･広報委員会が行う｡ 

2 入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学生の採用は､前項の選考結果に基づき､教授会の審議を経て､学長が決定する｡ 

3 入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(誓約書) 

第8条  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として採用が決定した者は､連帯保証人1名と連署した誓約書を学長に提

出しなければならない｡ 

(取消) 

第 9条  第 1種入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長

がその資格を取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 
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(3) 学業成績が入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不振と判断したとき 

(4) 当該ｸﾗﾌﾞを退部したとき 

(5) 当該ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督が入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不適当であると判断したとき 

2 前項第 1 号について､疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､入学時ｽﾎﾟｰﾂ奨学金

の給付を停止し､復学したときに奨学金の給付を復活する｡  

(停止･返還) 

第 10 条 前条の規定により入学時ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格を取消したときは､事情によっては､当該期の交

付額を返還させることがある｡ 

(雑則) 

第 11 条 この規程の施行に関し必要な事項は､入試･広報委員会の審議を経て､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 12 条 選考に関する事務は､入試･広報室が行い､以降の事務は学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学在学生学業特別奨学規程 

(平成 18 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第37条第 2項に基づく学業奨励及び優秀な人材の育成を目的とする在学生学業

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

(資格) 

第 2条 在学生学業特別奨学金(以下｢在学生特別奨学金｣という)を受けることができる者(以下｢在学

特奨生｣という)の資格は､次のとおりとする｡ 

(1) 2 年次､3 年次及び 4年次に在学する学生で､学業､人物共に優れ､他の学生の模範となるに足るこ

と 

(2) 入学時特別奨学生に採用されていないこと 

(3) 入学時 4年次生については､卒業研究履修基準を充足していること 

(在学生特別奨学金の額) 

第3条 在学生特別奨学金は､年間 12 万円とする｡ 

(在学生特別奨学金の給付) 

第 4条 在学生特別奨学金の給付期間は 1年とする｡ 

2  在学生特別奨学金は採用後に､前条の額を給付する｡ 

 (採用人員) 

第 5条  採用人員は､若干名とする｡ 

(選考) 

第 6条  在学特奨生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

2 在学特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(取消) 

第 7条  在学特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその資格を

取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(返還) 

第 8条 前条の規定により在学特奨生の資格を取消したときは､事情によっては､当該期の交付額を返

還させることがある｡ 

(補則) 

第 9条 この規程の施行に関する必要な事項は､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 10 条 選考に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学在学生ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学規程 

(平成 18 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条  大同大学学則第 37 条第 2 項に基づくｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの強化及び活性化を目的とする在学生ｽﾎﾟｰﾂ

特別奨学については､この規程の定めるところによる｡ 

（資格） 

第 2 条  在学生ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学の奨学金(以下｢在学生スポーツ奨学金｣という)を受けることができる

者(以下｢在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生｣という)の資格は、次のとおりとする｡ 

(1)  入学後にｽﾎﾟｰﾂ競技成績が特に優秀かつ学業に意欲があり､ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督の推薦する者 

(2)  入学時ｽﾎﾟｰﾂ特別奨学生に採用されていない者 

(3)  人物に優れ､他の学生の模範となる者 

(在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の額) 

第 3条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は､年間 22 万円とする｡ 

(在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付) 

第 4条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付期間は､採用年度から最短修業年限とする｡ 

2 在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金は採用後に､前条の額を給付する｡ 

(採用人員) 

第 5条 在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の採用人員は､毎年若干名とする｡ 

(選考) 

第 6条  在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

2   在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の選考に関する事項は､別に定める｡ 

(取消) 

第 7条   在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生が次の各号の一に該当するときは､学生委員会の審議を経て､学長がその

資格を取消すものとする｡ 

(1) 休学､退学又は除籍のとき 

(2) 学則違反をしたとき 

(3) 学業成績が在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不振と判断したとき 

(4) 当該ｸﾗﾌﾞを退部したとき 

(5) 当該ｸﾗﾌﾞの顧問及び監督が在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生として不適当であると判断したとき 

2  前項第１号について､疾病又は経済的事由等によりやむを得ず休学する場合は､在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金

の給付を停止し､復学したときに奨学金の給付を復活する｡ 

(返還) 

第 8条   前条の規定により在学生ｽﾎﾟｰﾂ特奨生の資格を取消したときは､在学生ｽﾎﾟｰﾂ奨学金の給付を

停止し､事情によっては､当該期の交付額を返還させることがある｡ 

(補則) 

第 9条 この規程の施行に関する必要な事項は､学長がこれを定める｡ 

(事務) 

第 10 条 選考に関する事務は､学生室が行う｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学私費外国人留学生学生納付金減免に関する規程 

(平成 5 年 4月 1 日制定) 

(目的) 

第 1 条 向学の意思を有しながら､経済的理由により修学が困難であると認められる私費外国人留学

生(以下｢私費留学生｣という｡)に､経済的負担を軽減することを目的としてこの規程を定める｡ 

(対象者) 

第 2 条 大同大学学則第43条又は大同大学大学院学則第45条により入学を許可された私費留学生を

対象とする｡ただし､次の各号の一に該当する者を除く｡ 

(1) 学業継続の意思がないと認められる者 

(2) 学業成績が不振で､成業の見込みがないと認められる者 

(3) 3 年次生から 4 年次生に進級する際に､卒業研究履修基準に満たない者､ただし､病気その他や

むを得ない事由により卒業研究履修基準に満たない者は除く｡ 

(4) 経済的に修学が困難と認められない者｡ 

2 前項第 4 号において､経済的に修学が困難と認められない者とは､次の各号の一に該当する者とす

る｡ 

(1) 仕送りが平均月額 90,000 円(学生納付金として仕送られた額を除く)を越える者 

(2) 在日している扶養者の年収が 500 万円以上の者 

(減免額) 

第 3 条 学生納付金の減免額は､学部又は大学院の当該授業料年額の 3割相当額とする｡ 

(期間) 

第 4 条 減免期間は､申請した当該年度とする｡ 

(手続) 

第 5 条 授業料の減免を受けようとする者は､所定の申請書を学長に提出しなければならない｡ 

2 減免を受けようとする者は､毎年度申請しなければならない｡ 

(選考及び決定) 

第 6 条 私費留学生に対する減免の選考は､面接及び書類審査により行う｡ 

2 選考は､学部の場合にあつては学生部長が､大学院の場合にあつては大学院研究科長が､それぞれ行

う｡ 

3 減免者の決定は､前項の選考結果に基づき､学部にあつては学生委員会の､大学院にあつては大学院

運営委員会の審議を経て､学長が行う｡ 

(取消) 

第 7 条 学生としての本分に著しく反した行為があつた場合､減免を取り消す｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学生表彰規程 

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

  (趣旨) 

第 1 条 大同大学学則第 38 条第 2 項に基づく学生の表彰(以下｢表彰｣という｡)については､この規程

の定めるところによる｡ 

  (表彰の種類) 

第 2 条 表彰の種類は､次の各号のとおりとする｡ 

   (1) 大同大学学長賞 

   (2) 大同大学奨励賞 

  (対象) 

第 3 条 大同大学学長賞(以下｢学長賞｣という｡)は､最高年次に在籍する学生で､次の各号の一に該当

する個人又は団体に対して授与する｡ 

(1) 学業､人物共に優れ､他の学生の模範と認められたもの 

(2) 課外活動において､特に優秀な成績をおさめたもの 

(3) 研究活動において､特に顕著な業績をおさめたもの 

(4) 特に顕著な功績､善行があつたもの 

2 大同大学奨励賞(以下｢奨励賞｣という｡)は､次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 課外活動において､優秀な成績をおさめたもの 

  (2) 研究活動において､顕著な業績をおさめたもの 

  (3) 顕著な功績､善行があつたもの 

（授与人数等の制限） 

第 4条 学長賞は､授与するものの数を制限しない｡ただし､前条第1項第1号については､各学科2名以

内とし､専攻を有する学科については､各専攻 1名以内の者に授与する｡ 

2 奨励賞は､授与するものの数を制限しない。 

3 賞を授与する回数は､制限しない｡ただし､学長賞にあつては在学中 1回とする。 

  (決定) 

第 5 条 表彰は､学生委員会の審議を経て学長が決定する｡ 

（委任） 

第 6条  前 4 条に規定するほか､表彰の実施に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学生表彰規程実施細則 

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学生表彰規程(以下｢表彰規程｣という｡)第6条に基づく大同大学の学生の表彰(以下

｢表彰｣という｡)の実施に関し必要な事項については､この細則の定めるところによる｡ 

(表彰の種類等) 

第 2条 表彰の種類は､表彰規程の定めるところにより､次の各号のとおりとする｡ 

  (1) 大同大学学長賞 

  (2) 大同大学奨励賞 

 (対象) 

第 3条 大同大学学長賞(以下｢学長賞｣という｡)は､最高年次に在籍する学生で､表彰規程の定めると

ころにより､次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 学業､人物共に優れ､他の学生の模範と認められたもの 

  (2) 課外活動において､特に優秀な成績をおさめたもの 

  (3) 研究活動において､特に顕著な業績をおさめたもの 

  (4) 特に顕著な功績､善行があつたもの 

2 大同大学奨励賞(以下｢奨励賞｣という｡)は､表彰規程の定めるところにより､次の各号の一に該当す

る個人又は団体に対して授与する｡ 

  (1) 課外活動において､優秀な成績をおさめたもの 

  (2) 研究活動において､顕著な業績をおさめたもの 

  (3) 顕著な功績､善行があつたもの 

 (対象とするものの定義) 

第 4条 前条第 1 項第 1 号に規定するものとは､学業奨励生及び在学生学業特別奨学生のいずれかを

2年次から 4年次まで継続したものとする｡ 

2 前条第 1 項第 2 号に規定するものとは､在学期間を通じて課外活動の発展に特に貢献したものとす

る｡ 

3 前条第 1項第 3号に規定するものとは､在学期間を通じて研究の発展に特に貢献したものとする｡ 

4 前条第1項第4号に規定するものとは､在学期間を通じて特に顕著な功績､善行があつたものとする｡ 

5 前条第 2 項第 1 号に規定するものとは､国際大会の出場者又は全国大会の入賞者若しくはこれに準ず

る成績をおさめたものとする｡ 

6 前条第 2項第 2号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 国際的又は全国的な学会等で本学の名誉を高める顕著な業績をおさめたもの 

 (2) 卒業後､在学中の研究活動業績により､顕著な功績があつたもの 

7 前条第 2項第 3号に規定するものとは､次の各号のとおりとする｡ 

 (1) 学内又は学外における社会貢献等の活動実績が､本学の名誉を高める模範的な行為として認め

られたもの 

 (2) 前号及び第 5項から第 6項に掲げるほか､優れた業績又は功績があつたもの 
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（推薦方法) 

第 5条 表彰の推薦は､第 2条から第 4条の規定に基づき学科等が行う｡ 

2 推薦者は､次表のとおりとする｡ 

賞の種類と区分 推薦者 

第 3条第 1項第 1号 学科又は専攻 

第 3条第 1項第 2号 学生部及び所属ｸﾗﾌﾞの顧問又は監督 

第 3条第 1項第 3号 学科又は専攻 

第 3条第 1項第 4号 学生部 

第 3条第 2項第 1号 所属ｸﾗﾌﾞの顧問又は監督 

第 3条第 2項第 2号 学科又は専攻 

第 3条第 2項第 3号 学科､専攻又は学生部 

3 推薦の時期は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 学長賞 原則として､毎年 2月とする｡ 

(2) 奨励賞 随時とする｡ただし､推薦の事由が発生した日より､原則 2ヶ月以内とする｡ 

(表彰時期等) 

第 6条 表彰の時期は､次の各号のとおりとする｡ 

(1) 学長賞 学位記授与式 

(2) 奨励賞 その都度速やかに行う 

2 前項の規定にかかわらず､学長が特に必要があると認めた場合は､随時行うことができる｡ 

3 受賞者には､表彰状及び副賞を授与する｡ 

 （委任) 

第 7条 この細則に定めるもののほか､表彰に関し必要な事項は､別に定める｡ 

 

 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学クラブ活動表彰基準要項 

 

（趣旨） 

第１条 大同大学表彰規程内規第 2条第 2号に基づき大同大学クラブ活動表彰基準を設ける。 

（対象） 

 第 2条 表彰の対象となる個人又は団体は、大同大学クラブ委員会（以下「クラブ委員会」という。）

に認可されたクラブに所属し、クラブ活動実績、人物共に優れ、他の学生の模範とするに足るもの

とする。 

2 表彰対象となる個人又は団体は、クラブ委員会にクラブ活動結果報告書及びその他の書類を提出

しているものとする。 

（奨励金及び表彰クラブ数） 

 第 3 条 団体表彰：最優秀賞３万円、優秀賞２万円、奨励賞１万円、特別賞１万円の、各クラブへク

ラブ活動費として支給する。 

2  個人表彰：個人賞５千円相当の金品を支給する。 

3  表彰クラブ数は、特に制限は設けないものとする。 

4 団体表彰は各賞を重複せず、基準が重複した場合は、最も上位の内容で表彰することとする。 

（表彰基準） 

第 4条 表彰基準は、原則として、次のようにする。 

（１）最優秀賞 

   ア 国際大会に出場 

   イ 全国大会で入賞または全国大会に準ずる大会で入賞（運動系クラブは上位 3 位までとする） 

   ウ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

  （２）優秀賞 

   ア 下部団体から、最上部団体へ昇格 

   イ 全国大会に準ずる大会で入賞 

   ウ 最上部団体に所属し、地区大会で優勝 

   エ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

（３）奨励賞 

   ア 下部団体から、上部団体へ昇格 

   イ 地区大会で優勝 

   ウ 社会貢献活動等の活動が顕著 

   エ 昨年度の表彰内容よりも好成績を残す 

   オ その他、クラブの発展がめざましく、学生部の推薦のあったクラブ 

 （４）個人表彰 

   ア 県等で組織する団体の代表選手に選出 

   イ 各大会等で個人賞の受賞（個人や各店舗などが主催する小規模の大会は除く） 

   ウ その他、クラブの発展に貢献し、学生部の推薦のあったもの 

（選考） 

 第 5 条 表彰クラブの選考は、第２条の対象クラブのうちから学生委員会の議を経て学生部長が決定

する。 
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（決定時期） 

第 6条 表彰クラブの決定は１２月の学生委員会とし、表彰は１月のクラブ活動報告会とする 

（課外活動の発展） 

  第 7 条 第６条に規定するクラブ活動報告会において、在学期間を通じて２回以上個人表彰を受賞

したものについては、課外活動の発展に特に貢献したものとして、大同大学表彰規程内規第 2 条

第 2 号イに基づき、表彰候補者として学生委員会に推薦する。 

（事務局） 

  第 8 条 クラブ表彰に関する事務は、学生室が行う。 
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大同大学厚生施設使用規則 

(昭和 47 年 4月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学学則第50条第2項の規定に基づく大同大学の厚生施設(以下｢厚生施設｣という｡)に

ついては､この規則の定めるところによる｡ 

(厚生施設) 

第 2条 厚生施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 学生ﾎｰﾙ 

(2) 自習室 

(3) ﾛｯｶｰ室 

(4) ｼｬﾜｰ室 

(5) 食堂 

(6) 売店 

(7) ｶﾌｪ＆ｶﾚｰ 

(8) ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(9) 木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ 

(使用の目的) 

第 3 条 厚生施設は､学生及び職員が研修､休憩､談話､食事､自習その他会合等にそれぞれの目的に沿

つて使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 前項以外の目的で厚生施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るも

のとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5 条 厚生施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(使用時間) 

第 6 条 厚生施設の使用時間は､別表のとおりとする｡ただし､休業日及び授業が行われない日は､そ

の都度定める｡ 

(木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ) 

第 7条 第 2 条第 9号の木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽの使用規則は､別に定める｡ 

(事務) 

第 8条 厚生施設の運営に関する事務は学生室が行う｡ 
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附 則  

＜ 省 略 ＞  

別 表 

 平日 

施設名 使用時間 

学生ﾎｰﾙ 8 時 40 分～21 時 00 分 

自習室 8 時 40 分～21 時 00 分 

ﾛｯｶｰ室 8 時 40 分～17 時 50 分 

食堂 
10 時 00 分～14 時 00 分 

16 時 00 分～18 時 00 分 

売店 8 時 30 分～18 時 00 分 

ｶﾌｪ&ｶﾚｰ 9 時 00 分～19 時 00 分 

ただし､上記施設の時間外､土曜日､日曜日及び祝祭日等については､学生部長の許可をうけて使用す

ることができる｡また､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑは､学生部長の許可をうけて使用することができる｡ 
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大同大学木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ使用細則 

(昭和 44 年 7月 9 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学厚生施設使用規則第 1 条による木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ(以下｢ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ｣という｡)の使用等

については､この細則による｡ 

(使用許可等) 

第 2 条 ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽを使用しようとする者は､所定の使用願を使用予定日の1か月前から5日前(郵送の

場合 10 日前)までに学生室に提出し､学生部長の許可を受け､使用許可書の交付を受けなければなら

ない｡ただし､必要やむを得ない事情のある場合は､その日限を短縮することができる｡ 

2  使用願の申し込み責任者は､本学園の学生､職員及び卒業生とする｡ 

3 本学園の学生及び職員(第 9 条該当者を除く｡)における夏季休業中の使用願は､2 か月前から受け付

ける｡ 

(使用限度) 

第 3 条 ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽの使用は､引き続き 7 日間を限度とする｡ただし､学生部長が特別の事情があると認

めた場合は､この限りではない｡ 

(使用料等の納付) 

第 4 条 使用の許可を受けた者は､別表に定める使用料及び食費は､到着した日にｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ管理人に

納めなければならない｡ 

(使用の取消し) 

第 5 条 使用の取消しは､学生室に次の取消料を添えて願出なければならない｡ 

申 出 日 取 消 料 

使用日の3日前まで 徴収しない 

使用日の2日前以降 食費の全額 

2 天災その他不可抗力により使用することができなくなったときは､学生室に使用予定日から3日以内

に申し出ることとする｡その際の取消料は､徴収しないものとする｡ 

(使用の制限) 

第 6 条 ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽを使用する者(以下使用者という｡)は､この規則及び使用者心得を守らなければな

らない｡ 

第 7条 使用者は､当該使用にかかる施設及び備品を滅失若しくは破損し､又は許可条件に違反した

ことにより損害を与えたときは､損害を賠償しなければならない｡ 

第 8条 次に掲げる者は､管理人によりその使用を断わられることがある｡ 

(1) 使用許可書を持参しない者 

(2) 使用許可期限を超過した者 

(3) この規則及び使用者心得に違反した者 

(4) その他管理人の指示に従わない者 

(使用者の範囲) 

第 9 条 ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽに余裕があるときは､本学園の学生､職員及び卒業生の紹介した者の使用も認める｡ 

(休業日) 

第 10 条 休業日は次のとおりとし､掲示によって知らせる｡ 
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(1) 年間の休業日は､年度当初にこれを定める｡ 

(2) 臨時の休業日は､そのたびにこれを定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記の使用料・食費は、消費税を含んだ金額です。 

 ※幼児については、使用料を徴収しない。ただし、寝具を使用する場合は、リネン代を徴収する。 

 ※1 泊は、15 時から翌日の 10 時とする。 

 

  

 
使用料 

(１人１泊) 

食費（1人１食） 
リネン代 

朝 食 夕 食 

学園内［学園の学生・生徒］ 1,500 円 

550 円 

定食 

2,200 円 

特別食 

3,100 円 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 

1,200 円 

(夏季のみ） 

550 円 

学園内［学園の職員］ 2,600 円 

上記が同伴する家族 2,600 円 

学園内の退職職員・卒業生 

［上記が同伴する家族を含む］ 
3,650 円 

学 園 外 4,500 円 

小人(小･中学生) 1,500 円 
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大同大学木曽駒ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽ使用者心得 

 

(昭和 44 年 7月 9 日制定) 

 

1. ｾﾞﾐﾅｰﾊｳｽに到着の際､使用許可書を管理人に渡し､使用料及び食費を納入すること｡ 

2. 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用をしないこと｡ 

3. 敷地の内外をとわず立木類土石の切損をしないこと｡ 

4. 常に建物内及び外部周辺の清潔､整頓､衛生並びに盗難防止等に留意し､かつ他人に迷惑を及ぼすこ

とのないように注意すること｡ 

5. 食事､入浴､施設備品の使用等については､管理人の指示により秩序よく行い､汚損､破損しないよう

に注意すること｡なお､食事時間等は原則として､次のとおりとする｡ 

ｲ. 食事時間 朝食 7 時 30 分～8時 00 分 

夕食 18 時 00 分～20 時 00 分 

ﾛ. 入浴時間 16 時 00 分～21 時 00 分 

ﾊ. 門限 21 時 00 分 

ﾆ. ﾎｰﾙ消灯 22 時 00 分 

6. 登山計画のある場合は､登山の計画､登山者の氏名等を管埋人に報告すること｡ 

7. 退出の際は､使用の室を整頓したうえで管理人に申し出ること｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

216



 

大同大学運動施設使用規則 

 

(昭和 50 年 9月 8 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学学則第 50 条第 2 項の規定に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)の運動施設(以下

｢運動施設｣という｡)については､この規則の定めるところによる｡ 

(運動施設) 

第 2条 運動施設は､次の施設をいう｡ 

(1) 東小山運動場 

(2) 元浜運動場 

(3) 石井記念体育館 

(使用の順位) 

第 3条 運動施設は､本学の授業及び本学学生の課外活動に使用することとし､本学の授業の使用が

優先する｡ 

2 前項の使用に支障をきたさない範囲において､前項以外の目的に使用することができる｡ 

(使用の許可) 

第 4条 運動施設を使用するときは､使用責任者が事前に学生部長の許可を得るものとする｡ 

(使用上の注意事項) 

第 5条 運動施設を使用するときは､次の事項を守らなければならない｡なお､違反した場合には使用

を取り消し､許可しないことがある｡ 

(1) 施設､設備､機器､備品等の保全に努めること 

(2) 施設内外の美化整頓に努めること 

(3) 火気の使用及び喫煙は､所定の場所とし､火災予防に努めること 

(4) 電気､水道を使用するときは､節約に努めること 

(5) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと 

(6) 担当職員の指示は､必ず守ること 

(7) 上記のほか別に定める各施設の使用に関する心得等を遵守すること 

(事務) 

第 6条 運動施設の運営に関する事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同学園運動施設使用規則 

(昭和 55 年 2月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同学園運動施設管理運営委員会規程第 6 条に定める大同学園運動施設(以下｢運動施設｣と

いう｡)の使用は､この規則の定めるところによる｡ 

(使用の目的) 

第 2条 運動施設は､本学園の学生･生徒の正課体育､学校行事及び特別課外活動等に使用することを

原則とする｡ 

(使用の許可) 

第 3条 運動施設を使用する時は､使用責任者が事前に運動施設使用願を提出し､管理責任者の許可

を得るものとする｡ 

(使用上の注意) 

第 4条 運動施設の使用は､管理責任者の指示に従わなければならない｡なお､違反した場合には使用

を禁止することがある｡ 

第 5条 運動施設･器具を破損した時は､速やかに管理責任者に届け出なければならない｡なお､故意

又は過失により､運動施設又は器具を破損した場合は､相当の弁償をさせることがある｡ 

(運動施設の使用調整) 

第 6条 運動施設を使用するための調整は､次による｡ 

(1) 正課体育上の場合は､運動施設管理運営委員会において調整を行う｡ 

(2) その他の場合は､本部総務室で調整を行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

218



 

大同大学課外活動に関する規程 

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学(以下｢本学｣という｡)における学生の課外活動については､この規程の定めるとこ

ろによる｡ 

(定義) 

第 2条 課外活動とは､学生会執行委員会､その他の学生会諸機関及び下部組織の行う日常活動並び

に学生の文化及び体育関係諸団体の活動等､正課外の学生活動をいう｡ 

(制限) 

第 3条 学生は､課外活動を行うにあたり､本学の教育と研究の妨げとならないよう､また学生として

の本分を逸脱しないよう活動の節度を守らなければならない｡ 

(諸団体の加入及び脱退) 

第 4条 課外活動団体の学外諸団体への加入､脱退は､学生部長の承認を必要とする｡ 

(顧問等) 

第 5条 部､同好会､研究会(以下｢ｸﾗﾌﾞ｣という｡)の指導及び助言を行うため顧問を置かなければなら

ない｡ 

2 顧問を補佐し技術面の指導を行う技術指導員として､監督を置くことができる｡ 

3 技術指導員補佐として､ｺｰﾁ､ﾄﾚｰﾅｰ､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(以下｢ｺｰﾁ等｣という｡)を置くことができる｡ 

4 顧問､監督､ｺｰﾁ等に関する細則は､別にこれを定める｡ 

(顧問委員会) 

第 6条 課外活動の健全な発展とその活動の円滑を期するため､顧問会議を置く｡ 

2 顧問会議の内規は､別に定める｡ 

(援助) 

第 7条 課外活動の健全な発展､推進､奨励とその活動の円滑を期するため､本学は､必要な援助をす

ることができる｡ 

2 課外活動援助に関する内規は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学課外活動援助に関する内規 

(昭和 63 年 3月 18 日制定) 

(趣旨) 

第 1条 大同大学課外活動に関する規程第 7 条第 2 項に基づく課外活動援助については､この内規に

定めるところによる｡ 

(対象) 

第 2条 援助の対象は､次のとおりとする｡ 

(1)学生連盟等の連盟等登録費 

(2)大会等参加費 

(3)ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費 

(4)顧問・監督・コーチ等の旅費 

(5)物品購入費 

(6)懇親会費用 

(7)ｸﾗﾌﾞ活動報告会の費用 

(8)祝勝会等の開催援助については、別に定める。 

(9)ｽｸｰﾙﾊﾞｽの運行援助については、別に定める。 

(10)その他学生委員会にて必要と認めたもの 

（連盟等登録費） 

第 3 条 連盟登録費については、ｸﾗﾌﾞ活動上加入が必須の連盟・団体及び協会等の登録にかかる費用 

を全額援助する。 

2 前項に規定するｸﾗﾌﾞ活動上加入が必須の連盟・団体及び協会等とは、ｸﾗﾌﾞが県大会、地区大会およ

び全国大会に出場するために登録が必要な連盟・団体及び協会等をいう。 

3 前項に規定する連盟・団体及び協会等以外の登録にかかる費用の援助については学生委員会で審議

の上、決定する。 

（大会等参加費） 

第 4 条 大会等参加費については、西日本大会以上又はそれに準ずる規模でおこなわれる公式の大会

若しくは発表会等の参加費を全額援助する。 

2 申請は原則１ｸﾗﾌﾞ２大会を限度とする。それ以上に申請する場合は学生部長の承認を必要とする。 

（ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費） 

第 5 条 ｸﾗﾌﾞ員の大会参加旅費については、西日本大会以上又はそれに準ずる規模でおこなわれる公

式の大会若しくは発表会等への参加にかかる旅費を参加者 1名につき、1日あたり 5,000 円を限度と

して援助する。 

2 申請できる期間の範囲は、前日会議及び試合出場期間とする。ただし、片道 100km を超える場所で

午前中に試合がある場合はその前日を、試合終了後現地を出発して 21 時までに大学に到着ができな

いと見込まれる場合その翌日を、申請期間に含めることができる。 

3 申請できる人数は、次の各号のいずれかとする。 

(1)大会要項等に定められている人数 

(2)大会要項等に定められていない場合、実際に登録した人数 

4 申請は原則 1 ｸﾗﾌﾞ 2 大会を限度とする。それ以上に申請する場合は学生部長の承認を必要とする。 

（顧問・監督・コーチ等の旅費） 
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第 6条 顧問・監督・コーチ等の旅費については、大同学園旅費規程を準用し、交通費、宿泊費、日当

相当を援助する。ただし、引率を必要とする期間に限る。 

2 前項に規定する引率とは、学生が学外で活動する際に、指導・助言を目的として活動する場合をい

う。 

3 第 1 項に規定する引率を必要とする期間とは、学生が月間活動計画書により届出した学外活動期間

とし、次の各号のいずれかとする。 

(1)合宿の場合は、月間活動計画書により届出されている期間。 

 (2)試合の場合は、前日会議及び試合出場期間とする。ただし、試合終了後現地を出発して 21 時 

までに大学に到着ができないと見込まれる場合その翌日を含む。 

（物品購入費） 

第 7 条 物品購入費については、ｸﾗﾌﾞ活動に要する 1 基、1 個、1 組、または 1 台の取得価格が 10 万

円以上で耐用年数 1年以上の物品の購入費を各ｸﾗﾌﾞの活動状況を判断し､60%援助する。 

2 ユニフォームの購入については、大会出場用ユニフォームの購入にかかる費用の 50%を援助する。

ただし、4年に 1度申請できるものとする。 

（懇親会費用） 

第 8 条 懇親会費用については、次の各号を充たす懇親会の費用を参加者 1 名につき 1,500 円を上限

に援助する。 

(1)月間活動計画書で届出があること。 

(2)ｸﾗﾌﾞ活動活性化のため顧問同席のもとで実施していること。 

2 懇親会費用の援助申請は、年間に 1回限りとする。 

3 懇親会費では飲食費・食材費のみを対象とする。 

（ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用） 

第 9条 ｸﾗﾌﾞ活動報告会費用については、ｸﾗﾌﾞ委員会主催によるｸﾗﾌﾞ活動報告会に関わる費用を全額

援助する。 

（申請） 

第 10 条 援助を希望するｸﾗﾌﾞ等は､所定の援助申請書類を学生室に提出する｡ただし､第 8 条について

は､顧問が申請する｡ 

（決定） 

第 11 条 第 3 条及び第 7条第 1項の援助金額は､学生委員会で審議し､決定する｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学ｸﾗﾌﾞ顧問･監督･ｺｰﾁ等に関する細則 

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学課外活動に関する規程第5条 2項に基づく顧問､監督､ｺｰﾁ等については､この細則の

定めるところによる｡ 

(選任) 

第 2条 顧問及び監督は､本学専任職員の中から選任する｡ｺｰﾁ等の選任は､本学専任職員とは限らな

いものとする｡ 

(任期) 

第 3条 顧問､監督､ｺｰﾁ等の任期は、2年を越えないものとする｡ただし､再任を妨げない｡ 

(制限) 

第 4条 顧問は､原則として 3 ｸﾗﾌﾞ以上の顧問を兼ねない｡ 

2 監督については､他のｸﾗﾌﾞの監督を兼ねることはできないものとする｡ 

(委嘱の要請) 

第 5条 顧問､監督､ｺｰﾁ等の委嘱の要請は､再任､新任に関わらず､ｸﾗﾌﾞ委員会を通じて任期終了一か

月前までに学生部長に提出する｡ 

 （委嘱） 

第 6条 顧問は､本学専任職員の中から各ｸﾗﾌﾞの要請に基づき､学生部長が委嘱する｡ 

2 監督･ｺｰﾁ等は､本学専任職員（ｺｰﾁ等の場合は､本学専任職員とは限らない）から､学生部長が委嘱す

る｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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顧問会議内規 

(昭和 63 年 6月 21 日制定) 

（趣旨） 

第 1 条 大同大学課外活動に関する規程第 6 条 2 項に基づく顧問会議（以下「会議」という｡）につ

いては､この内規の定めるところによる｡ 

（任務） 

第 2条 会議は、クラブ活動の推進・奨励に関することを協議する。 

（組織） 

第 3条 会議は次の構成員をもって組織する。 

１． 学生部長 

２． 学生部次長 

３． 学生室長 

４． 顧問 

５． クラブ委員会の中から若干名 

（議長） 

第 4条 会議に議長を置く｡ 

2 議長は､学生部長とする。 

（招集） 

第 5条 会議は､学生部長が必要と認めたとき､これを招集する｡ 

（事務局） 

第 6条 会議の事務は､学生室が行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学石井記念体育館使用者心得 

(平成 11 年 3月 1 日制定) 

 

1.休館日は土･日･祝日及び学生部長が必要と認めた日とする。ただし､学生部長の許可を得た場合には

使用することができる｡ 

2.使用時間は､午前 8時 40分から午後 8時 45分までとする｡ただし､学生部長が必要と認めた場合には

変更する｡ 

3.使用は､あらかじめA棟学生室へ申し出て許可を受けること｡ただし､当日の使用申請は管理室へ申し

出て許可を得ること。 

4.館内では､上履き専用の履物(運動靴等)を使用すること｡ただし､学生部長が認めた場合には､この限

りではない｡ 

5.ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝの使用については、必ず各器具備え付けの使用マニュアルに従って使用すること｡ﾌﾘｰｳｪｲ

ﾄについては必ず二人以上で使用すること。 

6.館内では､喫煙を禁止する｡ 

7.他の使用者に迷惑を及ぼさないこと｡ 

8.使用後は､整理整頓を心がけ､必ず清掃を行うこと｡ 

9.建物や施設､器具類を破損した場合は､速やかに体育館管理室へ届け出ること｡場合によっては相当

の弁償をしなければならない｡ 

10.使用にあたっては､学生室及び体育館管理室の指示に従うこと｡ 

 

以上の心得を守らないときは､事後の使用を認めないことがある｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学図書館利用規則 

(平成 2 年 4月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 大同大学図書館規程第 7 条に基づく大同大学(以下｢本学｣という｡)図書館の利用に関するこ

とは､この規則の定めるところによる｡ 

(利用者の範囲) 

第 2 条 図書館を利用できる者は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学部学生 

(3) 本学の大学院学生 

(4) 本学の卒業生 

(5) 館長の特に許可した者 

(開館･休館) 

第 3 条 図書館は､次のとおり開館および休館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 45 分～21 時 00 分ただし､館長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

  次の日を休館とする｡ 

ｱ 本学学則に定める休業日及び土曜日(春､夏､冬季休業日については､その都度これを掲示

する｡) 

ｲ 館長が必要と認めた日(その都度これを掲示する｡) 

(閲覧) 

第 4 条 図書館資料は､館内の所定の場所または閲覧室等にて自由に閲覧できる｡ 

2  閲覧後の図書館資料は､必ず所定の位置に戻すこと｡ 

(貸出･返却) 

第 5 条 図書館資料の館外貸出(以下｢貸出｣という｡)を希望する場合は､所定の手続きを取ること｡ 

2 貸出手続きには､学生証等を必ず呈示すること｡ 

第 6条 貸出を禁止する図書館資料は､次のとおりとする｡ 

(1) 参考図書 

(2) 雑誌 

(3) 新聞 

(4) AV 資料 

(5) 地図 

(6) その他館長が必要と認めた図書館資料 

第 7条 貸出対象者､冊数および期間は､次のとおりとし､期間内に返却すること｡ 

(1) 本学の職員 100 冊以内 当年度 2月末日まで 

(2) 本学の学部学生 10 冊以内 2 週間以内 

(3) 本学の大学院学生 30 冊以内 3 ｹ月以内 

(4) 本学の卒業生 3 冊以内 1 週間以内 

2 貸出期間の更新は､返却期日までに手続きをすること｡ 
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3 春､夏､冬季休業日の学生の貸出期間は､延長する｡その都度これを掲示する｡ 

4 館長が特に必要と認めた場合は､冊数の増減および期間の延長･短縮等を行うことがある｡ 

5 第2条に定める利用者がその資格を失つたときは､貸出期間中であつても直ちに貸出資料を返却しな

ければならない｡ 

第 8条 貸出中の図書館資料については､貸出または閲覧予約の手続きができる｡ 

第 9条 貸出中の図書館資料については､次の注意事項を厳守し､違反した場合にはその責を負うこ

と｡ 

(1) 延滞しないこと 

(2) 転貸借しないこと 

(3) 紛失､汚損しないこと 

(文献複写) 

第 10 条 図書館における文献複写は､教育又は研究の用に供することを目的とし､所定の手続きを経

て行うこと｡ 

2 文献複写は､著作権法に抵触しない範囲で行うものとし､また館長が不適当と認めた資料は複写でき

ない｡ 

(相互利用) 

第 11 条 本学の職員､学部学生及び大学院学生の他大学等図書館利用については､当該機関の定める

ところにより､館長が必要に応じ依頼することができる｡ 

2 本学以外の図書館等からの利用申込については､館長が本学における研究及び教育に支障がないと

認めた場合､本規則の定めるところにより応ずる｡ 

(施設利用) 

第 12 条 図書館施設の利用については､各施設の目的に応じ自由に利用できる｡ただし､所定の手続き

を必要とする施設もある｡ 

(情報検索) 

第 13 条 本学所蔵資料の検索については､所定の機器を使用して行うことができる｡ 

第 14 条 他機関の提供する情報検索ｼｽﾃﾑの利用については､所定の手続きをとること｡ 

(遵守事項および罰則) 

第 15 条 利用者は､諸規則ならびに館長の指示する事項を遵守し､館員の指導に従うこと｡ 

2前項を遵守できない者については､図書館の利用を制限し､又は学則により罰することがある｡ 

(補則) 

第 16 条 この規則に定めるもののほか図書館の利用に関する必要な事項については､図書委員会の議

を経て､館長が別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学図書館利用細則 

(平成 2 年 4月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 この細則は､大同大学図書館利用規則(以下｢利用規則｣という｡)第16条の規定に基づき､大同

大学図書館の円滑な利用を図るため必要な事項を定めることを目的とする｡ 

(利用者の範囲) 

第 2 条 利用規則第 2条に定める利用者の範囲は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員(以下｢職員｣という｡)に含む者 

ｱ 招へい研究者 

(2) 本学の学部学生(以下｢学生｣という｡)に含む者 

ｱ 学部の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(3) 本学の大学院学生(以下｢大学院生｣という｡)に含む者 

ｧ 大学院の科目等履修生､研究生､委託学生､委託生及び外国人留学生 

(4) 本学の卒業生(以下｢卒業生｣という｡)に含む者 

ｱ 修了生 

(5) 館長の特に許可した者 

ｱ 第 1 号の職員を除く学園職員 

ｲ 本学の非常勤講師 

ｳ 本学に在職していた者 

ｴ 他大学の学生及び職員 

ｵ 諸団体､企業等に所属する者等(その都度審査する｡) 

ｶ その他の 18 歳未満を除く社会人（その都度審査する。） 

ｷ 高等学校在学生 

2 前項第 5号のｲからｷの利用者は､その都度身分証明書等を提示し､許可を受ける｡ 

ｲからｶうちの希望者に、利用許可証（兼貸出許可証）を交付する。この許可証の有効期限 

は 1年間とする。 

(開館･休館) 

第3条 利用規則第 3条に定める開館日において、館長が必要と認めた場合、利用細則第 2条第 2項第

5号ｴ、ｵ､ｶ､ｷに該当する利用者の利用を制限することがある。（その都度掲示する。） 

2 利用規則第3条第2号に定める休業日のうち春､夏､冬季休業日については､土曜日を除く平日は開館

とし､開館時間は図書委員会の審議を経て､館長が定める｡ただし､館長が必要と認めた場合変更するこ

とがある｡ 

(閲覧) 

第 4 条 ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ及びAV ﾗｳﾝｼﾞ等の資料は､許可なく所定の場所から持ち出して閲覧することが

できない｡ 

2 閲覧後の図書館資料は､元の位置に戻すこと｡ただし､図書返却台に置くこともできる｡ 

(貸出･返却) 

第 5 条 第 2 条第 1項第 5号に該当する者への貸出は､次のとおりとする｡ 

(1) ｱの該当者 20 冊以内 1 か月以内 
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(2) ｲ､ｳの該当者 10 冊以内 1 か月以内 

(3)ｴ､ｵ､ｶの該当者 3 冊以内 1 週間以内 

第 6条 貸出期間の更新は､一回とする｡ただし､貸出又は､閲覧予約のない場合に限る｡ 

第 7条 貸出を禁止する図書館資料の特別貸出は､次のとおりとする｡ 

(1) 参考図書 

ｧ 職員･大学院生 5 冊以内 1 週間以内 

(2) 新着雑誌 

ｧ 職員･大学院生 3 冊以内 3 日以内 

(3) 製本雑誌 

ｧ 職員･大学院生 5 冊以内 1 週間以内 

第 8条 貸出又は閲覧予約手続者への連絡は､掲示等で行う｡なお､予約の効力は､連絡後 5 日間とす

る｡ 

第 9条 貸出違反者の責任事項は､原則として次のとおりとする｡ 

(1) 延 滞 : 超過日数に相当する期間の貸出停止 

(2) 転 貸 借 : 1 か月の貸出停止 

(3) 紛失､汚損: 指定若しくは代わりの図書又は相当時価による弁償 

(文献複写) 

第 10 条 文献複写は､所定の機器で行うこと｡ 

2 利用規則第 2条第 4号及び第 5号の利用者の文献複写については､図書館事務室で所定の手続きを経

て行うことができる｡ 

第 11 条 文献複写料金は､ﾓﾉｸﾛ 1 枚 10 円、ｶﾗｰ １枚 50 円とする｡ただし､他大学等からの文献複写依

頼による複写料金は､ﾓﾉｸﾛ 1 枚 40 円、ｶﾗｰ 1 枚 100 円とする｡ 

(相互利用) 

第 12 条 利用規則第 11 条に基づく相互利用を円滑に運用するため､館長は､他大学図書館等と協定を

結ぶことができる｡ 

(施設利用) 

第 13 条 AV ﾗｳﾝｼﾞは､AV ﾌﾞｰｽ備付機器を使用し､配架資料に限り自由に利用できる｡ 

第 14 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾞｰｽは､備付機器及び資料を使用し､定員 5名以内で所定の手続きを経て利用できる｡ 

第 15 条 ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰは､新聞･軽雑誌類の閲覧及び休憩に利用できる｡ 

第 16 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟ閲覧室は､定員 8名以内のｸﾞﾙｰﾌﾟが図書資料を使用するｾﾐﾅｰ等の目的に利用できる｡ 

2 利用者は､利用時間を予約表に記入する｡ 

3 利用時間は､1 回 1 時間 30 分以内とし､他に利用者のない場合には延長することができる｡ 

4 利用予約は､ｸﾞﾙｰﾌﾟの責任者により 1 か月前からすることができる｡ただし､職員が責任者の場合は､

6 か月前からとする｡ 

第 17 条 ｸﾞﾙｰﾌﾟ AV 室は､定員 30 名以内のｸﾞﾙｰﾌﾟが備付機器を使用し､AV 資料によるｾﾐﾅｰ等の目的に

利用できる｡ 

2 利用責任者は職員とし､利用申し込みを行う｡ 

3 利用予約は､利用責任者により 6か月前からすることができる｡ 

第 18 条 学習閲覧室は､他の利用者の迷惑にならない範囲で､共同学習にも自由に利用できる｡ 

第 19 条 研究者閲覧室は､職員及び大学院生が図書資料の閲覧又は研究等に利用できる｡ 
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第 20 条 研究個室は､職員及び大学院生が図書資料の閲覧又は研究等に 1 週間以内継続して利用でき

る｡ 

2 利用予約は､6 か月前からすることができる｡ 

第 21 条 ﾏｲｸﾛ資料室は､職員及び大学院生が備付機器を使用し､ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等の閲覧に利用できる｡ 

  (情報検索) 

第 22 条 本学図書館と契約している他機関の提供する情報検索ｼｽﾃﾑの利用は､次のとおりとする｡ 

(1) 利用者は､所定の申込書を提出する｡ 

(2) 情報検索料金は､当該ｼｽﾃﾑ提供機関との契約に基づき､利用者が負担する｡ 

(3) British Library Document Supply Service(BLDSS)の利用については､別に定める｡ 

(遵守事項) 

第 23 条 利用者は､次の事項を遵守する｡ 

(1) 図書館資料を破損したり､書き込み等により汚損しないこと 

(2) 図書館資料を許可なく館外に持ち出さないこと 

(3) 館内の設備､機器等を破損したり､所定の位置から移動しないこと 

(4) 談笑､音読､集会､娯楽行為等他の利用者に迷惑をかけないこと 

(5) 館内で喫煙又は飲食しないこと また携帯電話の電源を切ること 

(6) 印刷物を配布したり､貼り紙をしないこと 

(7) 下駄､ｽﾊﾟｲｸ等で入館しないこと 

(細則の改廃) 

第 24 条 本細則の改廃については､図書委員会の審議を経て､館長がこれを行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学情報ｾﾝﾀｰ利用規程 

(平成 11 年 4月 1 日制定) 

第 1章  総則 

（趣旨） 

第 1条 大同大学情報ｾﾝﾀｰ規程第 8条の規定に基づく大同大学（以下｢本学｣という｡）の情報ｾﾝﾀｰ

（以下､｢ｾﾝﾀｰ｣という｡）の施設､教育･研究用電子計算機ｼｽﾃﾑ（以下､｢電算機ｼｽﾃﾑ｣という｡）及び大

同大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ（以下､｢ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡）の利用については､この規程の定めるところ

による｡ 

（定義） 

第 2条 この規程において､ｾﾝﾀｰの施設とは､ｾﾝﾀｰが管理運営する演習室等をいい､電算機ｼｽﾃﾑとは､ｾﾝ

ﾀｰが管理運営する電算機ｼｽﾃﾑをいい､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸとは､全学の利用に供する目的で敷設された通信

網及び通信ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑをいう｡ 

 2 第 1項に規定する演習室等は次のものをいう｡ 

(1) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 

(2) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ自習室 

(3) その他施設 

 3 第 1項に規定する電算機ｼｽﾃﾑとは､ｾﾝﾀｰの施設及び別に定めるｻﾃﾗｲﾄに設置された電算機ｼｽﾃﾑをい

う｡ 

 4 第 1項に規定するｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは､次の情報通信にかかわる装置及び設備で構成する｡ 

(1) 外部機関との接続にかかる回線及び関連機器 

(2) 本学校舎間及び各建物間を接続する基幹ﾈｯﾄﾜｰｸにかかる通信回線並びにその接続装置 

(3) 各建物内各室に設置する情報ｺﾝｾﾝﾄまでの通信回線及びその接続装置 

(4) 前各号の回線上で稼働するﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽを提供するための機器 

（利用範囲） 

第 3条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは､学術研究､教育及び本学の運営上必要な業務以

外に利用することはできない｡ 

（利用資格） 

第 4条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用できる者は､次の各号の一に該当する者とす

る｡ 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学生 

(3) 情報ｾﾝﾀｰ長（以下､｢ｾﾝﾀｰ長｣という｡）が必要と認めた者 

（利用申請） 

第 5条 ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用しようとする者は､所定の利用申請手続を行

わなければならない｡ 

 2 前項の規定にかかわらずｾﾝﾀｰ長が特に認めた場合には､所定の申請手続を省略することがある｡ 

 3 利用者は､申請内容に変更が生じた場合は､速やかに変更の申請手続を行わなければならない｡ 

（利用報告） 

第 6条 ｾﾝﾀｰ長は､必要に応じ利用者にｾﾝﾀｰ利用状況の報告を求めることができる｡ 

（利用者の遵守事項） 

第 7条 利用者は､ｾﾝﾀｰの施設､電算機ｼｽﾃﾑ及びｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用するにあたつて､次のことを遵守

しなければならない｡ 

(1) 他人の正常な使用を阻害してはならない｡ 

(2) 公序良俗に反してはならない｡ 
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(3) ｾﾝﾀｰ職員の指示に従わなければならない｡ 

 2 利用者は､電算機ｼｽﾃﾑを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(2) 電算機ｼｽﾃﾑ及び他の利用者のﾌｧｲﾙ等に障害を与える利用をしてはならない｡ 

 3 利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸを利用するにあたつて､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 他人の特許権､商標権､著作権等の知的財産権を侵害してはならない｡ 

(2) 他人の名誉を毀損してはならない｡ 

(3) ﾕｰｻﾞｰ名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを厳重に管理し､他に漏らしてはならない｡ 

(4) 第三者に対するいやがらせ及び脅迫的な情報､不確かな内容の情報を発信してはならない｡ 

(5) Web ﾍﾟｰｼﾞ等を悪用して､社会通念に反する情報を発信してはならない｡ 

（利用違反時の処置） 

第 8条 利用者が､前条の定めに違反した場合､又はｾﾝﾀｰの運営に支障を生じせしめた場合､ｾﾝﾀｰ長は

利用者に利用方法の是正勧告をする｡ 

 2 利用者が是正勧告に従わない場合､ｾﾝﾀｰ長は利用者の利用承認を取り消すことができる｡ 

第 2章 ｾﾝﾀｰの施設 

（開館時間） 

第 9条 ｾﾝﾀｰの施設は､次のとおり開館､閉館する｡ 

(1) 開館時間 

8 時 30 分～18 時 00 分までとする｡ただし､自習室については原則 20 時 45 分までとする｡なお､

ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた場合は変更することがある｡ 

(2) 休館日 

次の日を休館とする｡ 

ｱ､本学学則に規定する休業日及び土曜日｡ただし､春､夏､冬季休業日については､その都度これを

掲示する｡ 

ｲ､ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日（その都度これを掲示する｡） 

第 3章 電算機ｼｽﾃﾑ 

（電算機ｼｽﾃﾑを利用できる施設） 

第 10 条 電算機ｼｽﾃﾑは､ｾﾝﾀｰの施設及びｻﾃﾗｲﾄにおいて利用することができる｡ 

（電算機ｼｽﾃﾑの利用時間） 

第 11 条 電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､次のとおりとする｡ 

(1) ｾﾝﾀｰの施設の電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､その開館時間とする｡ 

(2) ｻﾃﾗｲﾄの電算機ｼｽﾃﾑの利用時間は､施設を管理運営する部局が規定する｡ 

第 4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

（利用時間） 

第 12 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸは常時利用できる｡やむを得ず停止する場合は､事前に掲示するものとする｡ 

第 5章 雑 則 

（細則） 

第 13 条 この規程に定めるもののほか､ｾﾝﾀｰの利用に関する細則は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞ 
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大同大学情報ｾﾝﾀｰ利用細則 

 

(平成 11 年 4月 1 日制定) 

第 1章 総 則 

（趣旨） 

第 1条 大同大学情報ｾﾝﾀｰ利用規程（以下､｢利用規程｣という｡）第 13 条の規定に基づく情報ｾﾝﾀｰ

（以下､｢ｾﾝﾀｰ」という｡）の施設、教育･研究用電子計算機ｼｽﾃﾑ（以下､｢電算機ｼｽﾃﾑ｣という｡）及び

大同大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ（以下､｢ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡）の利用に関する細目は､この細則の規定す

るところによる｡ 

（利用違反時の処置） 

第 2条 利用規程第 8条第 2項で規定するところにより利用承認を取り消された者については､次の

とおりとする｡ 

(1) 教育職員の場合は､学長ならびに当該教育教員の所属する学部長､教養部長及び学科長に報告す

る｡ 

(2) 事務職員の場合は､法人本部長に報告する｡ 

(3) 学生の場合は､学生部長に報告する｡ 

第 2章 ｾﾝﾀｰの施設 

（ｾﾝﾀｰの施設） 

第 3条 ｾﾝﾀｰの施設及びその利用目的は,次のとおりとする｡ 

施設名 室番号 利用目的 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 1 B0302 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 2 B0303 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 3 B0304 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 4 B0305 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 5 B0306 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 6 B0308 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 7 B0307 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 11 X0126 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 12 X0127 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習室 13 X0112 電算機ｼｽﾃﾑを利用した授業及び自由利用 

 2 利用者は、第1項に規定する利用目的に従い施設を利用しなければならない｡ 

 3 第1項に規定する施設の内､授業として利用目的が規定された施設の利用申請及び変更申請は、教

務室が行うものとする｡ 

 4 講習会､資格検定等で第1項に規定する施設を利用する者は､教務室の承認を経て所定の申請手続

きを行わなければならない｡ 

第 3章 電算機ｼｽﾃﾑ 

（利用申請） 

第 4条 利用規程第 5条第 1項に規定する利用申請手続の内､電算機ｼｽﾃﾑの申請手続を行わなければ

ならない者は､次の各号の一に該当するものとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師 

(2) 本学の学外 TA 
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(3) 情報ｾﾝﾀｰ長（以下､｢ｾﾝﾀｰ長｣という｡）が指定する者 

（ﾌｧｲﾙ容量の制限） 

第 5条 本学の教育職員及び学生が使用できるﾌｧｲﾙ容量は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の教育職員 1.5GB 

(2) 本学の学生  1.5GB 

（電算機ｼｽﾃﾑの利用） 

第 6条 電算機ｼｽﾃﾑは､第 3条第 1項に規定する施設及びｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する次のｻﾃﾗｲﾄに

おいて利用することができる｡ 

(1) 第 3 条第 1項に規定する施設 

(2) ｾﾝﾀｰ以外の部局が管理運営する施設（以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ｣という｡） 

 2 前項第 2号に規定するｻﾃﾗｲﾄは､その利用目的に応じ､次のとおり区分する｡ 

(1) 自由利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ（以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ A｣という｡） 

(2) 授業利用を目的としたｻﾃﾗｲﾄ（以下､｢ｻﾃﾗｲﾄ B｣という｡） 

 3 ｻﾃﾗｲﾄ A は､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ A-1 A0214 自習室 

ｻﾃﾗｲﾄ A-2 ――― 図書館 1F 

 4 ｻﾃﾗｲﾄ B は､次のとおりとする｡ 

ｻﾃﾗｲﾄ名 室番号 部屋名等 

ｻﾃﾗｲﾄ B-1 E0201 情報演習室Ⅱ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-2 E0202 情報演習室Ⅲ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-3 E0203 情報演習室Ⅳ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-4 E0302 情報演習室Ⅵ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-5 E0303 情報演習室Ⅶ 

ｻﾃﾗｲﾄ B-7 S0405 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 A 

ｻﾃﾗｲﾄ B-8 S0406 ﾛﾎﾞｯﾄ実習室 B 

 5 前項に規定する施設の授業利用に係る利用申請及び変更申請は､教務室が行うものとする｡ 

 6 第 4項に規定するｻﾃﾗｲﾄ B にあつては､第 2項第 2号の規定にかかわらず､授業利用のない場合に

限り､その管理運営する部局の定めるところにより､自由利用を認めることができる｡ 

（ﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用） 

第 7条 本学の学生は､ﾌﾟﾘﾝﾀｰを次の目的で利用することができる｡ 

(1) 授業中及び授業に関連する利用 

(2) ｸﾗﾌﾞ活動等学生の諸活動に関連する利用 

 2 第 1項の規定にかかわらずｾﾝﾀｰ長は､多量に印刷した利用者に対してその理由を確認することが

できる｡ 

 3 第 1項第 2号の規定にかかわらずｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰの利用については､必要に応じｾﾝﾀｰ長が印刷の制限を

設けることがある｡ 

（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄの利用） 

第 8条 次の全ての条件を満たすｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄは､授業に影響を与えないことを条件に､所定の手続き

により研究目的で利用することができる。 

(1) ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲｾﾝｽ契約である 
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(2) 販売元が同ﾗｲｾﾝｽ契約において､研究目的での利用を認めている 

 2 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄを研究目的で使用する場合は､ｿﾌﾄｳｪｱ利用申請書にてｾﾝﾀｰ長の承認を得る｡ 

 3 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄが学部の授業で使用されなくなつた時点で利用者に広報し､次のﾗｲｾﾝｽ契約の更新を

しない｡ 

第 4章 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

（ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ） 

第 9条 利用規程第 2条第 4項第 4号に規定するﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽとは､次のものをいう｡ 

(1) WAN、LAN の利用 

(2) 電子ﾒｰﾙ 

(3) World Wide Web（以下､｢Web｣という｡）を利用した情報公開 

(4) 遠隔ﾛｸﾞｲﾝによる接続 

(5) Web を利用した情報の閲覧 

（機器等の接続） 

第 10 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに機器等を接続できる者は､本学の職員及びｾﾝﾀｰ長が必要と認めた者とする｡ 

 2 前項に規定するｾﾝﾀｰ長が認めた者の範囲は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師 

(2) 本学の大学院学生 

(3) 本学で開催する学会等の講師 

 3 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに機器等を接続しようとする者は､様式-1 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなけれ

ばならない｡ただし､無線ﾈｯﾄﾜｰｸに接続し､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみを利用する場合は､様式 8によりｾﾝﾀｰ長に申

請し､許可を受けなければならない｡ただし､本学の授業用 ID を所有している者は申請を省略でき

る｡ 

 4 接続許可を受けた者は次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｨﾙｽ感染防止対策等のｾｷｭﾘﾃｨ対策を行うこと｡ 

(2) ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸまたはｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続されている他の機器へ悪影響を与えないこと｡ 

(3) ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続した機器についてｾﾝﾀｰ長から是正指示があつた場合は､その指示に従うこ

と｡ 

(4) 検疫ｼｽﾃﾑ実施の依頼があつた場合は実施すること｡ 

 5 第 1項の機器等には､次のものは含めないものとする｡ 

(1) 本学の非常勤講師の個人所有の機器 

(2) 本学の大学院生の個人所有の機器 

(3) 前 2 号にかかわらず無線ﾈｯﾄﾜｰｸに接続し､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみを利用する場合は個人所有の機器も認め

る｡ 

（電子ﾒｰﾙ） 

第 11 条 電子ﾒｰﾙを利用しようとする本学の職員は､様式-2 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなけれ

ばならない｡ 

 2 本学の学生の電子ﾒｰﾙは入学と同時に利用することができる｡ 

 3 大同大学名誉教授の称号を授与された者は､退職後も所定の手続きにより電子ﾒｰﾙを継続利用する

ことができる｡ 

 4 前項の所定の手続きは次のとおりとする｡ 

(1) 利用期限が切れる前に､継続の意思表示をｾﾝﾀｰ長に行う｡特に様式は定めない｡ 

(2) 継続期間は 1年とする｡ 
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（Web を利用した情報公開） 

第 12 条 Web を利用し情報公開ができるのは、利用規程第 4条の規定に関わらず次の者とする｡ 

(1) 学外に公開する場合は､本学の職員 

(2) 学内に公開する場合は､本学の職員及び本学の学生 

 2 Web を利用した情報公開を行おうとする者は､様式-3 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受けなければ

ならない｡ 

 3 前項により許可を受けた者は､ｾﾝﾀｰ長が指定する情報倫理に関する講習会を受講しなければなら

ない｡ 

 4 利用できる Web ｻｰﾊﾞのﾌｧｲﾙ容量は､次のとおりとする｡ 

(1) 本学の職員 50MB 

(2) 本学の学生  5MB 

（遠隔ﾛｸﾞｲﾝによる接続） 

第 13 条 遠隔ﾛｸﾞｲﾝを行おうとする本学の職員及び学生は､様式-4 によりｾﾝﾀｰ長に申請し､許可を受け

なければならない｡ 

(1) ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続した機器から､学外の機関に設置してあるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

(2) 学外からｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続された機器に遠隔ﾛｸﾞｲﾝするとき｡ 

（Web を利用した情報の閲覧） 

第 14 条 ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸの利用者は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続されている端末から､Web を利用した情報の閲

覧をすることができる｡ 

（認証ﾈｯﾄﾜｰｸの管理） 

第 14 条の 2 教育職員の研究室等に敷設した LAN（以下､｢認証ﾈｯﾄﾜｰｸ｣という｡）をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接

続する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の MAC ｱﾄﾞﾚｽ､端末名､端末の状況を認証ｻｰﾊﾞへ所定の方法で登  録

し､認証を受けること｡ 

(2) 認証ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する端末の利用者は研究室等の管理者の指示に従うこと｡ 

(3) 特別な理由がある場合を除き､認証ﾈｯﾄﾜｰｸを利用して独自無線局を構築しないこと｡ 

(4) 前号の特別な理由とは教育､研究などで使用するために情報ｾﾝﾀｰへ申請を行い､ｾﾝﾀｰ長が認めた

場合をいう。 

（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LAN の管理） 

第 15 条 教育職員の研究室等に敷設した LAN で前条の認証ﾈｯﾄﾜｰｸに属さない LAN（以下､｢ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

LAN｣という｡）をｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに接続する者は､次のことを遵守しなければならない｡ 

(1) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LAN に接続する端末のﾎｽﾄ名は､｢室番号＋識別番号(自由)｣とすること｡ 

(2) ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ LAN に障害が生じた場合は､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼさないように直ちに処置する

とともに､ｾﾝﾀｰに連絡しなければならない｡ 

 2 前項第 2号において､ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸに影響を及ぼした場合は､障害報告書をｾﾝﾀｰ長に提出しなけれ

ばならない｡ 

 3 ｾﾝﾀｰ長は､障害の状況を情報委員会に報告するものとする｡ 

第 5章 雑 則 

（細則の改廃） 

第 16 条 本細則の改廃については､情報委員会の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長がこれを行う｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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大同大学学習支援に関する要項 

 

（平成 30 年 4 月 1日制定） 

（趣旨） 

第 1条 大同大学教育開発・学習支援ｾﾝﾀｰ規程（以下「ｾﾝﾀｰ規程」という。）第 3条第 3号及び第 5

号に規定する高校までの学習範囲に係る｢数学｣､｢理科（物理及び化学）｣､｢外国語（英語）｣等の

学習支援及び学習全般に係る学生からの相談の実施に関し必要な事項は､この要項の定めるところ

による。 

 

（学習支援の目的） 

第 2条 基礎学力不足の大同大学（以下「本学」という。）の学生に対して､大学での授業内容の前提

となる高校までの学習範囲を学習指導し､本学の教育課程に規定する授業科目の学習が達成できる

よう学習支援を行う。 

 

（学習指導の方針） 

第 3条 学生を自立した学習者に育てることを学習指導の方針とする。 

 

（学習支援の範囲） 

第 4条 前条に規定する学習支援とは､次項に規定する学習指導の対象科目を単元毎に体系的に教授

すること（以下「学習指導」という。）及び学習全般に関する相談に応じること（以下「学習相

談」という。）をいう。 

2 学習指導の対象とする科目は､ｾﾝﾀｰ規程第 3条第 3号の定めるところにより､数学､物理､化学及び

英語とし､「基礎数学ｾﾐﾅ」「基礎理科ｾﾐﾅ」及び「基礎英語ｾﾐﾅ」を除く本学の教育課程に規定する

授業科目の指導を目的とした学習指導は含めないものとする。 

 

（学習指導の対象者） 

第 5条 学習指導の対象者は､次の各号に掲げる者とする。 

 （1）学習指導の対象とする学生は､本学の学部学生の 2年次生までとする。ただし､教育開発・学

習支援ｾﾝﾀｰ長（以下「ｾﾝﾀｰ長」という。）が必要と認めた場合には､3 年次以上を対象とするこ

とができる。 

 （2）前号に規定するほか､ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた者。 

 

（学習指導の留意事項等） 

第 6条 学習指導は､通常の教授方法によるほか､次の各号に留意して行うものとする。 

 （1）教育開発・学習支援ｾﾝﾀｰ（以下「ｾﾝﾀｰ」という。）の講師（以下「講師」という。）は､学習指

導を受ける者（以下「受講学生」という。）に自宅学習と自学自習の習慣を定着させるため､毎

回受講学生に一定の宿題を与え､必ず次回にその確認と指導を行う。 

 （2）講師は､受講学生の理解度を測るため､随時確認テストを行う。 

2 第 13 条に規定する講師主任及び各教科ﾁｰﾌは､教養部の該当各系と密接に連携し､真に支援を必要

とする学生の発掘に努めるものとする。 

3 講師は､受講学生の学修（単位修得)状況を学期毎に把握し､学習指導の効果測定に努めるものとす

る。 

 

（学習指導の時間及び期間並びに受講制限等） 

第 7条 学習指導は､第 12 条に規定するｾﾝﾀｰの休館日を除き､第 1時限から第 5時限までの各時限で

行う。 

2 学習指導は､各学期約 3カ月に亘り継続的に行うことを原則とする。 

3 前 2 項に規定するほか､学習指導の時間及び期間に関し必要な事項は､ｾﾝﾀｰ長が定める。 

4 受講学生一人あたりの最大受講ｺﾏ数は､週あたり 4 ｺﾏとする。 

5 学習指導時間当たりの受講学生数は､複数人とすることを原則とする。 
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（受講学生の出席義務） 

第 8条 受講学生は､指定された学習指導時間に出席しなければならない。 

2 受講学生は､前項の学習指導時間に欠席または遅刻する場合は､理由の如何に関わらず､必ずｾﾝﾀｰに

連絡しなければならない。 

3 ｾﾝﾀｰに連絡することなく欠席した場合には､受講の許可を取り消すことがある。 

 

（学習指導の欠席の取扱） 

第 9条 受講学生が欠席した場合には､1 回目で注意､2 回目で厳重注意とし､3 回目で受講の許可を取

り消すものとする。 

2 やむを得ないと認められる事情による欠席については､欠席として取り扱わないものとする。 

 

（受講学生の遵守事項） 

第 10 条 受講学生は､次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。 

（1）講師等の指導及び指示に従うこと 

（2）ｾﾝﾀｰ内で飲食しないこと 

（3）ｾﾝﾀｰ内で携帯電話を使用しないこと 

 

（学習指導の申込） 

第 11 条 学習指導を受けようとする学生は､指定された期間に所定の書式により申し込みを行い､ｾﾝﾀ

ｰ長の許可を受けなければならない。 

2 ｾﾝﾀｰ長が特に認めた場合には､前項に規定する申し込みを省略することができる。 

 

（ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日） 

第 12 条 ｾﾝﾀｰの開館時間及び休館日は､次の各号のとおりとする。 

 （1）開館時間 

   9 時 00 分～17 時 50 分。ただし､ｾﾝﾀｰ長が認めた場合は変更することがある。 

 （2）休館日 

（ｱ）本学学則に定める休業日及び土曜日｡ただし､春季､夏季及び冬季休業日については､ｾﾝﾀｰ長

がその都度これを定める｡ 

（ｲ）ｾﾝﾀｰ長が必要と認めた日 

 

（講師組織） 

第 13 条 講師の組織化を図るため､ｾﾝﾀｰの内部組織として講師主任並びに数学､理科及び英語の各教

科にﾁｰﾌを置く。 

2 講師主任は､ｾﾝﾀｰ長の指示の下､各教科ﾁｰﾌとともに､指導方針､指導内容等の連絡・調整の任にあた

る。 

3 講師主任は､前項の連絡・調整を行うため､各教科ﾁｰﾌとともに､概ね週 1回定常的な会合を行うも

のとする。 

 

（雑則） 

第 14 条 この要項に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は､教育開発・学習支援委員会（以下

「委員会」という。）の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が定める。 

 

（要項の改廃） 

第 15 条 この要項の改廃は､委員会の審議を経て､ｾﾝﾀｰ長が行う。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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環境美化の心得 

 

平成 15 年 4月 1 日制定 

喫煙について 

１．喫煙は、灰皿の設置された所定の場所ですること。 

２．歩行中の喫煙はしないこと。 

３．吸い殻は、所定の灰皿へ入れること。 

 

ゴミについて 

１．ゴミは、所定のゴミ箱へ分別して捨てること。 

２．飲料、麺類の汁等を残したまま捨てないこと。 

３．落ちているゴミは、拾って所定のゴミ箱へ捨てよう。 

 

掲示物等について 

１．掲示物は、各担当部署で承認印を受けて、所定の掲示板に掲示すること。 

２．看板、のぼり旗等は、大学の許可を受けて、許可された場所に設置すること。 

３．ビラ、チラシ等は、大学の許可を受けて配布すること。 

４．掲示物等は、大学周辺においても大学の許可を受けること。 

 

施設・設備等について 

１．大学及び大学周辺地域の施設・器具等を破損、汚損しないこと。 
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施設利用の心得 

 

平成 15 年 4月 1 日制定 

駐 輪 場 

１．自転車の駐輪は、滝春第２駐車場内の自転車専用駐輪場を利用すること。所定の場所以外、ま

た、路上等には絶対に止めないこと。 

２．バイクの駐輪は、滝春第１駐車場内のバイク専用駐輪場を利用すること。所定の場所以外、ま

た、路上等には絶対に止めないこと。 

３．駐輪場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

４．不要となった自転車、バイクを放置しないこと。 

５．駐輪場の利用は、整理して駐輪し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

６．施設・器具類を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

駐 車 場 

１．自動車の駐車は、滝春第１駐車場を利用すること。所定の場所以外、また、路上等には絶対に

止めないこと。 

２．駐車場内では、喫煙・飲食をしないこと。 

３．車通学は、真に必要のある場合に限るものとし、できる限り自粛するものとする。 

４．駐車場の利用は、事前に学生室で学生証を提示の上、駐車カードを購入すること。 

５．駐車場の長期利用、また、車を放置しないこと。 

６．駐車場の利用は、指定枠内に駐車し、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

７．施設・器具類を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

食堂・学生ホール 

１．飲食は、食堂・学生ホール等の所定の場所ですること。 

２．食堂・学生ホールでは、喫煙をしないこと。 

３．食器類は大切に扱い、使用後は指定場所に返却すること。 

４．食堂・学生ホールの卓上に、ペットボトル、ゴミ等を放置しないこと。 

５．混雑時の利用においては、席の譲り合い等を心がけること。 

６．施設の目的外の利用はしないこと。 

７．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

８．施設・器具類を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

ロッカー室 

１．ロッカー室・ロッカーの使用は、清潔・整理・整頓を心がけること。 

２．ロッカー室では、喫煙・飲食をしないこと。 

３．ロッカー室の備品は、外部へ持ち出さないこと。 

４．ロッカーの使用は、当日限りで、翌日まで使用しないこと。 

５．金品等貴重品は、ロッカー内に保管しないこと。 

６．ロッカーの上に、傘・靴・ペットボトル等を放置しないこと。 
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７．ロッカー内に、物品の放置をしないこと。 

８．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

９．施設・器具類を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 

 

自習室・ミーティングルーム 

１．自習室・ミーティングルームの利用は、清潔・整理・整頓を心がけること。 

２．自習室・ミーティングルームでは、喫煙・飲食をしないこと。 

３．自習室・ミーティングルームの備品を外部へ持ち出さないこと。 

４．他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。 

５．施設・器具類を破損した場合は、速やかに学生室へ届け出ること。 
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環境美化の心得及び施設利用の心得違反に対する処罰要項 

 

平成 15 年 4月 1 日制定 

（趣旨） 

第１ 環境美化の心得及び施設利用の心得（以下「心得」という。）に違反した場合の処罰については、

この要項の定めるところによる。 

（処罰の対象） 

第２ 処罰の対象となる事項は次のとおりとする。 

（１）心得に著しく違反する行為をした場合。 

（２）心得に違反する行為を繰返した場合。 

（処罰） 

第３ 第２に該当する者に対しては、違反の程度に応じて下記のとおり注意、処罰を行う。 

（１）本人に対して学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から直接指導する。 

（２）本人と保証人を呼び出し、学生部長から厳重注意を行うとともに、指導教員から 

直接指導し、保証人連署により反省文を提出させる。 

（３）学則第３９条第４号の規程に基づく懲戒の対象として、学生委員会にて審議する。 

附 則  

＜ 省 略 ＞  

 

241



 

大同学園ﾊﾗｽﾒﾝﾄ規程（抜粋） 

(平成 21 年 1月 1 日制定) 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 本規程は､学校法人大同学園(以下､｢学園｣という｡) 就業規則第 43 条第 11 号に基づき､学園

の構成員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄの発生を防止し､排除するための措置並びにﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する問題が生じた

場合に適切に対応するための措置 (以下､｢ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等｣という｡) に関する必要な事項を定める

ものである｡ 

(基本宣言) 

第 2 条 ﾊﾗｽﾒﾝﾄは､個人の人権を侵害するものであり､絶対にあつてはならないものである｡学園は､す

べての構成員が､個人として尊重され､公正で快適な環境の下で勉学に専念し､職務に従事すること

ができるよう､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止に最大限努めるとともに､万一ﾊﾗｽﾒﾝﾄが発生した場合は､これに対し厳

正･適切に対処する｡ 

2 学園は､前項の目的を達成するために､学園及び大同大学(以下､｢大学｣という｡)並びに大同大学大同

高等学校(以下､｢高校｣という｡)について､それぞれﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等委員会を設置する｡ 

(定義及び適用範囲) 

第 3 条 本規程において｢ﾊﾗｽﾒﾝﾄ｣とは､相手の意に反する不適切な言動(不作為を含む｡)により相手を

不快にさせ､不利益や損害を与えることによつて､学園で学び､研究し､働く環境を悪化させることを

いう｡ 

2 本規程において｢構成員｣とは､教育職員等(非常勤を含む｡以下､｢教育職員｣という｡)､事務職員等

(技術職員､用務職員､嘱託職員､臨時補助員等を含む｡以下､｢事務職員｣という｡)､学生､生徒をいう｡ 

3 本規程は､学園の構成員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に適用する｡ 

(責務) 

第 4 条 理事長は､学園におけるﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に関し総括し､大学学長及び高校校長は､それぞれ当

該組織においてﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に関し総括する｡ 

2  学園の構成員は､その相互間及び外部関係者(関係業者､就学又は就業上の関係等を有する者を含む｡

以下､｢外部関係者｣という｡)に対し､ﾊﾗｽﾒﾝﾄを行つてはならない｡ 

3  学園の構成員は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等に努めるとともに､ﾊﾗｽﾒﾝﾄを許してはならない｡ 

 (ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ等の保護及び守秘義務) 

第 5 条  ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談･苦情又は対策等の業務に携わる者は､当事者又は関係者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ､名

誉その他の人権に配慮するとともに､知り得た秘密を他に漏らしてはならない｡ 

第 2章 学園 

＜ 省 略 ＞  

第 3章 大学 

(適用範囲) 

第 16 条 本章は､大学の学生及び教育職員に関わるﾊﾗｽﾒﾝﾄについて適用する｡ 

(ﾊﾗｽﾒﾝﾄへの対応) 

第17条 大学は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの問題に対して迅速かつ適切に問題の解決にあたるため､次の各号に定める事

項について対応するものとする｡ 

(1) 相談体制に関すること 
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(2) 苦情等に関すること 

(3) その他､大学として対応が必要と判断される事項 

2 大学は､特に緊急性が高いと判断した場合には､前項各号の規定にかかわらず､緊急対応及び緊急措

置を決定し､これを実施するものとする｡ 

(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会) 

第18条 大学に､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図るため､ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等委員会(以下､｢大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会｣という｡)

を設置する｡ 

2 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等を図る企画及び啓発活動に関すること 

(2) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する事実の認定及び苦情等措置に関すること 

(3) その他ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止及び排除に関すること 

3  大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､事態が重大で緊急対応が必要な場合には､関係部署と協議のうえ､直ちに対応

策を決定するものとする｡ 

(大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の組織) 

第 19 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､次の各号に掲げる委員をもつて組織する｡ 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 大学院研究科長 

(4) 教務部長 

(5) 学生部長 

(6) 大学事務部長 

(7) 学園総務部長 

(8) 学生室長 

(9)  人事室長 

(10) 本学の専任の職員の中から学長が指名する者 若干名 (性別に配慮する) 

2 前項第10号の委員は､学長が委嘱し､その任期は2年とする｡ただし､再任を妨げない｡また欠員が生

じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡ 

3 前々項の委員のほか､外部を含め委員長の必要と認める者を委員とすることができる｡その委員は､

学長が委嘱する｡ただし､その任期は対象とする事案が終了するまでとする｡ 

4 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に､委員長及び副委員長を置く｡ 

5 委員長は､学長とする｡副委員長は､委員長が大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の同意を得て指名する｡ 

6  委員長は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会を招集し､その議長となる｡ 

7 委員長に事故あるときは､副委員長がその職務を代行する｡ 

8 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､構成員の過半数の出席によつて成立し､決議は､出席委員の過半数をもつて行

う｡この場合､議長は議決権を有しない｡可否同数の場合は､議長の決するところによる｡ 

9 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､外部を含め委員以外の者を必要に応じて出席させることができる｡ 

(相談窓口) 

第 20 条 大学は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談及び苦情等に対応するため､相談窓口として相談員を配置する｡ 

2 相談員の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談 
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(2) 問題を解決するための方法についての説明及び情報の提供 

3 相談員は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員及び学園の構成員のうちから学長が委嘱した者とする｡ (性別

に配慮する) 

4 前項の学園の構成員のうち学長から委嘱された者の任期は､2 年とする､ただし､再任を妨げない｡ま

た欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は､前任者の残任期間とする｡  

5 相談員は､相談の内容を直ちに書面をもつて大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に報告しなければならない｡ 

(苦情及び救済の申立) 

第 21 条 構成員からﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた者は､大学に対し､苦情及び救済の申立をすることができる｡ 

2 前項の規定により苦情及び救済の申立を行おうとする者は､書面に記載し､提出するものとする｡た

だし､やむを得ず口頭による場合には､相談員が記録した書面に本人が署名するものとする｡ 

(調査･調停部会) 

第22条 ﾊﾗｽﾒﾝﾄに起因する問題が生じた場合､被害の調査及び苦情等に関して､具体的な措置を講じる

ため､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会内にﾊﾗｽﾒﾝﾄ調査･調停部会(以下､｢調査･調停部会｣という｡)を設置すること

ができる｡ 

2 調査･調停部会は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員の中から組織する｡ 

3 委員長が必要と認めた場合､調査･調停部会に大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会の委員以外の者を加えることがで

きる｡ 

4 委員長は､組織された調査･調停部会の中から主査を指名する｡ 

5 調査･調停部会の任務は､次の各号に掲げる事項とする｡ 

(1) ﾊﾗｽﾒﾝﾄの被害に関する調査及び調停に関すること 

(2) その他ﾊﾗｽﾒﾝﾄの被害及び苦情等に関すること 

6 調査及び調停の実施に関しては､次のとおり取り扱うものとする｡ 

(1) 調査は､当事者及びその他の関係者から公正な事情聴取を行うものとする｡ 

(2) 調査は､原則として 2か月以内に終了するものとする｡ 

(3) 申立人が調査の途中で打切りを申し出た場合は､調査を終了するものとする｡ 

(4) 調停が成立した場合は､書面で合意事項を確認するものとする｡ 

(5) 調停は､当事者間の合意が成立する見込みがないと判断した場合又は当事者が調停の途中で

打切りを申し出た場合は終了するものとする｡ 

7 調査･調停部会は､調査･調停等の結果を書面でもつて大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に報告し､必要に応じて再

発防止に関する事項等を提言することができる｡  

(再調査) 

第 23 条 申立人は､調査･調停部会の結果に対して不服がある場合は､大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会に再調査の申

立をすることができる｡大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､再調査の申立を審査し措置を協議する｡ 

 (ﾊﾗｽﾒﾝﾄの行為に対する措置等) 

第24条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会は､修学上及び就労上の環境改善を行うことが必要であると認めた場合は､

必要な措置を講じるよう学長に要請する｡また､処分の検討が必要であると認めた場合､その手続の

開始を､教育職員については理事長､学生については大学院運営委員会又は学生委員会に対し要請す

る｡ 

(事務局) 

第 25 条 大学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会及び相談窓口の事務は､大学学生室または総務部人事室が行う｡ 
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第 4章 高校 

＜ 省 略 ＞  

第 5章 雑則 

(規程の改廃) 

第 36 条 この規程の改廃は､理事会が行う｡ 

(その他) 

第 37 条 本規程に定めるもののほか､必要な事項は､別に定める｡ 

附 則  

＜ 省 略 ＞  
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